
 
 

様式２－１－２ 国立研究開発法人 年度評価 総合評定様式 

 
１．全体の評定 
評定 
（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ，Ｄ） 

Ａ：国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等

について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効率的な業務運営の下で

「研究開発成果の最大化」に向けて顕著な成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認めら

れる。 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 

Ａ Ａ Ａ     

評定に至った理由 項目別評定のとおり、技術開発マネジメント関連業務、クレジット取得関連業務、業務運営の効率化において顕著な成果を得ており、財務内容の改善についても着実な業務運営

がなされていることから、法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、「研究開発成果の最大化」に向けて顕著な成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認められることか

ら、Ａ評定とした。 
 
２．法人全体に対する評価 
・「Ⅰ．研究開発の成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項」のうち技術開発マネジメント関連業務については、平成２７年度は７分野の技術戦略を策定し、そのプロジェクト構想に基づき、

平成２８年度新規研究開発ナショナルプロジェクト８事業を初めて実現するなど、技術戦略及びそのプロジェクト構想に基づくプロセス（技術戦略～プロジェクトマネージャー（ＰＭ）選定～事前評

価～予算要求～基本計画策定～プロジェクト開始）を実践。また、ベンチャーキャピタル等と連携による新たなベンチャー支援事業の創設、ＮＥＤＯが支援したベンチャー企業の上場拡大、オープン

イノベーション協議会の活動強化や初の白書の作成、金融機関とのマッチングによる事業化支援の推進、各種メディアを活用した情報発信の推進などの取組で顕著な成果を上げている。 
さらに、各技術分野では、世界で最も普及している両面電極型結晶シリコン太陽電池において世界最高となるセル変換効率（２５．１％）の達成、世界最高レベル（現行比３倍のエネルギー密度）

となる革新型蓄電池の開発、世界で初めてフルＳｉＣパワーモジュールを適用した新幹線車両による高速走行の実現、世界初のカーボンナノチューブ（ＣＮＴ）の量産工場の稼働開始、世界初の寒冷

地に対応した風力発電技術等に関する実証実験開始など、顕著な成果を上げている。以上からＡ評価とした。 
・クレジット取得関連業務については、ウクライナＧＩＳ事業において、同国首相との２回の直接交渉を含む交渉等により、ウクライナ政府初の「未使用金返還に係る閣僚会議令」の創設を通じて未使

用金額の全額返還を完了した。以上からＡ評価とした。 
・「Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項」については、政府方針に対応した機動的な組織体制の構築（ＩｏＴ推進部の設置、技術戦略研究センターの拡充等）、ＮＥＤＯ内の決裁処理の効率化、プロジェ

クト成果の受賞件数の増加、知的財産権の届出手続等の電子化拡大、新情報基盤サービスの導入による情報セキュリティ対策の強化、業務のアウトソーシングの拡大による業務の効率化などの取組で

顕著な成果を上げている。以上からＡ評価とした。 
・「Ⅲ．財務内容の改善」については、保有資産の適切な売却、鉱工業承継業務勘定の廃止に伴う剰余金の国庫納付を行うなど、着実な業務運営を行っている。以上からＢ評価とした。 
・外部有識者からは、これらの取組に対して、ＰＭが主体的にプロジェクトを立案する新たなプロセスの導入、ベンチャー企業に対する投資環境の整備、オープンイノベーション推進に向けたＮＥＤＯ

の先駆的な取組、プロジェクト成果の標準化推進、ニュースリリースやイベント等を通じた積極的な広報活動等について評価する、というコメントを得ている。また、各技術分野でも、ロボット技術

の多様な展開や新幹線への応用など、生活に結びつくことが実感できる成果が上がっている点を評価する、というコメントを得ている。さらに、業務運営の効率化に関しては、ＮＥＤＯ内の決裁処理

の効率化、プロジェクト成果の受賞実績の増加、情報セキュリティ対策の一層の強化、ＣＯ２削減に向けた取組等を評価する、というコメントを得る一方で、職員の意欲向上と能力開発に向けて、Ｎ

ＥＤＯ職員の修士や博士（ＰｈＤ）取得を慫慂することが重要である、というコメントを得ている。財務内容の改善に関しては、資産売却や鉱工業承継業務の廃止など着実な取組を評価する、という

コメントを得る一方で、運営費交付金の効率的活用の促進に向けて、プロジェクト相手国の事情等はあるものの、引き続き事業管理を徹底し、交付金債務の削減努力を期待する、というコメントを得

ている。 
・以上を踏まえ、全体の評定をＡ評価とした。 
 
３．項目別評価の主な課題、改善事項等 
引き続き、第３期中長期計画等の達成に向けた取組を推進する。 
 
４．その他事項 
研究開発に関する審議

会の主な意見 
（研究開発に関する審議会の主な意見などについて記載） 
 

監事の主な意見 （監事の意見で特に記載が必要な事項があれば記載） 
 



 
 

様式２－１－３ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定総括表様式 

中長期目標（中長期計画） 年度評価 項目

別調

書№ 

備考 

 

 中長期目標（中長期計画） 年度評価 項目別

調書№ 

備考 

 ２５

年度 

２６

年度 

２７

年度 

２８

年度 

２９

年度 

３０

年度 

３１

年度 

  ２５

年度 

２６

年度 

２７

年度 

２８

年度 

２９

年度 

３０

年度 

３１

年度 

Ⅰ．研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項（７０％）  Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項（１５％）  

 ＜技術開発マネジメント関連業務＞   （１）機動的・効率的な組織・人

員体制 

Ａ Ａ Ａ     Ⅱ  

（ア）技術開発マネジメント

の機能強化 

Ａ Ａ Ａ     Ⅰ－１    （２）自己改革と外部評価の徹底 Ａ Ｂ Ａ     Ⅱ  

（イ）技術開発型ベンチャー

企業等の振興 

Ａ Ａ Ａ     Ⅰ－１    （３）職員の意欲向上と能力開発 Ａ Ｂ Ｂ     Ⅱ  

（ウ）オープンイノベーショ

ンの推進 

  Ａ     Ⅰ－１    （４）業務・システムの最適化 Ａ Ａ Ａ     Ⅱ  

（エ）国際共同事業の推進 Ａ Ｂ Ｂ     Ⅰ－１    （５）外部能力の活用 Ａ Ｂ Ａ     Ⅱ  
 （オ）技術開発成果の事業化

支援 

  Ａ     Ⅰ－１    （６）省エネルギー及び省資源の

推進と環境への配慮 

Ａ Ａ Ａ     Ⅱ  

（カ）情報発信等の推進 Ａ Ａ Ａ     Ⅰ－１    （７）業務の効率化、役職員の給

与等の水準の適正化 

Ａ Ｂ Ｂ     Ⅱ  

（キ）人材の流動化、育成 Ａ Ａ Ａ     Ⅰ－１    （８）随意契約の見直しに関する

事項、入札・契約の適正化、官

民競争入札等の活用、公益法人

等に対する支出の適正化 

Ａ Ｂ Ｂ     Ⅱ  

研究開発成果を活用しよう 

とする者への出資による実 

用化支援 

 Ｂ       平成２７年

度から（オ）

に含める。 

  （９）コンプライアンスの推進 Ａ Ｂ Ｂ     Ⅱ  

（ク）技術分野ごとの目標

（エネルギー分野） 

Ａ Ａ Ａ     Ⅰ－１    業務運営の効率化（１５％） Ａ Ｂ Ａ       

（ク）技術分野ごとの目標

（産業技術分野） 

Ａ Ａ Ａ     Ⅰ－１   Ⅲ.財務内容の改善に関する事項（１５％） 

 （ク）技術分野ごとの目標

（国際展開支援） 

Ａ Ａ Ａ     Ⅰ－１    （１）繰越欠損金の増加の抑制 Ａ Ｂ Ｂ     Ⅲ  

 ＜クレジット取得関連業務＞   （２）自己収入の増加へ向けた取

組、資産の売却等 

Ｂ Ｂ Ｂ     Ⅲ  

   クレジット取得関連業務 Ａ Ｂ Ａ     Ⅰ－２    （３）運営費交付金の効率的活用

の推進 

Ｂ Ｂ Ｂ     Ⅲ  

技術開発マネジメント関連業

務（６５％） 

Ａ Ａ Ａ         （４）剰余金の適正化 Ｂ Ｂ Ｂ     Ⅲ  

クレジット取得関連業務

（５％） 

Ａ Ｂ Ａ         （５）債務保証経過業務、貸付経

過業務、リスク管理債権適正化 

Ｂ Ｂ Ｂ     Ⅲ  

            （６）年金、基金、共済等の事業

運営のための資金運用の適正

化 

Ａ Ｂ        

            （７）関係法人等への支出の適正

化 

Ｂ Ｂ        

            財務内容の改善（１５％） Ｂ Ｂ Ｂ       
            Ⅳ．その他の事項（－）          
             －          

※重要度を「高」と設定している項目については各評語の横に「○」を付す 
難易度を「高」と設定している項目については各評語に下線 



Ⅰ－1－1 
 

 

様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ－１ 技術開発マネジメント関連業務 

関連する政策・施策 － 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

旧国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第１５条第１項 

当該項目の重要度、難易

度 

－ 関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 

０５２７国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般管理費 

０５８１国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般管理費

（エネルギー需給勘定） 

０５８２国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般管理費

（電源開発促進勘定） 

注）国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法は平成２８年３月に改正されているが、平成２７年度の事業は旧法に基づき実施しているため、旧法の根拠条文を記載。 

 

２．主要な経年データ 

 ① 主な参考指標情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

  基準値等 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度   ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 

ナショナル
プロジェク
トの実用化
達成率 

5 年経過時
点で 25％
以上 

27％ 34％ 28.3％     

 予算額（千円） 123,907,032 153,598,478 136,594,901     

実用化促進
事業の実用
化達成率 

3 年経過時
点で 30％
以上 

36.0％ 31.8％ 26.4％     

 決算額（千円） 98,011,031 136,812,173 153,744,124     

事後評価対
象のナショ
ナルプロジ
ェクトの評
価が「合格」
の件数 

中期目標
期間終了
時におい
て 8 割以
上。 

100％ 100％ 100％      経常費用（千

円） 

98,259,557 136,858,535 

 

153,670,307     

事後評価対
象のナショ
ナルプロジ
ェクトの評
価が「優良」
の件数 

中期目標
期間終了
時におい
て 6 割以
上。 

84.2％ 93.3％ 92.3％      経常利益（千

円） 

3,624,169 3,786,034 2,226,767     

イノベーシ
ョンの実現
に資する事
業の事後評
価が「順調」
の割合 

中期目標
期間終了
時におい
て6割以上 

74.1％ 64.5％ 77.4％      行政サービス

実施コスト（千

円） 

93,996,323 134,568,343 

 

148,504,321     

 

新規採択額
に占める中
堅・中小・ベ
ンチャー企
業の割合 

新規採択
額の 20％
以上 

  29.0％      従事人員数 774 の内数 832 の内数 887 の内数     

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

 

  



Ⅰ－1－2 
 

 

様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）様式 

Ⅰ（ア）技術開発マネジメントの機能強化 

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価軸（評価の視

点）、指標等 

法人の業務実績等・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 

      ＜自己評価＞ Ａ 評定  

 （１）技術開発マネジメン
ト関連業務 
 ＮＥＤＯは、エネルギー
分野をはじめとする産業技
術分野全般に関する最新の
技術動向や政策動向を的確
に把握し、政策当局と密接
に連携しつつ、産業技術政
策などの実施機関として適
切に技術開発マネジメント
関連業務を行うことによ
り、我が国の産業競争力の
強化及び国民経済の発展並
びに内外のエネルギー・環
境問題の解決に貢献するも
のとする。その際、民間企
業、大学、公的研究機関、
技術研究組合等との適切な
連携により、事業を効率
的・効果的に実施すること
とする。 
 また、費用対効果等の不
確実性が高くとも、将来の
産業・社会に大きな影響を
もたらし得る技術開発に
は、マネジメント全体の中
で、公的資金の活用も含め
たリスクの軽減など、リス
クマネジメントの高度化も
図りながら、果敢に取り組
むことが必要である。加え
て、イノベーションの担い
手として重要な技術集約型
の中堅・中小・ベンチャー
企業の積極的な活用を図る
ものとする。 
 技術開発マネジメント関
連業務については、事業終
了段階での事後評価結果
（ⅱ）ｂ．に後述）ととも
に、追跡評価によって把握
される以下の結果により評
価し、それを公表するもの
とする。 
 

（１）技術開発マネジメン
ト関連業務 
 機構が、エネルギー分野
をはじめとする産業技術
分野全般に関する技術開
発関連業務を推進するに
当たっては、我が国の産業
競争力強化並びにエネル
ギー、環境問題の解決に貢
献すべく、政府の基本的な
政策に基づく分野に重点
をおいて、日本の産業競争
力強化へ繋がる技術開発
を実施する。その際、政府
と産業界とのインターフ
ェース機能や海外政府と
の調整を始め公的な政策
実施機関である機構の機
能を最大限発揮するとと
もに、これまでの業績を明
確に意識、検証しつつ、実
施する。また、費用対効果
等の不確実性が高くとも、
将来の産業・社会に大きな
影響をもたらし得る技術
開発には、マネジメント全
体の中で、公的資金の活用
も含めたリスクの軽減な
ど、リスクマネジメントの
高度化も図りながら、果敢
に取り組むことが必要で
ある。加えて、イノベーシ
ョンの担い手として重要
な技術集約型の中堅・中
小・ベンチャー企業の積極
的な活用を図るものとす
る。 
 こうした観点を踏まえ、
技術開発マネジメントに
ついては、事業終了段階で
の事後評価（１.(１)ア
(ii) b. に後述）の結果と
ともに、追跡評価（１.(１)
ア（ii）c. に後述）によ
って把握される以下の結
果により評価し、それを公
表するものとする。 

（１）技術開発マネジメント
関連業務 
 機構が、エネルギー分野を
はじめとする産業技術分野全
般に関する技術開発関連業務
を推進するに当たっては、我
が国の産業競争力強化並びに
エネルギー、環境問題の解決
に貢献すべく、政府の基本的
な政策に基づく分野に重点を
おいて、日本の産業競争力強
化へ繋がる技術開発を実施す
る。その際、政府と産業界と
のインターフェース機能や海
外政府との調整を始め公的な
政策実施機関である機構の機
能を最大限発揮するととも
に、これまでの業績を明確に
意識、検証しつつ、実施する。
事業実施に当たっては、生産
プロセスの開発面での成果の
みならず、新製品・新サービ
ス自体の開発成果を一層重視
することが必要である。さら
に、費用対効果等の不確実性
が高くとも、将来の産業・社
会に大きな影響をもたらし得
る技術開発には、マネジメン
ト全体の中で、公的資金の活
用も含めたリスクの軽減な
ど、リスクマネジメントの高
度化も図りながら、果敢に取
り組む。 
 

－ （１）技術開発マネジメント関連業務 
 機構は、エネルギー分野をはじめとする
産業技術分野全般に関する技術開発関連
業務を推進するに当たっては、我が国の産
業競争力強化並びにエネルギー、環境問題
の解決に貢献すべく、政府の基本的な政策
に基づく分野に重点をおいて、日本の産業
競争力強化へ繋がる技術開発を実施した。
その際、政府と産業界とのインターフェー
ス機能や海外政府との調整を始め公的な
政策実施機関である機構の機能を最大限
発揮するとともに、これまでの業績を明確
に意識、検証しつつ、実施した。また、費
用対効果等の不確実性が高くとも、将来の
産業・社会に大きな影響をもたらし得る技
術開発には、マネジメント全体の中で、公
的資金の活用も含めたリスクの軽減など、
リスクマネジメントの高度化も図りなが
ら、果敢に取り組んだ。加えて、イノベー
ションの担い手として重要な技術集約型
の中堅・中小・ベンチャー企業の積極的な
活用を図った。 
 
（参考：実施プロジェクト数 
平成２７年度においては、７０件のプロジ
ェクトを実施中。 
 うち、ナショナルプロジェクト ６３件 
 うち、実用化促進事業  ２件 
 うち、技術シーズの発掘 ３件 
 うち、地球温暖化対策  ２件） 

＜自己評価の根拠＞ 
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 １）「ナショナルプロジェク
ト」（民間企業等のみでは取
り組むことが困難な、実用
化・事業化までに中長期の
期間を要し、かつリスクの
高い技術開発関連事業）で
あって、２）以外のものに
ついては、その特徴・性格
を踏まえ、技術開発期間の
短期化やリスク回避に決し
て繋がることがないよう十
分留意した上で、事業終了
後、５年経過後の時点での
実用化達成率（製品化又は
上市段階の比率。以下同
じ。）を２５％以上とするこ
とを目標とし、その達成状
況を評価する。 
 

１）「ナショナルプロジェ
クト」（民間企業等のみで
は取り組むことが困難な、
実用化・事業化までに中長
期の期間を要し、かつリス
クの高い技術開発関連事
業）であって、２）以外の
ものについては、その特
徴・性格を踏まえ、技術開
発期間の短期化やリスク
回避に決して繋がること
がないよう十分留意した
上で、事業終了後、５年経
過後の時点での実用化達
成率（製品化又は上市段階
の比率。以下同じ。）を２
５％以上とすることを目
標とし、その達成状況を評
価する。 

１）「ナショナルプロジェク
ト」（民間企業等のみでは取り
組むことが困難な、実用化・
事業化までに中長期の期間を
要し、かつリスクの高い技術
開発関連事業）であって、２）
以外のものについては、その
特徴・性格を踏まえ、技術開
発期間の短期化やリスク回避
に決して繋がることがないよ
う十分留意した上で、事業終
了後、５年経過後の時点での
実用化達成率（製品化又は上
市段階の比率。以下同じ。）を
２５％以上とするという中長
期計画の達成に向けて取り組
み、また、その達成状況を評
価する。 
 

－ ナショナルプロジェクトについては、平
成２１年度に事業を終了した１１３事業
者のうち、３２事業者（２８．３％）が実
用化を達成した。 

●ナショナルプロジェクトの実用化達成率
は目標値を上回る２８．３％を達成（目
標：中期計画期間平均２５％以上）。また
目標を２年前倒しで達成。 

 

 

 ２）「ナショナルプロジェク
ト」のうち、非連続なイノ
ベーションの創出を目的と
して行われる技術開発関連
事業であって、特にリスク
の高いもの（以下「非連続
ナショナルプロジェクト」
という。）については、実用
化・事業化の見通し、獲得
された知見の他の技術や用
途への波及効果等の観点か
ら多面的に評価する。 

２）「ナショナルプロジェ
クト」のうち、非連続なイ
ノベーションの創出を目
的として行われる技術開
発関連事業であって、特に
リスクの高いもの（以下
「非連続ナショナルプロ
ジェクト」という。）につ
いては、実用化・事業化の
見通し、獲得された知見の
他の技術や用途への波及
効果等の観点から多面的
に評価する。 

２）「ナショナルプロジェク
ト」のうち、非連続なイノベ
ーションの創出を目的として
行われる技術開発関連事業で
あって、特にリスクの高いも
の（以下「非連続ナショナル
プロジェクト」という。）につ
いては、実用化・事業化の見
通し、獲得された知見の他の
技術や用途への波及効果等の
観点から多面的に評価する。 
 

－ 非連続ナショナルプロジェクトの選定
基準や選定手順を新たに決定し、この実施
に向けて準備を進めた(平成２７年度は評
価対象案件なし）。 
 

●将来の産業・社会に大きな影響をもたらし
得る非連続なイノベーションの推進のた
め、非連続ナショナルプロジェクトを新た
に設定しその選定プロセスを確立。 

 

 

 ３）「実用化促進事業」（実
用化・事業化に比較的近い
技術の実用化促進を目的と
する民間企業等によるテー
マ公募型の技術開発関連事
業）については、技術開発
成果の達成とともに実用
化・事業化を一層重視する
との観点から、事業終了後、
３年経過後の時点での実用
化達成率を３０％以上とす
ることを目標とし、その達
成状況を評価する。 
 

３）「実用化促進事業」（実
用化・事業化に比較的近い
技術の実用化促進を目的
とする民間企業等による
テーマ公募型の技術開発
関連事業）については、技
術開発成果の達成ととも
に実用化・事業化を一層重
視するとの観点から、事業
終了後、３年経過後の時点
での実用化達成率を３
０％以上とすることを目
標とし、その達成状況を評
価する。なお、今後、本事
業の対象は中堅・中小・ベ
ンチャー企業に限定する
こととする。 
 

３）「実用化促進事業」（実用
化・事業化に比較的近い技術
の実用化促進を目的とする民
間企業等によるテーマ公募型
の技術開発関連事業）につい
ては、対象を中堅・中小・ベ
ンチャー企業に限定し、技術
開発成果の達成とともに実用
化・事業化を一層重視すると
の観点から、事業終了後、３
年経過後の時点での実用化達
成率を３０％以上とするとい
う中長期計画の達成に向けて
取り組み、また、その達成状
況を評価する。なお、平成２
７年度は、下記を実施する。 
①中堅・中小企業への橋渡し
研究開発促進事業 

②課題解決型福祉用具実用化
開発支援事業 

－ 実用化促進事業については、対象を中小
企業に限定した上で、平成２３年度に終了
した１０６の件のうち、２８件(２６．
４％)は実用化を達成した。 

●平成２３年度に終了した実用化促進事業
の実用化達成率は２６．４％となり、平成
２１～２３年度累積は目標を上回る３０．
５％を達成（目標：中長期計画期間平均３
０％以上）。 

 

 

 加えて、イノベーション
の担い手として重要な技術
集約型の中堅・中小・ベン
チャー企業の育成・支援に
意識的に取り組む観点か
ら、新規採択額に占める中
堅・中小・ベンチャー企業
の採択額の割合を２０％以
上とすることを目標とし、
その達成状況を評価し、そ

 加えて、イノベーション
の担い手として重要な技
術集約型の中堅・中小・ベ
ンチャー企業の育成・支援
に意識的に取り組む観点
から、新規採択額に占める
中堅・中小・ベンチャー企
業の採択額の割合の目標
を２０％以上として設定
する。その上で、中堅・中

 加えて、イノベーションの
担い手として重要な技術集約
型の中堅・中小・ベンチャー
企業の育成・支援に意識的に
取り組む観点から、新規採択
額に占める中堅・中小・ベン
チャー企業の採択額の割合の
目標を２０％以上とする中長
期計画の達成に向けて取り組
む。その上で、中堅・中小・

－ イノベーションの担い手として重要な
技術集約型の中堅・中小・ベンチャー企業
の育成・支援への取組として、新規採択額
に占める中堅・中小・ベンチャー企業の採
択額の割合２０％以上を目指し、中小企業
へのＮＥＤＯ事業の浸透を目的とした「地
域版ＮＥＤＯフォーラム」の開催等、中
堅・中小・ベンチャー企業に対する地道な
ＮＥＤＯの認知度向上の取組を行った結
果、平成２７年度実績は２９．０％であり

●平成２７年度より中堅・中小・ベンチャー
企業への採択額の目標値を設定。平成２７
年度は目標を大幅に上回る２９．０％（目
標２０％以上）を達成。 
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れを公表するものとする。 
 
※中堅企業：従業員１，０
００人未満又は売上１，０
００億円未満の企業であっ
て中小企業を除く。 
 

小・ベンチャー企業への各
種事業の周知、応募に関す
る個別相談等を積極的に
行うとともに、必要に応じ
て中堅・中小・ベンチャー
企業向けの応募枠を設け
るなどにより目標の達成
を目指し、達成状況を公表
するものとする。 

ベンチャー企業への各種事業
の周知、応募に関する個別相
談等を積極的に行うととも
に、必要に応じて中堅・中小・
ベンチャー企業向けの応募枠
を設けるなどにより目標の達
成を目指し、達成状況を公表
するものとする。 
 

目標を大幅に上回った（補正予算を含まな
い場合（２３．９％）も目標を達成）。 

  また、ナショナルプロジ
ェクト及び実用化促進事
業を、技術分野ごとの特性
や、技術開発を取り巻く環
境の変化を踏まえて適切
に組み合わせて実施する
とともに、各事業で得られ
た成果を相互に活用する
等、事業間連携に取り組
み、分野連携、融合を促進
し、成果の最大化を図る。
また、制度においては各制
度を連携して実施すると
ともに、必要に応じて複数
制度を大括り化する等、機
動的な運用を行う。 
 類似する技術開発テー
マが同時に引き続き進行
したり同種の技術内容が
複数の技術開発事業で行
われることにより、今後、
効率的かつ効果的な技術
開発業務の実施に問題が
生じることがないよう、既
往の政府決定等に基づき、
業務の枠組みを含めた事
業の再編整理、技術開発テ
ーマの重点化等を行い、必
要な実施体制の見直しを
行うものとする。 

 また、ナショナルプロジェ
クト及び実用化促進事業を、
技術分野ごとの特性や、技術
開発を取り巻く環境の変化を
踏まえて適切に組み合わせて
実施するとともに、各事業で
得られた成果を相互に活用す
る等、事業間連携に取り組み、
分野連携、融合を促進し、成
果の最大化を図る。また、制
度においては各制度を連携し
て実施するとともに、必要に
応じて複数制度を大括り化す
る等、機動的な運用を行う。 
類似する技術開発テーマが

同時に引き続き進行したり同
種の技術内容が複数の技術開
発事業で行われることによ
り、今後、効率的かつ効果的
な技術開発業務の実施に問題
が生じることがないよう、既
往の政府決定等に基づき、業
務の枠組みを含めた事業の再
編整理、技術開発テーマの重
点化等を行い、必要な実施体
制の見直しを行うものとす
る。 

－ また、ナショナルプロジェクト及び実用
化促進事業を、技術分野ごとの特性や、技
術開発を取り巻く環境の変化を踏まえて
適切に組み合わせて実施するとともに、各
事業で得られた成果を相互に活用する等、
事業間連携に取り組み、分野連携、融合を
促進し、成果の最大化を図った。 
具体的には、内閣府にて実施している戦

略的イノベーション創造プログラム（ＳＩ
Ｐ）の「次世代パワーエレクトロニクス」
及び「インフラ維持管理・更新・マネジメ
ント技術」の２事業に対し、ＮＥＤＯ「低
炭素社会を実現する次世代パワーエレク
トロニクスプロジェクト」及び「インフラ
維持管理・更新等の社会課題対応システム
開発プロジェクト」が、それぞれ相互に有
効な情報・成果の共有等を行うなど、組織
間連携を推進した。 

  

 ① 技術開発マネジメント
の機能強化 
 ＮＥＤＯは、ナショナル
プロジェクト及び実用化促
進事業について、事業の企
画（Ｐｌａｎ）、実施（Ｄｏ）、
評価（Ｃｈｅｃｋ）、更にそ
の結果を反映・実行（Ａｃ
ｔｉｏｎ）させた次の計画、
実施及び評価へとつなげる
ＰＤＣＡ（企画－実施－評
価－反映・実行）サイクル
を深化させ、それら各段階
におけるより高度な技術開
発マネジメントを実践する
ものとする。 

（ア）技術開発マネジメン
トの機能強化 
 機構がナショナルプロ
ジェクト及び実用化・事業
化促進事業を推進するに
当たっては、事業の企画
（Ｐｌａｎ）・実施（Ｄ
ｏ）・評価（Ｃｈｅｃｋ）、
更にその結果を反映（Ａｃ
ｔｉｏｎ）させた次の計画
（Ｐｌａｎ）及び実施（Ｄ
ｏ）へと繋げるいわゆるＰ
ＤＣＡ（企画－実施－評価
－反映・実行）サイクルを
深化させ、高度な技術開発
マネジメントを実践する。 

（ア）技術開発マネジメント
の機能強化 
 機構がナショナルプロジェ
クト及び実用化・事業化促進
事業を推進するに当たって
は、事業の企画（Ｐｌａｎ）・
実施（Ｄｏ）・評価（Ｃｈｅｃ
ｋ）、更にその結果を反映（Ａ
ｃｔｉｏｎ）させた次の計画
（Ｐｌａｎ）及び実施（Ｄｏ）
へと繋げるいわゆるＰＤＣＡ
（企画－実施－評価－反映・
実行）サイクルを深化させ、
高度な技術開発マネジメント
を実践する。 

－ （ア）技術開発マネジメントの機能強化 
 機構がナショナルプロジェクト及び実
用化・事業化促進事業を推進するに当たっ
ては、事業の企画（Ｐｌａｎ）・実施（Ｄ
ｏ）・評価（Ｃｈｅｃｋ）、更にその結果を
反映（Ａｃｔｉｏｎ）させた次の計画（Ｐ
ｌａｎ）及び実施（Ｄｏ）へと繋げるいわ
ゆるＰＤＣＡ（企画－実施－評価－反映・
実行）サイクルを深化させ、高度な技術開
発マネジメントを実践した。具体的には以
下のとおり。 
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 （ⅰ）企画（Ｐｌａｎ）／
実施（Ｄｏ） 
（ⅰ）－１ ナショナルプ
ロジェクト（実証事業を除
く。） 
 ナショナルプロジェクト
（実証事業を除く。）につい
ては、以下の方針の下で実
施する。ただし、平成２６
年度までに開始され、平成
２７年度以降、大幅な見直
しを行わないものについて
は、ⅰ）－２の実証事業と
同様に取り扱うものとす
る。 

（ⅰ）企画、実施段階 
（ⅰ）－１ ナショナルプ
ロジェクト（実証事業を除
く。） 
 ナショナルプロジェク
ト（実証事業を除く。）に
ついては、以下の方針の下
で実施する。ただし、平成
２６年度までに開始され、
平成２７年度以降、大幅な
見直しを行わないものに
ついては、（ⅰ）－２の実
証事業と同様に取り扱う
ものとする。 

（ⅰ）企画、実施段階 
（ⅰ）－１ ナショナルプロ
ジェクト（実証事業を除く。） 
 ナショナルプロジェクト
（実証事業を除く。）について
は、以下の方針の下で実施す
る。ただし、平成２６年度ま
でに開始され、平成２７年度
以降、大幅な見直しを行わな
いものについては、（ⅰ）－２
の実証事業と同様に取り扱う
ものとする。 

－ （ⅰ）企画、実施段階 
（ⅰ）－１ ナショナルプロジェクト（実
証事業を除く。） 
 ナショナルプロジェクト（実証事業を除
く。）については、以下のとおり実施した。
ただし、平成２６年度までに開始され、平
成２７年度以降、大幅な見直しを行わない
ものについては、（ⅰ）－２の実証事業と
同様に取り扱うものとした。 

  

 （a）技術戦略及びプロジェ
クト構想の策定 
 技術戦略及びプロジェク
ト構想を策定する専門部署
を設け、政府及び公的シン
クタンク等他機関とも連携
し、グローバルな視点で技
術戦略を策定・改定すると
ともに、この技術戦略を基
盤として、プロジェクト構
想を策定する。 

(a)技術戦略及びプロジェ
クト構想の策定 
 技術戦略研究センター
は、政府及び公的シンクタ
ンク等他機関とも連携し
産学官の英知を集め、将来
の社会ニーズや国際的な
研究動向及び国内の研究
水準から見て実施すべき
技術に係るテーマに重点
分野化・骨太化を図りつ
つ、技術の開発や普及に係
る道筋を踏まえた技術戦
略を策定するとともに、継
続的に改定する。 
 また、技術戦略研究セン
ターは、策定した技術戦略
を基盤として、今後研究す
べき領域を特定するとと
もに、これを担い得る実施
者を探索し、並行してリソ
ースや緊急性を考慮の上、
プロジェクト構想を策定
する。 
 このため、機構は、国内
外における、学会発表の内
容、論文動向・特許動向、
産業界の研究開発動向等
を把握する仕組みを強化
するとともに、積極的に技
術分野毎の有識者をフェ
ローとして採用すること
等により、技術戦略研究セ
ンターの情報収集分析や
戦略策定の体制・機能の強
化を進める。 
 技術戦略及びプロジェ
クト構想の策定に当たっ
ては、必要に応じて、方法
論募集（注１）、ワークシ
ョップ（注２）、先導調査
（注３）及び先導研究（注
４）の結果を活用する。 

(a)技術戦略及びプロジェク
ト構想の策定 
 技術戦略研究センターは、
政府及び公的シンクタンク等
他機関とも連携し産学官の英
知を集め、将来の社会ニーズ
や国際的な研究動向及び国内
外の研究水準から見て実施す
べき技術に係るテーマに重点
分野化・骨太化を図りつつ、
技術の開発や普及に係る道筋
を踏まえた技術戦略を策定す
るとともに、継続的に改定す
る。 
また、技術戦略研究センタ

ーは、策定した技術戦略を基
盤として、今後研究すべき領
域を特定するとともに、これ
を担い得る実施者を探索し、
並行してリソースや緊急性を
考慮の上、プロジェクト構想
を策定する。 
このため、機構は、国内外

における、学会発表の内容、
論文動向・特許動向、産業界
の研究開発動向等を把握する
仕組みを強化するとともに、
積極的に技術分野毎の有識者
をフェローとして採用するこ
と等により、技術戦略研究セ
ンターの情報収集分析や戦略
策定の体制・機能の強化を進
める。 
技術戦略及びプロジェクト

構想の策定に当たっては、必
要に応じて、方法論募集（注
１）、ワークショップ（注２）、
先導調査（注３）及び先導研
究（注４）の結果を活用する。 

－ (a)技術戦略及びプロジェクト構想の策定 
 技術戦略研究センターは、経済産業省主
催のアドバイザリーボードへの参加や産
業技術総合研究所、石油天然ガス・金属鉱
物資源機構等と公開ワークショップを開
催するなど政府や他公的機関とも連携し、
平成２８年度予算要求等に向けて、７分野
の技術戦略を策定した。 
策定した７分野の技術戦略を基盤とし

て平成２８年度新規プロジェクト候補８
事業を立案。プロジェクトマネージャー
（ＰＭ)を指名した後、事前評価を行い、
その評価結果を経済産業省に提供すると
ともに予算要求業務に協力した。 
機構は、国内外における、学会発表の内

容、論文動向・特許動向、産業界の研究開
発動向等を把握する仕組みを強化すると
ともに、技術分野ごとの有識者をフェロー
として８名採用し、技術戦略研究センター
の情報収集分析や戦略策定の体制・機能の
強化を進めた。 
 

（注）平成２８年度新規事業は全１１本。
うち、技術戦略に基づくプロジェクトは８
本。 

●技術戦略に基づくプロジェクト立案に向
けて平成２７年度は７分野を策定。そのプ
ロジェクト構想に基づき平成２８年度新
規研究開発ナショナルプロジェクト８事
業を初めて実現。 
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  （注１）方法論募集（ＲＦ
Ｉ：Request for 
Information） 
 産学官におけるアイデ
アや研究状況を把握する
ため、技術開発の様々な方
法論を広く募集する。 
（注２）ワークショップ 
 技術開発の対象技術や
実施者の候補・水準・可能
性等の把握や発掘のため、
産学官の関係者を一同に
集め、大学や公的研究機関
と産業界とが基礎研究も
含め具体的技術課題等に
ついて双方向で話し合い、
議論を行う。 
（注３）先導調査 
 国内外における、①学会
発表の内容、②論文動向・
特許動向、③産業界の研究
開発動向、④当該技術によ
る経済・社会インパクト、
⑤当該技術普及のための
方策等を把握するため、技
術戦略及びプロジェクト
構想の策定の際に調査を
行う。 
（注４）先導研究 
 候補となる技術課題の
現状水準、今後の発展可能
性及び限界を確認すると
ともに、競合技術・代替技
術の把握のため、研究者等
への委託により予備的な
研究を行う。 

（注１）方法論募集（ＲＦＩ：
Request for Information） 
産学官におけるアイデアや研
究状況を把握するため、技術
開発の様々な方法論を広く募
集する。 
（注２）ワークショップ 
技術開発の対象技術や実施者
の候補・水準・可能性等の把
握や発掘のため、産学官の関
係者を一同に集め、大学や公
的研究機関と産業界とが基礎
研究も含め具体的技術課題等
について双方向で話し合い、
議論を行う。 
（注３）先導調査 
国内外における、①学会発表
の内容、②論文動向・特許動
向、③産業界の研究開発動向、
④当該技術による経済・社会
インパクト、⑤当該技術普及
のための方策等を把握するた
め、技術戦略及びプロジェク
ト構想の策定の際に調査を行
う。 
（注４）先導研究 
候補となる技術課題の現状水
準、今後の発展可能性及び限
界を確認するとともに、競合
技術・代替技術の把握のため、
研究者等への委託により予備
的な研究を行う。 

    

   これらの取組を通じ、産
業界、学術界等との情報交
換等により構築した外部
の専門家・有識者とのネッ
トワークを深化、拡大し、
機構の技術開発マネジメ
ントに活用する。 

 これらの取組を通じ、産業
界、学術界等との情報交換等
により構築した外部の専門
家・有識者とのネットワーク
を深化、拡大し、機構の技術
開発マネジメントに活用す
る。 

－    
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 (b)ＰＭの選定 
 ＮＥＤＯは、プロジェク
ト構想が策定された段階
で、プロジェクト毎にＰＭ
を選定する。 
 ＰＭは、基本計画の策定
（下記ｃ.）、実施体制の構
築（下記ｄ.）、プロジェク
トの実施（下記ｅ.）等、プ
ロジェクトの進行全体を企
画・管理するものとし、そ
の任務の実施に当たって必
要となる資金配分や技術開
発内容の見直し、実施体制
の変更の権限と裁量を有す
るものとする。 
 このため、ＮＥＤＯは、
ＰＭの任務・責任・権限等
に係る規程を整備するとと
もに、ＰＭの評価やガバナ
ンスに関する仕組みを整備
するものとする。 

(b)ＰＭの選定 
 機構は、プロジェクト構
想が策定された段階で、プ
ロジェクト毎にＰＭを選
定する。その際、プロジェ
クトの規模や特性に応じ
て、以下に示す資質やこれ
らを活用したマネジメン
トの経験を有する人材を
企業・大学や機構内から選
定する。 
・高い技術的知見 
・産学官の専門家との幅広
いネットワーク 
・プロジェクト関係者との
十分なコミュニケーショ
ン能力 
・目標達成に導く意欲及び
リーダーシップ 
 また、機構は、各ＰＭに
個別プロジェクトの内容
に対応した任務・責任を指
示する。 
 ＰＭは、基本計画の策定
（下記(c)）、実施体制の構
築（下記(d)）、プロジェク
トの実施（下記(e)）等、
プロジェクトの進行全体
を企画・管理し、そのプロ
ジェクトに求められる技
術的成果及び政策的効果
を最大化することを念頭
に任務を遂行する。 
 ＰＭは、その任務の遂行
に当たって必要となる資
金配分や技術開発内容の
見直し、実施体制の変更の
権限と裁量を有するもの
とする。 
 このため、機構は、ＰＭ
の任務・責任・権限等に係
る規程、行動規範等を整備
するとともに、ＰＭの評価
やガバナンスに関する仕
組みを整備する。 

(b)ＰＭの選定 
 機構は、プロジェクト構想
が策定された段階で、プロジ
ェクト毎にＰＭを選定する。
その際、プロジェクトの規模
や特性に応じて、以下に示す
資質やこれらを活用したマネ
ジメントの経験を有する人材
を企業・大学や機構内から選
定する。 
・高い技術的知見 
・産学官の専門家との幅広い
ネットワーク 
・プロジェクト関係者との十
分なコミュニケーション能力 
・目標達成に導く意欲及びリ
ーダーシップ 
また、機構は、各ＰＭに個

別プロジェクトの内容に対応
した任務・責任を指示する。 
ＰＭは、基本計画の策定（下

記（ｃ））、実施体制の構築（下
記（ｄ））、プロジェクトの実
施（下記（ｅ））等、プロジェ
クトの進行全体を企画・管理
し、そのプロジェクトに求め
られる技術的成果及び政策的
効果を最大化することを念頭
に任務を遂行する。 
ＰＭは、その任務の遂行に

当たって必要となる資金配分
や技術開発内容の見直し、実
施体制の変更の権限と裁量を
有するものとする。 
このため、機構は、ＰＭの

任務・責任・権限等に係る規
程、行動規範等を整備すると
ともに、ＰＭの評価やガバナ
ンスに関する仕組みを整備す
る。 

－ (b)ＰＭの選定 
 プロジェクトチーム及びプロジェクト
マネージャーの設置に関する機構達を整
備するとともに、資金配分や技術開発内容
の見直し、実施体制の変更など、プロジェ
クトマネージャーに求められる機能と役
割を明確にした「ＰＭ の行動ガイド」を
整備した。これに基づき、プロジェクトご
とに、「マネジメントの経験」、「技術的知
見」、「産学官の専門家との幅広いネットワ
ーク」、「コミュニケーション能力」、「目標
達成に導く意欲とリーダーシップ力」、以
上の５項目を総合的に勘案し、最もそのプ
ロジェクトに適切な人材をＰＭとして選
定した。加えて、プロジェクトリーダー（Ｐ
Ｌ）等設置マニュアルを整備し、ＰＭとＰ
Ｌの役割分担を明確にした了解事項メモ
をＰＭが作成することを明記した。 

●平成２７年度開始プロジェクトにおいて、
プロジェクトマネージャー（ＰＭ）の選考
基準に基づきＮＥＤＯ内外から８名のＰ
Ｍを初めて選定。 

 

 

 (c)基本計画の策定 
 ＰＭは、技術戦略及びプ
ロジェクト構想を踏まえ、
実施者の発掘等を行い、プ
ロジェクト終了時や途中時
点での達成目標を明確に示
した基本計画を策定するも
のとする。達成目標につい
ては、実用化・事業化に伴
う市場創出効果や雇用創造
効果のみならず、広範な産
業への波及効果、新産業の
創出も含めた中長期的視点
からの我が国産業競争力強
化への貢献、内外のエネル
ギー・環境問題を始めとす
る社会的課題の解決への貢

(c)基本計画の策定 
 ＰＭは、技術戦略及びプ
ロジェクト構想を踏まえ、
①技術開発の目標、②実施
期間、想定される金額規
模、③求められるフォーメ
ーション（実施体制）の概
要、④出口シナリオ及び⑤
ステージゲート（注５）の
概要を明確にしたプロジ
ェクトの基本計画（原案）
を作成する。 
 また、この基本計画（原
案）を基に、実施者の発掘
等を行うとともに、必要に
応じて、方法論募集、ワー
クショップ、先導調査及び

(c)基本計画の策定 
 ＰＭは、技術戦略及びプロ
ジェクト構想を踏まえ、①技
術開発の目標、②実施期間、
想定される金額規模、③求め
られるフォーメーション（実
施体制）の概要、④出口シナ
リオ及び⑤ステージゲート
（注５）の概要を明確にした
プロジェクトの基本計画（原
案）を作成する。 
また、この基本計画（原案）

を基に、実施者の発掘等を行
うとともに、必要に応じて、
方法論募集、ワークショップ、
先導調査及び先導研究も併せ
て行い、プロジェクト終了時

－ (c)基本計画の策定 
 平成２７年度においては、ＰＭは、技術
戦略及びプロジェクト構想を踏まえ、①技
術開発の目標、②実施期間、想定される金
額規模、③求められるフォーメーション
（実施体制）の概要、④出口シナリオ及び
⑤ステージゲートの概要を明確にしたプ
ロジェクトの基本計画（原案）を８本策定
した。 
また、この基本計画（原案）を基に、実

施者の発掘等を行うとともに、必要に応じ
て、方法論募集、ワークショップ、先導調
査及び先導研究も併せて行い、プロジェク
ト終了時や途中時点での達成目標を明確
に示した基本計画を策定した。その際、達
成目標については、実用化・事業化に伴う
市場創出効果や雇用創造効果のみならず、

●基本計画等の文書を初めてＰＭ主体で策
定する他、予算配分、実施体制の変更、委
員会運営等においてＰＭ主導の実施体制
を実現。次世代人工知能・ロボット中核技
術開発では調査から先導研究に円滑に移
行する新たなスキームの構築など新たな
取組を開始。 
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献等の面からインパクトの
大きいチャレンジングなも
のを設定する。 
 その際、産業界・学術界
等の外部の専門家の知見や
国民からの意見を幅広く収
集するとともに、技術・市
場動向調査や知財・標準化
戦略策定等の準備の綿密さ
に、より重点を置き、事前
評価を行うこととする。 

先導研究も併せて行い、プ
ロジェクト終了時や途中
時点での達成目標を明確
に示した基本計画を策定
する。その際、達成目標に
ついては、実用化・事業化
に伴う市場創出効果や雇
用創造効果のみならず、広
範な産業への波及効果、新
産業の創出も含めた中長
期的視点からの我が国産
業競争力強化への貢献、内
外のエネルギー・環境問題
を始めとする社会的課題
の解決への貢献等の面か
らインパクトの大きいチ
ャレンジングなものを設
定する。なお、達成目標に
ついては、終了時には極力
定量的なものとするが、特
に途中時点のものについ
ては、むしろ、その時点で
の定量的目標の達成度を
単に評価するのではなく
技術の潜在的可能性を含
め評価することが適切な
場合もあることに留意し
て、設定する。 
 また、産業界・学術界等
の外部の専門家の知見や
国民からの意見を幅広く
収集するとともに、技術・
市場動向調査や知財・標準
化戦略策定等の準備の綿
密さに、より重点を置き、
事前評価を行うこととす
る。 
 
（注５）ステージゲート 
 プロジェクト期間を複
数のステージに分割し、採
用するべき技術が確定で
きない初期のステージで
は複数の選択肢を並行的
に試み、次のステージに移
行する際、評価を行うゲー
トを設け、技術の取捨選択
や技術の融合、必要な実施
体制の見直し等を柔軟に
図る手法。 

や途中時点での達成目標を明
確に示した基本計画を策定す
る。その際、達成目標につい
ては、実用化・事業化に伴う
市場創出効果や雇用創造効果
のみならず、広範な産業への
波及効果、新産業の創出も含
めた中長期的視点からの我が
国産業競争力強化への貢献、
内外のエネルギー・環境問題
を始めとする社会的課題の解
決への貢献等の面からインパ
クトの大きいチャレンジング
なものを設定する。なお、達
成目標については、終了時に
は極力定量的なものとする
が、特に途中時点のものにつ
いては、むしろ、その時点で
の定量的目標の達成度を単に
評価するのではなく技術の潜
在的可能性を含め評価するこ
とが適切な場合もあることに
留意して、設定する。 
 また、産業界・学術界等の
外部の専門家の知見や国民か
らの意見を幅広く収集すると
ともに、技術・市場動向調査
や知財・標準化戦略策定等の
準備の綿密さに、より重点を
置き、事前評価を行うことと
する。 
 
（注５）ステージゲート 
 プロジェクト期間を複数の
ステージに分割し、採用する
べき技術が確定できない初期
のステージでは複数の選択肢
を並行的に試み、次のステー
ジに移行する際、評価を行う
ゲートを設け、技術の取捨選
択や技術の融合、必要な実施
体制の見直し等を柔軟に図る
手法。 

広範な産業への波及効果、新産業の創出も
含めた中長期的視点からの我が国産業競
争力強化への貢献、内外のエネルギー・環
境問題を始めとする社会的課題の解決へ
の貢献等の面からインパクトの大きいチ
ャレンジングなものを設定した。 
また、産業界・学術界等の外部の専門家

の知見や国民からの意見を幅広く収集す
るとともに、技術・市場動向調査や知財・
標準化戦略策定等の準備の綿密さに、より
重点を置き、新規プロジェクト全件におい
て事前評価を実施した。 
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 (d)実施体制の構築 
 ＰＭは、策定した基本計
画を公表し、事業実施者を
早期に公募する。 
 ＰＭは、公募に対する応
募内容を踏まえながら、実
施体制（案）を策定する。 
 ＰＭは、策定した実施体
制（案）について、ＮＥＤ
Ｏ外部の専門家・有識者等
からなる検討委員会の意見
を踏まえ、実施体制を決定
する。 
 その際、決定した実施体
制の公表や実施体制に含ま
れなかった者に対する理由
の通知を行う等、実施体制
の決定過程の透明性を確保
することとする。また、公
募から事業開始までの期間
を事業毎に設定し、事務の
合理化・迅速化を図ること
とする。 

(d)実施体制の構築 
 ＰＭは、策定した基本計
画を公表し、事業実施者を
早期に公募する。 
 ＰＭは、公募に対する応
募内容を踏まえながら、実
施体制（案）を策定する。 
 ＰＭは、策定した実施体
制（案）について、機構外
部の専門家・有識者等から
なる検討委員会の意見を
踏まえ、実施体制を決定す
る。その際、ＰＭの判断に
より、数多くの提案の一次
スクリーニングなどに部
分的にピア・レビュー方式
（注６）を活用する。 
 なお、特定の実施者の採
択による利益相反を未然
に防止するため、必要に応
じ上記の検討委員会等に
よる確認体制を設ける。 
 また、決定した実施体制
の公表や実施体制に含ま
れなかった者に対する理
由の通知を行う等、実施体
制の決定過程の透明性を
確保することとする。さら
に、十分な審査期間と体制
構築に必要な期間を適切
に確保することを最大限
留意することを前提に、応
募総数が多い場合等、特段
の事情がある場合を除き、
公募から事業開始までの
期間を事業毎に設定し、事
務の合理化・迅速化を図る
こととする。また、事業毎
に公募から採択決定まで
の期間を公募要領に明記
し公募を行う。ステージゲ
ート方式等により、途中段
階での実施内容の見直し
や中止がある旨を公募要
領に明記し公募を行う。 
 プロジェクト内の各実
施主体間が競争関係にあ
る場合のように、設置が適
切でない場合を除き、指導
力と先見性を有するプロ
ジェクトリーダーを実施
主体の中から選定、設置
し、プロジェクトリーダー
が、ＰＭを含めた機構内部
との明確な役割分担に基
づき、機構と連携してプロ
ジェクトを推進する。 
 
（注６）ピア・レビュー方
式 
 産業界、学術界等の外部
の専門家・有識者を活用し

(d)実施体制の構築 
 ＰＭは、策定した基本計画
を公表し、事業実施者を早期
に公募する。 
 ＰＭは、公募に対する応募
内容を踏まえながら、実施体
制（案）を策定する。 
 ＰＭは、策定した実施体制
（案）について、機構外部の
専門家・有識者等からなる検
討委員会の意見を踏まえ、実
施体制を決定する。その際、
ＰＭの判断により、数多くの
提案の一次スクリーニングな
どに部分的にピア・レビュー
方式（注６）を活用する。 
 なお、特定の実施者の採択
による利益相反を未然に防止
するため、必要に応じ上記の
検討委員会等による確認体制
を設ける。 
また、決定した実施体制の

公表や実施体制に含まれなか
った者に対する理由の通知を
行う等、実施体制の決定過程
の透明性を確保することとす
る。さらに、十分な審査期間
と体制構築に必要な期間を適
切に確保することを最大限留
意することを前提に、応募総
数が多い場合等、特段の事情
がある場合を除き、公募から
事業開始までの期間を事業毎
に設定し、事務の合理化・迅
速化を図ることとする。また、
事業毎に公募から採択決定ま
での期間を公募要領に明記し
公募を行う。ステージゲート
方式等により、途中段階での
実施内容の見直しや中止があ
る旨を公募要領に明記し公募
を行う。 
 プロジェクト内の各実施主
体間が競争関係にある場合の
ように、設置が適切でない場
合を除き、指導力と先見性を
有するプロジェクトリーダー
を実施主体の中から選定、設
置し、プロジェクトリーダー
が、ＰＭを含めた機構内部と
の明確な役割分担に基づき、
機構と連携してプロジェクト
を推進する。 
 
（注６）ピア・レビュー方式 
産業界、学術界等の外部の専
門家・有識者を活用した提案
書の審査方式。 

－ (d)実施体制の構築 
 ＰＭは、策定した基本計画を公表し、事
業実施者を早期に公募を行った。また、Ｐ
Ｍは、公募に対する応募内容を踏まえなが
ら、実施体制（案）を策定し、本実施体制
（案）について、機構外部の専門家・有識
者等からなる検討委員会の意見を踏まえ、
実施体制を決定した。 
また、決定した実施体制の公表や実施体

制に含まれなかった者に対する理由の通
知を行う等、実施体制の決定過程の透明性
を確保した。さらに、十分な審査期間と体
制構築に必要な期間を適切に確保するこ
とを最大限留意することを前提に、応募総
数が多い場合等、特段の事情がある場合を
除き、公募から事業開始までの期間を事業
ごとに設定し、事務の合理化・迅速化を図
った。また、事業ごとに公募から採択決定
までの期間を公募要領に明記し公募を行
った。その際、ステージゲート方式等によ
り、途中段階での実施内容の見直しや中止
がある旨を公募要領に明記し公募した。 
また、指導力と先見性を有するＰＬを実

施主体の中から選定、設置し、ＰＬが、Ｐ
Ｍを含めた機構内部との明確な役割分担
に基づき、機構と連携してプロジェクトを
推進する体制を構築した。 

●技術戦略に基づきＰＭが主体的に新規研
究開発ナショナルプロジェクトを立案す
るプロセスや予算要求前の事前評価制度
を新たに導入。これまでのプロジェクト立
案に比べ、達成目標の設定や実施方法等に
関る検討・検証の深化や前年度中の新規公
募開始などによるプロジェクト開始時期
の大幅な前倒しを実現するなどの効果を
創出。 
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た提案書の審査方式。 
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 (e)プロジェクトの実施 
 ＰＭは、事業全体の進捗
を把握・管理し、その進捗
状況を踏まえて、資金配分
や技術開発内容の見直し、
実施体制の変更を検討・実
施するものとする。 

(e)プロジェクトの実施 
 ＰＭは、プロジェクトの
実施期間中、技術戦略研究
センターの知見を活用し
つつ国内外の関連技術動
向を把握するとともに、プ
ロジェクト全体の進捗を
把握・管理し、その進捗状
況を踏まえて、資金配分や
技術開発内容の見直し、実
施体制の変更を検討・実施
する。 
 ＰＭは、プロジェクト成
果の円滑な権利化及びそ
の実用化・事業化を図るた
め、実施者間の知的財産権
の調整や標準化に関する
事項を主導する。 
 なお、これらの詳細につ
いて、機構は、業務マニュ
アルを整備する。 

(e)プロジェクトの実施 
 ＰＭは、プロジェクトの実
施期間中、技術戦略研究セン
ターの知見を活用しつつ国内
外の関連技術動向を把握する
とともに、プロジェクト全体
の進捗を把握・管理し、その
進捗状況を踏まえて、資金配
分や技術開発内容の見直し、
実施体制の変更を検討・実施
する。 
 ＰＭは、プロジェクト成果
の円滑な権利化及びその実用
化・事業化を図るため、実施
者間の知的財産権の調整や標
準化に関する事項を主導す
る。 
なお、これらの詳細につい

て、機構は、業務マニュアル
を整備する。 

－ (e)プロジェクトの実施 
資金配分や技術開発内容の見直し、実施

体制の変更など、ＰＭに求められる機能と
役割をＰＭの行動ガイドとして整備した。
これに加え、ＰＭとＰＬの役割分担を明確
にしたプロジェクトリーダー等設置マニ
ュアルも整備した。 

  

 (f)ステージゲート方式の
導入 
 ナショナルプロジェクト
の実施段階において、プロ
ジェクト期間を複数のステ
ージに分割し、採用するべ
き技術が確定できない初期
のステージでは複数の選択
肢を並行的に試み、次のス
テージに移行する際、評価
を行うゲートを設け、技術
の取捨選択や技術の融合、
必要な実施体制の見直し等
を柔軟に図る「ステージゲ
ート方式」を原則として活
用するものとする。 

(f)ステージゲート方式の
導入 
 ナショナルプロジェク
トの実施段階において、
「ステージゲート方式」を
原則として活用するもの
とする。 

(f)ステージゲート方式の導
入 
 ナショナルプロジェクトの
実施段階において、「ステージ
ゲート方式」を原則として活
用するものとする。 

－ (f)ステージゲート方式の導入 
平成２７年度から開始した研究開発ナ

ショナルプロジェクト８件のうち、「次世
代ロボット中核技術開発」をはじめ、３件
においてステージゲート方式を導入した。
プロジェクト基本計画にステージゲート
方式による研究開発テーマの加速・中止等
を行うことを明記し、公募を実施した。 

  

 (g)アワード方式の導入 
 ナショナルプロジェクト
の企画段階又は実施段階に
おいて、挑戦的なテーマに
対し広い範囲から技術やア
イデアを取り込んでいく観
点から、優れた成果を上げ
た案件に対して懸賞金を支
払うコンテストを設けるこ
とでイノベーションを加速
する「アワード方式」をナ
ショナルプロジェクトの特
性に応じて活用することが
できるものとする。 

(g)アワード方式の導入 
 ナショナルプロジェク
トの企画段階又は実施段
階において、挑戦的なテー
マに対し広い範囲から技
術やアイデアを取り込ん
でいく観点から、優れた成
果を上げた案件に対して
懸賞金を支払うコンテス
トを設けることでイノベ
ーションを加速する「アワ
ード方式」をナショナルプ
ロジェクトの特性に応じ
て活用することができる
ものとする。 

(g)アワード方式の導入 
 ナショナルプロジェクトの
企画段階又は実施段階におい
て、挑戦的なテーマに対し広
い範囲から技術やアイデアを
取り込んでいく観点から、優
れた成果を上げた案件に対し
て懸賞金を支払うコンテスト
を設けることでイノベーショ
ンを加速する「アワード方式」
をナショナルプロジェクトの
特性に応じて活用することが
できるものとする。 

－ （ｇ）アワード方式の導入 
 「次世代ロボット中核技術開発」基本計
画において、アウトカム目標達成に向けて
の取組の一つとしてアワード方式を活用
する旨を記載した。 

  

 （ⅰ）－２ 実証事業及び
実用化促進事業 
 実証事業及び実用化促進
事業については、以下の方
針の下で実施する。 

（ⅰ）－２ 実証事業及び
実用化促進事業 
 実証事業及び実用化促
進事業については、以下の
方針の下で実施する。 
※平成２６年度までに開
始され、平成２７年度以
降、大幅な見直しを行わな
いナショナルプロジェク
トも同様に取り扱うもの

（ⅰ）－２ 実証事業及び実
用化促進事業 
 実証事業及び実用化促進事
業については、以下の方針の
下で実施する。 
※平成２６年度までに開始さ
れ、平成２７年度以降、大幅
な見直しを行わないナショナ
ルプロジェクトも同様に取り
扱うものとする。 

－    
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とする。 

 (a)実証事業に係る基本計
画の策定等 
 実証事業については、国
際的な競争水準から見て遜
色ない技術に係るテーマを
中心に推進するとともに、
新エネルギー関連の技術分
野など、重点分野化・骨太
化を図るものとする。 
 その際、上記の実用化達
成率に係る目標達成のため
にも、ＮＥＤＯは政府と一
層の連携の下、一体となっ
て事業の企画立案等に参画
することとする。 
 また、事業毎に、事業終
了時や中間時点での達成目
標を定量的かつ明確に示し
た基本計画を策定するもの
とする。 

(a)実証事業に係る基本計
画の策定等 
 国際的な技術開発動向、
我が国産業界の当該技術
分野への取組状況や国際
競争力の状況、エネルギー
需給の動向、当該技術によ
り実現される新市場、新商
品による我が国国民経済
への貢献の程度、産業技術
政策やエネルギー、環境政
策の動向、国際貢献の可能
性等を十分に踏まえつつ、
適切な事業の企画立案、実
施体制の構築を図るもの
とする。 
 具体的には、実証事業に
ついては、国際的競争水準
から見て遜色のない技術
に係るテーマを中心に推
進するとともに、新エネル
ギー関連の技術分野など、
重点分野化・骨太化を図る
ものとする。その際、上記
の実用化達成率に係る目
標達成のためにも、機構は
政府と一層の連携の下、一
体となって事業の企画立
案等に参画する。また、広
範な視点から社会、産業界
のニーズに対応するため、
大学、公的研究機関の研究
者等が有する有望な技術
シーズの発掘も行う。 

(a)実証事業に係る基本計画
の策定等 
 国際的な技術開発動向、我
が国産業界の当該技術分野へ
の取組状況や国際競争力の状
況、エネルギー需給の動向、
当該技術により実現される新
市場、新商品による我が国国
民経済への貢献の程度、産業
技術政策やエネルギー、環境
政策の動向、国際貢献の可能
性等を十分に踏まえつつ、適
切な事業の企画立案、実施体
制の構築を図るものとする。 
 具体的には、実証事業につ
いては、国際的競争水準から
見て遜色のない技術に係るテ
ーマを中心に推進するととも
に、新エネルギー関連の技術
分野など、重点分野化・骨太
化を図るものとする。その際、
上記の実用化達成率に係る目
標達成のためにも、機構は政
府と一層の連携の下、一体と
なって事業の企画立案等に参
画する。また、広範な視点か
ら社会、産業界のニーズに対
応するため、大学、公的研究
機関の研究者等が有する有望
な技術シーズの発掘も行う。 

－ (a)実証事業に係る基本計画の策定等 
国際的な技術開発動向、我が国産業界の

当該技術分野への取組状況や国際競争力
の状況、エネルギー需給の動向、当該技術
により実現される新市場、新商品による我
が国国民経済への貢献の程度、産業技術政
策やエネルギー、環境政策の動向、国際貢
献の可能性等を十分に踏まえつつ、適切な
事業の企画立案、実施体制の構築を図っ
た。 
具体的には、実証事業については、国際

的競争水準から見て遜色のない技術に係
るテーマを中心に推進するとともに、新エ
ネルギー関連の技術分野など、重点分野
化・骨太化を図った。その際、上記の実用
化達成率に係る目標達成のためにも、機構
は政府と一層の連携の下、一体となって事
業の企画立案等に参画した。また、広範な
視点から社会、産業界のニーズに対応する
ため、大学、公的研究機関の研究者等が有
する有望な技術シーズの発掘も行った。 

  

   その際、我が国が、２０５
０年にエネルギーを起源とす
る温室効果ガスの半減等、エ
ネルギー・環境分野の中長期
的な課題を解決していくため
に必要な、省エネルギー・新
エネルギー・ＣＯ２ 削減等の
エネルギー・環境分野におけ
る、２０３０年以降の実用化
を見据えた従来の発想によら
ない革新的な技術の開発や新
しいシステムの原石を発掘
し、将来の国家プロジェクト
化への道筋をつけることを目
指す「エネルギー・環境新技
術先導プログラム」を実施す
る。また、将来の産業技術シ
ーズとしてポテンシャルを有
するテーマや広範な産業への
波及効果が期待できるテーマ

－ ２０３０年以降に必要となる将来の技
術開発テーマを発掘し、国家プロジェクト
化への道筋をつける事業として、「エネル
ギー・環境新技術先導プログラム」を実施。
平成２７年度は３０件を新規採択した。 

●２０３０年以降に必要となる将来の技術
開発テーマを発掘し、国家プロジェクト化
への道筋をつける「エネルギー・環境新技
術先導プログラム」において、平成２６年
度採択テーマのうち『地熱発電次世代技術
の開発』でナショナルプロジェクト中の１
テーマが開始。他１２テーマでも２９年度
ナショナルプロジェクトに提案中。 
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を対象とするとともに、所属
機関や経歴・業績等にとらわ
れず、若手研究者や地方の大
学・公的研究機関からの優れ
た案件にも助成する「先導的
産業技術創出事業（若手研究
グラント）」を実施する。なお、
平成２７年度は、「エネルギ
ー・環境新技術先導プログラ
ム」については、新たに研究
開発を開始するテーマを採択
し、実施するとともに、継続
分のテーマの研究開発を実施
する。また、「先導的産業技術
創出事業（若手研究グラン
ト）」については、継続分２８
件のテーマを実施する。 

  その際、本目標が一層合
理的なものとなるよう、産
業界・学術界等の外部の専
門家の知見や国民からの意
見を幅広く収集するととも
に、市場創出効果、雇用創
造効果、広範な産業への波
及効果、中長期的視点から
の我が国産業競争力強化へ
の貢献、内外のエネルギ
ー・環境問題を始めとする
社会的課題の解決への貢献
（いわゆる「社会実装」の
程度）、費用対効果などの観
点から、事前評価を行うこ
ととする。 

 事業の立ち上げに当た
っては、産業界、学術界等
の外部の専門家・有識者を
活用して、市場創出効果、
雇用創造効果等が大きく、
広範な産業への高い波及
効果を有し、中長期的視点
から我が国の産業競争力
の強化に資することや内
外のエネルギー、環境問題
を始めとする社会的課題
の解決への貢献（いわゆる
「社会実装」の程度）、投
入費用を上回る効果が見
込まれるかどうかの費用
対効果等の観点も含めた
事前評価を実施する。 

 事業の立ち上げに当たって
は、産業界、学術界等の外部
の専門家・有識者を活用して、
市場創出効果、雇用創造効果
等が大きく、広範な産業への
高い波及効果を有し、中長期
的視点から我が国の産業競争
力の強化に資することや内外
のエネルギー、環境問題を始
めとする社会的課題の解決へ
の貢献（いわゆる「社会実装」
の程度）、投入費用を上回る効
果が見込まれるかどうかの費
用対効果等の観点も含めた事
前評価を実施する。 

－ 平成２７年度新規事業（海外実証等）３
件全てについて、事前評価を実施し、事前
評価の結果を基本計画に反映した。 

  

   事前評価の結果実施す
ることとなった事業につ
いて、国の政策に沿って、
内外の技術動向調査等か
ら得られた知見や産業界、
学術界等の外部の専門
家・有識者との意見交換及
び広く国民から収集した
意見（パブリックコメント
を１回以上実施）を反映さ
せ、事業の目的や目標及び
内容等を規定する基本計
画を策定する。 
 基本計画には、事業終了
時点での最終目標を定量
的かつ明確に記述し、出口
イメージを明確に記述す
るものとする。 
 基本計画で定める技術
開発期間については、中長
期的な視点から、必要に応
じ、第３期中期目標期間に
とらわれず柔軟かつ適切
に策定する。５年間以上の
期間を要する事業につい
ては、基本計画上、３年目
を目途とした中間時点で
の中間目標を定量的かつ

 事前評価の結果実施するこ
ととなった事業について、国
の政策に沿って、内外の技術
動向調査等から得られた知見
や産業界、学術界等の外部の
専門家・有識者との意見交換
及び広く国民から収集した意
見（パブリックコメントを１
回以上実施）を反映させ、事
業の目的や目標及び内容等を
規定する基本計画を策定す
る。 
基本計画には、事業終了時

点での最終目標を定量的かつ
明確に記述し、出口イメージ
を明確に記述するものとす
る。 
 基本計画で定める技術開発
期間については、中長期的な
視点から、必要に応じ、第３
期中長期目標期間にとらわれ
ず柔軟かつ適切に策定する。
５年間以上の期間を要する事
業については、基本計画上、
３年目を目途とした中間時点
での中間目標を定量的かつ明
確に記述する。 

－ 事前評価の結果実施することとなった
３件全てについて、外部の専門家・有識者
等との意見交換結果やパブリックコメン
トで寄せられた意見を反映し、プロジェク
トの目的や目標及び内容等を規定したプ
ロジェクト基本計画を策定した。 
なお、パブリックコメントで寄せられた

意見及びやその反映結果を、全て機構のホ
ームページで公開した。 
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明確に記述する。 

 (b)公募 
 円滑かつ迅速な事業実施
を図るため、客観的な採択
基準を策定・公表し、早期
に公募を開始することとす
る。 

(b)公募 
 基本計画策定後、円滑か
つ迅速な事業実施、推進を
図るため、極力多くの事業
について、政府予算の成立
を条件として、実施年度の
前年度の３月までに公募
を開始する。公募は、ホー
ムページ等のメディアの
最大限の活用等により採
択基準を公表しつつ実施
する。また、公募に際して
は、機構のホームページ上
に、公募開始の１ヶ月前
（緊急的に必要なもので
あって事前の周知が不可
能なものを除く。）には公
募に係る事前の周知を行
う。 

(b)公募 
 基本計画策定後、円滑かつ
迅速な事業実施、推進を図る
ため、極力多くの事業につい
て、政府予算の成立を条件と
して、実施年度の前年度の３
月までに公募を開始する。公
募は、ホームページ等のメデ
ィアの最大限の活用等により
採択基準を公表しつつ実施す
る。また、公募に際しては、
機構のホームページ上に、公
募開始の１ヶ月前（緊急的に
必要なものであって事前の周
知が不可能なものを除く。）に
は公募に係る事前の周知を行
う。 

－ （ｂ）公募 
新規研究開発プロジェクトの基本計画

策定において、技術戦略を策定する過程で
収集した技術・市場動向の情報を活用する
ことにより、昨年度までのプロセスに比
べ、達成目標の設定及び実施方法に関する
検討・検証が深化するとともに、公募を行
った事業１１件のうち１０件については、
公募スケジュールの大幅な前倒し（前年度
末までの新規プロジェクトの公募開始率
は平成２６年度約６０％に対し、平成２７
年度約９０％に向上）を実現するなどの効
果を創出した。残る１件については、最適
な事業体制の詳細設計に調整を要した等
の理由から４月に公募を実施した。 
また、公募を行った１１件全て公募開始

の１ヶ月前には事前周知を行った。 

  

  特に、実用化促進事業に
ついては、地方の提案者の
利便にも配慮し、地方を含
む公募説明会の一層の充実
を図るとともに、採択件数
の少ない事業を除き、制度
運用状況等を踏まえつつ、
年度の枠にとらわれない随
時の応募相談受付と年間複
数回の採択を行うものとす
る。 

 実用化促進事業におい
ては、地方の提案者の利便
にも配慮し、地方を含む公
募説明会の一層の充実を
図る。また、事業運用の状
況を踏まえつつ、年度の枠
にとらわれない随時の応
募相談受付と年間複数回
の採択を行う。 

 実用化促進事業において
は、地方の提案者の利便にも
配慮し、地方を含む公募説明
会の一層の充実を図る。また、
事業運用の状況を踏まえつ
つ、年度の枠にとらわれない
随時の応募相談受付と年間複
数回の採択を行う。 

－ 実用化促進事業においては、地方の提案
者の利便にも配慮し、地方を含む公募説明
会の一層の充実を図った。具体的には、「平
成２７年度中堅・中小企業への橋渡し研究
開発促進事業」においては、地方の提案者
の利便にも配慮し、全国１１ヶ所（川崎、
札幌、仙台、名古屋、金沢、大阪、広島、
高松、福岡、長崎、那覇）で公募説明会、
応募相談を実施した。 
課題解決型福祉用具実用化開発支援事

業においては、全国６ヶ所（川崎、大阪に
加え、要望のあった京都、長野、長崎、和
歌山といった地方）でも公募説明会、応募
相談を行った。また、日頃より制度説明会
を行うことで、事業の周知徹底を行った。 

  

 (c)選定・採択 
 事業実施者等の採択に当
たっては、審査・採択基準
に基づき、ＮＥＤＯ外部か
らの専門家・有識者等を活
用した客観的で公正な審査
を行うとともに、採択結果
の公表や不採択者に対する
不採択理由の通知を行う
等、審査過程の透明性を確
保することとする。また、
公募から採択までの標準処
理期間を設定し、事務の合
理化・迅速化を図ることと
する。 
 実証事業については、こ
れまでの実用化に係る実績
を十分踏まえた参加企業の

(c)選定、採択 
 実証事業については、企
画競争や公募の過程で形
成された産業界、学術界等
の外部の専門家・有識者と
の関係も活用しつつ、客観
的な審査、採択基準に基づ
く公正な選定、採択審査を
行う。選定、採択に当たっ
ては、事業の性格や目標に
応じ、これまでの実用化・
事業化に係る実績を十分
踏まえた参加企業の選
定・採択を行うものとし、
企業間の競争関係や協調
関係に基づく、適切な役割
分担を明確に認識した上
で、企画競争、公募を通じ

(c)選定、採択 
 実証事業については、企画
競争や公募の過程で形成され
た産業界、学術界等の外部の
専門家・有識者との関係も活
用しつつ、客観的な審査、採
択基準に基づく公正な選定、
採択審査を行う。選定、採択
に当たっては、事業の性格や
目標に応じ、これまでの実用
化・事業化に係る実績を十分
踏まえた参加企業の選定・採
択を行うものとし、企業間の
競争関係や協調関係に基づ
く、適切な役割分担を明確に
認識した上で、企画競争、公
募を通じて、最高の英知を集
めつつ、適切な技術開発体制

－ (c)選定、採択 
 実証事業については、産業界・学術界等
の外部の専門家・有識者から構成される委
員会を開催し、客観的な審査・採択基準に
基づく公正な選定、採択審査を実施した。 
選定、採択にあたっては、プロジェクト

終了後の追跡調査を通じて得られたデー
タを用いて、これまでの実用化・事業化に
係る実績を十分踏まえた参加企業の選
定・採択を行い、適切な技術開発体制の構
築を行うべく実施者の決定を行った。 
具体的には、「アジア省エネルギー型資

源循環制度実証事業」において、過去のリ
サイクル技術のプロジェクトでは当然の
こととして評価項目に明記されていなか
った「原料となる廃製品の確保」及び「再
生原料の販路の確保」の観点について、過
去のプロジェクト・マネジメントの経験か
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選定・採択を行うものとす
る。また、事業に参加する
企業が複数である場合は、
当該企業間の競争・協調関
係に基づく、適切な役割分
担を明確に認識した上で、
事業実施体制を構築するこ
ととする。他方、費用対効
果等の不確実性が高くと
も、将来の産業・社会に大
きな影響をもたらし得る技
術開発についても、その点
を一定程度評価することと
する。 

て、最高の英知を集めつ
つ、適切な技術開発体制の
構築を行う。特に、機構と
実施者との間にマネジメ
ント機能の重複がないよ
うにするとともに、真に技
術力と実用化・事業化能力
を有する企業を実施者と
して選定し、成果を最大化
するための最適な技術開
発体制の構築に努める等、
安易な業界横並び体制に
陥ることのないよう留意
する。なお、費用対効果等
の不確実性が高くとも、将
来の産業・社会に大きな影
響をもたらし得る技術開
発についても、その点を一
定程度評価する。 

の構築を行う。特に、機構と
実施者との間にマネジメント
機能の重複がないようにする
とともに、真に技術力と実用
化・事業化能力を有する企業
を実施者として選定し、成果
を最大化するための最適な技
術開発体制の構築に努める
等、安易な業界横並び体制に
陥ることのないよう留意す
る。なお、費用対効果等の不
確実性が高くとも、将来の産
業・社会に大きな影響をもた
らし得る技術開発について
も、その点を一定程度評価す
る。 

ら本質的に重要であると再確認したこと
から事業性評価の項目として明記し、事業
化に向けた採択審査を実施した。 

  また、実用化促進事業に
ついては、事業実施者の経
営能力を審査過程で重視す
るとともに、比較的短時間
で成果が得られ、早期に高
い市場創出・経済活性化の
効果を有し得るものを重視
して採択するものとする。 
 さらに、採択された事業
実施者に対しては、技術の
早期実用化・事業化を図る
ため、技術開発面のみなら
ず、経営面における支援等
を必要に応じ、行うことと
する。 

 実用化促進事業は、比較
的短期間で技術の実用
化・事業化を行うことを目
的とし、比較的短期間で成
果が得られ、即効的な市場
創出、経済活性化に高い効
果を有し得るものである
ことに鑑み、事業実施者の
経営能力を審査過程で重
視するとともに、達成すべ
き技術目標及び実現すべ
き新製品等の出口イメー
ジが明確で、我が国の経済
活性化やエネルギー・環境
問題の解決により直接的
で、かつ大きな効果を有す
る案件を重視して選定、採
択する。公的機関のニーズ
等を踏まえた技術開発課
題の解決への取組を行う
事業については、その有効
性等を検証しつつ実施す
る。必要に応じ大学等の基
礎基盤の科学技術の知見
も活用し、実用化・事業化
を後押しするとともに、採
択された事業実施者に対
しては、技術の早期実用
化・事業化を図るため、技
術開発面のみならず、経営
面における支援等を必要
に応じ行うこととする。さ
らに、事業実施効果の確保
及び事業費の有効活用を
図るため、案件採択時にお
いては、費用対効果分析の
実施を徹底するよう努め
る。 

 実用化促進事業は、比較的
短期間で技術の実用化・事業
化を行うことを目的とし、比
較的短期間で成果が得られ、
即効的な市場創出、経済活性
化に高い効果を有し得るもの
であることに鑑み、事業実施
者の経営能力を審査過程で重
視するとともに、達成すべき
技術目標及び実現すべき新製
品等の出口イメージが明確
で、我が国の経済活性化やエ
ネルギー・環境問題の解決に
より直接的で、かつ大きな効
果を有する案件を重視して選
定、採択する。公的機関のニ
ーズ等を踏まえた技術開発課
題の解決への取組を行う事業
については、その有効性等を
検証しつつ実施する。必要に
応じ大学等の基礎基盤の科学
技術の知見も活用し、実用
化・事業化を後押しするとと
もに、採択された事業実施者
に対しては、技術の早期実用
化・事業化を図るため、技術
開発面のみならず、経営面に
おける支援等を必要に応じ行
うこととする。さらに、事業
実施効果の確保及び事業費の
有効活用を図るため、案件採
択時においては、費用対効果
分析の実施を徹底するよう努
める。 

－ 実用化促進事業は、比較的短期間で技術
の実用化・事業化を行うことを目的とし、
比較的短期間で成果が得られ、即効的な市
場創出、経済活性化に高い効果を有し得る
ものであることに鑑み、事業実施者の経営
能力を審査過程で重視するとともに、達成
すべき技術目標及び実現すべき新製品等
の出口イメージが明確で、我が国の経済活
性化やエネルギー・環境問題の解決により
直接的で、かつ大きな効果を有する案件を
重視して選定、採択を行った。 
具体的には、以下の取組を実施した。 

①「中堅・中小企業への橋渡し研究開発促
進事業」 
経営能力の審査においては、経営基盤審

査ツールを活用し審査を実施した。また、
直接的かつ大きな効果を有する案件を重
視するため、以下を要件とした。 
１）新産業の振興のためのイノベーション
の創出に資する新規性・革新性の高い実用
化開発であること。 
２）事業期間終了後、概ね３～５年以内に
実用化が可能な具体的な計画を有するこ
と。 
加えて、経営者との面談により、自社事

業における当該助成事業の位置づけ、社内
体制、資金確保の状況等に関して審査し
た。 
 

②「課題解決型福祉用具実用化開発支援事
業」 
本事業の申請書においても、今まで、自

由記述となっていた事業化計画について、
具体的なニーズや市場規模、競合が想定さ
れる他社について記述する形式に変更し、
申請者に対してより具体的な事業計画の
立案を行うと共に採択時には事業計画の
遂行を促しやすくした。さらに、事業の中
間評価においては、審査員が事業者を訪問
し、現場での説明を受けることにより、実
態に即した審査や、事業者への有用なアド
バイスを可能とする体制を取り入れた。 
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    選定結果は公開し、不採
択案件応募者に対する明
確な理由の通知を行う。十
分な審査期間を確保する
ことに最大限留意の上、応
募総数が多い場合等、特段
の事情がある場合を除き、
公募締切から採択決定ま
での期間をそれぞれ以下
の日数とすることにより、
事務の合理化、迅速化を図
る。 
・実証事業：原則４５日以
内 
（ただし、エネルギー等関
連業務の実証業務等：原則
６０日以内） 
・実用化促進事業：原則７
０日以内 

 選定結果は公開し、不採択
案件応募者に対する明確な理
由の通知を行う。十分な審査
期間を確保することに最大限
留意の上、応募総数が多い場
合等、特段の事情がある場合
を除き、公募締切から採択決
定までの期間をそれぞれ以下
の日数とすることにより、事
務の合理化、迅速化を図る。 
・実証事業：原則４５日以内 
（ただし、エネルギー等関連
業務の実証業務等：原則６０
日以内） 
・実用化促進事業：原則７０
日以内 

－ 平成２７年度に行った全ての公募に対
し選定結果を機構のホームページ上で公
開した。また、不採択案件応募者に対して
は、明確な理由を附して、結果の通知を行
った。 
平成２７年度研究開発プロジェクト等

の受託者・交付先の採択（全５７件）につ
いては、条件付き採択等を受けた企業側と
の実施内容・技術要件・研究体制等の調整、
確認に時間を要した案件（７件）を除き、
事業区分ごとに掲げる公募締切から採択
決定までの目標期間以内で採択決定を行
った。 
（以下内訳） 
・ナショナルプロジェクトについては、
期間内で採択決定を行った事業は ４
７件中４３件（９１．５％） 

・エネルギー等関連業務の実証業務等に
ついては、期間内で採択決定を行った
事業は８件中４件（５０．０％） 

・実用化促進事業については、期間内で
採択決定を行った事業は２件中２件
（１００．０％） 

  

 （ⅱ）評価（Ｃｈｅｃｋ）
／反映・実行（Ａｃｔｉｏ
ｎ） 
 個々の事業に係る各種評
価（中間評価、事後評価及
び追跡評価）については、
外部の専門家・有識者を活
用し厳格に行うものとす
る。 
 また、これらの評価結果
から得られた、技術開発マ
ネジメントに係る多くの知
見・教訓・好事例等を蓄積
することにより、マネジメ
ント機能全体の改善・強化
に反映させることとする。 
 さらに、各評価結果につ
いては、技術情報等の流出
等の観点に配慮しつつ、可
能な範囲で公表するものと
する。 

（ⅱ）評価／反映・実行 
 個々の事業に係る中間
評価、事後評価及び追跡評
価については、産業界、学
術界等の外部の専門家・有
識者を活用し厳格に行う
ものとする。また、これら
の評価結果から得られた、
技術開発マネジメントに
係る多くの知見、教訓、良
好事例等を蓄積すること
により、マネジメント機能
全体の改善・強化に反映さ
せる。さらに、各評価結果
については、技術情報等の
流出等の観点に配慮しつ
つ、可能な範囲で公表する
ものとする。 

（ⅱ）評価／反映・実行 
 個々の事業に係る中間評
価、事後評価及び追跡評価に
ついては、産業界、学術界等
の外部の専門家・有識者を活
用し厳格に行うものとする。
また、これらの評価結果から
得られた、技術開発マネジメ
ントに係る多くの知見、教訓、
良好事例等を蓄積することに
より、マネジメント機能全体
の改善・強化に反映させる。
さらに、各評価結果について
は、技術情報等の流出等の観
点に配慮しつつ、可能な範囲
で公表するものとする。 

－ （ⅱ）評価／反映・実行 
 個々の事業に係る中間評価、事後評価及
び追跡評価については、産業界、学術界等
の外部の専門家・有識者を活用し厳格に実
施した。 
中間評価及び事後評価の結果について

は、確定次第、機構ホームページ上で逐次
公表した。また、平成２６年度に実施した
評価結果から得られた、技術開発マネジメ
ントに係る多くの知見、教訓、良好事例等
を蓄積し取りまとめ、平成２７年５月に一
般公開で実施したワークショップを開催
し、公表した。さらに、各評価結果につい
ては、技術情報等の流出等の観点に配慮し
つつ、機構ホームページ上で公表を行っ
た。 

  

 (a)中間評価等 
 事業実施期間を５年以上
とするナショナルプロジェ
クトについては、数値化さ
れた指標を用いて中間評価
を厳格に実施し、中間目標
達成度を把握するととも
に、その結果に基づき、事
業の加速化（年度途中にお
ける開発成果創出促進制度
の適用等）・縮小・中止・見
直し等を迅速に行うものと
する。 
 特に、中間目標に対し、
評価結果が一定水準に満た
ない事業については、原則
として中止し、その財源を
加速化すべき事業に充てる

(a)中間評価等 
 産業界、学術界等の外部
の専門家・有識者を活用
し、数値化された指標を用
いて中間評価を、厳格に適
切な手法で実施する。特に
５年間程度以上の期間を
要する事業については、３
年目ごとを目途とする中
間評価を必ず行う。中間評
価の実施に当たっては、技
術開発の進捗状況に加え、
プロジェクト・マネジメン
トの適切性について、より
重点を置きつつ、中間目標
達成度を把握するととも
に、社会経済情勢等を踏ま
えた上で、技術開発内容や

(a)中間評価等 
 産業界、学術界等の外部の
専門家・有識者を活用し、数
値化された指標を用いて中間
評価を、厳格に適切な手法で
実施する。特に５年間程度以
上の期間を要する事業につい
ては、３年目ごとを目途とす
る中間評価を必ず行う。中間
評価の実施に当たっては、技
術開発の進捗状況に加え、プ
ロジェクト・マネジメントの
適切性について、より重点を
置きつつ、中間目標達成度を
把握するとともに、社会経済
情勢等を踏まえた上で、技術
開発内容やマネジメント等の
改善、見直しを的確に行って

－ (a)中間評価等 
平成２７年度は、実施予定期間が５年以

上のナショナルプロジェクト１２件につ
いて、産業界、学術界等の外部の専門家・
有識者を活用し、数値化された指標を用い
て厳格に適切な手法で実施し、中間目標達
成度等を評価した。また、中間評価の結果
及び社会経済情勢の変化等を踏まえて、技
術開発内容やマネジメント等の改善、見直
しを的確に行った。機構による自主的な点
検等により常に的確に事業の進捗状況を
段階ごとに一層詳細に把握し管理するよ
う努め、中間評価や随時行われる事業進捗
の把握結果等を基に、開発成果創出促進制
度の活用等により、プロジェクト内又はプ
ロジェクト間において、配分予算の調整を
行う等、事業の加速化又は見直しを迅速に
行うとともに、以降の事業実施及び予算要
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こととする。 
 また、中間評価を行わな
い年度においても、事業の
進捗状況を一層詳細に把握
し、事業の加速化・縮小等
を迅速に行うものとする。 
 ただし、非連続ナショナ
ルプロジェクトについて
は、ステージゲート方式に
おいて次のステージに移行
する毎に、技術の取捨選択
や技術の融合、必要な実施
体制の見直し等を柔軟に図
るものとする。 

マネジメント等の改善、見
直しを的確に行っていく。 
 機構による自主的な点
検等により常に的確に事
業の進捗状況を段階ごと
に一層詳細に把握し管理
するよう努め、中間評価や
随時行われる事業進捗の
把握結果等を基に、開発成
果創出促進制度の活用等
により、プロジェクト内又
はプロジェクト間におい
て、配分予算の調整を行う
等、事業の加速化（開発成
果創出促進制度の適用
等）、縮小、中止、見直し
等を迅速に行うとともに、
以降の事業実施及び予算
要求プロセスに反映する。 
 中間時点での評価結果
が一定水準に満たない事
業については、抜本的な改
善策等がない場合には原
則として中止し、その財源
を加速化すべき事業に充
てることとする。 
 ただし、非連続ナショナ
ルプロジェクトについて
は、ステージゲート方式に
おいて次のステージに移
行する毎に、技術の取捨選
択や技術の融合、必要な実
施体制の見直し等を柔軟
に図るものとする。 

いく。 
 機構による自主的な点検等
により常に的確に事業の進捗
状況を段階ごとに一層詳細に
把握し管理するよう努め、中
間評価や随時行われる事業進
捗の把握結果等を基に、開発
成果創出促進制度の活用等に
より、プロジェクト内又はプ
ロジェクト間において、配分
予算の調整を行う等、事業の
加速化（開発成果創出促進制
度の適用等）、縮小、中止、見
直し等を迅速に行うととも
に、以降の事業実施及び予算
要求プロセスに反映する。 
 中間時点での評価結果が一
定水準に満たない事業につい
ては、抜本的な改善策等がな
い場合には原則として中止
し、その財源を加速化すべき
事業に充てることとする。 
 ただし、非連続ナショナル
プロジェクトについては、ス
テージゲート方式において次
のステージに移行する毎に、
技術の取捨選択や技術の融
合、必要な実施体制の見直し
等を柔軟に図るものとする。 

求プロセスに反映を行った。 
なお、平成２７年度においては、目覚ま

しい成果を挙げている研究開発テーマ４
１件に対して開発成果創出促進制度の適
用等を行い、事業の加速化、見直し等を迅
速に行った。 
平成２７年度に中間評価を行った１２

件のナショナルプロジェクトにおいて、評
価結果が一定水準に満たない事業に該当
するものは無かった。 

 (b)事後評価 
 ナショナルプロジェクト
及び実用化促進事業につい
ては、各事業の終了後、外
部の専門家・有識者を活用
し、数値化された指標を用
いて、技術的成果、実用化・
事業化の見通し等の観点か
ら、事後評価を実施し、評
価結果を以後のマネジメン
ト業務の改善に反映させる
ものとする。 

(b)事後評価 
 事業終了後、産業界、学
術界等の外部の専門家・有
識者を活用し、数値化され
た指標を用いて、技術的成
果、実用化・事業化の見通
し、マネジメント等を評価
項目とした事後評価を実
施するとともに、その結果
を以後の機構のマネジメ
ントの改善に活用する。 

(b)事後評価 
 事業終了後、産業界、学術
界等の外部の専門家・有識者
を活用し、数値化された指標
を用いて、技術的成果、実用
化・事業化の見通し、マネジ
メント等を評価項目とした事
後評価を実施するとともに、
その結果を以後の機構のマネ
ジメントの改善に活用する。 

－ (b)事後評価 
 平成２７年度においては、平成２６年度
に終了したナショナルプロジェクト１２
件の事後評価及び平成２７年度に終了す
るプロジェクト１件の前倒し事後評価を、
産業界、学術界等の外部の専門家・有識者
を活用し、数値化された指標を用いて、技
術的成果、実用化・事業化見通し、マネジ
メント等を評価項目として実施した。その
結果から、機構のマネジメントの改善に資
する点を抽出して活用を図った。 

  

  ただし、非連続ナショナ
ルプロジェクトについて
は、上記の観点に加え、新
たな知見の獲得、獲得され
た知見の他の技術や用途へ
の波及効果等の観点から、
その成果を評価するものと
する。 

 ただし、非連続ナショナ
ルプロジェクトについて
は、上記の評価項目におい
て、技術的成果では、最終
目標の達成度に留まらず、
設定された目標以外の技
術成果、世界初の知見の獲
得、新たな技術領域の開拓
等がある場合は積極的に
評価する。また、実用化・
事業化の見通しでは、計画
に沿った実用化・事業化の
見通しに留まらず、他の技
術や用途への展開、新たな
市場の創造の見通し、社会
的な効果等がある場合は

 ただし、非連続ナショナル
プロジェクトについては、上
記の評価項目において、技術
的成果では、最終目標の達成
度に留まらず、設定された目
標以外の技術成果、世界初の
知見の獲得、新たな技術領域
の開拓等がある場合は積極的
に評価する。また、実用化・
事業化の見通しでは、計画に
沿った実用化・事業化の見通
しに留まらず、他の技術や用
途への展開、新たな市場の創
造の見通し、社会的な効果等
がある場合は積極的に評価す
る。 

－ (対象案件なし）   
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積極的に評価する。 

  その際、ＮＥＤＯが策定
した基準において、ナショ
ナルプロジェクトについて
は、８割以上が合格、６割
以上が優良との評価を、ま
た、実用化促進事業につい
ては、６割以上が順調との
評価を得ることとする。 

 ナショナルプロジェク
トにおいては、技術的成
果、実用化・事業化の見通
し、マネジメント等を評価
項目とし、別途公表される
計算式に基づき８割以上
が「合格」、６割以上が「優
良」との評価を得る。 

 平成２７年度に予定する事
後評価対象のナショナルプロ
ジェクトにおいては、技術的
成果、実用化・事業化の見通
し、マネジメント及び事業の
位置付けを評価項目とし、評
点法を用いて「優良」又は「合
格」（＊）との結果を得たプロ
ジェクトがどの程度あるかを
年度内に把握し、速やかに対
外的に公表する。 
（＊）原則として、①事業の
位置付け、②マネジメント、
③技術的成果及び④実用化・
事業化の見通しをそれぞれＡ
（優）＝３点、Ｂ（良）＝２
点、Ｃ（可）＝１点、Ｄ（不
可）＝０点で評価者に評価し
てもらい、それぞれ平均得点
を算出した上で、全ての評価
軸が１．０点以上かつ③と④
の和が４．０点以上であれば
「優良」とし、３．０点以上
であれば「合格」とする。  

－ 平成２６年度に終了したプロジェクト
１２件の事後評価及び平成２７年度に終
了したプロジェクト１件の前倒し事後評
価を行ったところ、１３件（１００％）が
合格であり、このうち１２件（９２．３％）
は優良に該当した。また、本結果について
は、ホームページ等を通じて対外的に公表
した。 

●事後評価（対象１３件）を予定どおり完了
し、１００％のプロジェクトで合格基準を
上回るとともに（目標：中長期計画期間平
均８０％以上）、優良基準は目標値を大幅
に上回る９２．３％を達成（目標：中長期
計画期間平均６０％以上）。 

 
 

 

    実用化促進事業におい
ては、特にイノベーション
の実現に資するものとし
て実施する事業について
は、産業界、学術界等の外
部の専門家・有識者を活用
した事後評価において、技
術的成果、実用化・事業化
の見通し等を評価項目と
し、別途公表される計算式
に基づき６割以上が「順
調」との評価を得る。 

 実用化促進事業において
は、産業界、学術界等の外部
の専門家・有識者を活用した
事後評価において、技術的成
果、実用化・事業化の見通し
等を評価項目とし、６割以上
が「順調」（＊）との評価を得
るという中長期計画の達成に
向けてマネジメントを行うと
ともに、同評価により得られ
た知見を基に、技術経営力の
強化に関する助言業務の観点
も踏まえ、事業実施者に対し
てアドバイスを行う。 
（＊）原則として、①技術に
関する評価項目（技術開発の
達成状況等）及び②実用化・
事業化の見通しに関する評価
項目（実用化スケジュール等）
をそれぞれＡ＝４点、Ｂ＝３
点、Ｃ＝２点、Ｄ＝１点、Ｅ
＝０点で評価者に評価しても
らい、それぞれ平均得点を算
出した上で、原則として合計
４．０点以上の場合を「順調」
とする。 

－ 実用化促進事業においては、平成２６年
度終了事業について事後評価を実施。順調
率は、７７．４％（９６件／１２４件）を
達成。採択審査時に、経営者との面談によ
り事業終了後の事業者の取組について重
点的に聞き取り、意識づけを行った結果、
昨年度の６４．５％（８９件／１３８件）
を上回った。 

●実用化促進事業において、事後評価におけ
る順調率は目標値を上回る７７．４％を達成
（目標：中長期計画期間平均６０％以上）。 
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 (c)追跡評価等 
 ナショナルプロジェクト
については、事業終了後も、
参加企業を始めとする事業
実施者に働きかけを行い、
その成果の実用化・事業化
を推進するため、これまで
以上に分野横断的かつ緻密
に、追跡評価（追跡調査及
びその結果分析等）を実施
することとする。 

(c)追跡評価等 
 ナショナルプロジェク
トについては、事業終了後
も、参加企業を始めとする
事業実施者に働きかけを
行い、プロジェクトが及ぼ
した経済的・社会的効果等
をフォローしその成果の
実用化・事業化を推進する
ため、また、機構の技術開
発マネジメントの改善に
反映させるため、既往の政
府決定等を踏まえ、評価に
伴う過重な作業負担の回
避という観点を考慮しつ
つ、これまで以上に分野横
断的かつ緻密に逐次追跡
調査を実施する。その際、
参加企業における実用
化・事業化状況（非継続、
中止、技術開発、製品化、
上市）等を把握するととも
に、本調査から得られた機
構の成果（製品化事例等）
を積極的に情報発信する。 

(c)追跡評価等 
 ナショナルプロジェクトに
ついては、事業終了後も、参
加企業を始めとする事業実施
者に働きかけを行い、プロジ
ェクトが及ぼした経済的・社
会的効果等をフォローしその
成果の実用化・事業化を推進
するため、また、機構の技術
開発マネジメントの改善に反
映させるため、分野横断的な、
追跡調査を実施する。その際、
参加企業における実用化・事
業化状況（非継続、中止、技
術開発、製品化、上市）等を
把握するとともに、本調査か
ら得られた機構の成果（製品
化事例等）を積極的に情報発
信する。 

－ (c)追跡評価等 
ナショナルプロジェクトについては、事

業終了後も、参加企業を始めとする事業実
施者に働きかけを行い、プロジェクトが及
ぼした経済的・社会的効果等をフォロー
し、その成果の実用化・事業化を推進する
とともに、機構の技術開発マネジメントの
改善に反映させるため、分野横断的かつ緻
密な追跡調査を実施した。具体的には、平
成２１、２３、２５、２６年度に終了した
６９プロジェクトに対して、延べ１，１０
３機関にアンケート調査を実施し、１，０
７５件の回答（回答率９８％）を得るとと
もに、必要に応じてヒアリング調査を実施
した。追跡調査が完了となる平成２１年度
終了プロジェクトについては、実用化状況
をＮＥＤＯホームページで公開した。ま
た、分野横断的な分析・評価手法探索する
ため、大学研究者３チームとの試行的研究
活動に着手した。 
調査結果は、ＮＥＤＯ内部研修及び会議

で共有化を行うとともに、関係機関との意
見交換、米国評価学会（１件発表）、研究・
技術計画学会（３件発表）などで積極的に
情報発信を実施した。 
追跡調査から得られた結果については、

機構内部の研修で役職員にフィードバッ
クするとともに、本調査から得られた機構
の成果（製品化事例等）について国内外の
学会・シンポジウムなどで情報発信を行っ
た。 

  

  ただし、非連続ナショナ
ルプロジェクトについて
は、実用化・事業化の見通
し、獲得された知見の他の
技術や用途への波及効果等
の観点から多面的に評価す
ることとし、専門分野の外
部有識者による評価結果を
活用しつつ、必要な場合に
は上記ナショナルプロジェ
クトよりも長期的に、追跡
評価を実施することとす
る。 

 ただし、非連続ナショナ
ルプロジェクトについて
は、実用化・事業化状況等
の把握に加えて、新たな技
術領域の開拓、他の技術や
用途への展開、新たな市場
の創造の見通し、社会的な
効果等の多面的な観点か
ら、専門分野の外部有識者
を活用しつつ調査・分析を
行い、必要な場合には上記
ナショナルプロジェクト
よりも長期的に追跡評価
を実施することとする。 

 ただし、非連続ナショナル
プロジェクトについては、実
用化・事業化状況等の把握に
加えて、新たな技術領域の開
拓、他の技術や用途への展開、
新たな市場の創造の見通し、
社会的な効果等の多面的な観
点から、専門分野の外部有識
者を活用しつつ調査・分析を
行い、必要な場合には上記ナ
ショナルプロジェクトよりも
長期的に追跡評価を実施する
こととする。 

－ （対象案件なし）   

  (d)技術開発マネジメント
に係る知見、教訓の蓄積 
 ＰＤＣＡサイクルの一
層の深化と確実な定着を
図るべく、中間評価、事後
評価及び追跡評価の各結
果から得られた知見、教訓
を引き続き組織知として
蓄積するとともに、機構内
で知見、教訓がより一層活
用されるよう、毎年度２回
以上の機構内の共有活動
を実施する。 

(d)技術開発マネジメントに
係る知見、教訓の蓄積 
 ＰＤＣＡサイクルの一層の
深化と確実な定着を図るべ
く、中間評価、事後評価及び
追跡評価の各結果から得られ
た知見、教訓を引き続き組織
知として蓄積するとともに、
機構内で知見、教訓がより一
層活用されるよう２回以上の
機構内の共有活動を実施す
る。 

－ (d)技術開発マネジメントに係る知見、教
訓の蓄積 
ＰＤＣＡサイクルの一層の深化と確実

な定着を図るべく、中間評価、事後評価及
び追跡評価の各結果から得られた知見、教
訓を引き続き組織知として蓄積するとと
もに、機構内で知見、教訓がより一層活用
されるよう、新規着任者に対しこれを共有
するための研修を９回実施した。 
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  その際、様々な角度から
の分析を引き続き行うこと
により、新たなプロジェク
ト（非連続ナショナルプロ
ジェクトを除く。）の採択時
には、これまでの実用化に
係る実績（実用化率等）を
十分踏まえた参加企業の選
定を行うものとする。また、
成功事例のみならず、非継
続・中止となった事業の要
因の分析等を行うことも含
め、追跡評価を通じ、これ
までのナショナルプロジェ
クトに係る総合的、定量的
な評価を行うこととする。 

 また、様々な角度からの
データの分析を引き続き
行い、新たなプロジェクト
（非連続ナショナルプロ
ジェクトを除く。）の採択
時等に、これまでの実用
化・事業化に係る実績を十
分踏まえた参加企業の選
定を行う。その際、成功事
例のみならず、非継続、中
止となった事業の要因の
分析等を行うことも含め、
これまでのナショナルプ
ロジェクトに係る総合的、
定量的な評価を行う。 

 また、様々な角度からのデ
ータの分析を引き続き行い、
新たなプロジェクト（非連続
ナショナルプロジェクトを除
く。）の採択時等に、これまで
の実用化・事業化に係る実績
を十分踏まえた参加企業の選
定を行う。その際、成功事例
のみならず、非継続、中止と
なった事業の要因の分析等を
行うことも含め、これまでの
ナショナルプロジェクトに係
る総合的、定量的な評価を行
う。 

－  さらに、新たなプロジェクトの採択時に
は、プロジェクト終了後の追跡調査・評価
を通じて得られたデータを用いて、過去の
実用化・事業化に係る実績を十分踏まえた
上で参加企業の選定を行った。その際、成
功事例のみならず、非継続、中止となった
事業の要因の分析等を行うことも含め、こ
れまでのナショナルプロジェクトに係る
総合的、定量的な評価を行った。 

  

  さらに、委託先に帰属す
る特許権等について、委託
先における事業化の状況及
び第三者への実施許諾の状
況等につき引き続き毎年調
査し、適切な形で対外的に
公表することとする。 

 さらに、委託先に帰属す
る特許権等について、委託
先における事業化の状況
及び第三者への実施許諾
の状況等につき引き続き
毎年調査し、適切な形で対
外的に公表することとす
る。 

 さらに、委託先に帰属する
特許権等について、委託先に
おける事業化の状況及び第三
者への実施許諾の状況等につ
き引き続き調査し、適切な形
で対外的に公表することとす
る。 

－  バイ・ドール条項の適用により委託先に
帰属する特許（バイ・ドール特許）につい
て、利活用状況調査を行い、ＮＥＤＯホー
ムページ上で対外的な公表を行った。 

  

 ⅲ）その他 
 さらに、事業の予見性を
高めるとともに進捗に応じ
た柔軟な執行を可能とする
ために導入した「複数年度
契約」や、技術開発のニー
ズに迅速に応える「年複数
回採択」等の制度面・手続
き面の改善を引き続き行う
こととする。 
 

（ⅲ）その他 
(a)主な制度運用 
 手続き面では、事業の予
見性を高めるとともに、進
捗に応じた柔軟な執行を
可能とするために導入し
た「複数年度契約」や、技
術開発ニーズに迅速に応
える「年複数回採択」等の
制度面、手続き面の改善を
行うとともに、事業実施者
に対する説明会を毎年度
４回以上行う。 
・国からの運営費交付金を

原資とする事業につい
ては、事業実施者から目
標達成に向けた明確な
コミットメントが得ら
れる場合には、最長３年
間程度の複数年度契約、
交付決定を実施する。国
からの補助金等を原資
とする事業については、
その性格を踏まえつつ
も、制度の趣旨に応じた
柔軟な応募受付、事業実
施システムを構築する
ことにより、年度の切れ
目が事業実施の上での
不必要な障壁となるこ
とのないよう、利用者本
位の制度運用を行う。 

（ⅲ）その他 
(a)主な制度運用 
 技術開発については、複数
年実施の案件が大宗であるこ
とを踏まえ、複数年度契約・
交付決定を極力実施する。ま
た、制度面、手続面の改善を
行うとともに、事業実施者に
対する説明会を４回以上行
う。 
国からの運営費交付金を原

資とする事業については、事
業実施者から目標達成に向け
た明確なコミットメントが得
られる場合には、最長３年間
程度の複数年度契約、交付決
定を実施する。国からの補助
金等を原資とする事業につい
ては、その性格を踏まえつつ
も、制度の趣旨に応じた柔軟
な応募受付、事業実施システ
ムを構築することにより、年
度の切れ目が事業実施の上で
の不必要な障壁となることの
ないよう、利用者本位の制度
運用を行う。 

－ （ⅲ）その他 
(a)主な制度運用 
 技術開発については、複数年実施の案件
が大宗であることを踏まえ、複数年度契
約・交付決定を極力実施した。また、制度
面、手続面の改善を図ることを目的とし
て、出張時超過勤務時間の従事時間計上を
可能にすることや、国立研究開発法人等の
業務委託契約等について大学等用と統一
化すること、及び処分制限財産等の目的外
使用の緩和等の改善を行った。さらに、平
成２８年度に向けた契約・検査の改善事項
に関する検討も行った。 
 事業実施者に対する事業者説明会を全
国６ヶ所（６月５回、９月４回、１０月２
回、１月６回）で実施し、延べ１，１８３
人の事業実施者に対して説明を行った。 
 

 
●日本再興戦略（改訂２０１５）において示
された、研究成果最大化に向けた競争的研
究費改革の方針等に鑑み、他政府機関に先
駆けて大学等に対する間接経費率を最大
３０％（従来２５％）に制度改正。 

 



Ⅰ－1－21 
 

   ・制度面、手続き面の改善
を、変更に伴う事業実施
者の利便性の低下にも
留意しつつ行うととも
に、事業実施者に対する
説明会を毎年度４回以
上行う。また、毎年度、
事業実施者に対してア
ンケートを実施し、制度
面、手続き面の改善点等
について、８割以上の回
答者から肯定的な回答
を得る。 

 制度面、手続き面の改善を、
変更に伴う事業実施者の利便
性の低下にも留意しつつ行う
とともに、事業実施者に対す
る説明会を４回以上行う。ま
た、事業実施者に対してアン
ケートを実施し、制度面、手
続き面の改善点等について、
８割以上の回答者から肯定的
な回答を得るという中長期計
画の達成を目指す。 

－  事業実施者に対する事業者説明会を、全
国６ヶ所（６月５回、９月４回、１０月２
回、１月６回）で実施し、延べ１，１８３
人の事業実施者に対して、説明を行い、改
善事項等について更なる周知を行うとと
もに、事業実施者の利便性を更に高めるた
め、制度・手続き等の改善事項の検討を行
ってきた。 
 また、平成２７年度の機構の制度改善に
係る全体的な取組についてアンケート調
査を実施したところ、アンケート回答者か
ら「満足している」との回答が約９割得ら
れた。平成２７年度には、出張時超過勤務
時間の従事時間計上を可能にすることや、
国立研究開発法人等の業務委託契約等に
ついて大学等用と統一化すること、および
処分制限財産等の目的外使用の緩和等の
改善を行った。 

●契約・検査の制度面・手続き面に係る事業
者アンケートを実施。目標値を上回る８
７．９％から肯定的な回答を獲得。（目標：
８割以上） 

 

 

  事業の実施に当たり、引
き続き、交付申請・契約・
検査事務などに係る事業実
施者の事務負担を極力軽減
するとともに、委託事業に
おいては技術開発資産等の
事業終了後の有効活用を図
るものとする。 

・交付申請、契約、検査事
務等に係る事業実施者
の事務負担を極力軽減
するとともに、委託事業
においては技術開発資
産等の事業終了後の有
効活用を図る。 

・第３期中期目標期間中
に、機構が行う業務への
供用を終了した技術開
発資産の翌年度におけ
る売却手続きに要する
期間を平均９ヶ月以内
とすることを目指す。 

 交付申請、契約、検査事務
等に係る事業実施者の事務負
担を極力軽減するとともに、
委託事業においては技術開発
資産等の事業終了後の有効活
用を図る。 
 業務への供用を終了した技
術開発資産の譲渡手続の迅速
化を引き続き実施する。 

－  交付申請、契約、検査事務等に係る事業
実施者の事務負担を極力軽減することを
目的として、平成２７年１０月から、ＮＥ
ＤＯへの知的財産権に係る通知のオンラ
イン手続の運用を開始した。 
 平成２７年度における資産の有効活用
については、次のとおり。 
・他の委託事業及び助成事業への転用：１，

１２９件 
・公共機関や大学等への無償譲渡：７１４

件 
・委託先等への有償譲渡：８８１件 
 また、技術開発資産の事業終了から有償
譲渡が完了するまでの期間については、事
業期間中から手続きを開始するなど処分
手続きの早期化を図った結果、平均３ヶ月
を下回った。 

  

  また、プロジェクトの円
滑な推進及び成果の実用
化・事業化を推進するため、
事業実施者間における知的
財産権の取扱いに関するル
ール化（合意文書策定）や、
知的財産権に係わる委員会
設置等の体制整備の取組を
促すこととする。さらに、
ＮＥＤＯにおいて適切な知
的財産マネジメントを実施
するための体制強化を図
り、公募段階から知的財産
マネジメントの方針を提示
するなど、ＮＥＤＯが各プ
ロジェクトにおける知財方
針の策定を主導する。 
 

(b)知的財産権 
 日本版バイドール制度
の導入後、原則としてプロ
ジェクト実施者に知的財
産権を帰属させることに
より、企業等がプロジェク
トに参加するインセンテ
ィブが向上する一方で、技
術開発の成果の事業化が
進んでいない場合も依然
見られ、知的財産権を保有
する者以外への技術開発
成果の展開が十分進んで
いない可能性も懸念され
ている。 
 こうしたことを踏まえ、
機構は、プロジェクト（実
施中のもののみならず終
了後のものも含む。）の成
果を最大限事業化に結び
つけるため、公募段階から
以下の方針を踏まえた知
的財産マネジメントの方
針を提示するほか、機構が
各プロジェクトの趣旨・目
的に応じた知的財産マネ
ジメントを主導する。 

(b)知的財産権 
 機構は、プロジェクトの成
果を最大限事業化に結びつけ
るため、中長期計画の方針に
基づき公募段階から知的財産
マネジメントの基本方針を提
示するとともに、ＰＭの主導
の下、市場展開を見込む諸外
国での権利化や、権利化と秘
匿化とを適切に組み合わせる
など、プロジェクト実施者に
対して各プロジェクトの趣
旨・目的に応じた知的財産マ
ネジメントを推進する。  

－ (b)知的財産権 
 経済産業省「委託研究開発における知的
財産マネジメントに関する運用ガイドラ
イン」の策定を受け、「ＮＥＤＯプロジェ
クトにおける知財マネジメント基本方針」
等の改訂を実施した。 
 プロジェクトを支える効果的な知財マ
ネジメントを実施するため、「知財マネジ
メント基本方針」を３２プロジェクトに適
用した。公募段階から知的財産マネジメン
トの基本方針を提示し、ＰＭの主導の下、
プロジェクト実施者に対して各プロジェ
クトの趣旨・目的に応じた知的財産マネジ
メントを推進した。 
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・自ら事業化（成果を第三
者に移転することによ
り事業化を図る場合も
含む。）することに意欲
的な技術開発の受託者
に対しては、優先的に知
的財産権を保有させる。 

・事業化に際し関係する知
的財産権を効率的に活
用できるよう、プロジェ
クト参加者間で保有す
る知的財産権を相互に
合理的な条件で実施許
諾し合えるルールを定
める。 

・長期に亘り未活用な知的
財産権を、国等の求めに
応じ第三者に実施許諾
するために、政府におい
て策定される運用ガイ
ドラインを十分に活用
する。 

・必要に応じ機構へのサブ
ライセンス権の付与等
を通じ、プロジェクトの
成果を第三者に広く実
施許諾する。 

・技術開発の受託者に知的
財産権を帰属させても
成果の事業化が見込ま
れない場合など個別の
事情に応じ、帰属先を柔
軟に選択する。 

・優れた成果は国際的に展
開すべきであることに
鑑み、成果を日本で権利
化する場合は、並行して
市場展開を見込む諸外
国でも権利化すること
を原則とする。 

・権利化と同時に標準化を
図る、権利化と秘匿化と
を適切に組み合わせる
などプロジェクトの計
画段階から戦略を考え
て対応する。 

    特に、機構は、ＰＭの主
導の下、プロジェクト実施
者に対して知的財産権の
取扱いに関する合意文書
の策定を促すとともに、知
的財産権に関する委員会
設置等の体制整備を推進
する。さらに、必要に応じ
特許取得費用に対する支
援を行う。 
 このため、機構は、プロ
ジェクトごとに知的財産
マネジメントを行う機構
の責任者を明確化すると
ともに、プロジェクト実施
者に対して、知的財産権の

 特に、機構は、ＰＭの主導
の下、プロジェクト実施者に
対して知的財産権の取扱いに
関する合意文書の策定や知的
財産権に関する委員会設置等
の体制整備の推進を図るとと
もに、必要に応じ特許取得費
用に対する支援を行う。 
 このため、機構は、プロジ
ェクトごとに知的財産マネジ
メントを行う責任者を明確化
するとともに、適切な知的財
産マネジメントを実施するた
めの体制整備を図る。 

－ 「知財マネジメント基本方針」適用プロ
ジェクトについて、知的財産権の取扱いに
関する合意文書の策定や知財運営委員会
機能の整備を促進するともに、事業実施者
における強い知的財産権の取得を奨励し、
必要に応じて特許取得費用に対する支援
を行った。 
また、適切な知的財産マネジメントを実

施するため、必要に応じてＩＮＰＩＴ知財
プロデューサーの派遣依頼を行うことに
より体制整備を図った。 
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取扱いに関する合意文書
の作成・指導や知見共有化
を行う等、適切な知的財産
マネジメントを実施する
ため、機構において外部人
材の活用を含めた体制整
備を図る。 

  また、各年度期末におけ
る運営費交付金債務につい
て、その発生要因等を厳格
に分析し、減少に向けた努
力を行うとともに、不正事
案の発生を抑制するため、
事業者側に不正に関するリ
スク管理等についての啓蒙
の徹底を図るなど、不断の
取組を一層強化するものと
する。 

    －    

  (c)基盤技術研究促進事業 
 基盤技術研究促進事業
については、収益・売上納
付の回収、管理費の低減に
努め、欠損金の減少を進め
る。第３期中期目標期間中
においては、現在実施中の
事業の終了後は、新たな事
業の実施は行わないこと
とする。 

(c)基盤技術研究促進事業 
 基盤技術研究促進事業につ
いては、収益・売上納付の回
収、管理費の低減に努め、欠
損金の減少を進める。また、
新たな事業の実施は行わない
こととする。 

－ （Ⅲ．（１）に記載）    

  (d) 追加的に措置された
交付金 
 平成２５年度補正予算
（第１号）により追加的に
措置された交付金につい
ては、「好循環実現のため
の経済対策」の競争力強化
策のために措置されたこ
とを認識し、研究開発型ベ
ンチャー企業・新事業の創
出支援のために活用する。 
 平成２６年度補正予算
（第１号）により追加的に
措置された交付金につい
ては、「地方への好循環拡
大に向けた緊急経済対策」
の現下の経済情勢等を踏
まえた生活者・事業者への
支援、地方が直面する構造
的課題等への実効ある取
組を通じた地方の活性化
のために措置されたこと
を認識し、資源・エネルギ
ーの安定供給、中小企業・
小規模事業者等の支援の
ために活用する。 

平成２７年度補正予算
（第１号）により追加的に
措置された交付金につい
ては、「一億総活躍社会の
実現に向けて緊急に実施

(d) 追加的に措置された交付
金 
 平成２７年度補正予算（第
１号）により追加的に措置さ
れた交付金については、「一億
総活躍社会の実現に向けて緊
急に実施すべき対策」の一環
として生産性革命の実現のた
めに措置されたことを認識
し、研究開発型ベンチャー、
中堅・中小企業への研究開発
促進支援のために活用する。 

－ 平成２７年度補正予算（第１号）により
追加的に措置された交付金については、
「一億総活躍社会の実現に向けて緊急に
実施すべき対策」の一環として生産性革命
の実現のために措置されたことを踏まえ、
「研究開発型ベンチャー支援事業」及び
「中堅・中小企業への橋渡し研究開発促進
事業」のために活用した。 
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すべき対策」の一環として
生産性革命の実現のため
に措置されたことを認識
し、研究開発型ベンチャ
ー、中堅・中小企業への研
究開発促進支援のために
活用する。 

 
 
 
 
 
以上の内容を踏まえ、顕著な成果が出てい

ることから、本項目の自己評価をＡとした。 
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様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）様式 

Ⅰ（イ）技術開発型ベンチャー企業等の振興 

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価軸（評価の

視点）、指標等 

法人の業務実績等・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 

      ＜自己評価＞ Ａ 評定  
 ② 技術開発型ベンチャー

企業等の振興 
 経済の活性化や新規産
業・雇用の創出の担い手と
して、新規性・機動性に富
んだ「技術開発型ベンチャ
ー企業」等の振興が一層重
要になってきていることに
も鑑み、ベンチャー企業へ
の実用化助成事業における
取組等を一層推進する。具
体的には、専門家による海
外を含めた技術提携先や顧
客の紹介、知財戦略の策定
など、ＮＥＤＯによる技
術・経営両面での支援機能
を強化し、実用化・事業化
を一層推進することとす
る。 

（イ）技術開発型ベンチャ
ー企業等の振興 
 経済の活性化や新規産
業、雇用の創出の担い手と
して、新規性、機動性に富
んだ技術開発型ベンチャ
ーの振興が一層重要にな
ってきていることにも鑑
み、ベンチャー企業への実
用化助成事業における取
組等を一層推進し、必要な
者に対する専門家による
海外を含めた技術提携先
や顧客の紹介、知財戦略の
策定等、機構による技術、
経営両面での支援機能を
強化するとともに、事業者
と政府系金融機関や民間
ベンチャーキャピタル等
との一層の連携を通じて、
資金面での支援も図り、実
用化・事業化を一層推進す
る。 

（イ）技術開発型ベンチャー
企業等の振興 
 経済の活性化や新規産業、
雇用の創出の担い手として、
新規性、機動性に富んだ技術
開発型ベンチャーの振興が一
層重要になってきていること
にも鑑み、ベンチャー企業へ
の実用化助成事業における取
組等を一層推進し、必要な者
に対する専門家による海外を
含めた技術提携先や顧客の紹
介、知財戦略の策定等、機構
による技術、経営両面での支
援機能を強化するとともに、
事業者と政府系金融機関や民
間ベンチャーキャピタル等と
の一層の連携を通じて、資金
面での支援も図り、実用化・
事業化を一層推進する。 

－ （イ）技術開発型ベンチャー企業等の振興 
ベンチャー企業への実用化に対する取

組を強力に支援するため、カタライザーを
活用した助言活動、展示会等を活用したビ
ジネスマッチングを実施。また、「研究開
発型ベンチャー支援事業／シード期の研
究開発型ベンチャーに対する事業化支援」
を実施し、機構が認定するベンチャーキャ
ピタルから出資を受けたベンチャー企業
の研究開発とビジネスプラン構築を支援
する等、民間ベンチャーキャピタルとの連
携を行っている。また、政府系金融機関と
の連携実績として、産業革新機構へ出資推
薦案件を２３件、日本政策金融公庫へ融資
推薦案件１０件を紹介した。平成２７年度
成果として、産業革新機構から２件、日本
政策金融公庫からは１件の融資が決定し
た。 

＜自己評価の根拠＞ 
●ＮＥＤＯがこれまで支援したベンチャー
企業のうち、平成２７年度は新たに２社が
上場。累計で１６社が上場し、平成２８年
３月時点での時価総額累計が８，８４６億
円を達成。 

 

 

  上記事業の実施に当たっ
ては、我が国におけるベン
チャー・エコシステムの構
築が重要であることに鑑
み、諸外国の先進的な取組
も参考にしつつ、海外から
のベンチャーキャピタルや
起業前後のスタートアップ
への投資・指導等を行うシ
ード・アクセラレーター等
の誘致を行うとともに、我
が国のベンチャーキャピタ
ルやシード・アクセラレー
ター等の育成につながるよ
うな形で、技術開発型ベン
チャー企業等への支援を行
うものとする。 

 上記事業の実施に当た
っては、我が国におけるベ
ンチャー・エコシステムの
構築が重要であることに
鑑み、諸外国の先進的な取
組も参考にしつつ、海外か
らのベンチャーキャピタ
ルや起業前後のスタート
アップへの投資・指導等を
行うシード・アクセラレー
ター等の誘致を行うとと
もに、我が国のベンチャー
キャピタルやシード・アク
セラレーター等の育成に
つながるような形で、技術
開発型ベンチャー企業等
への支援を行うものとす
る。 
 具体的には、創業期の技
術開発型ベンチャー企業
を支援する国内外のベン
チャーキャピタル、シー
ド・アクセラレーター等を
認定し、それらによる出資
を条件とした技術開発型
ベンチャー企業への助成
事業を実施する。これによ
り、我が国において、国内

 上記事業の実施に当たって
は、我が国におけるベンチャ
ー・エコシステムの構築が重
要であることに鑑み、諸外国
の先進的な取組も参考にしつ
つ、海外からのベンチャーキ
ャピタルや起業前後のスター
トアップへの投資・指導等を
行うシード・アクセラレータ
ー等の誘致を行うとともに、
我が国のベンチャーキャピタ
ルやシード・アクセラレータ
ー等の育成につながるような
形で、技術開発型ベンチャー
企業等への支援を行う「研究
開発型ベンチャー支援事業」
を実施する。 
 具体的には、創業期の技術
開発型ベンチャー企業を支援
する国内外のベンチャーキャ
ピタル、シード・アクセラレ
ーター等を認定し、それらに
よる出資を条件とした技術開
発型ベンチャー企業への助成
事業を実施する。これにより、
我が国において、国内外のベ
ンチャーキャピタル、シー
ド・アクセラレーター等が活

－ 国内外のベンチャーキャピタル、シー
ド・アクセラレーター等を募集し、平成２
７年度には１２件を認定した。第１回公募
では認定ベンチャーキャピタルからの出
資が完了した１４件に対し交付決定を行
い、第２回公募では５件を採択決定する
等、技術シーズをもとにしたベンチャー企
業への支援を開始した。 

●平成２７年度から新たにエコシステムを
作るため研究開発型ベンチャー支援事業
を開始。採択した１４件に対し、ベンチャ
ーキャピタル、シード・アクセラレーター
等が出資を実施。これらの取組により、資
金循環が未だ十分ではないシード期の研
究開発型ベンチャーへの投資環境を整備。 

 
●平成２７年度より中堅・中小・ベンチャー
企業への採択額の目標値を設定。平成２７
年度は目標を大幅に上回る２９．０％（目
標２０％以上）を達成。 
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外のベンチャーキャピタ
ル、シード・アクセラレー
ター等が活発に活動する
状況を作り出し、それによ
り技術シーズを基にした
ベンチャー企業が創出さ
れ、その状況が更なる投資
や事業化を促進するとい
う好循環を生み出すこと
を目指す。 

発に活動する状況を作り出
し、それにより技術シーズを
基にしたベンチャー企業が創
出され、その状況が更なる投
資や事業化を促進するという
好循環を生み出すことを目指
す。 

 
 
 
 
 
 
 
以上の内容を踏まえ、顕著な成果が出てい

ることから、本項目の自己評価をＡとした。 
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様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）様式 

Ⅰ（ウ）オープンイノベーションの推進 

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価軸（評価の

視点）、指標等 

法人の業務実績等・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 

      ＜自己評価＞ Ａ 評定  
 ③ オープンイノベーショ

ンの推進 
 製品サイクルの短期化や
技術知識の高度化に伴い、
コア技術は自社で磨きつつ
も外部の技術・知識等を活
用する「オープンイノベー
ション」の取組が世界的に
進展し、企業の国際競争力
上、重要となってきている。
このため、我が国企業のオ
ープンイノベーションの取
組を推進すべく、産業界の
取組への関与・支援、技術
ニーズと技術シーズのマッ
チングの推進、中堅・中小・
ベンチャー企業と革新的な
技術シーズを事業化に結び
つける「橋渡し」機能の能
力を有する機関との共同研
究への支援を行うものとす
る。 

（ウ）オープンイノベーシ
ョンの推進 
 製品サイクルの短期化
や技術知識の高度化に伴
い、コア技術は自社で磨き
つつも外部の技術・知識等
を活用する「オープンイノ
ベーション」の取組が世界
的に進展し、企業の国際競
争力上、重要となってきて
いる。このため、我が国企
業のオープンイノベーシ
ョンの取組を推進すべく、
産業界の取組への関与・支
援、技術ニーズとシーズの
マッチングの推進、中堅・
中小・ベンチャー企業と革
新的な技術シーズを事業
化に結びつける「橋渡し」
機能の能力を有する機関
との共同研究への支援を
行うものとする。 
 具体的には、上記のほ
か、オープンイノベーショ
ンに関する成功事例の共
有・啓蒙普及活動等を行う
場（オープンイノベーショ
ン協議会）の構築を行い、
その事務局機能を担うと
ともに、技術ニーズとシー
ズのマッチングを行うた
めの情報交流の仕組みの
構築を行う。 

（ウ）オープンイノベーショ
ンの推進 
 製品サイクルの短期化や技
術知識の高度化に伴い、コア
技術は自社で磨きつつも外部
の技術・知識等を活用する「オ
ープンイノベーション」の取
組が世界的に進展し、企業の
国際競争力上、重要となって
きている。このため、我が国
企業のオープンイノベーショ
ンの取組を推進すべく、産業
界の取組への関与・支援、技
術ニーズとシーズのマッチン
グの推進、中堅・中小・ベン
チャー企業と革新的な技術シ
ーズを事業化に結びつける
「橋渡し」機能を有する機関
との共同研究を支援する「中
堅・中小企業への橋渡し研究
開発促進事業」を実施する。 
 具体的には、上記のほか、
オープンイノベーションに関
する成功事例の共有・啓蒙普
及活動等を行う場（オープン
イノベーション協議会）の構
築を行い、その事務局機能を
担うとともに、技術ニーズと
シーズのマッチングを行うた
めの情報交流の仕組みの構築
を行う。 
 

－ （ウ）オープンイノベーションの推進 
企業と公設試験研究機関等との連携に

より、技術シーズに係る研究だけでなく、
ニーズとのマッチングによる実用化に係
る取組を推進した。橋渡し機能を有する機
関との共同研究を支援する制度として、
「中堅・中小企業への橋渡し研究開発促進
事業」を実施し、４３件を採択し、事業を
開始した。 
また、外部の技術・知識等を活用するオ

ープンイノベーションへの取組として、オ
ープンイノベーション協議会の活動を活
発化。オープンイノベーションに係る「Ｊ
ＯＩＣセミナー」を計３回開催し、延べ６
５６名が参加した。オープンイノベーショ
ンを推進するテーマを設定し少人数での
議論を行う「ＪＯＩＣワークショップ」を
計３回（６日間）開催し、延べ２９８名が
参加した。より具体的なビジネスを生み出
すため「ＮＥＤＯピッチ」を計６回開催し、
登壇３２社、延べ４０４名が参加した。以
上のように機構が事務局となり積極的な
情報交流を実施した。 
なお、会員数は平成２７年２月の設立時

点で２１８社から平成２８年３月時点で
４４３社まで倍増した。 
また、オープンイノベーションを通じ

て、ニッチ分野において高い世界シェアを
有する企業の創出等を行っていくため、平
成２８年３月に福井県、国立研究開発法人
産業技術総合研究所と新成長産業創出に
関する協定を締結した。 

＜自己評価の根拠＞ 
●オープンイノベーション協議会について
地域における説明会の実施など広報活動
強化の結果、会員数は前年度比２０３％の
大幅な増加（会員数：平成２７年度４４３
社、平成２６年度２１８社）。 
 

●セミナー、ワークショップの開催（６回、
延べ参加者数９５４人）に加え、ベンチャ
ー企業が登壇し投資家とのマッチングを
図るピッチイベントを毎月開催（６回、登
壇３２社、延べ参加人数４０４人）するな
ど、具体的な活動を平成２７年度から開
始。 
 

●オープンイノベーションの取組の現状を
可視化し広く共有することを目的に、関連
するデータやオープンイノベーションに
先駆的に取り組んでいる企業の事例等を
まとめた日本初の白書を作成（平成２８年
７月公開予定）。 

 
●イベントの開催や啓蒙啓発活動を通じて、
協議会員が大幅に増加したほか、具体的な
商談につながるケースも見られるなど、オ
ープンイノベーションの推進に大きく寄
与している。 

 
 
 
 
以上の内容を踏まえ、顕著な成果が出てい

ることから、本項目の自己評価をＡとした。 
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様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）様式 

Ⅰ（エ）国際共同事業の推進 

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価軸（評価の

視点）、指標等 

法人の業務実績等・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 

      ＜自己評価＞ Ｂ 評定  
 ④ 国際共同事業の推進 

 我が国発の優れた技術の
発展や、海外市場を開拓す
る事業者の支援をより積極
的に行うため、最先端の技
術を持つ内外の企業による
国際共同研究プロジェクト
等に対し、ＮＥＤＯが外国
の技術開発マネジメント機
関等とともに「コファンド
形式」等により資金支援を
行うことなどの試みを、毎
年度積極的に推進すること
とする。これにより、我が
国企業の国際展開や海外企
業も含めたオープンイノベ
ーションの進展を支援し、
これに対応したグローバル
な技術開発マネジメントに
係る事業を、一層推進する
ものとする。 

（エ）国際共同事業の推進 
 我が国産業技術の向上
及び海外市場の開拓、さら
には、機構のグローバルな
技術開発マネジメント能
力向上のため、また、国内
のみならず海外の企業や
機関と共同で技術開発を
実施する必要性が高まっ
ていることを踏まえ、最先
端の技術を持つ内外の企
業による国際共同研究プ
ロジェクト等に対し、機構
が海外の技術開発マネジ
メント機関等とともに「コ
ファンド形式」等により資
金支援を行うことなどの
試みを、毎年度積極的に推
進する。これにより、我が
国企業の国際展開や海外
企業も含めたオープンイ
ノベーションの進展を支
援し、これに対応したグロ
ーバルな技術開発マネジ
メントに係る事業を一層
推進する。 

（エ）国際共同事業の推進 
 我が国産業技術の向上及び
海外市場の開拓、さらには、
機構のグローバルな技術開発
マネジメント能力向上のた
め、また、国内のみならず海
外の企業や機関と共同で技術
開発を実施する必要性が高ま
っていることを踏まえ、最先
端の技術を持つ内外の企業に
よる国際共同研究プロジェク
ト等に対し、機構が海外の技
術開発マネジメント機関等と
ともに「コファンド形式」等
により資金支援を行うことな
どの試みを、積極的に推進す
る。これにより、我が国企業
の国際展開や海外企業も含め
たオープンイノベーションの
進展を支援し、これに対応し
たグローバルな技術開発マネ
ジメントに係る事業を一層推
進する。 

－ （エ）国際共同事業の推進 
フランス・Ｂｐｉｆｒａｎｃｅ（旧ＯＳ

ＥＯ）とコファンド形式で実施する国際研
究開発・実証事業２件を開始した。平成２
７年１０月マニュエル・ヴァルス首相来日
時の日仏首脳の共同宣言においても触れ
られ、日仏のイノベーションを一層促進さ
せる取組として位置づけられた。 
イスラエル・ＭＡＴＩＭＯＰとの研究開

発協力事業においては新規で５件を採択
した。特に、イスラエルは優れた技術力を
有するベンチャー企業が多い一方で、地政
学的に日本企業が単独で進出し難い状況
であったところ、今回ＮＥＤＯがＭＡＴＩ
ＭＯＰとの共同研究の場を設けることで、
当該地域の企業との共同研究を促進させ
た。 
 

＜自己評価の根拠＞ 
●フランスと実施している国際研究開発・実
証事業において新たに２件の事業を開始。
本事業は日仏首脳の共同宣言においてイ
ノベーションを推進する重要事例として
位置づけ。 

 
●イスラエルと「コファンド形式」による国
際共同研究開発事業を開始し、５事業を採
択。国家間の産業Ｒ＆Ｄ分野におけるイス
ラエルとの研究協力事業としては日本初
であり、地政学的に進出し難い該当地域の
企業との共同研究推進に大きく期待。 

 
 
 
 
 

 

  また、海外機関との国際
連携を図り、双方にとって
のＷｉｎ－Ｗｉｎの関係
を構築するため、我が国と
相手国双方の利益に結び
付く可能性のある技術等
について、その有効性を十
分検証した上で、情報交換
協定などの協力関係を構
築する。その際、意図せざ
る技術流出の防止の強化
を図る観点から、機構の事
業の実施者の成果の取扱
いについての仕組みの整
備等に努めるものとする。 

また、海外機関との国際連
携を図り、双方にとってのＷ
ｉｎ－Ｗｉｎの関係を構築す
るため、我が国と相手国双方
の利益に結び付く可能性のあ
る技術等について、その有効
性を十分検証した上で、情報
交換協定などの協力関係の構
築に向けた取組を推進する。
その際、意図せざる技術流出
の防止の強化を図る観点か
ら、機構の事業の実施者の成
果の取扱いについての仕組み
の整備等に努めるものとす
る。 

－ 平成２７年度においては、事業に係る協
力協定（ＭＯＵ）を１２件、国際機関等と
の協力関係構築に係るＭＯＵを２件、合計
１４件を締結した。 
事業に係るＭＯＵ１２件については、こ

れを締結することにより、相手国事情によ
り遅延等が発生しやすい国際事業の進捗
を後押し、事業を着実な実施へと導いた。
また、当該ＭＯＵにて成果の取り扱いに関
しても取り決めることにより、技術流出の
防止に努めた。 
国際機関等との協力関係構築に係るＭ

ＯＵ２件は、オーストリアの機関とのＭＯ
Ｕ、及び欧州の国際機関加盟に関するもの
である。 
前者はオーストリアの研究推進機関で

あるＦＦＧ（英名：Austrian Research 
Promotion Agency）と、エネルギー・環境
技術及び産業技術分野に係るＭＯＵを締
結（平成２７年６月）。これを契機に、平
成２８年３月、欧州に参入するためのスタ
ートアップ企業支援にかかる情報や意見
交換を行い、今後ワークショップといった
形で情報交換を行うことを合意した。 
後者は、スペイン政府・産業技術開発セ

●平成２７年度においては、アメリカ、イン
ド、中国、モンゴル、オーストリア、ポル
トガル、欧州、カナダ等の国立研究開発機
関やエネルギー及び産業関係の行政機関
等と１４件の協力協定書（ＭＯＵ）を締結。
相手国事情により遅延等が発生しやすい
国際事業の進捗を着実な実施へと後押し。 
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ンター（ＣＤＴＩ）が、ＮＥＤＯが国際的
なイノベーションの推進に大きく寄与し
たと高く評価し、同機関からの推薦によ
り、欧州のイノベーション推進機関のネッ
トワーク：European Network of 
Innovation Agencies （ＴＡＦＴＩＥ）に
日本の機関として初めて加盟
（International Partner）することとな
った。 
この他、フランス環境・エネルギー管理

庁（ＡＤＥＭＥ）と双方のエネルギー・環
境技術分野の技術戦略について意見交換
を実施（平成２７年１１月）した。ＡＤＥ
ＭＥが参加する欧州大の金属資源のリサ
イクルプロジェクトに関連する連携の要
請を受け、更なる情報交換のためのワーク
ショップを行うことを合意した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
以上の内容を踏まえ、着実な業務運営がな

されていることから、本項目の自己評価をＢ
とした。 
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様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）様式 

Ⅰ（オ）技術開発成果の事業化支援 

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価軸（評価の視

点）、指標等 

法人の業務実績等・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 

      ＜自己評価＞Ａ 評定  

 ⑤ 技術開発成果の事業化
支援 
研究開発の成果の実用

化及びこれによるイノベ
ーションの創出を図るた
め、ＮＥＤＯの研究開発の
成果を事業活動において
活用しようとする者に対
する出資（金銭の出資を除
く。）並びに人的及び技術
的援助を行う。加えて、産
業革新機構など事業化促
進に資する機能を有する
外部機関と積極的に提携
することにより、技術開発
の成果の事業化を促進す
るものとする。 

（オ）技術開発成果の事業
化支援 
 研究開発の成果の実用
化及びこれによるイノベ
ーションの創出を図るた
め、機構の研究開発の成果
を事業活動において活用
しようとする者に対する
出資（金銭の出資を除く。）
並びに人的及び技術的援
助を行う。加えて、産業革
新機構など事業化促進に
資する機能を有する外部
機関と積極的に提携する
ことにより、技術開発の成
果の事業化を促進する。 

（オ）技術開発成果の事業化
支援 
研究開発の成果の実用化及

びこれによるイノベーション
の創出を図るため、機構の研
究開発の成果を事業活動にお
いて活用しようとする者の要
請を踏まえ出資（金銭の出資
を除く。）並びに人的及び技
術的援助に向けた取組を推進
する。加えて、産業革新機構
など事業化促進に資する機能
を有する外部機関と積極的に
提携することにより、技術開
発の成果の事業化を促進す
る。 

－ （オ）技術開発成果の事業化支援 
 中堅・中小・ベンチャー企業に対する事
業化支援の一環として、金融機関への仲立
ちを行うことによる連携支援を実施した。
具体的には、資金需要のあるＮＥＤＯ事業
者を（株）産業革新機構（ＮＥＤＯとの協
力協定を締結）や日本政策金融公庫への推
薦を行うことで、出資や融資の実行につな
げビジネス展開を後押しする取組を開始。 
(株)産業革新機構へ出資推薦案件を２３
件推薦し、平成２７年度は２件の出資が決
定。さらに、日本政策金融公庫へ融資推薦
案件を１０件推薦し、平成２７年度は１件
の融資が決定した。 

＜自己評価の根拠＞ 
●金融機関とのマッチングを強化し件数を
倍増（平成２７年度３３件、平成２６年度
１５件）。その結果、産業革新機構（ＩＮ
ＣＪ）から初の案件を含む２件の出資、日
本政策金融公庫から１件の融資が決定。 

 
 

 

 技術開発の成果が速や
かに実用化・事業化につな
がるよう、ＮＥＤＯとして
事業者に対し、技術開発成
果を経営において有効に
活用するための効果的方
策（技術開発マネジメン
ト、テーマ選定、提携先の
選定、経営における活用に
向けた他の経営資源との
組み合わせ等）を提案する
など、技術経営力の強化に
関する助言を積極的に行
うものとする。 

技術開発の成果が速や
かに実用化・事業化につな
がるよう、機構として事業
者に対し、技術開発成果を
経営において有効に活用
するための効果的方策（技
術開発マネジメント、テー
マ選定、提携先の選定、経
営における活用に向けた
他の経営資源との組み合
わせ等）を提案するなど、
技術経営力の強化に関す
る助言を積極的に行う。 

技術開発の成果が速やかに
実用化・事業化につながるよ
う、機構として事業者に対し、
技術開発成果を経営において
有効に活用するための効果的
方策（技術開発マネジメント、
テーマ選定、提携先の選定、
経営における活用に向けた他
の経営資源との組み合わせ
等）を提案するなど、技術経
営力の強化に関する助言を積
極的に行う。 

－ 技術開発の成果を速やかに実用化・事業
化につなげられるよう、提携先とのマッチ
ングが重要であることから、採択時には事
業者の代表との面談により事業終了後の
成果の事業化に向けた方向性を確認する
とともに、中間評価での有識者からの技術
面、事業化面での助言により、事業の方向
性を修正するなど、実用化・事業化に向け
た取組を推進した。 

  

  実用化促進事業におい
て、特にイノベーションの
実現に資するものとして
実施する事業については、
事後評価等により得られ
た知見を基に、技術経営力
の強化に関する助言業務
の観点も踏まえ、事業実施
者に対して必要なアドバ
イスを行う。 

実用化促進事業において、
特にイノベーションの実現に
資するものとして実施する事
業については、事後評価等に
より得られた知見を基に、技
術経営力の強化に関する助言
業務の観点も踏まえ、事業実
施者に対して必要なアドバイ
スを行う。 

－ 事業者の抱える経営面での課題等を解
決し、成果の最大化を図るため、事業実施
者への技術経営力の強化に関する助言業
務を１９社に対し実施した。 

●ビジネスや経営に関する専門家（事業カタ
ライザー）からの助言を１９社に対して実
施。金融機関からの資金調達の達成や大企
業等との協業といった成果。 

 

   また、事業者の技術経営
力の強化に向けた業務の
一環としての観点も踏ま
えつつ、良質な技術シーズ
を発掘するため、機構の事
業に対する応募に係る相
談対応を毎年度２回以上
実施する。 

 また、事業者の技術経営力
の強化に向けた業務の一環と
しての観点も踏まえつつ、良
質な技術シーズを発掘するた
め、機構の事業に対する応募
に係る相談対応を２回以上実
施する。 

－ 事業者の技術経営力の強化に向けた業
務の一環としての観点も踏まえつつ、良質
な技術シーズを発掘するため、機構の事業
に対する公募説明会を９１回実施したほ
か、機構の事業に対する応募に係る個別相
談会を１２回実施した。 
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 「標準化官民戦略」（平
成２６年５月１５日標準
化官民戦略会議決定）に基
づく「新市場創造型標準化
制度」の活用も含めた標準
化の推進により、市場や技
術の特性を踏まえ、技術開
発成果のＩＳＯ・ＩＥＣ等
の国際標準化やＪＩＳ化
を図るものとする。 

「標準化官民戦略」（平
成２６年５月１５日標準
化官民戦略会議決定）に基
づく「新市場創造型標準化
制度」の活用も含めた標準
化の推進により、市場や技
術の特性を踏まえ、技術開
発成果のＩＳＯ・ＩＥＣ等
の国際標準化やＪＩＳ化
を図る。 
具体的には、毎年度、年

度計画に以下の項目に関
する数値目標を設定し、そ
の達成を図る。 
・技術開発プロジェクトに

おける標準化に係る取
組を含んだ基本計画数 

・機構の事業におけるＩＳ
Ｏ・ＩＥＣ・ＪＩＳ等の
国内審議団体又はＩＳ
Ｏ・ＩＥＣ・ＪＩＳ等へ
の標準化に関する提案
件数 

「標準化官民戦略」（平成２
６年５月１５日標準化官民戦
略会議決定）に基づく「新市
場創造型標準化制度」の活用
も含めた技術開発実施中から
の標準化の推進により、市場
や技術の特性を踏まえ、技術
開発成果のＩＳＯ・ＩＥＣ等
の国際標準化やＪＩＳ化を図
る。 
具体的には、以下の項目に

関する数値目標を設定し、そ
の達成を図る。 
・技術開発プロジェクトにお
ける標準化に係る取組を含
んだ基本計画数：２５件程
度 

・機構の事業におけるＩＳ
Ｏ・ＩＥＣ・ＪＩＳ等の国
内審議団体又はＩＳＯ・Ｉ
ＥＣ・ＪＩＳ等への標準化
に関する提案件数：３件程
度 

－ ・技術開発プロジェクトにおける標準化に
係る取組を含んだ基本計画数：３４件 

・機構の事業におけるＩＳＯ・ＩＥＣ・Ｊ
ＩＳ等の国内審議団体又はＩＳＯ・ＩＥ
Ｃ・ＪＩＳ等への標準化に関する提案件
数：１２件 

●６９件のプロジェクト基本計画のうち、目
標を上回る３４件に標準化に係る取組を
明記（平成２７年度目標値２５件程度）。
また、プロジェクトの成果に係る標準・企
画案を目標を大幅に上回る１２件提案（平
成２７年度目標値３件程度）するなど、技
術開発成果を普及させるための国際標準
化の取組を積極的に推進。 

 

 

 技術開発の成果をユー
ザーにサンプル提供し、そ
の評価結果から課題を抽
出するサンプルマッチン
グを行う等、技術開発の成
果のユーザー・市場・用途
の開拓に係る支援を行う
ものとする。 

技術開発期間中のみな
らず終了後も、技術開発の
成果のユーザー・市場・用
途の開拓に向けて、技術開
発の実施者を始め幅広く
産業界等に働きかけを行
うとともに、技術開発成果
をより多く、迅速に社会に
繋げるための成果普及事
業として、技術開発の成果
をユーザーにサンプル提
供し、その評価結果から課
題を抽出するサンプルマ
ッチング事業、プロジェク
ト成果を実使用に近い環
境で実証する成果実証事
業等を実施する。また、制
度面で技術開発成果の実
用化・事業化を阻害する課
題があれば、積極的に関係
機関に働きかける。事業で
得られた技術開発成果と
企業とのマッチングの場
を設け、成果の普及促進を
図る。 

技術開発期間中のみならず
終了後も、技術開発の成果の
ユーザー・市場・用途の開拓
に向けて、技術開発の実施者
を始め幅広く産業界等に働き
かけを行うとともに、技術開
発成果をより多く、迅速に社
会に繋げるための成果普及事
業として、技術開発の成果を
ユーザーにサンプル提供し、
その評価結果から課題を抽出
するサンプルマッチング事
業、プロジェクト成果を実使
用に近い環境で実証する成果
実証事業等を実施する。また、
制度面で技術開発成果の実用
化・事業化を阻害する課題が
あれば、積極的に関係機関に
働きかける。事業で得られた
技術開発成果と企業とのマッ
チングの場を設け、成果の普
及促進を図る。 

－  「イノベーション・ジャパン２０１５」
では、ＮＥＤＯ事業者のマッチング促進の
ため、 各出展者の出展情報発信及びマッ
チング（商談）予約システムの充実等を図
るとともに、商談室の利用促進を行うな
ど、開催前のマッチングアレンジ活動を強
化した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
以上の内容を踏まえ、顕著な成果が出てい

ることから、本項目の自己評価をＡとした。 
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様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）様式 

Ⅰ（カ）情報発信等の推進 

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価軸（評価の

視点）、指標等 

法人の業務実績等・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 

      ＜自己評価＞Ａ 評定  
 ⑥ 情報発信等の推進 

ＮＥＤＯがこれまで実施
してきている技術開発マネ
ジメントに係る成功事例を
幅広く選定し、積極的にＰ
Ｒを行うなど、産業界を含
め、国民全般に対し、ＮＥ
ＤＯの事業により得られた
具体的な技術開発成果の見
える化を図り、幅広いソリ
ューションの提供を行うこ
ととする。 
 その際、必要に応じ、英
語版を含む外国語版の媒体
を製作することにより、世
界への情報発信を行うもの
とする。 

（カ）情報発信等の推進 
機構の活動は、広く国

民、社会からの理解及び支
持を得ることが重要であ
ることから、機構の成果を
国民、社会へ還元する観点
から、展示会等において、
事業で得られた技術開発
成果を積極的に発表する
ことにより、また、機構が
これまで実施してきてい
る技術開発マネジメント
に係る成功事例を幅広く
選定し、積極的に情報発信
を行うことにより、産業界
を含め、国民全般に対し、
機構の事業により得られ
た具体的な技術開発成果
の見える化を図り、引き続
きわかりやすい情報の発
信、幅広いソリューション
の提供を行うこととする。
その際、必要に応じ、英語
版を含む外国語版の媒体
を製作することにより、世
界への情報発信を行う。 

（カ）情報発信等の推進 
機構の活動は、広く国民、

社会からの理解及び支持を得
ることが重要であることか
ら、機構の成果を国民、社会
へ還元する観点から、展示会
等において、事業で得られた
技術開発成果を積極的に発表
することにより、また、機構
がこれまで実施してきている
技術開発マネジメントに係る
成功事例を幅広く選定し、積
極的に情報発信を行うことに
より、産業界を含め、国民全
般に対し、機構の事業により
得られた具体的な技術開発成
果の見える化を図り、引き続
きわかりやすい情報の発信、
幅広いソリューションの提供
を行うこととする。その際、
必要に応じ、英語版を含む外
国語版の媒体を製作すること
により、世界への情報発信を
行う。 

－ （カ）情報発信等の推進 
平成２７年度は、ＮＥＤＯプロジェクト

の成功事例を紹介するＷｅｂコンテンツ
「ＮＥＤＯ実用化ドキュメント」に５事例
を新規掲載。また、中小・ベンチャー企業
案件を中心に新たに５事例を選定し、平成
２８年度の公開を予定。さらに、過去事例
を含めた冊子版（日本語、英語）を作成し、
展示会等で配布した。 
世界への情報発信については、「Ｆｏｃ

ｕｓＮＥＤＯ」５件、ニュースリリース５
４件、「最近の動き」５２件の英語版作成
を実施し、英語版Ｗｅｂサイトへの掲載、
海外機関へのメール配信等を行った。 

＜自己評価の根拠＞ 
 
 

 

  また、特に産業界との関
係については、ＮＥＤＯの
認識を一層深めてもらうと
ともに、産業界のニーズや
経営方針を反映するため、
最高経営責任者（ＣＥＯ）
をはじめとする企業経営層
との一層の連携強化を図
り、技術開発成果の実用
化・事業化への取組強化へ
の働きかけを行うこととす
る。 

 特に、産業界との関係に
ついては、機構の認識を一
層深めてもらうとともに、
産業界のニーズや経営方
針を反映するため、最高経
営責任者（ＣＥＯ）をはじ
めとする企業経営層との
一層の連携強化を図り、終
了後のプロジェクトを引
き続き経営戦略に位置づ
けるよう技術開発成果の
実用化・事業化への取組強
化への働きかけを行う。 

特に、産業界との関係につ
いては、機構の認識を一層深
めてもらうとともに、産業界
のニーズや経営方針を反映す
るため、最高経営責任者（Ｃ
ＥＯ）をはじめとする企業経
営層との一層の連携強化を図
り、終了後のプロジェクトを
引き続き経営戦略に位置づけ
るよう技術開発成果の実用
化・事業化への取組強化への
働きかけを行う。 

－  可能な限り機構と委託先企業の経営層
が直接会い、組織レベルで事業を継続的に
実施することの確認を行った。また、平成
２７年度においては、機構の認識を一層深
めてもらうとともに、産業界のニーズや経
営方針を反映するため、最高経営責任者
（ＣＥＯ）をはじめとする企業経営層との
意見交換を事業実施中に２４４件実施し
た。 
 代表者の見識に大きく左右されると考
えられる中小企業等については、事業者の
有益な情報の取得及び事業終了後の技術
開発成果の実用化・事業化の方針を確認す
るため、採択時点で事業所管部長等が当該
企業の代表者の面談を実施した。具体的に
は、平成２７年度の採択案件において計２
０１件の社長面談を実施した上で、採択を
決定するなど事業継続への事業者の取組
方針を確認した。 
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  （ⅰ）国民へのわかりやす
い成果の情報発信、提供の
ため、対象に応じた、成果
の映像、印刷物、ホームペ
ージ等の媒体の製作、提
供、成果発表会、展示会等
の開催及び出展等を行う。 
 特に、機構の最新の取組
等を紹介する機関誌につ
いては年４回以上発行す
るとともに、分野ごとのパ
ンフレットについては定
期的に更新する。これらの
媒体については、必要に応
じて英語版を含む外国語
版を作成する。 
 国民一般を対象とした
広報、情報発信について
は、特に、記者発表回数や
来場者１万人超の一般向
け展示会出展数を毎年度
現行水準以上とする。 
 我が国の次世代の技術
開発を担う小中学生を対
象とした広報、情報発信に
ついては、特に、科学技術
館の展示内容の充実を図
るとともに、子ども向け啓
発事業を毎年度３回以上
実施する。また、アンケー
ト等を通じてこれらの効
果について検証し、その結
果に応じて内容を見直す。 

（ⅰ）広報誌として、技術開
発成果の最新情報や機構が取
り組む様々な活動の紹介など
をわかりやすく掲載した「Ｆ
ｏｃｕｓＮＥＤＯ」を４回発
行するとともに、英語版につ
いても作成する。 
 国民への情報発信及び、国
内外で実施する事業の社会的
貢献、意義を伝えるために、
報道等に対し積極的アピール
を行うべく、各部門の技術開
発成果についてニュースリリ
ース及び記者会見を実施す
る。加えて報道等に対して実
際の研究現場を公開して理解
を深めてもらう現場見学会を
３回程度実施する。また、ト
ップ広報の一環として理事
長・副理事長等の出席する記
者会見・記者懇談会を３回以
上実施する。さらに、機構が
取り組んできたエネルギー・
環境技術開発、産業技術開発
の社会への貢献を広く国民に
理解してもらえるよう、各種
成果報告会の開催、セミナ
ー・シンポジウムの開催、来
場者１万人超の展示会を中心
に出展等を行う。一般国民へ
の分かりやすく迅速な情報発
信として、ホームページのコ
ンテンツについて、随時アッ
プデートを行う。また、海外
向けの英語コンテンツの充実
を図る。 
我が国の次世代の技術開発

を担う小中学生を対象とした
情報発信は、科学技術館等に
おいて積極的に展開するほ
か、小中学生向けのイベント
等、啓発事業を３回以上行う。 
分かりやすい情報発信を行

うよう広報活動を強化するた
め、引き続き広報部の各部へ
の指導強化を行う。 

－ （ⅰ）広報誌として、技術開発成果の最新
情報や機構が取り組む様々な活動の紹介
などをわかりやすく掲載した「Ｆｏｃｕｓ
ＮＥＤＯ」を４回発行した。また、平成２
６年度発行分も含め翻訳作業を行い、英語
版を５回発行した。 
 国民への情報発信及び国内外で実施す
る事業の社会的貢献、意義を伝えるため
に、マスメディアに対し積極的アピールを
行うべく、各部門の技術開発成果等に関し
ては１４５件のプレスリリースと、１４件
の記者会見、１１件の現地見学会等を実施
した。また、トップ広報の一環として理事
長が出席する記者懇談会を３回実施した。
それにより、機構が実施する各プロジェク
トの概要や成果等についてマスメディア
等への訴求を積極的に行った結果、ＮＥＤ
Ｏ関連報道がされる回数も増加した。読売
新聞・朝日新聞・日本経済新聞でのＮＥＤ
Ｏ関連報道は合計６１件と前年度比約４
０％増加した。 
さらに、機構の成果を国民、社会へ還元

する観点から、９件の成果報告会、６４件
のセミナー・シンポジウムを開催し、来場
者１万人超の展示会１８件への出展も実
施した。その他にも、中小企業をトピック
とした「地域版ＮＥＤＯフォーラム」を中
部・四国・九州の３ヶ所で開催し、各地域
における企業・大学等にＮＥＤＯの存在を
示した。 
また、千葉県銚子沖と福岡県北九州市沖

の２ヶ所で実施した「風力発電等技術研究
開発」における洋上風況観測タワーと洋上
風車を実海域に設置する実証研究の成果
として、国内で初めてとなる「着床式洋上
風力発電導入ガイドブック（第一版）」、「着
床式洋上風力発電の環境影響評価手法に
関する基礎資料（第一版）」及び「洋上風
況マップ（デモ版）」等を作成し、公表し
た。 
子ども向け啓発事業としては、「ＭＥＴ

Ｉ子どもデー」及び「さいわい子どもエコ
フェア」においてソーラーカー工作教室を
実施した。また、東日本大被災の復興支援
として岩手県宮古市の小学校において出
前授業を開催した。 
また、年度初めに各部へ広報案件のヒア

リングを行い、定期的にリリース状況をフ
ィードバックすることで、各部の広報マイ
ンドの向上を図った。 

●ニュースリリース１４５件、記者会見１４
回、現場見学会１１回（目標３回程度）実
施。特に読売新聞・朝日新聞・日本経済新
聞でのＮＥＤＯ関連報道は合計６１件と
前年度比約４０％増加。トップ広報の一環
として理事長が出席する記者懇談会を３
回実施（目標３回以上）。 

 
●来場者１万人超の展示会を中心に２５件
出展（うち１万人超は１８件）。うち７件
で技術開発成果と企業のマッチングの場
を設け、サンプル提供や共同研究等の引き
合いが延べ１，５８３件。その他、成果報
告会９件、セミナー･シンポジウムを６４
件、小中学生向けのイベント等、啓発事業
を３回実施（目標３回以上）。 

 
●風況情報や環境情報、社会環境情報など、
洋上風力発電を計画する上で必要な情報
を一元化したマップを日本で初めて作成、
公表。 

 

  （ⅱ）技術開発の成果を基
礎とした産業技術、エネル
ギー及び環境分野への貢
献（アウトカム）について
は、中長期な視野で様々な
事例とその幅広い波及効
果を収集、把握することに
努め、印刷物、ホームペー
ジ等により、毎年度、広く
情報発信を行う。 

（ⅱ）技術開発の成果を基礎
とした産業技術、エネルギー
及び環境分野への貢献（アウ
トカム）については、中長期
な視野で様々な事例とその幅
広い波及効果を収集、把握す
ることに努め、印刷物、ホー
ムページ等により、広く情報
発信を行う。 

－ （ⅱ）アウトカムについては、上市した主
要１０９製品に関する売上げや費用対効
果を平成２６年度に試算した結果につい
て、機構ホームページ及び評価ワークショ
ップを通じて広く情報発信を実施。さら
に、平成２７年度は試算対象の主要製品を
１０９製品から１１２製品に拡大し、金利
等による割引処理や物価変動も考慮した
上で、売上げ、市場シェア、一次エネルギ
ー削減等の観点から社会的便益を尺度と
する評価を実施した。 
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さらに、展示会等におい
て、技術開発成果を積極的
に発表することにより、企
業とのマッチングの場を設
け、成果の普及促進を図る
ものとする。 

（ⅲ）展示会等の企画、開
催、学会等との連携による
共同イベントの実施等を
通じ、事業で得られた技術
開発成果を積極的に発表
することにより、技術開発
成果と企業とのマッチン
グの場を設け、成果の普及
促進を図る。その際、成果
の公表等については、国民
への情報発信や学界での
建設的情報交換等の視点
と、知的財産の適切な取
得、国際標準化等その成果
の我が国経済活性化への
確実な貢献等の視点とに
留意するものとする。 

（ⅲ）展示会等の企画、開催、
学会等との連携による共同イ
ベントの実施等を通じ、事業
で得られた技術開発成果を積
極的に発表することにより、
技術開発成果と企業とのマッ
チングの場を設け、成果の普
及促進を図る。その際、成果
の公表等については、国民へ
の情報発信や学界での建設的
情報交換等の視点と、知的財
産の適切な取得、国際標準化
等その成果の我が国経済活性
化への確実な貢献等の視点と
に留意するものとする。 

－ （ⅲ）国内では「スマートコミュニティＪ
ＡＰＡＮ ２０１５」（平成２７６月）、「第
１０回再生可能エネルギー世界展示会」
（同年７月）、「２０１５国際ロボット展」
（同年１２月）等の大規模展示会を含め、
計２５件の展示会について出展し、広く取
組や成果を紹介した。このうち７件で、事
業で得られた技術開発成果と企業のマッ
チングの場を設け、サンプル提供や共同研
究等の引き合いが１，５８３件あった。 

  

 （ⅳ）内外の技術開発マネ
ジメント機関との情報交
換を実施するとともに、イ
ノベーション、技術開発マ
ネジメント及びプロジェ
クト・マネジメント関係の
実践的研究発表として、セ
ミナー、学会、シンポジウ
ム、内外の学会誌、専門誌
等に機構自身として第３
期中期目標期間中に１０
０本以上の発表を行う。 

（ⅳ）内外の技術開発マネジ
メント機関との情報交換を実
施するとともに、イノベーシ
ョン、技術開発マネジメント
及びプロジェクト・マネジメ
ント関係の実践的研究発表と
して、セミナー、学会、シン
ポジウム、内外の学会誌、専
門誌等に機構自身として２０
本程度の発表を行う。 

－ （ⅳ）技術戦略及びプロジェクト構想の策
定に当たっては、技術戦略研究センター主
催のワークショップを２０件開催した。ま
た、主要国の動向を把握すべくＡＲＰＡ－
Ｅ、欧州委員会(ＥＣ)等の海外機関との協
力関係を構築した。 
また、イノベーション、技術開発マネジ

メント及びプロジェクト・マネジメント関
係の実践的研究発表として、セミナー、学
会、シンポジウム、内外の学会誌、専門誌
等に機構自身として２７本の発表を行っ
た。 

●各国の専門家や政策決定者らが参加する
展示・講演会「ＡＲＰＡ－Ｅエネルギーイ
ノベーションサミット」に、米国外の政府
系機関として初の出展の招待。日本のエネ
ルギー関連技術の開発状況とその成果を
紹介。 

 
●ＴＳＣの活動を日刊工業新聞がＮＥＤＯ
担当職員へ取材等を実施し、６ヶ月（計２
０回）にわたり「未来に挑む ＮＥＤＯが
描く技術戦略」として朝刊に掲載。 

 

 

  （ⅴ）これまでに蓄積され
た技術開発プロジェクト
の実施体制等の決定にお
ける採択審査委員会、プロ
ジェクトの途中及び事後
における評価委員会等を
通じた産業界、学術界等の
外部の専門家・有識者との
関係やその他の関係各方
面とのネットワークを活
用し、技術経営力の強化を
テーマとしたシンポジウ
ム等を毎年度１回以上開
催すること等により、その
知見を産業界等に発信す
る。また、技術経営力に関
する産業界、学術界等の外
部の専門家・有識者のネッ
トワークを構築し、このネ
ットワークを活用しつつ
技術経営力に関する知見
を深化させ、その成果を産
業界に発信する。技術開発
マネジメントのノウハウ
等の成果を、社会人向け公
開講座等を活用して、企業
の技術開発部門や企画部
門の担当者等に発信する。 

（ⅴ）これまでに蓄積された
技術開発プロジェクトの実施
体制等の決定における採択審
査委員会、プロジェクトの途
中及び事後における評価委員
会等を通じた産業界、学術界
等の外部の専門家・有識者と
の関係やその他の関係各方面
とのネットワークを活用し、
技術経営力の強化をテーマと
したシンポジウム等を１回以
上開催すること等により、そ
の知見を産業界等に発信す
る。また、技術経営力に関す
る産業界、学術界等の外部の
専門家・有識者のネットワー
クを構築し、このネットワー
クを活用しつつ技術経営力に
関する知見を深化させ、その
成果を産業界に発信する。技
術開発マネジメントのノウハ
ウ等の成果を、社会人向け公
開講座等を活用して、企業の
技術開発部門や企画部門の担
当者等に発信する。 

－ （ⅴ）ＮＥＤＯが主催した展示会「イノベ
ーション・ジャパン２０１５」において、
ＮＥＤＯセミナー「オープンイノベーショ
ンの羅針盤」をオープンイノベーション協
議会で実施し、オープンイノベーション推
進の啓発・普及を行った。 
また、技術戦略研究センターが産業技術

分野やエネルギー・環境技術分野の技術動
向等についてまとめたレポート「TSC 
Foresight」を初刊行した（平成２７年１
０月以降、１０分野をＮＥＤＯウェブサイ
トで公開中）。「TSC Foresight」の公表に
伴い、平成２７年度は「ナノテクノロジ
ー・材料」、「エネルギー・環境」、「人工知
能・ロボット、電子・情報」をテーマにし
た「TSC Foresight セミナー」を平成２７
年１０月から１１月まで計３回開催した
（参加者合計７６０名）。 
これらの取組を通じ、産業界、学術界等

との情報交換等により構築した外部の専
門家・有識者とのネットワークを深化、拡
大し、機構の技術開発マネジメントに活用
した。 
また、「ＮＥＤＯプロジェクトを核とし

た人材育成、産学連携等の総合的展開」に
おいて、２講座を継続実施することで、技
術開発マネジメントのノウハウ等の成果
を、企業の技術開発部門や企画部門の担当
者等に発信した。 
 

●技術戦略研究センターの主催する初のセ
ミナーとして「ナノテクノロジー・材料」、
「エネルギー・環境」、「人工知能・ロボッ
ト、電子・情報」をテーマにした「TSC 
Foresight セミナー」を計３回開催（参加
者合計７６０名）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
以上の内容を踏まえ、顕著な成果が出てい

ることから、本項目の自己評価をＡとした。 
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様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）様式 

Ⅰ（キ）人材の流動化、育成 

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価軸（評価の

視点）、指標等 

法人の業務実績等・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 

      ＜自己評価＞ Ａ 評定  
 ⑦ 人材の流動化促進、育成 

技術開発マネジメントに
ついて、内部人材の育成を
図るとともに、プロジェク
ト管理等に係る透明性を十
分に確保した上で、一定の
実務経験を有する優秀な人
材など、外部人材の中途採
用等を毎年度実施し、人材
の流動化を促進することに
より、ＮＥＤＯのマネジメ
ント能力の底上げを図るも
のとする。 

（キ）人材の流動化促進、
育成 

技術開発マネジメント
について、内部人材の育成
を図るとともに、プロジェ
クト管理等に係る透明性
を十分に確保した上で、一
定の実務経験を有する優
秀な人材など、外部人材の
中途採用等を毎年度実施
し、人材の流動化を促進す
ることにより、機構のマネ
ジメント能力の底上げを
図る。 

（キ）人材の流動化促進、育
成 
 技術開発マネジメントにつ
いて、研修等を通じて機構職
員の育成を図るとともに、プ
ロジェクト管理等に係る透明
性を十分に確保した上で、一
定の実務経験を有する外部人
材を中途採用等を通じて確保
する。 

－ （キ）人材の流動化促進、育成 
 技術開発マネジメントに関して、研修等
を通じて内部人材の育成を図るとともに、
企業や大学での実務経験を有する外部人
材を、技術戦略の検討を行う研究員（１４
名）や、プロジェクトの企画・運営等を担
う者（７名）として、前年度（１１名）の
約２倍となる計２１名を中途採用。 

＜自己評価の根拠＞ 
●企業や大学での実務経験を有する外部人
材を、技術戦略の検討を行う研究員（１４
名）や、プロジェクトの企画・運営等を担
う者（７名）として、昨年度（１１名）よ
り約２倍となる計２１名を中途採用。 

 
●ナショナルプロジェクトの運営に必要な
知識やスキルの体系的な学習のため、東京
大学が主催する「戦略タスクフォースリー
ダー養成プログラム」にＮＥＤＯ職員を派
遣。実践的な研修方法を習得させるととも
に、そのフィードバックとして半年間（１
８講義）に渡る体系的な研修プランを構
築。 

 

 また、民間企業や大学等
の技術開発における中核的
人材として活躍しイノベー
ションの実現に貢献するＰ
Ｍ人材の育成を図るため、
将来のＰＭ人材の候補を採
用して多様な実践経験を積
ませることや、民間企業・
大学・ＮＥＤＯを含む研究
開発法人においてすでに技
術開発マネジメントの実績
を有する人材を積極登用す
るなど、ＰＭ人材のキャリ
アパスの確立に貢献するも
のとする。 

民間企業や大学等の技
術開発において中核的人
材として活躍しイノベー
ションの実現に貢献する
ＰＭ人材の育成を図るた
め、将来のＰＭ人材の候補
を受け入れて多様な実践
経験の場を提供する役割
を果たすことや、民間企
業・大学・ＮＥＤＯ等の研
究開発法人において既に
技術開発マネジメントの
実績を有する人材を積極
登用するなど、そのキャリ
アパスの確立に貢献する。 

具体的には、民間企業、
大学、公的研究機関等の関
係機関とのクロスアポイ
ントメント制度の活用を
含め、広くＰＭ人材及びそ
の候補を募ることを通じ、
積極的に人材登用を進め
る。加えて、ＰＭ人材とし
て、研究開発が事業化され
るまでの一連のプロセス
に含まれる多様な段階で
の経験を積ませるととも
に、当該人材の育成を目的
とした内部研修等の充実
を図ることで、我が国にお
けるＰＭ人材の育成に係
る中核的機関を目指す。 

民間企業や大学等の技術開
発において中核的人材として
活躍しイノベーションの実現
に貢献するＰＭ人材の育成を
図るため、民間企業、大学、
公的研究機関等の関係機関と
のクロスアポイントメント制
度の活用を含め、将来のＰＭ
人材の候補等を登用する。ま
た、当該人材の育成のため、
研修を実施する。 

－ 民間企業や大学等の技術開発において
中核的人材として活躍しイノベーション
の実現に貢献するＰＭ人材の育成を図る
ため、民間企業・大学・研究開発法人等か
ら２５５名（うち、クロスアポイントメン
ト制度適用者１名）を受け入れた。 
機構と相手先機関の双方で活躍できる

環境を整備することで、新たなイノベーシ
ョン創出するためクロスアポイントメン
ト制度を開始した。１名を大阪大学から受
入れ、また、平成２８年度からさらに２名
の適用に向けて準備を行った。 

●クロスアポイント制度を開始し、平成２７
年度に 1名受入れ、２名の適応に向けて準
備。 
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  また、民間企業や大学等
において中核的人材とし
て活躍し、イノベーション
の実現に貢献する技術者
の養成事業の質的強化を
図る。具体的には、産業技
術の将来を担う創造性豊
かな技術者、研究者を機構
の技術開発プロジェクト
や公的研究機関等の最先
端の研究現場において技
術開発等に携わらせるこ
と及び大学等の研究者へ
の支援をすることにより
人材を育成するとともに、
機構の技術開発プロジェ
クトに併設するＮＥＤＯ
特別講座について効率的、
効果的な実施方法の工夫
を図りつつ実施する。 

これらの活動を通じ、民
間企業や大学等において
中核的人材として活躍す
る技術者を、高齢化の進展
状況、政府予算の状況その
他適当な条件を加味した
上で、第２期中期目標期間
と同等程度養成する。 

また、民間企業や大学等に
おいて中核的人材として活躍
し、イノベーションの実現に
貢献する技術者の養成事業の
質的強化を図る。具体的には、
産業技術の将来を担う創造性
豊かな技術者、研究者を機構
の技術開発プロジェクトや公
的研究機関等の最先端の研究
現場において技術開発等に携
わらせること及び大学等の研
究者への支援をすることによ
り人材を育成する。加えて、
大学等が研究の中核として、
新しい産業技術を生み出しつ
つあるプロジェクトを対象と
し、大学等に拠点を設けて人
材育成、人的交流事業等を展
開する「ＮＥＤＯ特別講座」
について効率的、効果的な実
施方法の工夫を図りつつ実施
する。 
これらの活動を通じ、民間

企業や大学等において中核的
人材として活躍する技術者
を、高齢化の進展状況、政府
予算の状況その他適当な条件
を加味した上で、第２期中期
目標期間と同等程度養成す
る。 

－ ２講座３拠点において「ＮＥＤＯ特別講
座」を実施。全体で２４回の講座を開催し
延べ５４０名以上が受講。また５回のシン
ポジウムを開催し延べ５１０名以上が参
加。 
民間企業や大学等において中核的人材

として活躍し、イノベーションの実現に貢
献する若手研究者を養成。平成２７年度は
約１,６００人の若手研究者を養成。第３
期中長期計画目標の前倒し達成に目途。 

●プロジェクトの人材育成、周辺研究等を実
施するＮＥＤＯ講座を２講座（延べ２４
回）開催。本講座での成果が共同研究に発
展するなど産学交流の促進を確認。 

 
●民間企業や大学等において中核的人材と
して活躍し、イノベーションの実現に貢献
する若手研究者を養成。平成２７年度は約
１,６００人の若手研究者へ育成の機会を
提供。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
以上の内容を踏まえ、顕著な成果が出てい

ることから、本項目の自己評価をＡとした。 
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様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）様式 

Ⅰ（ク）技術分野ごとの計画 （エネルギー分野） 

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価軸（評価の

視点）、指標等 

法人の業務実績等・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 

      ＜自己評価＞ Ａ 評定  

⑦ 技術分野ごとの目標 
ⅰ）新エネルギー分野 

平成２３年３月１１日に
発生した東日本大震災及び
東京電力福島第一原子力発
電所事故を受け、新エネル
ギーへの期待が高まってい
る。一方、大規模な新エネ
ルギーの導入を実現するた
めには、低コスト化、系統
安定化対策、立地制約、 

信頼性向上など様々な技
術的課題があり、これらを
確実に克服していくことが
必要である。また、新エネ
ルギー技術に係るイノベー
ションの促進及び産業競争
力の強化等に向け、以下の
取組を行うこととする。 

さらに、今後再生可能エ
ネルギーの市場の拡大が見
込まれる国々との間でパー
トナーシップの構築に向け
たネットワーク強化を図る
とともに、当該国・地域に
おける技術実証等を行うも
のとする。 

（ク）技術分野ごとの計画 
（ⅰ）新エネルギー分野 
平成２３年３月１１日

に発生した東日本大震災
及び東京電力福島第一原
子力発電所事故を受けて、
我が国のエネルギー政策
の見直しが行われており、
今後の日本のエネルギー
供給を支えるエネルギー
源として、新エネルギーへ
の期待が高まっている。政
府目標．３に掲げられる大
規模な新エネルギーの導
入を実現するためには、低
コスト化、系統安定化対
策、立地制約、信頼性向上
など様々な技術的課題が
あり、これらを確実に克服
していくことが必要であ
る。 
エネルギーセキュリテ

ィ、環境制約、経済成長、
安全・安心の全てを両立す
るエネルギーシステムを
構築していくためには、エ
ネルギー技術における更
なるイノベーションの進
展が重要になる。そのため
には、エネルギーシステム
にパラダイム・シフトをも
たらすような革新的なエ
ネルギー技術の開発を進
める必要がある。また、そ
のような技術開発は、我が
国の新エネルギー技術の
産業競争力を強化する上
でも重要である。 
新しいエネルギー技術

の社会への普及を進める
上で、技術開発のみなら
ず、技術の標準化や規制の
適正化についても適切に
取組んでいくことが必要
であり、導入・普及施策と
も相まって着実に社会実
装を進めていくことが重
要である。さらには、我が
国の優れた新エネルギー
技術を広く世界に広めて
いく観点から、戦略的な国
際協力を展開する。 

（ⅰ）新エネルギー分野 － （ⅰ）新エネルギー分野 ＜自己評価の根拠＞ 
●平成２７年度に実施した産業技術分野の

評価結果平均はそれぞれ中間評価（研究成
果２．４、実用化見通し１．９）、事後評
価（研究成果２．７、実用化見通し２．２）。
事後評価対象５件のうち、５件（１００％）
すべて優良に該当。 
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 ａ．太陽光発電 
太陽光発電の大量導入に

向け、長期的に太陽光発電
の発電コストを基幹電源 
並みに低減させるため、低
コスト化に係る技術開発及
び太陽光発電の導入拡大の
障害となっている要因を分
析し、導入ポテンシャルの
拡大に貢献する技術開発等
を行うものとする。また、
技術の差別化による競争力
強化、高付加価値化による
用途拡大・新たなビジネス
創出を図るための取組を行
うこととする。さらに、諸
外国の関係機関との間で戦
略的な提携関係を構築し、
人材育成、共同技術開発、
実証事業、情報交換等多様
なツールを活用して支援す
ることとする。 

（ａ）太陽光発電 
太陽光発電は資源ポテ

ンシャルが大きく、また設
置のリードタイムが短い
ことから、今後大量導入が
期待されている。また、我
が国電機・電子産業の技術
的蓄積が活かされる技術
領域である。 
一方、太陽光発電の大量

導入に向けては、高い発電
コスト、立地制約、リサイ
クル等様々な技術的課題
があり、これらを克服して
いくことが必要である。ま
た、海外企業による生産規
模の拡大と、それに伴う市
況の低迷により、国際的な
競争が激化しており、技術
の差別化による競争力強
化、高付加価値化による用
途拡大、新たなビジネス創
出が求められている。今後
は我が国技術の海外市場
への展開が必要となって
いる。 
第３期中期目標期間に

おいては、導入目標の達成
に向けた技術課題の克服
として、長期的に太陽光発
電の発電コストを基幹電
源並みに低減させるため、
システム構成やコスト構
造に留意して、変換効率の
向上を含めた低コスト化
に係る技術開発を行う。ま
た、太陽光発電の導入拡大
の障害となっている要因
を分析し、立地制約を解消
していくため、導入ポテン
シャルの拡大に貢献する
技術開発を行う。 
さらに、太陽光発電の大

量導入に伴い必要となる
太陽電池のリサイクルシ
ステムの確立に向け、必要
な技術開発を行い、また、
高信頼性等に関する標
準・規格の整備に資するデ
ータ取得等を行う。 
太陽光発電産業の競争

力強化については、２０３
０年以降に変換効率４
０％を達成するといった
飛躍的に高い変換効率、新
規用途の開拓など太陽電
池の付加価値を高め、新た
な市場開発につながる技
術開発を行うとともに、発
電事業への展開やサービ
ス産業との連携強化等の
川下展開支援のための技

（ａ）太陽光発電 
１．太陽光発電多用途化実証
プロジェクト ［平成２５年
度～平成２８年度］ 
 将来的な市場拡大または市
場創出が見込まれる未利用領
域や出口・アプリケーション
に対して、普及拡大を促進す
る技術を開発し、太陽光発電
の導入ポテンシャルの拡大を
加速することを目的として、
以下の研究開発を実施する。 
 

－ （ａ）太陽光発電 
１．太陽光発電多用途化実証プロジェクト 
［平成２５年度～平成２８年度］ 
将来的な市場拡大または市場創出が見

込まれる未利用領域や出口・アプリケーシ
ョンに対して、普及拡大を促進する技術を
開発し、太陽光発電の導入ポテンシャルの
拡大を加速することを目的として、以下の
研究開発を実施した。 

●世界で最も普及している両面電極型結晶
シリコン太陽電池において世界最高とな
るセル変換効率２５.１％を達成。また、
ＣＩＳ系薄膜太陽電池においても、世界最
高となるセル変換効率２２.３％を達成。
変換効率の向上と製造コスト削減を両立
したことで、発電コスト１４円／ｋＷｈ、
７円／ｋＷｈ達成に向けて大きく前進。 
本成果の技術は量産にも適しているため、
市販製品への早期の応用が期待される。 

 

研究開発項目①「太陽光発電
多用途化実証事業」 
将来的な市場拡大または市

場創出が見込まれる未導入分
野に対して、以下の研究開発
を実施する。 
１）低反射環境配慮型壁面太
陽光発電システムの開発 
２）低コスト太陽光追尾シス
テムの農地での有効性実証 
３）強度の弱い畜舎向け軽量
発電システム開発 
４）太陽電池屋根設置型ビニ
ールハウス植物工場化プロジ
ェクト 
５）簡易的太陽追尾型太陽光
発電システムの営農型発電設
備への応用開発 
６）傾斜地用太陽光発電シス
テムの実証 
７）傾斜地における太陽光発
電設置のための小径鋼管杭工
法の開発・実証 
８）未利用水面を活用した浮
体モジュールの開発及び導入
実証 
９）海上・離島沿岸部太陽光
発電プロジェクト 
１０）米と発電の二毛作 
 

－ 研究開発項目①「太陽光発電多用途化実証
事業」 
１）低反射環境配慮型壁面太陽光発電シス
テムの開発 
低反射モジュールの開発では、モジュー

ルの表面構造について検討を実施し、年間
ＰＲ（システム出力係数）最大３％の向上
を実証において確認した。また、モジュー
ル重量として１０％以上の削減が可能と
なった。その他、両面受光モジュールの開
発では、南面設置の年間ＰＲ６％以上の向
上が確認できたと判断される。壁面設置の
モジュールをＢＩＰＶ化することにより、
発電コスト目標を達成した。 
 

２）低コスト太陽光追尾システムの農地で
の有効性実証 
田や農業用ハウス向けとして開発した

太陽光発電システムを用い、継続して発電
量のデータ収集と水田での強風に対する
追尾機構の改良を行い、開発した追尾シス
テムについての発電量向上効果と耐久性
を確認した。また、水田及びビニールハウ
ス内への太陽光発電システム導入の影響
については、設置場所の工夫と栽培する品
種を選定することで、収穫への影響を最小
限にできることを確認した。 
 

３）強度の弱い畜舎向け軽量発電システム
開発 
軽量で、畜舎特有の環境にも耐え、強度

の弱い農業建物に適した発電システムを
実現することを目的として、既存システム
に対してＦＲＰ架台化を図るとともに、薄
型ガラスモジュールに耐アンモニア性を
備えたバックシートを適用した太陽光発
電システムを試作し、５ヶ所の実証サイト
に順次設置、実証評価を行った。最大１５
ヶ月と短いモニタリング期間となったが、
既存分野と同等の発電コスト目標を達成
できた。 
 

４）太陽電池屋根設置型ビニールハウス植
物工場化プロジェクト 
太陽電池を取り外すことなくビニール

を交換できる構造にするとともに、ハウス
内の環境制御システムと一体化させるこ
とによりコスト低減を図った。ビニールハ
ウス専用太陽光発電システムを開発し、実
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術開発を行う。 
加えて、我が国の新エネ

ルギー技術の海外展開を
積極的に後押しすべく、諸
外国の関係機関との間で
戦略的な提携関係を構築
し、人材育成、共同研究、
実証事業、情報交換等多様
なツールを活用して支援
する 

際に、ホワイトスワン、デコポンを栽培し
ている２つのビニールハウスを用い、環境
制御システムに適用する実証試験を行っ
た。各種のデータを取得し、農家がこのシ
ステムを導入した場合の発電コストを検
証した。 
 

５）簡易的太陽追尾型太陽光発電システム
の営農型発電設備への応用開発 
発電コスト低減を図ることを目指し、季

節対応を手動化した簡易追尾方式を採用
し、低コスト化を図った２軸追尾方式架台
を試作し、実証を開始した。実証期間中、
回転制御プログラム及び架台に種々の不
具合が発生したことから、不具合点の改良
を稲作終了後に行った。 
 

６）傾斜地用太陽光発電システムの実証 
整地不要とするアジャスト機能付きの

支持脚を有する架台及びその架台へのモ
ジュール自動供給装置のプロトタイプを
試作し、傾斜地での施工性評価を行った。
実証結果を踏まえ、市場動向を加味し、事
業化に向けた導入モデルの確立を行った。
また、既存分野と同等の発電コスト目標を
達成できた。 
 

７）傾斜地における太陽光発電設置のため
の小径鋼管杭工法の開発・実証 
複雑かつ多様な形状を有する傾斜地に

対し、整地作業が不要となり、コスト低減
が期待できる小径鋼管杭工法を用い、架台
の仕様決定・試作を経て、福島県内に実証
サイト３ヶ所を建設した。傾斜地での実
証・評価（斜面で使用できる地盤評価試験
及び発電コスト検証）を完了し、既存分野
と同等の発電コストを達成した。 
 

８）未利用水面を活用した浮体モジュール
の開発及び導入実証 
低コスト化を図った浮体一体型太陽電

池モジュールの設置及び係留方法や水上
での故障（地絡）検知システムの開発を行
い、配水場を利用して実証を開始した。発
電量の他、故障検知システムの検証及び信
頼性の検証を行った。また、既存分野と同
等の発電コスト目標を達成できた。 
 

９）海上・離島沿岸部太陽光発電プロジェ
クト 
海上及び沿岸部に設置される太陽光発

電システムでは、塩害対策を施した上で、
浮体構造のコスト、耐久性・信頼性、メン
テナンス性などを考慮する必要があり、そ
の中でも特に塩害やＰＩＤ（Potential 
Induced Degradation）対策が重要と考え
られるため、耐塩水性能を有する封止材を
採用した太陽電池モジュールを試作、海上
設置し実証を行い、既存分野と同等の発電
コスト目標を達成できた。 
 

１０）米と発電の二毛作 
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稲作と同時に発電を行うソーラーシェ
アリングの開発を行うことを目的に、移動
式太陽光発電設備を実証サイトに設置後、
実際に水稲を栽培し、農作業及び水稲への
影響を調査した。調査の結果、農作業への
影響はなく、また、米の収量についても、
太陽光パネル設置の影響はないとの結果
が得られた。また、既存分野と同等の発電
コスト目標を達成できた。本年はさらなる
発電コスト低減に向け改良を検討する。 

   研究開発項目③「太陽光発電
高付加価値化技術開発事業」 
太陽光発電システムに断熱

機能や遮光機能等の発電以外
の機能を付加したり、他の製
品等に太陽光発電を付加する
ことで、生活環境や各種サー
ビス環境に対して利便性や性
能向上等を提供するような高
付加価値製品・事業を創出す
ることにより新たな用途が期
待できる新市場の開拓を行
う。開発した技術の評価や、
高付加価値に対してユーザー
の評価（導入動機として十分
なり得るか）を行い、市場規
模を明らかにし、実用化に向
けての技術的課題を明らかに
し、その対策案を抽出するた
め、以下の研究開発を実施す
る。 
１）太陽熱・光ハイブリッド
太陽電池モジュールの開発 
２）熱電ハイブリッド集光シ
ステム技術の開発 
３）集光型太陽光発電／太陽
熱温度成層型貯湯槽コジェネ
レーションシステムの開発 
４）Ｅ－ＳＥＧ（緊急時自発
光誘導デバイス）の開発 
５）採光型太陽光発電ユニッ
トの技術開発 
６）グリーン晴耕雨読型分散
サーバーの開発 

－ 研究開発項目③「太陽光発電高付加価値化
技術開発事業」 
１）太陽熱・光ハイブリッド太陽電池モジ
ュールの開発 
太陽光エネルギーの高効率変換の手段

として、太陽光による発電と同時に太陽熱
利用による温水を製造する機能を併せ持
つ安価な太陽電池モジュールを開発する
ことを目指して、単結晶太陽電池モジュー
ルの裏側に架橋ポリエチレン樹脂管を高
熱伝導ゴム材料で包み込んだガラス／ガ
ラス構造モジュールを試作し、温泉施設で
小規模実証を開始した。発電量は、約９％
向上、熱性能については、競合製品の約２
倍の性能を示す結果を得られた。 
 

２）熱電ハイブリッド集光システム技術の
開発 
低倍率集光システムを用いた太陽光発

電と太陽熱による温水製造のハイブリッ
ドシステムを開発することを目指し、コン
パクト低倍率集光太陽光発電システム及
び軽量ムーバブル低倍率集光太陽光発電
システムについて、試作機を作製し実証を
開始した。システムエネルギー効率向上、
システム価格低減及び農業応用に関して、
電力使用量削減の検証を行った。 
 

３）集光型太陽光発電／太陽熱温度成層型
貯湯槽コジェネレーションシステムの開
発 
軽量化集光システムと高効率太陽電池

を用いた太陽光発電と太陽熱による温水
製造のハイブリッドシステムを開発する
ため、ジャイロ集光型太陽光発電装置の試
作機を２台製作し、実証を開始した。太陽
熱温度成層型貯湯槽については、試作を終
え、ジャイロ集光型太陽光発電装置と連結
し、検証を開始した。 
 

４）Ｅ－ＳＥＧ（緊急時自発光誘導デバイ
ス）の開発 
コードレスで自在な場所に設置できる

安価な自発光デバイス、Ｅ－ＳＥＧ（緊急
時自発光誘導デバイス）のデバイス及びシ
ステムを開発することを目指し、有機系太
陽電池とＬＥＤを組み合わせたデバイス
及びシステムの試作を行い、平成２７年１
１月より所沢市で２ヶ所に設置し実証試
験を開始した。 
 

５）採光型太陽光発電ユニットの技術開発 
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光の回折、反射、屈折等の現象を巧みに
利用することで、窓ガラスに差し込む太陽
光をガラス内面に閉じ込め、光強度を高め
ながらガラス端面まで導き、窓枠に配置さ
れた微小で低コストの太陽電池セルによ
り発電を行う採光型太陽光発電ユニット
の技術開発のため、採光ガラスの端部に対
する鋭形ガラスの試作、リニアプリズムミ
ラーを用いたホログラムの設計・印刷（露
光）を行なった。これらを組合せた Holo 
Glass（５０ｍｍ角）を作製し、採光効率
を評価したところ、５３％を記録し、当初
の目標を達成した。また、Holo Glass を
ユニット化した小型発電ユニットを試作
し、実用化に向けた課題を抽出した。 
 

６）グリーン晴耕雨読型分散サーバーの開
発 
再生可能エネルギーを高付加価値の計

算機利用サービスとしてビジネス利用す
るグリーン晴耕雨読型分散サーバーの研
究開発のため、福島県内に３ヶ所の太陽光
発電システムを備えた実証サイトを設置
した。実証サイトを連携させ、各サイトの
サーバー環境に適したＩＴサービスの構
築とビジネスモデルの検討を行った。 

   ２．太陽光発電システム効率
向上・維持管理技術開発プロ
ジェクト [平成２６年度～
平成３０年度] 
 
研究開発項目①太陽光発電シ
ステム効率向上技術の開発 
パワーコンディショナや架

台等の周辺機器の高機能化
や、追尾・反射・冷却等の機
能付加により発電量を増加さ
せる技術開発と、基礎・架台
の施工や太陽電池モジュール
取付に関する部分で、部品点
数の削減や施工時間の短縮な
ど、ＢＯＳコストを大幅に削
減するため、以下の研究開発
を実施する。 
１）次世代長寿命・高効率パ
ワーコンディショナの開発 
２）次世代長寿命・高効率Ａ
Ｃモジュールの開発 
３）低価格角度可変式架台の
開発による積雪時の発電効率
向上 
４）太陽光反射布を用いたソ
ーラーシェアリング発電所シ
ステム効率向上の研究開発 
５）ＰＶモジュールの防水処
理による太陽光発電システム
の効率向上 
 

 

－ ２．太陽光発電システム効率向上・維持管
理技術開発プロジェクト [平成２６年度
～平成３０年度] 
 
 
研究開発項目①太陽光発電システム効率
向上技術の開発 
パワーコンディショナや架台等の周辺

機器の高機能化や、追尾・反射・冷却等の
機能付加により発電量を増加させる技術
開発と、基礎・架台の施工や太陽電池モジ
ュール取付に関する部分で、部品点数の削
減や施工時間の短縮など、ＢＯＳコストを
大幅に削減するため、以下の研究開発を実
施した。 
 
１）開発する住宅用パワーコンディショナ
は、非絶縁方式のバイポーラ駆動フルブリ
ッジインバータ方式に決定し、目標とする
設計寿命３０年相当を実現する基本設計
に目処を付けた。 
 
２）開発するマイクロインバータの回路は
アクティブバッファ方式を採用し、基本設
計に目処を付けた。また、保護装置は、シ
ステム全体の変換効率の向上を考え、従来
方式の直列構成から並列構成に変更した。 
 
３）１つの架台に４枚のモジュールを搭載
し、それを南北方向に連結した構成とする
可変式架台を試作し、山形及び北海道で実
証試験を開始した。降雪期は架台の傾斜角
を垂直に近い状態にすることで、モジュー
ルへの積雪防止が可能となるが、発電量の
向上には傾斜角をこまめに可変すること
がより有効的であることを確認した。発電
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量が大きく増加することを確認した。 
 
４）農地での太陽光発電に対して、太陽電
池を設置しない部分に反射材を設置し反
射効果による発電量向上を狙った実証で
は、農業用反射シートで３％、アルミ鏡面
反射板で４％の発電量向上となった。ま
た、ＢＯＳコスト低減のため取付け金具を
試作し、施工性について確認した。 
 
５）コート材の基本性能を評価するため、
水蒸気透過度測定と熱サイクル試験によ
り、コート材によるクラック発生の有無の
確認及び４セルの小型モジュールでのダ
ンプヒート試験によるＰｍａｘ変化を測
定（３，５００時間）し、候補となるコー
ト材の絞り込みを行った。 

研究開発項目②太陽光発電シ
ステム維持管理技術の開発 
 発電機器・設備の健全性の
自動診断や故障の回避、自動
修復など、発電システムの劣
化予防や長寿命化、人件費の
削減等に寄与するモニタリン
グシステム技術やメンテナン
ス技術を開発するため、以下
の研究開発を実施する。 
１）新規不具合検出機能を備
えた発電量／設備健全性モニ
タリングシステムの開発 
２）ＨＥＭＳを用いたＰＶ発
電電力量の遠隔自動診断と故
障部位把握方法の開発 
３）太陽電池の抗ＰＩＤコー
ト材料の開発 

－ 研究開発項目②太陽光発電システム維持
管理技術の開発 
１）新規不具合検出機能を備えた発電量／
設備健全性モニタリングシステムの開発 
ストリング中の不具合モジュールを検

出するための中電位測定センサや無線通
信など遠隔監視のためのハード面の開発
を完了し、実証試験を開始した。また、デ
ータ取得を継続し、不具合判定のためのア
ルゴリズムの開発に着手した。 
 

２）ＨＥＭＳを用いたＰＶ発電電力量の遠
隔自動診断と故障部位把握方法の開発 
発電データ取得のためのＨＥＭＳの設

置と、データの通信システムと保管するた
めのクラウドサーバーを整備した。また、
収集したデータから異常を判断するため
試験用評価アルゴリズムを開発し、その正
確度の評価、改良を行った。 
 

３）太陽電池の抗ＰＩＤコート材料の開発 
抗ＰＩＤ材料の検討では塗工性、非有害

性を考慮し、ラボでの合成、配合を行い、
施工性について確認した。また、試作コー
ト材をガラスにコートし、太陽電池モジュ
ールに係わる基本性能試験を認証機関に
依頼し、基本性能に問題のないことを確認
した。 

  

   ３．太陽光発電リサイクル技
術開発プロジェクト [平成
２６年度～平成３０年度] 
 低コストのリサイクル処理
技術に加え、撤去・回収関連
技術等、使用済み太陽光発電
システムの適正処分を実現す
る技術を開発・実証し、リサ
イクルに関する社会システム
構築に貢献することを目的と
して公募を行い、以下の研究
開発を実施する。 

－ ３．太陽光発電リサイクル技術開発プロジ
ェクト [平成２６年度～平成３０年度] 
低コストのリサイクル処理技術に加え、撤
去・回収関連技術等、使用済み太陽光発電
システムの適正処分を実現する技術を開
発・実証し、リサイクルに関する社会シス
テム構築に貢献することを目的として公
募を行い、以下の研究開発を実施した。 
 

  

   研究開発項目③低コスト分解
処理技術実証 
技術が確立した低コスト分

解処理技術の早期実用化を実
現するために、実用化時に近

－ 研究開発項目③低コスト分解処理技術実
証 
下記５テーマについて平成２８年度以

降に試作プラントを構築し、実証試験を行
い、分解処理コスト５円／Ｗ以下達成を目
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い規模、対象に対する実証を
通して、処理コストやコスト
削減効果、安全性など実運用
に重要なデータを蓄積・提供
する。そして、目標分解処理
コストの達成目処や、十分な
コスト低減効果が確認された
技術については、コスト低減
効果を実証する。 

指す。 
 

１）平成２６年度に実施した「低コスト分
解処理ＦＳ（開発）」にてローラー式剥離
機を試作し、試験をして処理コスト５円／
Ｗ達成の目途を得た。平成２７年度はロー
ラー式剥離機の実証機を設計・製作すると
ともに、「ガラス再資源化原料」と「銀回
収原料」を選別･回収するために分級設備
と選別設備の選定を行い、リサイクル事業
化を検証するための試作プラントを製作
した。 
 
２）平成２６年度に実施した「低コスト分
解処理ＦＳ（開発）」にてＥＶＡ剥離装置
を試作し、ダミーモジュールにて試験を行
い、処理コスト５円／Ｗ達成の目途を得
た。平成２７年度はメーカー製使用済みモ
ジュールにて分解処理を行ったところ、Ｅ
ＶＡの変質・劣化の影響により剥離剤の効
果が弱くガラスからＥＶＡが剥離しにく
いことがわかり、原因追究と対策を検討し
た。また、スループットに課題のある研削
機の改良タイプの仕様を固め、製作に着手
した。 
 
３）平成２６年度に実施した「低コスト分
解処理ＦＳ（開発）」にてガラスとＥＶＡ
／層を分離するホットナイフ装置を試作
し、試験をして処理コスト５円／Ｗ達成の
目途を得た。平成２７年度は太陽電池モジ
ュールをバックシート処理装置、ガラス分
離装置にて処理した後のガラス及びＥＶ
Ａ／セル層の処理方法の検討を行った。ま
た、ガラスの板ガラス原料としての受入条
件調査や回収したＥＶＡ／セル層の、ＥＶ
Ａを除去した場合とＥＶＡを除去しない
場合の売却単価の差を明確化し、処理コス
トをより低減できる工程を検討した。 
 
４）合わせガラス型太陽電池の基板ガラス
とカバーガラスをホットナイフで解体す
る技術開発を行った。分離された基板ガラ
ス、カバーガラスに付着しているＥＶＡを
剥離するための剥離液の開発を実施した。
また、基板ガラスに積層されたＣＩＳ膜
（太陽電池素子）、Ｍｏ膜（裏面電極）を
分離する溶液及び分離方法の開発を実施
した。 
 
５）平成２２～２６年度に実施した「太陽
光発電システム次世代高性能技術開発プ
ロジェクト」にて開発した汎用リサイクル
処理システムを新たな研究実施場所へ移
動し、設置工事及び調整作業を実施した。
また、「ＥＶＡ熱処理装置の長期信頼性・
安定性・経済性の向上」として、①エジェ
クター部の耐熱性強化、②出口側ラビリン
ス開口高さ増長、③後処理装置（大気炉）
の加熱強化の改造及び性能評価を実施し
た。 
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     研究開発項目④太陽光発電リサイクル動
向調査 
１）海外の動向調査を行うとともに太陽電
池モジュールリサイクル技術の評価手法
を検討し、既存プロジェクトを対象とした
予備的な評価を実施した。 
 
２）国内の動向調査を行うとともに太陽電
池モジュールの排出量予測の精度向上の
ために、モジュールの出力低下率等を変数
とした予測手法の検討を行った。 

  

   ４．高性能・高信頼性太陽光
発電の発電コスト低減技術開
発 [平成２７年度～平成３
１年度] 
「太陽光発電開発戦略（以

下、「開発戦略」という。）」で
策定した、発電コスト低減目
標、２０２０年に業務用電力
価格並となる１４円／ｋＷｈ
（グリッドパリティ）、２０３
０年に従来型火力発電の発電
コスト並みあるいはそれ以下
に相当する７円／ｋＷｈ（ジ
ェネレーションパリティ）の
実現に資する高性能と高信頼
性を両立した太陽電池の開発
を目指し、公募を行い以下の
研究開発を実施する。 
 

－ ４．高性能・高信頼性太陽光発電の発電コ
スト低減技術開発 [平成２７年度～平成
３１年度] 
「太陽光発電開発戦略（以下、「開発戦

略」という。）」で策定した、発電コスト低
減目標、２０２０年に業務用電力価格並と
なる１４円／ｋＷｈ（グリッドパリティ）、
２０３０年に従来型火力発電の発電コス
ト並みあるいはそれ以下に相当する７円
／ｋＷｈ（ジェネレーションパリティ）の
実現に資する高性能と高信頼性を両立し
た太陽電池の開発を目指し、公募を行い以
下の研究開発を実施した。 
 

  

   研究開発項目①「先端複合型
先端複合技術型シリコン太陽
電池、ＣＩＳ太陽電池の技術
開発」 
１）先端複合技術型シリコン
太陽電池の開発 
２）高性能ＣＩＳ太陽電池の
開発 
 

－ 研究開発項目①「先端複合型先端複合技術
型シリコン太陽電池、ＣＩＳ太陽電池の技
術開発」 
１）先端複合技術型シリコン太陽電池の開
発（平成２６年度終了事業） 
「太陽光発電システム次世代高性能技

術の開発」の成果のもと、世界で最も普及
している両面電極型結晶シリコン太陽電
池において、世界最高となるセル変換効率
２５．１％を実用サイズである５インチ基
板で達成した。また、表面電極を銀電極か
ら銅電極へ置き換えることにより製造コ
ストも削減。変換効率の向上と製造コスト
削減を両立したことで、発電コスト１４円
／ｋＷｈ、７円／ｋＷｈ達成に向けて大き
く前進できると期待される。 
 

２）高性能ＣＩＳ太陽電池の開発 
本研究開始当初のサブモジュール変換

効率１８．３％から、１８．６％まで向上
した。ＣＩＳ光吸収層の光吸収効率を向上
させるアイテムと、透明導電膜の透過率を
向上させるアイテムの導入を進めた。両ア
イテムの導入により、理想的な最大出力が
サブモジュールでは過去最高となる２５．
４ｍＷ／㎠まで達したが、ＦＦ（フィルフ
ァクター）が低下する問題があった。そこ
で、光吸収層の面内分布の改善に取り組
み、ＦＦ低下抑制により、サブモジュール
変換効率１８．６％を達成した。小面積セ
ルを用いて抽出したＶＯＣ（解放電圧）と
ＦＦの改善アイテムを適用することで更
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なる変換効率の向上が見込まれる。 

   研究開発項目②「革新的新構
造太陽電池の研究開発」 
１）革新的高効率太陽電池の
研究開発 
２）革新的低製造コスト太陽
電池の研究開発 
 

－ 研究開発項目②「革新的新構造太陽電池の
研究開発」 
１）革新的高効率太陽電池の研究開発 
低コストセルの開発においては、従来比

１／２膜厚での電気特性確保及び３接合
でのルミネッセントカップリング効果を
考慮した変換効率解析完了した。低コスト
化プロセスの開発においては、ＥＬＯ（エ
ピタキシャルリフトオフ）プロセス時の電
気特性確保、試作ＥＬＯ装置にて２０ｍｍ
×１０ｍｍ試料のクラックフリー剥離達
成及び成膜速度１００μｍ／ｈを目指し
た装置製作完了した。低コストモジュール
の開発においては、実用セルサイズ３接合
モジュール試作を完了し、自社測定でも変
換効率３０％超を確認できた。超高効率セ
ルの開発においては、エピタキシャル多接
合、ハイブリッド多接合及び量子ドットマ
ルチバンドにおいて、原料供給の自動化、
バンドキャップ制御可能性把握、界面電気
特性と原子半径の関係解明及び光キャリ
ア閉じ込めの最適化設計値の明確化を達
成した。 
２）革新的低製造コスト太陽電池の研究開
発 
光吸収材料であるハロゲン化鉛型ペロ

ブスカイトを溶液の塗布で作製するため
の独自の高純度材料を開発するとともに、
塗布の過程で生成する中間体の構造と特
性を明らかにした。これらの知見に基づい
て、材料の溶液塗布方法を開発することに
より、国内で初めて２０％以上の光電変換
効率（面積は０．１５㎠）を達成した。 
また、一般に検討されている小面積のセル
は測定方法や測定誤差など特性の信頼性
に懸念があるため、標準的な面積（１㎠）
でのセル作製及び高効率化の検討を行っ
た。ペロブスカイト層、電子輸送層、電子
抽出層などの材料と膜厚の最適化に関す
る検討を行い、太陽電池内部の電気抵抗を
低減することで、太陽電池の曲線因子を２
割程度上げることに成功し、１㎠の太陽電
池セルで世界最高変換効率１８．２％を達
成した。 

  

   研究開発項目③「共通基盤技
術の開発（太陽電池セル、モ
ジュール開発支援技術の開
発）」 
１）先端複合技術型シリコン
太陽電池の開発 
２）高性能ＣＩＳ太陽電池の
開発 

－ 研究開発項目③「共通基盤技術の開発（太
陽電池セル、モジュール開発支援技術の開
発）」 
１）先端複合技術型シリコン太陽電池の開
発 
高効率結晶シリコン太陽電池の実用化

に不可欠な高品質パッシベーション膜形
成技術の開発において、複雑なテクスチャ
ー構造上に高品質パッシベーション膜を
得るための新たな洗浄法を開発した。ウエ
ハスライス技術の開発において、スライス
ダメージを評価する新手法を開発した。こ
の手法の開発によりモジュール製造コス
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ト低減に必要なシリコンウエハの薄型化
に大きく寄与できる。 
 

２）高性能ＣＩＳ太陽電池の開発  
ＣＩＳ太陽電池の高効率化のためのデバ
イス技術とデバイス設計指針を確立して、
小面積セルで変換効率２３％を達成し、Ｃ
ＩＳモジュールの性能向上に貢献するこ
とを目的に開発を行った。具体的には、高
い変換効率を得るために課題の一つであ
る界面の高品質化技術の開発として、ＣＩ
ＧＳ太陽電池に及ぼすアルカリ金属元素
の添加効果を研究し、モリブデン薄膜表面
のモリブデン酸化膜の有無がその上に生
成するＭｏＳｅ２の結晶配向性に大きな
影響を与え、デバイス性能向上に影響する
ことを解明した。また、ＣＩＧＳ太陽電池
においては、作製が難しいＢＳＦ（バック
サーフェイスフィールド）構造あるいは裏
面パッシベーション技術を開発するより
もバンドプロファイルを制御することが
効率向上にとって有効であることが示さ
れた。これらの解明されたメカニズムを元
にして、従来よりも優れた技術指針をデバ
イスに適用することにより、小面積セルで
の変換効率向上が見込まれる。 

   研究開発項目④「共通基盤技
術の開発（太陽光発電システ
ムの信頼性評価技術等）」 
１）出力等測定技術の開発 
２）発電量評価技術    
３）信頼性・寿命評価技術の
開発 
 

－ 研究開発項目④「共通基盤技術の開発（太
陽光発電システムの信頼性評価技術等）」 
１）新型太陽電池の高精度評価を実施し、
特に進展が著しいペロブスカイト太陽電
池に適した性能評価条件の明確化に注力
した。高精度屋外評価技術を幅広い温度照
度範囲に適用できることを確認した。高速
日射測定システムの計測を開始した。雲の
移動特性と日射強度変動に関する屋外計
測を開始した。温度センサの種類やその取
り付け手法について検討及び基礎データ
を取得した。屋外評価装置としてミニモジ
ュールを用いてアレイを構築し直並列を
組み替えながら電流－電圧特性を測定可
能な評価装置を導入し、計測を開始した。
スペクトル指標・太陽電池測定システムを
導入し、計測を開始した。ＡＰＥ（Average 
Photon Energy：太陽光スペクトル指標で
ある平均フォトンエネルギー。太陽光スペ
クトルの任意の波長範囲における積算フ
ォトンエネルギーを、同波長範囲における
積算フォトン数で除したもの。）センサを
作製し、ＡＰＥの線形性の解析を行い、線
形性の高い短波長帯と長波長帯の組み合
わせを明らかにした。 
 
２）屋外で長期曝露試験を実施している結
晶シリコン系及び薄膜系各種太陽電池ア
レイの発電量と気象データを取得した。経
年劣化した太陽電池モジュールの発電量
評価技術の開発を目的に各種太陽電池モ
ジュール単位の発電データを解析し、発電
性能の推移を調査した。発電量を推定する
技術開発を目的に全国５地点の日射スペ
クトル等を観測、「ひまわり８号」のデー
タから推定した日射量と５地点の観測デ
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ータの比較解析を実施し、ストリング電力
等の計測の欠損区間を補間・補外するフー
リエ変換法をもとにしたアルゴリズムを
開発した。 
 
３）ＺＥＢ適用型太陽電池モジュールの長
期信頼性評価技術の開発においては、ＺＥ
Ｂ適用型特有の環境負荷のうち、「温度、
電流負荷」をサイクル負荷する加速試験装
置仕様に関して、検討を行い、試験装置を
作成した。レーザー技術を用いた太陽電池
モジュールの寿命予測検査技術の開発に
おいては、ラマン分光分析によるモジュー
ル全面積の総酢酸量の見積り手法の開発
を開始した。太陽光発電の寿命予測ならび
に試験法の開発においては、セルの酢酸蒸
気曝露による試験法を世界に先駆けて開
発し、モジュールに対して実施する高温高
湿試験と同等の劣化が当該試験でセル電
極に生じることを見出すとともに、高温高
湿試験よりも１／１００程度の短時間で
セル電極の信頼性をスクリーニング可能
であることを実証した。 

   研究開発項目⑤「動向調査等」 
１）動向調査 
２）ＩＥＡ国際協力事業 

－ 研究開発項目⑤「動向調査等」 
１）「太陽光発電開発戦略に関する動向調
査」においては、日本の太陽光発電システ
ムの発電コストを分析すると共に太陽光
発電産業、市場動向等に関するシナリオ分
析実施に向けた基礎情報の検討および太
陽光発電技術に関する特許調査方法につ
いて検討した。「発電コスト低減に向けた
太陽電池技術開発に関する動向調査」にお
いては、太陽電池モジュールを中心とした
性能レベル、製造技術、製造コスト等の各
種動向及び政策動向の調査を開始した。 
 
２）諸外国の技術開発動向や政策動向等に
ついて、国際エネルギー機関（ＩＥＡ）の
太陽光発電システム研究協力実施協定（Ｐ
ＶＰＳ）に参画し、太陽光発電の普及・促
進に向けた国際協力活動を通じた調査・分
析を実施した。 

  

 ｂ．風力発電 
風力発電の大量導入に向

け、風力発電の一層の低コ
スト化に資する技術開発 

やメンテナンス技術の高
度化等に向けた取組を行う
とともに、環境アセスメン
ト対応の円滑化や洋上風力
の普及拡大等に貢献する取
組を行うものとする。また、
技術の差別化による競争力
強化等に向け、超大型洋上
風車技術の確立に向けた技
術開発等を行うこととす
る。 

（ｂ）風力発電 
風力は他の再生可能エ

ネルギーと比較して発電
コストが低く、中長期的に
大規模な導入が期待され
ている。風力発電において
も、低コスト化、環境アセ
スメント対応、出力安定化
等様々な技術的課題を克
服する必要がある。また、
洋上風力発電の国内外の
市場の拡大をにらんで、産
業競争力の強化が重要な
課題となる。 
第３期中期目標期間に

おいては、導入目標の達成
及び産業競争力の強化の
観点から、風力発電の一層
の低コスト化に資する高
効率ブレード等の開発や

（ｂ）風力発電 
１．風力発電等技術研究開発 
［平成２０年度～平成２９年
度］ 
 風力発電の大量導入に向け
た技術課題の克服や産業競争
力強化等を目的に、以下の研
究開発を実施する。また、研
究開発項目①、②については
公募を行う。 

－ （ｂ）風力発電 
１．風力発電等技術研究開発 ［平成２０
年度～平成２９年度］  
風力発電の大量導入に向けた技術課題

の克服や産業競争力強化等を目的に、以下
の研究開発を実施した。 
 

  

 研究開発項目①洋上風力発電
等技術研究開発［平成２０年
度～平成２８年度］ 
 我が国の海象・気象条件に
適した洋上風力システム等に
係る技術の確立を目的に、東
京大学大学院 工学研究科 
教授 石原孟氏をプロジェク
トリーダーとし、以下の研究
開発を実施する。 

－ 研究開発項目①洋上風力発電等技術研究
開発 
 国立大学法人東京大学大学院 工学研
究科 教授 石原孟氏をプロジェクトリ
ーダーとし、その下で連携を取りつつ、以
下の研究開発を実施した。 
 
（ⅰ）洋上風況観測システム実証研究 
 実海域に設置した洋上風況観測システ
ムによる観測を継続実施し、観測結果に基
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メンテナンス技術の高度
化等、出力・信頼性・稼働
率の向上に向けた取組を
行うとともに、風力発電の
導入拡大に資するため、環
境アセスメント対応の円
滑化に貢献する課題の克
服に取り組む。また、洋上
風力発電の拡大に向け、洋
上風力の設置、運転、保守
に係るガイドラインを整
備するとともに、固定価格
買取制度における洋上風
力発電の価格設定に必要
なデータ提供等、様々な取
組を行う。 
また、超大型洋上風車技

術の確立に向け、要素技術
やシステム技術の開発、浮
体式洋上風況観測など洋
上風力発電の周辺技術の
開発等を行うとともに、洋
上風力の立地促進に関す
る取組を行う。 

（ⅰ）洋上風況観測システム
実証研究 
（１）洋上風況観測システム
技術の確立 
（ア）気象・海象（海上風、
波浪／潮流）特性の把握・検
証 
 平成２６年度に引き続き、
風況観測システムによる観測
を継続し、我が国固有の風速
の鉛直分布の特性、乱流特性
を把握するとともに、風車設
備によるウェイク評価のため
のライダーの設置・計測を開
始する。また、測定した実デ
ータを基に、将来の気象・海
象を適切に予測する予測シス
テムの設計・構築を図る。 
（イ）環境影響調査 
 複数年度に亘って実施・収
集したデータを整理・解析し、
構造物設置前後のデータを比
較することにより、中長期的
な環境影響評価を実施する。 
 
（２）環境影響評価手法の確
立等 
 洋上風況観測システム実証
研究及び洋上風力発電システ
ム実証研究において運転開始
後複数年に亘って新たに得ら
れる環境影響調査データ、及
び洋上風力発電等技術研究開
発委員会の検討結果を踏ま
え、実証研究にて得られる知
見の取りまとめを行う。さら
に、実証研究において得られ
た知見については適宜、情報
発信を行う。 

づく洋上風力発電の実用化を評価した。ま
た、複数年度に亘って実施した洋上環境影
響評価データを整理・解析し環境への影響
度合いをまとめた。 
（１）洋上風況観測システム技術の確立 
（ア）気象・海象（海上風、波浪／潮流）
特性の把握・検証 
 風況観測システムによる観測を継続し、
我が国固有の風速の鉛直分布の特性、乱流
特性を把握するとともに、風車設備による
ウェイク評価のためのライダーの設置・計
測を開始した。また、測定した実データを
基に、将来の気象・海象を適切に予測する
予測システムの設計・構築を図った。 
（イ）環境影響調査 
 複数年度に亘って実施・収集したデータ
を整理・解析し、構造物設置前後のデータ
を比較することにより、中長期的な環境影
響評価を実施している。 
（ウ）洋上風況マップの開発 
  基本計画に基づき公募により事業委託
先を選定し、研究開発を開始した。洋上の
風況状況を示すマップ作成に求められる、
洋上風況シミュレーションモデルの開発
に着手。平成２８年度末の公開に向け、平
成２７年度末にデモ版を公開した。 
 
（２）環境影響評価手法の確立等 
洋上風況観測システム実証研究及び洋

上風力発電システム実証研究において運
転開始後複数年にわたって新たに得られ
る環境影響調査データ及び洋上風力発電
等技術研究開発委員会の検討結果を踏ま
え、実証研究にて得られる知見の取りまと
めを行った。さらに、実証研究において得
られた知見については適宜、情報発信を行
った。 
 

   （ⅱ）次世代浮体式洋上風力
発電システム実証研究 
実証研究の候補海域を想定

し、着床式洋上風力発電と同
等の建設コストを実現する新
たな浮体式洋上風力発電シス
テムのＦＳを実施し、実証試
験の実現可能性を示す。 

－ （ⅱ）次世代浮体式洋上風力発電システム
実証研究 
実証研究の候補海域を選定し、着床式洋

上風力発電と同等の建設コストを実現す
る新たな浮体式洋上風力発電システムの
ＦＳを実施し、実証試験の実現可能性を示
した。 

  

   （ⅲ）洋上風力発電システム
実証研究[中間評価：平成２６
年度] 
（１）国内の洋上環境に適し
た洋上風力発電システムの開
発 
 平成２６年度に引き続き、
実海域に設置した洋上風力発
電システムの、塩害対策装置
や落雷計測装置等の運用によ
るデータから、洋上風車への
適合性について評価を行う。 
（２）洋上風力発電システム
の保守管理技術の開発 
 洋上風車へのアクセス率を

－ （ⅲ）洋上風力発電システム実証研究 
実海域に設置した洋上風力発電システ

ムより得られたデータに基づき評価を行
った。また、風車稼働率向上を目的とした
洋上風車へのアクセス方法の検討、洋上風
車設備メンテナンス手法の開発に着手し
た。 
（１）国内の洋上環境に適した洋上風力発
電システムの開発 
塩害対策装置や落雷計測装置等の運用

によるデータから、洋上風車への適合性に
ついて評価を行った。 
 

（２）洋上風力発電システムの保守管理技
術の開発 
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向上させるアクセス船の開発
に着手する。海中設備の状態
を安全かつ簡易に確認できる
水中点検設備の設計を行う。 
（３）環境影響調査 
 平成２３年に作成した詳細
計画に基づき、複数年度に亘
って収集したデータを整理・
解析し、構造物設置前後のデ
ータを比較することにより、
中長期的な環境への影響を評
価する。 

洋上風車へのアクセス率を向上させる
アクセス船の開発に着手した。海中設備の
状態を安全かつ簡易に確認できる洋上風
車に適したメンテナンス手法の開発に着
手した。 
 

（３）環境影響調査 
平成２３年に作成した詳細計画に基づ

き、複数年度にわたって収集したデータを
整理・解析し、構造物設置前後のデータを
比較することにより、中長期的な環境への
影響を評価した。 

   （ⅳ）洋上風況観測技術開発 
 浮体に搭載したドップラー
ライダーと防波堤上の風況観
測タワーにより、稼働状況の
確認、風況観測を実施する。
取得したデータに対し、天候
条件、浮体動揺とデータ取得
率との関係を把握するととも
に、欠測補完のための風況解
析手法の調整を行い、有効性
を検証する。また、他海域へ
の適用性調査として、風況解
析手法の適用可能な範囲を推
定する。 

－ （ⅳ）洋上風況観測技術開発 
浮体に搭載したドップラーライダーと

防波堤上の風況観測タワーにより、稼働状
況の確認、風況観測を実施した。また、取
得したデータに対し、天候条件、浮体動揺
とデータ取得率との関係を把握するとと
もに、欠測補完のための風況解析手法の調
整を行い、有効性を検証した。さらに、他
海域への適用性調査として、ドップラーラ
イダーにより動揺環境下の風況観測を行
い、本ドップラーライダーによる風況観測
の適用性を検証した。 

  

   （ⅴ）超大型風力発電システ
ム技術研究開発 
平成２６年度に終了。 

－    

   研究開発項目②風力発電高度
実用化研究開発［平成２５年
度～平成２８年度］ 
 一般社団法人日本風力エネ
ルギー学会 代表委員 勝呂 
幸男氏をプロジェクトリーダ
ーとし、その下で連携を取り
つつ、風車の設備利用率向上
による発電量の増加及び発電
コスの低減を目的に、以下の
研究開発を実施する。また、
それらを実現するための技術
の民間企業等が実施する実用
化開発を支援する。 
 
ⅰ）１０ＭＷ超級風車の調査
研究 
 平成２６年度に終了。 
 
ⅱ）スマートメンテナンス技
術研究開発 
 引き続き、メンテナンス技
術開発の基礎となる故障事故
及びメンテナンス技術の調査
分析等を実施し、データベー
ス・情報分析プラットフォー
ムと分析ツールの開発を行
う。また、調査結果等をもと
に、メンテナンスシステムの
設計や技術開発を行う。 
 
ⅲ）風車部品高度実用化開発 
 引き続き、発電機やブレー

－ 研究開発項目②風力発電高度実用化研究
開発［平成２５年度～平成２８年度］ 
一般社団法人日本風力エネルギー学会 

代表委員 勝呂 幸男氏をプロジェクト
リーダーとし、その下で連携を取りつつ、
以下の研究開発を実施した。 
 
ⅱ）スマートメンテナンス技術研究開発
（分析） 
メンテナンス技術開発の基礎となる故

障事故及びメンテナンス技術の調査分析
を進めた。また、故障事故及びメンテナン
ス技術の調査結果等をもとに、タワー等の
異常検知技術の開発、スマートメンテナン
スシステムの開発等を行った。 
 

ⅲ）風車部品高度実用化開発 
（小形風力発電部品標準化） 
「小形風力発電部品実証研究」事業にお

いて製作した主要コンポーネントのデー
タ計測を実施し、計測したデータを空力弾
性モデルによるシミュレーションと評価
し、各コンポーネントの性能、特性を把握
した。 
 

（小形風力発電部品実証研究） 
主要コンポーネントの製作・データ計

測・性能評価を進め、実証機の製作に着手
した。 
 

（中速ギア等） 
軽量化した増速機と発電効率を向上さ

せた発電機を設計・製作し、性能評価を進
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ド等の主要コンポーネントや
主要部品の性能向上や信頼
性・メンテナンス性向上を目
的とした部材・コンポーネン
トの基本設計、詳細設計等を
実施する。 

めた。 
 

(荷重低減化技術等） 
軽量化ブレード・ドライブトレイン低速

軸変動荷重低減用ダンパユニット等のフ
ィールド試験、性能評価を実施した。 

   ２．風力発電等導入支援事業 
［平成２５年度～平成２８年
度］ 
 風力発電の導入拡大や洋上
風力発電の実用化加速、及び
産業競争力の強化を目的とし
て以下の実証研究を行う。ま
た、研究開発項目②、③につ
いては公募を行う。 
 

－ ２．風力発電等導入支援事業［平成２５年
度～平成２８年度］ 
 風力発電の導入拡大や洋上風力発電の
実用化加速、及び産業競争力の強化を目的
として以下の実証研究を行った。また、研
究開発項目②、③については公募を行い助
成先及び委託先を選定した。 
 

  

   研究開発項目①「地域共存型
洋上ウィンドファーム基礎調
査」 
 平成２６年度に終了。 
研究開発項目②「着床式洋上
ウィンドファーム開発支援事
業」 
 平成２６年度に引き続き、
洋上ウィンドファームの開発
に係る風況解析、海域調査、
環境影響評価を行う。また、
風車・基礎、海底ケーブルや
変電所等の設計、施工手法等
の検討結果を取りまとめる。 

－ 研究開発項目②「着床式洋上ウィンドファ
ーム開発支援事業」 
 基本計画に基づき公募により３海域の
助成先を選定した。１対象海域において、
風況評価等に着手した。 
 

  

   研究開発項目③「環境アセス
メント早期調査実施実証事
業」 
 平成２６年度に引き続き、
環境アセスメントの迅速化を
行うため、風力発電と地熱発
電に係る環境アセスメントの
手続き期間を半減するために
必要な環境影響調査等を行
う。洋上風況マップの作成を
始めとした環境アセスメント
手続きの迅速化に資する研究
開発等を行う。 

－ 研究開発項目③「環境アセスメント調査早
期実施実証事業」 
 基本計画に基づき、平成２６年度に引き
続き追加公募により助成先を選定し、風力
発電と地熱発電に係る環境アセスメント
の手続き期間を半減するために必要な環
境影響調査等を行った。さらに、助成事業
により得られる成果等のデータベース化
について検討を行うともに迅速化に資す
る研究開発等を行った。 

  

 ｃ．バイオマス 
食糧供給に影響しないバ

イオ燃料製造技術を将来的
に確立するための技術の開
発・実証を行うとともに、
微細藻類を使ったジェット
燃料など次世代バイオ燃料
の製造技術を確立するため
の技術開発を行うものとす
る。また、バイオマス燃料
の既存発電システムでの活
用促進や効率的な熱利用の
推進に向けた技術等の開発
を行うこととする。 

（ｃ）バイオマス 
バイオマス利用技術は、

既存のエネルギーシステ
ムとの親和性が高く、世界
でも既に利用が広がって
いる再生可能エネルギー
である。また、エネルギー
の地産地消の実現が期待
できる技術であることか
ら、これらバイオマスのエ
ネルギー利用のための技
術開発に注力してきた。今
後は、バイオマスの液体燃
料利用の促進に向けた必
要な取組を行うとともに、
バイオマスの発電利用や
熱利用を促進していくこ
とが重要である。 
 第３期中期目標期間に

（ｃ）バイオマス 
１．バイオマスエネルギー技
術研究開発［平成１６年度～
平成３１年度］ 
 バイオマスエネルギーの更
なる利用促進・普及に向け、
これを実現するための技術開
発を行うことを目的に、以下
の研究開発を実施する。 
 

－ （ｃ）バイオマス 
１．バイオマスエネルギー技術研究開発
［平成１６年度～平成３１年度］ 
バイオマスエネルギーの更なる利用促

進・普及に向け、これを実現するための技
術開発を行うことを目的に、以下の研究開
発を実施した。 

  

  研究開発項目①「戦略的次世
代バイオマスエネルギー利用
技術開発事業」 ［平成２２
年度～平成２８年度］ 
 ２０３０年頃の実用化が期

－ 研究開発項目①「戦略的次世代バイオマス
エネルギー利用技術開発事業」 ［平成２
２年度～平成２８年度］ 
（１）「次世代技術開発」 
２０３０年頃の本格的増産が見込まれ、
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おいては、食糧供給に影響
しないバイオ燃料製造技
術を将来的に確立するた
め、第２世代バイオ燃料で
あるセルロース系エタノ
ールについては、２０２０
年頃の実用化・事業化に向
けて、製造技術の開発、実
証を行うとともに、第３世
代バイオ燃料である微細
藻類等由来による燃料に
ついては、藻類からのジェ
ット燃料等の製造技術、Ｂ
ＴＬ技術の開発を行う。ま
た、バイオマス燃料の既存
発電システムでの活用促
進や効率的な熱利用の推
進に向け、バイオマス燃料
の性状改良等の開発やバ
イオマス燃料の含水率や
形状等の性状を制御する
技術等の開発を行う。 

待される次世代技術や早期実
用化が望まれる実用化技術の
確立等を目的に、以下の研究
開発を実施する。 
（１）次世代技術開発 
 ２０３０年頃の本格的増産
が見込まれ、バイオ燃料の普
及を促進する波及効果の大き
い次世代バイオ燃料製造技術
について、更なる技術開発が
見込める事業を精査して進め
る。 
（ア） 軽油・ジェット燃料代
替燃料技術開発 
 微細藻類由来バイオ燃料製
造技術については有望な新規
微細藻の改良、画期的な大量
培養技術の確立のための研究
開発、ＢＴＬ等については、
ガス化とＦＴ合成の効率的な
トータルシステムの構築につ
いて、企業のポテンシャルを
底上げする軽油・ジェット代
替燃料のための研究開発を実
施する。 
また、微細藻類由来バイオ

燃料製造技術について、進捗
著しい事業テーマ１件につ
き、大規模（１５００㎡）の
屋外培養実証試験を実施し、
事業化に資する一貫システム
構築を進める。 
 一方、バイオエタノールに
おいては、ＧＨＧ排出基準（既
存ガソリンの５０％以下）達
成が課されており、軽油・ジ
ェット燃料等の代替燃料にお
いても今後同様の基準策定が
実施されると考えられ、これ
らの世界情勢等について把握
を行うことが重要であること
から、ＧＨＧ排出基準等を含
めたＬＣＡ評価に関する調査
を実施する。 
 

バイオ燃料の普及を促進する波及効果の
大きい次世代バイオ燃料製造技術を対象
として、公募によりテーマを採択し、研究
開発を実施した。平成２７年度は、平成２
４年度、２５年度に採択し、技術委員会に
よる評価で研究開発の継続を行った７テ
ーマについて研究を実施した。 
 

（ア）革新的噴流床ガス化とＡｎｔｉ－Ａ
ＳＦ(Anderson-Schultz-Flory)型ＦＴ合
成によるバイオジェット燃料製造システ
ムの研究開発 
バイオガス化＋ＦＴ合成の延べ４回に

及ぶ一貫運転実験を経て、バイオジェット
燃料製造システムの全体プロセスモデル
を構築した。これをもとに、バイオマス処
理量２０ｔ／日規模での燃料収支・熱収支
を算出するとともに、事業化の資する長期
連続運転を踏まえた一気通貫パイロット
プラントの試設計を実施した。全体配置・
ガス化炉形状等の計画図を作成し、プラン
トコスト・製造コストの試算を行った。 
 
 

（イ）水熱処理とゼオライト触媒反応によ
る高品質バイオ燃料製造プロセスの研究
開発 
製糖工場から発生するバガス等を全量

転換する想定でのバイオ燃料製造全体プ
ロセスフローを構築した。これをもとに、
エネルギー評価を実施するとともに、国内
離島並びに海外の製糖工場におけるケー
ススタディーを実施し、経済性を評価し
た。また、モデル燃料を調製し、燃料性状・
燃焼特性等の評価を実施した。 
 

（ウ）バイオマスから高品位液体燃料を製
造する水蒸気－水添ハイブリッドガス化
液体燃料製造プロセスの研究開発 
バイオマスを急速熱分解して熱分解油

を得る熱分解炉、得られた熱分解油の一部
を水蒸気ガス化し水素転換するガス化炉、
熱分解残渣を燃焼させ必要な熱を得る燃
焼炉を連結した「３室内部循環流動層」お
よび熱分解油に水素添加する「水添ガス化
炉」で構成される連続実証設備を製作し、
トータル試験で軽油代替燃料の製造を確
認できた。一方、エネルギー回収率が低い、
水添ガス化炉におけるコーク生成とガス
への転換での収率が低いことが今後の課
題であり、対応策の一端として、タール回
収を増やす等のプロセスの検討が必要で
あることが示された。 
 

（エ）海洋性緑藻による油脂生産技術の研
究開発 
クラミドモナスＪＳＣ４株を用い、米国

カリフォルニア州の屋外５０㎡ポンドで
培養実験を実施した。半連続培養・バッチ
油脂生産には成功したが、屋外での油脂生
産速度は実験室内データの再現が困難で
あり、目標の９０ｇ／ｍ３／日には至らな
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かった。また、ツボカビによるコンタミの
克服方法の確立に至らなかった。一方、夜
間の低温や日中の強光による障害のメカ
ニズム、デンプンと油脂の代謝制御メカニ
ズム等が明らかにされたことで、今後に向
けて克服すべき課題が明らかにできた。 
 

（オ）微細藻類の改良による高速培養と藻
類濃縮の一体化方法の研究開発 
国内最大級の１５００㎡の屋外大型培養
設備を用いて、高速増殖型のボトリオコッ
カス株の大規模安定培養技術を確立した。
コンタミネーション等を克服し、世界最高
峰の微細藻屋外大規模安定培養システム
と位置づけられる。また、不均衡変異導入
法により、微細藻集塊の大型化および浮上
性を付与することにも成功し、これらによ
る藻株回収工程の簡略化および低コスト
化の実現にも成功した。 
 
（カ）高油脂生産微細藻類の大規模培養と
回収および燃料化に関する研究開発 
微細藻類の培養工程コスト低減に資す

るため、培養水のリサイクル技術の開発
（水道代低減）、自動化培養システムの開
発（人件費）、培養および藻株回収装置の
省エネ化技術（電力代）の確立を進めると
ともに、藻株の遺伝子組換えによる改良技
術を事業化に活かすべく、ゲノム編集等の
最先端手法の適用と取得した有用株の運
用に関して、専門家による技術委員会を設
置して経過等の取りまとめを行った。 
 

（キ）好冷性微細藻類を活用したグリーン
オイル一貫生産プロセスの構築 
水温低下時にグリーンオイル生産を可

能とする好冷性／耐冷性珪藻の屋外大量
培養技術を確立し、すでに保有する中温微
細藻類と併用し、１０㎡培養池２０基と回
収・脱水プロセスと一体とした運用技術開
発を実施したところ、年間を通じた長期安
定の屋外大量培養技術の確立に目途が得
られたことから、１２００㎡の大型培養池
を構築した（平成２８年度は工業化規模レ
ベルでの運用評価を実施する予定）。本手
法は高緯度地域での事業化を可能とする
ものであり、将来の事業化拡大に資する成
果を獲得した。 
一方、バイオエタノールにおいては、Ｇ

ＨＧ排出基準（既存ガソリンの５０％以
下）達成が課されており、軽油・ジェット
燃料等の代替燃料においても今後同様の
基準策定が実施されると考えられ、これら
の世界情勢等について把握を行うことが
重要であることから、ＧＨＧ排出基準等を
含めたＬＣＡ評価に関する調査を実施し
た。 

   （２）実用化技術開発 
 事業期間終了後５年以内に
実用化が可能なバイオマス利
用技術について、更なる低コ
スト化の技術開発を進めつ

－ （２）「実用化技術開発」 
事業期間終了後５年以内に実用化が可

能なバイオマス利用技術について、公募に
よりテーマを採択し、低コスト化、コンパ
クト化、効率化に寄与する研究開発を実施
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つ、既存の流通システムに導
入可能なバイオマスの燃料化
における高度化技術（橋渡し）
に重点を置いた研究開発を実
施する。 
（ア）バイオマスのガス化、
メタン発酵技術の低コスト
化、コンパクト化、効率化に
寄与する研究開発 
（イ）既存のエネルギーイン
フラとの複合利用に関する研
究開発 
（ウ）その他のバイオマス燃
料（気体、液体および固体燃
料）製造技術の低コスト化に
寄与する研究開発 

した。平成２７年度は、平成２４年度、２
５年度に採択したテーマについて、研究を
継続した。 
 

（ア）木質バイオマスのガス化によるＳＮ
Ｇ（synthetic natural gas）製造技術の
研究開発 
本研究開発では、高濃度のガス化ガスを

発生させることができる二塔式ガス化炉
と、常圧でのメタン転換率が高い触媒プロ
セスを組み合わせることで、木質バイオマ
スから高効率にＳＮＧを製造することを
目的とし、①二塔式ガス化炉のバイオマス
用最適化（バイオマス原料の拡大）、②高
効率タール改質炉の開発（改質率９９.
５％以上を達成）、③バイオマスガス化ガ
ス用メタネーションプロセスの開発（メタ
ネーション効率７０％以上で、４８時間以
上安定運転に成功）において目標とする技
術開発を確立した。 
 

（イ）多形状バイオマスガス化発電・未利
用間伐材収集効率化の研究開発 
未利用間伐材収集と省力化のため、無人

自動走行技術および、遠隔操作（５０ｍ）
で丸太を掴む作業を行える技術を搭載し
た間伐材収集装置を開発した。原料となる
ピンチップを搖動するともにボイラー排
熱との熱交換で得られる６０℃程度の低
温風を用いた乾燥機を開発し、天然乾燥と
組み合わせ、含水率削減（２５％以下）を
達成した。原料チップの閉塞防止／ガス化
装置の改良／ブリッジ解消装置の自動制
御によりガス化工程の安定稼動が向上し、
メンテナンス作業時間が９０％低減でき
た。フレアスタックの改良により着火燃料
の使用量を６７％低減できた。 
 

（ウ）原料の生産・調達、ペレット燃料製
造の研究開発 
現地（インドネシア）にて、実用化規模

での天日乾燥試験、樹木の株間等でネピア
グラスの栽培試験、粗粉砕設備およびペレ
ット成型設備の運転試験を行い設備の改
良を行った。また、試作したペレットを用
いて、石炭混焼試験用の粉砕試験および燃
焼試験を実施し、微粉炭ボイラーへの混焼
が可能であることを確認した。 

   研究開発項目②｢バイオ燃料
製造の有用要素技術開発事
業｣ 
（１）可溶性糖質源培養によ
る木質系バイオマス由来パル
プ分解用酵素生産の研究開発 
 糖化性、耐熱性、耐酸性な
どの多機能を有する微生物の
育種・改良を行うと共に、パ
イロットスケール（数㎥以上）
で、安価・高効率な培養条件
の技術開発を実施する。 
（２）バイオ燃料事業化に向
けた革新的糖化酵素工業生産

－ 研究開発項目②｢バイオ燃料製造の有用要
素技術開発事業｣ 
（１）可溶性糖質源培養による木質系バイ
オマス由来パルプ分解用酵素生産の研究
開発 
 可溶性糖質源を炭素源とした非遺伝子

組換え型酵素生産菌培養による酵素生産
技術について、３０Ｌ規模での安価・安定
生産を達成するとともに、３，０００Ｌ規
模において、攪拌回転数などの培養初期条
件が重要であることを把握した。 
 
(２）バイオ燃料事業化に向けた革新的

糖化酵素工業生産菌の創製と糖化酵素の
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菌の創製と糖化酵素の生産技
術開発 
 遺伝子操作等により、引き
続き革新的糖化酵素生産菌を
創製開発すると共に、パイロ
ットスケール（数㎥以上）で
の最適な培養条件・システム
の技術開発を実施する。 
（３）有用微生物を用いた発
酵生産技術の研究開発 
 キシロース代謝性および耐
熱性・発酵阻害物質耐性に優
れた同時糖化並行複発酵に最
適な酵母株を引き続き開発す
ると共に、同時糖化発酵プロ
セスにおける高濃度バイオマ
ススラリーの安定したハンド
リング技術の確立及びパイロ
ットスケール（数㎥以上）で
の最適な培養条件・システム
の技術開発を実施する。 
（４）ゲノム育種及び高効率
林業によるバイオマス増産に
関する研究開発 
 ユーカリ等をターゲットに
した海外の植林地（ブラジル
等）にて、土壌センシングに
よる大規模土壌評価システ
ム、地上３Ｄレーザースキャ
ナーによる大面積バイオマス
量評価システムの検証を行い
ながら、ＤＮＡマーカーを用
いた効率的育種技術を応用し
て実験林試験木の評価選抜を
行う。 

生産技術開発 
酵素探索により得られた知見に基づき

菌株構築を実施し、目標の活性値をほぼ達
成した。酵素生産性を増強した工業用生産
菌に新規酵素を組換えることにより、ラボ
スケールでの高い酵素生産性と糖化活性
を確認した。事前の基盤技術開発による遺
伝子組換え型酵素生産菌によりパイロッ
ト（数ｋＬ）規模での安価な酵素生産菌の
培養・酵素生産性についてラボスケールと
同等の生産性を達成し、スケールアップの
可能性を示した。 
 

（３）有用微生物を用いた発酵生産技術の
研究開発 
キシロース代謝能力、副産物低減等を改

良した酵母菌を作出し、ベンチスケールに
おいてエタノール生産効率の目標値を達
成した。各種酵母菌を同時糖化発酵におい
て評価するシステムを確立した。組換え菌
対応のパイロットスケール（２㎥）発酵装
置を設計、建設し、非組換え酵母による試
験を開始した。スラリーバンドリング試験
により課題を確認し、大規模試験の計画を
立案した。 
 

（４）ゲノム育種及び高効率林業によるバ
イオマス増産に関する研究開発 
バイオマス増産技術として、ＤＮＡマー

カーにより形質を予測する推定式（プロト
タイプ）を構築するとともに、土壌センシ
ングによる大面積土壌評価システムと地
上３Ｄレーザースキャナーによる大面積
バイオマス量評価システムについて、開発
したシステムを用いて測定および解析を
行った。 

   研究開発項目③｢セルロース
系エタノール生産システム総
合開発実証事業｣ 
（１）最適組合せの検証 
キー技術となる前処理技

術、糖化発酵技術（糖化酵素
選定、発酵微生物選定）の組
合せ検討をラボ試験レベル
（実験室レベルでの小規模な
試験）で実施し、早期に実用
可能かつ性能的に有望な技術
の組合せを選定する。選定し
た組合せについてパイロット
スケールで原料～糖化～発酵
に至るプロセスの事業性を検
証する。 
また、プロジェクトリーダ

ーは平成２７年度から設置予
定である。 
（２）国内外の優良技術の調
査・検討 
国内外のセルロース系エタ

ノール生産技術の最新の技術
動向を調査し、各工程要素技
術における技術評価を実施す
る。 

－ 研究開発項目③｢セルロース系エタノール
生産システム総合開発実証事業｣ 
（１）最適組合せの検証 
 キー技術となる前処理技術、糖化発酵技
術（糖化酵素選定、発酵微生物選定）の組
合せ検討をラボ試験レベル（実験室レベル
での小規模な試験）で実施し、実用可能か
つ性能的に有望な技術の組合せを絞り込
み、性能向上の検証に着手した。選定した
組合せについてパイロットスケールで原
料～糖化～発酵に至るプロセスの事業性
を検証するため、パイロットプラントの建
設に着手した。 
なお、委託事業を複数採択したため、技

術検討委員会による運営方式に改め、平成
２７年度に設置し、運用を開始した。 
 

（２）国内外の優良技術の調査・検討 
国内外のセルロース系エタノール生産

技術の最新の技術動向の調査を完了し、事
業性評価に向け各工程要素技術における
技術評価を実施に着手した。 
 

（３）一貫生産プロセス開発・ＦＳ（事業
性評価）の実施 
有望な要素技術を絞り込み、パイロット
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（３）一貫生産プロセス開
発・ＦＳ（事業性評価）の実
施 
（１）と（２）の結果より、

有望な要素技術を選定し、商
用プラントのプロセスを決定
し、原料収集からエタノール
出荷までの総合的なシステム
のコスト、ＧＨＧ削減効果、
エネルギー収支の評価を行
い、これらと市場見通しを踏
まえ、商用化を想定した事業
性評価を実施する。 

プラント建設に当たり、商用プラントのプ
ロセスを決定した。 

   ２．バイオマスエネルギーの
地域自立システム化実証事業 
[平成２６年度～平成３２年
度] 
（１）バイオマスエネルギー
導入に係る技術指針／導入要
件の策定に関する検討 
 ＮＥＤＯでこれまで実施し
てきた事業や近年のバイオマ
スエネルギー利用設備の導入
事例の成果の分析・整理とい
った技術的観点での調査、及
び海外での地産地消事例や技
術動向、国内のバイオマス利
用可能量、流通量の実態調査
などのシステム全体に係る調
査といった総合的な調査事業
を実施して、平成２６年度に
作成したバイオマスエネルギ
ー導入に係る技術指針／導入
要件のドラフトの改訂作業を
実施する。 
（２）地域自立システム化実
証事業 
平成２６年度の公募で採択

した事業性評価（ＦＳ）を実
施し、ステージゲート審査を
実施し実証事業に着手する。
また事業性評価（ＦＳ）の第
２回目、第３回目の公募を実
施する。 
（３）地域自立システム化技
術開発事業 
地域システム化に資する技

術課題が、（２）で抽出された
場合について、必要に応じて
要素技術開発を実施する。 

－ ２．バイオマスエネルギーの地域自立シス
テム化実証事業 [平成２６年度～平成３
２年度] 
（１）バイオマスエネルギー導入に係る技
術指針／導入要件の策定に関する検討 
 ＮＥＤＯでこれまで実施してきた事業
や近年のバイオマスエネルギー利用設備
の導入事例の成果の分析・整理といった技
術的観点での調査、及び海外での地産地消
事例や技術動向、国内のバイオマス利用可
能量、流通量の実態調査などのシステム全
体に係る調査といった総合的な調査事業
を実施して、平成２６年度に作成したバイ
オマスエネルギー導入に係る技術指針／
導入要件のドラフトの改訂作業を実施し
た。 
 
 
（２）地域自立システム化実証事業 
平成２６年度公募での採択 ６件、平成

２７年度公募での採択 ５件の１１件につ
いて事業性評価（ＦＳ）を実施し、平成２
６年度公募分の内２件について第１回目
のステージゲート審査を実施した。 
 

（３）地域自立システム化技術開発事業 
地域システム化に資する技術課題が、

（２）で抽出されなかったため、次年度以
降に引き続き技術課題の抽出を行う。 
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 ｄ．海洋エネルギー発電 
海洋エネルギー発電技術

について、中長期的に他の
再生可能エネルギーと同程
度の発電コストを達成する
ことを目指し、技術の開
発・実証を行うこととする。 

（ｄ）海洋エネルギー発電 
四方を海に囲まれた我

が国は、海洋エネルギーの
賦存量が大きく、波力発電
技術や潮力発電技術、その
他海洋エネルギー発電技
術について早期に実用
化・事業化を図ることが重
要である。 
 第３期中期目標期間に
おいては、海洋エネルギー
発電技術について、開発し
た技術を実海域において
実証を行うとともに、発電
コストの低減等に向けた
技術開発を行い、中長期的
に他の再生可能エネルギ
ーと同程度の発電コスト
を達成することに貢献す
る。 

（ｄ）海洋エネルギー発電 
１．海洋エネルギー技術研究
開発 ［平成２３年度～平成
２９年度］ 
波力や潮流等の海洋エネル

ギーを利用した発電技術の確
立を目的に、横浜国立大学名
誉教授 亀本 喬司をプロジ
ェクトリーダーとし、以下の
研究開発を実施する。 
 

－ （ｄ）海洋エネルギー発電 
１．海洋エネルギー技術研究開発 ［平成
２３年度～平成２９年度］ 
波力や潮流等の海洋エネルギーを利用

した発電技術の確立を目的に、横浜国立大
学名誉教授 亀本 喬司をプロジェクト
リーダーとし、以下の研究開発を実施し
た。 
 

●衝動タービンとプロジェクトウォールの
組み合わせにより発電効率が大幅に向上
した波力発電システムを山形県酒田港の
実海域で実証。最大１５ｋＷ級の規模で８
ヶ月に渡り各種データを取得し実証試験
データより、事業化時（２ＭＷ）に発電コ
スト４０円／ｋＷｈに目途。 

 

 

   研究開発項目① 海洋エネル
ギー発電システム実証研究 
実海域へデバイスを設置す

るための、実施設計、施工・
設置方法の検討、地元関係者
との合意形成や設置に必要な
許認可等の取得を行う。また、
必要に応じて次世代要素技術
を確立したものから実証研究
に移行する追加公募を実施す
る。 

－ 研究開発項目① 海洋エネルギー発電シ
ステム実証研究 
平成２３年度から平成２７年度まで実

証候補地の詳細調査、現地工事計画、水槽
試験の結果や発電システムの基本設計等
を行い、ステージゲート評価委員会におい
て、性能や信頼性の妥当性評価、コスト試
算による事業性評価等を実施した。なお、
ステージゲート評価を通過した事業につ
いては、実海域へデバイスを設置するため
の、実施設計、施工・設置方法の検討等を
実施し、実海域へデバイスを設置して実証
試験を開始した。 

  

   研究開発項目② 次世代海洋
エネルギー発電技術研究開発 
次世代要素技術を確立する

ために必要なスケールモデル
の設計･製作、実海域での計測
等を行い、発電性能、制御や
係留の信頼性等の試験・評価
を行う。また、必要に応じて
追加公募を実施する。 
 
 

－ 研究開発項目② 次世代海洋エネルギー
発電技術研究開発 
平成２３年度から平成２７年度まで発

電性能や信頼性の向上等に係る次世代要
素技術について、水槽試験やシミュレーシ
ョン等を行い、基本コンセプトや性能を検
証した。また、次世代海洋エネルギー評価
委員会において、成果の妥当性を評価し
た。なお、次世代海洋エネルギー評価を通
過した事業については、スケールモデルに
よる性能試験等を開始した。 

  

   研究開発項目③海洋エネルギ
ー発電技術共通基盤研究 
欧州を中心とした海洋エネ

ルギーの先進地域における産
業政策、技術開発や市場動向
等、先進情報を収集・分析、
海洋エネルギー発電技術に係
る性能試験・評価方法や手順
に関する指針、国内市場のポ
テンシャルや導入に必要な条
件等、海洋エネルギー発電技
術開発を推進する情報基盤の
整理及び技術課題を克服する
ための検討を実施する。 

－ 研究開発項目③ 海洋エネルギー発電技
術共通基盤研究 
平成２３年度、欧州における先行事例調

査を行い、諸外国の海洋エネルギー研究及
び実証事例について取りまとめた。また、
平成２３年度から平成２４年度まで、海洋
エネルギー技術研究開発を推進するため
の、水槽実験や実海域試験等の試験手順や
ステージゲート評価手法、関連する国内法
などをとりまとめた。平成２６年度より、
国際標準化が進んでいる、海洋エネルギー
の性能評価手法や、国内の海洋エネルギー
のポテンシャルについて詳細に調査・検討
に着手した。 
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 ｅ．再生可能エネルギー熱
利用 

地熱発電の導入拡大に向
け、発電技術の小型化・高
効率化等に向けた技術開発
を行うものとする。また、
低コストな熱計測技術の開
発・実証を行うとともに、
地熱以外の熱の利用拡大を
図るべく必要な調査等を行
うこととする。 

(e)再生可能エネルギー熱
利用 

再生可能エネルギーの
利用拡大に向けては、発電
のみならず熱利用を促進
することが重要である。こ
れまでは地熱に関する技
術開発を中心に行ってき
たが、今後は地熱に加え太
陽熱や雪氷熱等にも取り
組み、再生可能エネルギー
熱利用を進めていくこと
が重要である。 

第３期中期目標期間に
おいては、地熱発電技術の
高度化を図り、導入目標の
達成を図るべく、発電技術
の小型化・高効率化に向け
た技術開発を行うととも
に、小規模地熱や熱利用の
促進を図るべく、新たな媒
体や腐食等対策に係る技
術開発や、地熱発電促進の
ための課題等抽出に向け、
必要な調査を行う。また、
低コストな熱計測技術の
開発、実証を行うととも
に、地熱以外の熱に関する
必要な調査等を行う。 

(e)再生可能エネルギー熱利
用 
１．地熱発電技術研究開発 
［平成２５年度～平成２９年
度］ 
 地熱発電の導入拡大に貢献
することを目的に、以下の研
究開発を実施する。必要に応
じて追加公募を行い事業の補
強･加速をはかる。 
無給油型スクロール膨張機

を用いた高効率小型バイナリ
ー発電システムの実用化につ
いて、一次試作機評価の課題
に対して改善したバイナリー
発電システムで、温泉地での
実証試験を開始する。 
水を作動媒体とする小型バ

イナリー発電の研究開発につ
いて、水媒体用タービン発電
機の構成要素、システム制御
装置、低コストプレート熱交
換器等の検討評価を実施し、
バイナリー発電実証システム
の設計を行う。 
硫化水素拡散予測シミュレ

ーションモデルの研究開発に
ついて、複雑地形を再現した
風洞実験を実施し、硫化水素
拡散予測数値モデルの妥当性
の検討・評価を実施する。 
地熱発電プラントのリスク

評価・対策手法の研究開発（ス
ケール／腐食等予測・対策管
理）について、プラントリス
ク評価システムのためのモニ
タリング装置の開発、実証試
験装置の設計を行うととも
に、予測技術、データベース
など基本モジュールを統合す
る全体システムの基本設計を
行う。 

－ (e)再生可能エネルギー熱利用 
１．地熱発電技術研究開発 ［平成２５年
度～平成２９年度］ 
地熱発電の導入拡大に貢献することを

目的に、以下の研究開発を実施した。また、
追加公募を行い事業の補強･加速を図っ
た。 
無給油型スクロール膨張機を用いた高

効率小型バイナリー発電システムの実用
化について、３ｋＷ級の無給油型スクロー
ル膨張機及び小型バイナリー発電システ
ムを製作し、温泉地で実証実験を実施し
た。また、スクロール膨張機の摺動部につ
いて加速実験を行い、３０，０００時間の
連続運転ができることを確認した。 
水を作動媒体とする小型バイナリー発

電の研究開発について、水媒体用タービン
発電機の構成要素、システム制御装置、低
コストプレート熱交換器等の性能評価及
び改良を実施し、バイナリー発電実証シス
テムの設計を完了した。 
硫化水素拡散予測シミュレーションモデ
ルの研究開発について、 複雑地形を再現
した風洞実験を実施することで硫化水素
拡散予測数値モデルの妥当性の検討及び
評価を実施し、風洞実験の代替として活用
可能な精度を確認した。 
地熱発電プラントのリスク評価・対策手

法の研究開発（スケール／腐食等予測・対
策管理）について、金属材料の腐食速度を
予測するための腐食モニタリングシステ
ム及び地上配管のスケールの断面分布を
計測可能なスケールモニタリングシステ
ムを製作し、動作確認を行った。また、プ
ラントリスク評価システムを構成する各
基本モジュールの統合及びプラントリス
ク評価システムの判定部分に関する基本
設計を完了した。 

  

   ２．再生可能エネルギー熱利
用技術開発 [平成２６年度
～平成３０年度] 
再生可能エネルギー熱利用

の普及拡大に貢献することを
目的として、トータルシステ
ムのコストダウン・高効率
化・規格化等の研究開発を実
施する。また、必要に応じて
調査や追加公募を行い事業の
補強･加速をはかる。 

－ ２．再生可能エネルギー熱利用技術開発 
[平成２６年度～平成３０年度] 
再生可能エネルギー熱利用の普及拡大

に貢献することを目的に、以下の研究開発
を実施した。また、追加公募を行い事業の
補強･加速をはかった。 
 

  

   研究開発項目①コストダウン
を目的とした地中熱利用技術
の開発 
既存ボーリングマシンにお

ける騒音、振動測定結果を踏
まえた消音及び低騒音対策を
施し、その結果を検証すると
ともに、自動掘削制御ソフト
を構築する。 

－ 研究開発項目①コストダウンを目的とし
た地中熱利用技術の開発 
既存ボーリングマシンの騒音、振動測定

結果を踏まえ、エンジン部の低騒音対策を
行い、性能検証をした。その結果１２ｄＢ
の騒音低減を達成した。また、自動掘削制
御に必要なソフトの試作、及び動作確認を
行った。 
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   研究開発項目②地中熱利用ト
ータルシステムの高効率技術
開発及び規格化 
地中熱交換器の削孔試験に

より排土速度の向上と作業の
自動化などを検討し、新形状
採熱管の採熱試験も併せて実
施する。また、連結型ヒート
ポンプ機の性能評価、最適運
転制御システムの運転評価
や、実地に対応した設計・性
能予測ツールの地盤モデルと
データベース構築等を実施す
る。 
 

－ 研究開発項目②地中熱利用トータルシス
テムの高効率技術開発及び規格化 
排土速度を向上させるインナーロッド

形状を検討し、ロッド軸に平行な板を取り
付けた羽根付インナーロッドを試作した。
また、ドリルロッドの継ぎ足しの自動化を
検討し、掘削試験で性能評価を実施した。 
新形状採熱管について採熱試験(熱応答

試験)を実施し、従来のＵチューブ型採熱
管と比較して、高い採熱効果の見込みを得
た。 
量産型３０ｋＷ級インバータ機と３０

ｋＷ級ノンインバータ試作機を連結した
６０ｋＷ級ヒートポンプモジュールを試
作、性能評価を実施した。 
ヒートポンプの運転制御システムの運

転評価を実施し、地中熱交換器の削減見込
みを得た。 
 三次元地盤地層データベースを構築し、
データベースより地盤データを取得する
ことで実地に対応できる設計・性能予測ツ
ールのプロトタイプを作製した。 

  

   研究開発項目③「再生可能エ
ネルギー熱利用のポテンシャ
ル評価技術の開発」 
 地中熱利用実績の調査とデ
ータベース化を行い、三次元
地質構造モデルの構築を検討
する。 

－ 研究開発項目③「再生可能エネルギー熱利
用のポテンシャル評価技術の開発」 
実証データを収集・整理してデータベー

ス化し、三次元地質構造モデルを構築し
た。このモデルを基にしてマルチスケール
国土水・熱循環シミュレーションの開発に
着手した。 

  

   研究開発項目④「その他再生
可能エネルギー熱利用トータ
ルシステムの高効率化・規格
化」 
 都市除排雪を利用した雪山
と雪氷熱交換器、冷熱需要先
の模擬データセンターを設
計・設置し、運転試験を行う。 
 
 

－ 研究開発項目④「その他再生可能エネルギ
ー熱利用トータルシステムの高効率化・規
格化」 
都市除排雪から冷熱を回収するための

施設を整備し、雪山施設からの冷熱回収及
びデータサーバからの廃熱回収、食糧生産
施設への熱供給の試験を開始した。雪冷房
単独及び空気冷房併用運転において、デー
タセンターで使用されるエネルギー効率
指標（ＰＵＥ）により性能評価を開始した。 

  

   研究開発項目⑤「上記①～④
以外でその他再生可能エネル
ギー熱利用システム導入拡大
に資する革新的技術開発」 
 焼酎残渣の超臨界水ガス化
プロセスについて、設置コス
ト削減のための要素開発を実
施するとともに、実現可能性
調査を継続し、最適な実用化
システムの規模、前提条件を
明確にする。 

－ 研究開発項目⑤「上記①～④以外でその
他再生可能エネルギー熱利用システム導
入拡大に資する革新的技術開発」 
パイロットプラントにおいて、タール生

成が想定される熱交換器にラジカル補足
剤高圧注入設備を設置し、タール閉塞抑制
効果を確認した。また、ガス化原料の供給
速度条件を変えた試験を行い、熱交換器の
小型化（コスト削減）の可能性を得た。 
焼酎メーカーを対象とした各種情報収集
を行い、実用化装置の規模、前提条件の明
確化に必要な情報を得た。 
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 ｆ．系統サポート 
新エネルギーは出力が不

安定な電源であり電力安定
化等に向けた取組が必要で
あることから、出力変動に
対する予見性の向上のため
に必要な技術開発を行うこ
ととする。 

（ｆ）系統サポート 
再生可能エネルギーは

出力が不安定な電源であ
り、系統側における電力安
定化対策として蓄電池等
に係る技術開発が行われ
ているが、発電側において
も電力安定化等に向けた
取組が必要である。 
 第３期中期目標期間に
おいては、出力変動に対す
る予見性の向上のため、発
電出力予測システムの検
討及び開発を行うととも
に、出力変動緩和のための
蓄エネルギーシステムの
可能性評価及び開発等、再
生可能エネルギーの調整
電源化に向けた必要な技
術開発を行う。 

（ｆ）系統サポート 
１．電力系統出力変動対応技
術研究開発事業 [平成２６
年度～平成３０年度] 
再生可能エネルギーについ

て、出力が不安定な変動電源
から、出力を予測・制御・運
用することが可能な変動電源
に改善することで、その連系
拡大を目指すことを目的とし
て、早稲田大学教授 岩本 
伸一をプロジェクトリーダー
とし、以下の研究開発を実施
する。必要に応じて公募を実
施する。 

－ （ｆ）系統サポート 
１．電力系統出力変動対応技術研究開発事
業 [平成２６年度～平成３０年度] 
 再生可能エネルギーについて、出力が不
安定な変動電源から、出力を予測・制御・
運用することが可能な変動電源に改善す
ることで、その連系拡大を目指すことを目
的として、必要に応じて公募を実施し、以
下の研究開発を実施した。 
 

  

研究開発項目①風力発電予
測･制御高度化 
一定規模以上の風力発電設

備を対象に、発電出力や気象
データのモニタリングを行
い、ランプ現象の発生要因を
解析し、ランプ予測技術と予
測技術を活用した風車制御及
び蓄エネルギー制御技術（以
下、出力変動制御技術）の開
発により変動電源の計画発電
化を目指す。 
 
 

－ 研究開発項目①風力発電予測･制御高度化 
ランプ現象の発生要因の解析を目的と

したモニタリングシステムの構築を進め
た。このモニタリングシステムと過去の風
力発電データからランプ現象の要因分析
を行い、風力データベースの整備を開始し
た。ランプ予測技術の開発のため、ベンチ
マークテストを実施し、現行の風力発電出
力予測モデルにおけるランプ予測の問題
点を整理し、ランプ発生に関する分析を実
施した。また、蓄エネルギー技術の評価お
よびその制御技術の基礎検討を実施し、風
力発電の出力変動を行う制御ロジックの
開発に着手した。そして、一部実証設備の
構築を完了した。 

  

   研究開発項目②予測技術系統
運用シミュレーション 
ランプ予測技術と出力変動

制御技術に加え、調整電源の
最適運用手法などを総合的に
組み合わせた需給シミュレー
ションシステムを開発し、再
エネの連系拡大に向けた技術
的課題と課題解決策を明らか
にする。また、課題解決策の
効果を確認するため、実際の
電力系統における実証試験を
行う。 

－ 研究開発項目②予測技術系統運用シミュ
レーション 
再生可能エネルギーが大量導入された

２０３０年頃の電力系統を想定した需給
シミュレーションシステム開発の前提条
件整理を実施した。また、信頼度評価や需
給運用、周波数制御などシステムの詳細設
計に着手しプロトタイプの製作に着手し
た。そして、実証試験のための設備の仕様
検討と一部設備の構築を開始した。設備の
うち、大規模蓄電池、大規模太陽光発電、
中小規模太陽光発電と付帯蓄電池につい
ては運用を開始した。 

  

   研究開発項目③再生可能エネ
ルギー連系拡大対策高度化 
電力の需給運用に影響を与

える風力発電の急激な出力変
動に着目し、再生可能エネル
ギーの予測技術や出力変動を
制御する技術を高度化させ、
出力予測と出力制御を踏まえ
た需給運用手法を確立するこ
とを目指す。 

－ 研究開発項目③再生可能エネルギー連系
拡大対策高度化 
出力制御技術の開発に向けたモニタリ

ング地点の選定を行いシステム構築に着
手した。また、遠隔出力制御システムの仕
様検討に着手し、伝送項目と装置構成の検
討を実施した。そして、出力制御量の最適
配分に関する研究に着手し、研究用のシミ
ュレータ装置仕様の検討を実施した。 

  

   ２．分散型エネルギー次世代
電力網構築実証事業 [平成
２６年度～平成３０年度] 
 再生可能エネルギーの導入
拡大に伴って配電系統に生じ
る電圧上昇等の課題を解決す
ることを目的として、富士電
機株式会社 技術開発本部 
川村逸生技師長をプロジェク

－ ２．分散型エネルギー次世代電力網構築実
証事業 [平成２６年度～平成３０年度] 
再生可能エネルギーの導入拡大に伴っ

て配電系統に生じる電圧上昇等の課題を
解決することを目的として、富士電機株式
会社 技術開発本部 川村逸生技師長を
プロジェクトリーダーとして、以下の研究
開発を実施した。 
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トリーダーとして、以下の研
究開発を実施する。 

   研究開発項目①次世代電圧調
整機器・システムの開発 
次世代電圧調整機器の開発

については、ミニモデルを用
いた試験を行い、試験結果を
踏まえた実証機の設計を行
う。また、電圧制御システム
については、機能仕様を決定
し、ソフトウェア開発を開始
する。 
 

－ 研究開発項目①次世代電圧調整機器・シス
テムの開発 
 機器の基本仕様を決定し、この仕様に基
づきミニモデルを製作した。さらにこのミ
ニモデルを用いた試験結果を踏まえ、実証
機の設計を行った。また、電圧制御システ
ムについては、集中制御方式の仕様検討を
踏まえ、機能仕様を決定、ソフトウェア開
発を開始した。また、早期実用化に繋がる
よう研究開発項目②の有識者検討会や実
施者との協議を積極的に行う等、綿密な連
携体制によるマネジメントを推進。ユーザ
ーサイドからの意見を基本仕様や実証機
の設計等に反映させた。 

  

   研究開発項目②次世代配電シ
ステムの構築に係る共通基盤
技術の開発 
研究開発項目①で開発する

機器・システムのフィールド
での運用検証に関連する性
能・信頼性評価方法の検討等
を継続するとともに、平成２
６年度の調査結果を基にした
配電システム設計指針の検討
等を行う。 
 

－ 研究開発項目②次世代配電システムの構
築に係る共通基盤技術の開発 
平成２６年度から定期的に開催してい

る外部有識者による検討作業会の助言を
反映しつつ、研究開発項目①で開発する次
世代電圧調整機器・システムのフィールド
での運用検証に関連する性能・信頼性評価
方法の検討や試験方法の検討を継続して
実施した。また、電力会社や機器開発メー
カー等に対するヒアリング調査を実施し、
その結果を基にした配電システム設計指
針の検討を行った。 

  

   研究開発項目③未来のスマー
トグリッド構築に向けたフィ
ージビリティスタディ 
配電網に係る国内外の政

策、規制・基準の動向、技術
開発動向や再生可能エネルギ
ーの導入動向等について引き
続き調査を継続するととも
に、この調査結果をもとに電
気的特性、及び信頼性、経済
性の評価・分析等を実施し、
未来のスマートグリッドの検
討を行う。 

－ 研究開発項目③未来のスマートグリッド
構築に向けたフィージビリティスタディ 
国内外の配電系統や技術開発動向調査

等を実施し、この結果を基に電気的特性、
信頼性、経済性の評価・分析を実施した。
また、この結果を平成２６年度から定期的
に開催している外部有識者による検討委
員会での将来像に対する意見等を反映し
つつ、将来の配電系統についての検討を行
った。 

  

   ３．次世代洋上直流送電シス
テム開発事業 [平成２７年
度～平成３１年度] 
今後、導入が見込まれる大

規模な洋上ウィンドファーム
に適用が期待される直流送電
システムについて、公募を行
い、高い信頼性を備え、かつ
低コストで実現する多端子直
流送電システムと必要なコン
ポーネントを開発し、今後の
大規模洋上風力の連系拡大・
導入拡大・加速に向けた基盤
技術を確立することを目指
す。 

－ ３．次世代洋上直流送電システム開発事業 
[平成２７年度～平成３１年度] 
（Ⅰ）システム開発 
多端子洋上直流送電システムの導入ケ

ースを検討するため、国内の洋上風力ポテ
ンシャル調査を実施し、海象・地象等の諸
条件を考慮した、洋上風力導入適地を設定
した。また、事業性評価等について、文献
調査、現地調査等を行い、多端子洋上直流
送電システムの導入効果について整理し
た。また、システム損失低減、信頼性の向
上、効率的な電力潮流制御、保護協調手法
を検証・評価するためのシミュレーション
モデルの開発に着手した。 
 

（Ⅱ）要素技術開発 
多端子直流送電システムに新規で必要

となるコンポーネントについて、文献調
査、現地調査等を実施し課題を整理したう
えで、世界に対して優位性を持つ要求仕様
を策定し、試作機やミニモデルの開発に着
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手した。 

 ｇ．燃料電池・水素 
家庭用燃料電池の普及拡

大及び業務用・発電事業用
燃料電池の実用化を図るた
めの技術開発、標準化等に
資する取組を行うととも
に、次世代燃料電池等に関
する技術開発を行うものと
する。また、燃料電池自動
車の普及拡大と水素供給イ
ンフラの整備促進に向け、
燃料電池及び水素ステーシ
ョンの低コスト化等に向け
た技術の開発・実証を行う
とともに、規制適正化等に
資する取組を行うこととす
る。さらに、水素を利用し
たエネルギーシステムの実
現に向けた技術開発等を行
うこととする。 

（ｇ）燃料電池・水素 
燃料電池は、燃料となる

水素と空気中の酸素を直
接化学反応させて電気と
熱を同時に取り出すため、
エネルギー効率が高くか
つ発電・発熱時には温室効
果ガスを発生しないため、
我が国における省エネル
ギーや地球温暖化対策の
観点から重要な技術であ
る。また、東日本大震災以
降、災害に強い分散型エネ
ルギーシステムへの重要
性が増している点からも、
分散型電源の一翼を担う
燃料電池に対する期待が
高まっている。 
 第３期中期目標期間に
おいては、家庭用燃料電池
の普及拡大と業務用・発電
事業用燃料電池の実用
化・事業化を図るため、家
庭用燃料電池の一層の低
コスト化及び耐久性９万
時間等の達成、業務用・事
業用発電システムの確立
に向け、必要な技術開発等
を行うとともに、ＳＯＦＣ
の大型化及びガスタービ
ンとの連携技術の開発を
行い、発電効率６０％、耐
久性９万時間等を目指す。
また、標準化等に資する取
組を行う。加えて、固体高
分子形燃料電池、固体酸化
物形燃料電池等の従来型
燃料電池と異なる次世代
燃料電池の開発及び従来
型燃料電池の新たな用途
の実用化・事業化、商品性
の向上、低コスト化等に関
する技術開発を行う。 
 また、燃料電池自動車の
普及拡大と水素供給イン
フラの整備促進に向け、自
動車用燃料電池の低コス
ト化及び耐久性５，０００
時間の達成等に向けた技
術開発を行うとともに、将
来的に水素ステーション
のコストを２億円（３００
Ｎｍ３／ｈ規模）程度に低
減すべく、水素の製造・輸
送・貯蔵・供給に係る技術
開発を行う。また、水素供
給インフラの低コスト

（ｇ）燃料電池・水素 
１．水素利用技術研究開発事
業［平成２５年度～平成２９
年度、中間評価：平成２７年
度］ 
国立大学法人九州大学 水

素エネルギー国際研究センタ
ー教授 尾上清明氏、国立大
学法人九州大学 水素材料先
端科学研究センターセンター
長 杉村丈一氏をプロジェク
トリーダー（ＰＬ）として、
水素供給インフラ等に係るさ
らなる低コスト化や国内規制
適正化等を図ることを目的
に、公募を行い、以下の研究
開発を進める。 

－ （ｇ）燃料電池・水素 
１．水素利用技術研究開発事業［平成２５
年度～平成２９年度] 
水素供給インフラ等に係るさらなる低

コスト化や国内規制適正化等を図ること
を目的に事業を推進し、追加公募を併せて
行い、以下の研究開発を進めた。 
 

 
●ＮＥＤＯの成果を活用した新型エネファ
ーム（ＳＯＦＣ）が販売開始（平成２８年
２月）。高効率化と耐久性を両立（世界最
高の発電効率を達成（４６．５％から５２．
０％に向上）、貯湯タンクを大幅小型化（９
０Ｌ→２８Ｌ）、既設ガス給湯器の利用可
能等の特徴を有する）。 

 

研究開発項目①ＦＣＶ及び水
素供給インフラの国内規制適
正化、国際基準調和・国際標
準化に関する研究開発 
水素ステーションに関して

は、設置・運用等における規
制の適正化、使用可能鋼材の
拡大、水素ガス品質管理方法
の研究開発等を行う。ＦＣＶ
に関しては、国内規制の適正
化や、国際基準調和を実現さ
せるための研究開発等を行
う。 
 

－ 研究開発項目①ＦＣＶ及び水素供給イン
フラの国内規制適正化、国際基準調和・国
際標準化に関する研究開発 
規制適正化に関しては、７０ＭＰａ水素

スタンドの保安検査基準案、水素トレーラ
ー安全基準ガイドライン案をとりまとめ
た。また、平成２７年６月に閣議決定され
た規制改革実施計画を受けて、液化水素ポ
ンプ設置に係る技術基準案、水素スタンド
におけるセルフ充填の許容、散水基準の見
直しに関する検討を開始した。 
使用可能鋼材の拡大に関しては、低合金

鋼（クロムモリブデン鋼など）の利用につ
いてのガイドラインを作成した。また、海
外規格材を一般則例示基準で引用するた
めの道筋を明らかにした。 
水素ステーションにおける水素ガス品

質管理方法に関しては、簡便かつ安価な方
法を開発し、従来に対して分析コストおよ
び時間を低減した。また、品質ガイドライ
ン改訂版を作成すると共に、ＩＳＯ国際審
議を推進した。 

  

研究開発項目②ＦＣＶ及び水
素ステーション用低コスト機
器・システム等に関する研究
開発 
水素製造・輸送・貯蔵・充填
の各機器並びにシステムとし
ての効率向上に繋がる技術に
ついて、高性能化、コスト低
減、長寿命化及びメンテナン
ス性向上のための研究開発を
行う。また、ＦＣＶに関して
は、水素貯蔵容器のコスト低
減に向けて水素貯蔵材料の開
発を行う。 

－ 研究開発項目②ＦＣＶ及び水素ステーシ
ョン用低コスト機器・システム等に関する
研究開発 
複合容器蓄圧器については、アルミ・ス

チール・樹脂製の各ライナー蓄圧器を検討
し、コストダウン、寿命検討、製造指針の
構築等を行った。 
水素製造装置、圧縮機、プレクーラーの

ステーション機器は、製作を完了（一部を
除く）し、実証ステージへと繋げた。 
水素充填ホースは信頼性評価法を確立

した。水素インパルス試験（ラボ試験）に
おいて目標回数６,６００ 回以上の耐久
性を保持していることを確認した。水素貯
蔵材料については各吸蔵材料の検討およ
び材料評価法を確立し、システム評価に向
けた材料の選定を行った。 
水素計量のための重量法試験設備のス
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化・高性能化を図るべく、
技術の実証等を行うとと
もに、経済性の向上のた
め、規制適正化や標準化等
に資する取組を行う。 
 さらに、水素を利用した
エネルギーシステムの実
現に向け、技術動向等を調
査し、水素の貯蔵や輸送等
に関する新しい技術の開
発等を行う。 

テーション検証、マスターメーター法校正
設備の評価試験をそれぞれ実施し、計量ガ
イドライン案を作成した。 

研究開発項目③水素ステーシ
ョン安全基盤整備に関する研
究開発 
 次世代型の安全・安心に運
用できる水素ステーション仕
様の策定、技術を確立する。
本格普及段階において、地域
住民が安心して利用でき、安
全に運用するために、管理監
督者や作業員を教育し、技能
講習、安全講習が日常的に行
えるような教育センターの体
制を構築する。 
 

－ 研究開発項目③水素ステーション安全基
盤整備に関する研究開発 
水素ステーションからトラブル事例等

を収集し、分析・展開を行うとともに、こ
れらをまとめたセーフティーデータベー
スの作成を完了した。また、社会受容性向
上のための水素エネルギーに関するワン
ストップポータルサイトを開設した。 
人材教育・育成手法のツール開発について
は、教育設備・訓練内容指針案（教育マニ
ュアル案）を作成した。 
また、新たに「水素社会構築に向けた社会
受容性調査」および「電気化学式水素ポン
プに係る研究開発」を開始した。 

  

研究開発項目④ＣＯ２フリー
水素及び国際機関等に係る政
策・市場・研究開発動向に関
する調査研究 
 海外の政策・市場・研究開
発動向に関する調査研究を行
うとともに、ＣＯ２フリー水素
等に関する適正な発電方法の
選定、及び水素供給プロセス
の実現可能性を検討する。 

－ 研究開発項目④ＣＯ２フリー水素及び国
際機関等に係る政策・市場・研究開発動向
に関する調査研究 
ＩＥＡ／ＨＩＡ・ＡＦＣＩＡにおいて燃

料電池・水素利用の市場性を調査した。 
ＩＰＨＥにおいては、国内外の産官学の情
報交換活性化を支援した。 

  

 ２．固体酸化物形燃料電池等
実用化推進技術開発［平成２
５年度～平成２９年度、中間
評価：平成２７年度］ 
固体酸化物形燃料電池（Ｓ

ＯＦＣ：Solid Oxide Fuel 
Cell）に関して、家庭用燃料
電池の普及拡大と業務用・発
電事業用燃料電池の実用化を
図るため、以下の研究開発を
実施する。 
 
研究開発項目①固体酸化物形
燃料電池の耐久性迅速評価方
法に関する基礎研究 
国立大学法人東京大学生産

技術研究所 特任教授 横川
晴美氏をプロジェクトリーダ
ーとし、以下の研究開発を引
き続き実施する。 
（１）スタック耐久性評価 
（２）劣化機構解明 
（３）耐久性迅速評価方法の
開発 
 

－ ２．固体酸化物形燃料電池等実用化推進技
術開発［平成２５年度～平成２９年度、中
間評価：平成２７年度］ 
固体酸化物形燃料電池（ＳＯＦＣ：Solid 

Oxide Fuel Cell）に関して、家庭用燃料
電池の普及拡大と業務用燃料電池の実用
化を図るため、以下の研究開発を実施し
た。 
 

研究開発項目①固体酸化物形燃料電池の
耐久性迅速評価方法に関する基礎研究 
（１）スタック性能表示式（電中研方式）
を用いた性能解析を全スタックに適用し、
各寄与毎の劣化率を算出した。特に、電極
劣化とオーム損増加との相関を見いだし
劣化解析に有効であるとの認識を得た。 
 
（２) 長期試験後の試料の集学的分析に
より、不純物レベル、微構造、化学変化な
どと性能劣化との相関を調べ、硫黄被毒に
おいて複雑な様相を示すことが明らかに
なった。 
 
（３）従来より抽出されている課題につい
ては、劣化機構解明とその付随するデータ
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 の取得により、スタック性能変化を予測す
るシミュレーション技術の開発に着手し、
幾つかの課題については、大きな進展をみ
た。 

   研究開発項目②固体酸化物形
燃料電池を用いた業務用シス
テムの実用化技術実証 
５ｋＷ級業務用システムの

実証評価について、引き続き
システムでの耐久評価を継続
して、発電効率４８％超、総
合効率９０％の目標達成のた
めの課題抽出を行うととも
に、システム機への反映とし
て、改良を加えられた発電部、
補機部の必要部位を差し替え
て評価を開始する。また、実
証サイトを増やすことで、運
転パラメータを変化させて比
較、評価を行い、より多くの
データを収集して、初期の性
能目標を達成する見通しを得
る。また、新規テーマの追加
公募を行う。 

－ 研究開発項目②固体酸化物形燃料電池を
用いた業務用システムの実用化技術実証 
中容量業務用システム実用化実証に関

して新規テーマ２件を追加採択し、モジュ
ール設計や大型化への課題抽出を行った。 
数ｋＷ級業務用実証では、５サイトで運

用試験を継続すると共に、新たに６サイト
を追加して順次運用試験を開始した。数十
ｋＷ級業務用実証では、複数社の事業で大
型化・高効率化に向けた機器試作・社内試
験を実施し、２０ｋＷ級・５０ｋＷ級の実
証試験に向けた準備を進めた。 

  

   研究開発項目③固体酸化物形
燃料電池を用いた事業用発電
システムの要素技術開発 
（平成２６年度終了事業） 
 

研究開発項目④次世代技術開
発 
固体高分子形燃料電池（Ｐ

ＥＦＣ）、固体酸化物形燃料電
池（ＳＯＦＣ）等の従来型燃
料電池と異なる次世代燃料電
池の開発及びＳＯＦＣの新た
な用途の実用化、商品性の向
上、低コスト化等に関する以
下のテーマについて技術開発
を引き続き行う。 
（１）可逆動作可能な固体酸
化物型燃料電池による低コス
ト水素製造及び高効率発電を
利用した電力貯蔵 
（２）マイクロＳＯＦＣ型小
型発電機 
（３）中温作動型酸化物プロ
トンＳＯＦＣの開発 

－ 研究開発項目③固体酸化物形燃料電池を
用いた事業用発電システムの要素技術開
発 
（平成２６年度終了事業） 
 

研究開発項目④次世代技術開発 
（１）可逆動作可能な固体酸化物型燃料電
池による低コスト水素製造及び高効率発
電を利用した電力貯蔵 
ＳＯＦＣモードでは０.５Ｖ, ２５０ｍ

Ａ／㎠, ＳＯＥＣモードで１.３Ｖ, １７
５ｍＡ／㎠を達成した。また、５００℃で
１２５ｍＷ／㎠を示す小型円筒型セル(φ
１０ｍｍ×Ｌ３０ｍｍ)セルの作成に成功
した。   
  

（２）マイクロＳＯＦＣ型小型発電機 
（平成２６年度終了事業） 
２００Ｗ以上の出力が得られるセルス

タック（発電ユニット）を構築した。 
脱硫、ＣＯ除去で１００時間の耐久性を

確保した。また、カートリッジガスからＡ
Ｃインバーターまで全てを内蔵した検証
機を製作した。 
 

（３）中温作動型酸化物プロトンＳＯＦＣ
の開発 
ＣＯ２耐久性を有する混合イオン伝導

体として、ＢａＺｒ０.８Ｉｎ０.２Ｏ３を開発
した。また開発した材料の実使用環境下で
の１，０００時間耐久を確認し、電極材料
候補の提示した。 

  

   ３．水素利用等先導研究開発
事業 [平成２６年度～平成
２９年度、中間評価：平成２
７年度] 
水素等の新たなエネルギー

－ ３．水素利用等先導研究開発事業 [平成
２６年度～平成２９年度、中間評価：平成
２７年度] 
水素等の新たなエネルギーキャリアに

ついて化石燃料等と競合できる価格の実
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キャリアについて化石燃料等
と競合できる価格の実現を目
指し、以下の研究開発を行う。 

現を目指し、以下の研究開発を行った。 
 
 

   研究開発項目①低コスト水素
製造システムの研究開発 
大型水電解ユニットを製作

し、大型化に伴う課題を明確
化させるとともに、運転パラ
メータや構成部材の検討およ
び装置改良を進める。 

－ 研究開発項目①低コスト水素製造システ
ムの研究開発 
大型水電解装置の運転を開始し、２００

０時間連続運転を実施した。電解性能は、
６ｋＡ／㎡の電流密度で１.８Ｖ以下を確
認し、目標をクリアした。 
 

  

   研究開発項目②高効率水素製
造技術の研究 
（１）次世代水電解システム
の研究 
改良電極を用いて最適スタ

ック構造の設計・評価を行い、
高効率化のための検討を進め
る。 
（２）高温水蒸気電解システ
ムの研究 
セル・スタック試験を継続

するとともに、マルチスタッ
ク試験を実施することで更な
る高効率化や低コスト化への
検討を進める。 
 

 

－ 研究開発項目②高効率水素製造技術の研
究 
（１）次世代水電解システムの研究 
３次元電極の開発を行った。これによ

り、高い空隙率、大面積、大容量の電極に
も関わらず、大電流にも対応できる電極の
開発に成功した。 
中間電極を用いて水電解反応を二つの

電気化学サイクルに分割することを考案
した。これによりオーム抵抗による過電圧
を低減でき、電解電圧を１.６Ｖ以下に低
減することができた。 
（２）高温水蒸気電解システムの研究 
システム適用に向けた第１次フルスタ

ックを完成させた。単セル電圧１.３Ｖで
０.５Ａ／㎠以上の電流密度が得られ、水
蒸気利用率７０％以上を確認した。 
 

 

  

   研究開発項目③周辺技術（水
素液化貯蔵システム）の研究
開発 
大型真空二重殻タンクの外槽
を含む構造成立の確認する。
また、２００ｍ３／ｈ級ポンプ
の設計検討により、揚程２６
０ｍ、効率５０％が、３，０
００ｍ３／ｈ級ボイルオフ水
素圧縮機において、効率６
０％が達成可能であることを
解析的に確認する。 

－ 研究開発項目③周辺技術（水素液化貯蔵シ
ステム）の研究開発 
液体水素タンクシステムの開発では、

３，０００m３級タンクの断熱技術を確立
した。タンク外槽を完成させ、構造技術を
確立した。 
液体水素ポンプの開発では、３０ｍ３／

ｈ級ポンプによる移送試験を完了させ、性
能確認した。これを元に２００ｍ３／ｈ級
液体水素ポンプの性能を検討した。 

ボイルオフ水素圧縮機の開発では、インペ
ラ形状、シール構造、シール部周りの水素
流量を決定し、効率７３％を確認した。 

  

   研究開発項目④エネルギーキ
ャリアシステム調査研究 
平成２６年度に開発したコ

スト分析フレームワークを、
用途毎の規模やキャリアの特
性を考慮したシステム最適化
の検討が行えるよう、機能拡
張・改良を図る。また、平成
２６年度後半より着手した新
規プロセス開発に係る技術開
発成果をコスト分析・評価へ
反映すると共に、トータルシ
ステム導入シナリオ向けアウ
トプットを整理する。 

－ 研究開発項目④エネルギーキャリアシス
テム調査研究 
液体水素、メチルシクロヘキサン、アン

モニアの３種のエネルギーキャリアにつ
いて、コスト分析フレームワークを用いて
コスト分析を行い、その結果をトータルシ
ステム導入シナリオへの反映を完了した。
一方、エネルギーキャリア技術（高効率メ
タネーション、溶融塩を用いたアンモニア
電解合成、無機膜を用いた MCH 水素分離）
の基礎研究は何れも平成２７年度末迄の
中間目標を達成した。 
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   研究開発項目⑤トータルシス
テム導入シナリオ調査研究 
ＬＮＧ同様ケースの分析・評
価、研究開発指標を取り込ん
だシナリオ、及び研究開発に
よるコスト削減に関する分
析・評価、個別技術シナリオ・
戦略検討とケーススタディ等
について、検討を進める。 

－ 研究開発項目⑤トータルシステム導入シ
ナリオ調査研究 
シナリオ検討の枠組みを完成させ、想定さ
れうる前提条件を適用することによって
一通りのシナリオを作成した。「長期エネ
ルギー需要見通し」等の現在のエネルギー
政策を反映させながら、主にマクロ的な観
点から概要・規模等を把握した。平成２７
年度の中間目標を達成した。 

  

   ４．水素社会構築技術開発事
業 ［平成２６年度～平成３
２年度］ 
水素エネルギーの利活用を

促進するために、水素の需要
を増加させるだけで無く、需
要に見合った水素を安価で安
定的に供給するため、追加公
募を行い、水素の「製造」「輸
送・貯蔵」「利用」に関する技
術開発を行う。 
 

研究開発項目①水素エネルギ
ーシステム技術開発 
水素を利用して、安定的な

エネルギーを供給するための
技術開発および当該技術の実
証研究を行う。具体的には、
再生可能エネルギー等の出力
変動の大きな発電設備に対し
て、電力を一旦水素に変換し
て輸送・貯蔵することにより
変動を吸収し、出力を安定化
させるための技術開発を実施
する。 
 

研究開発項目②大規模水素エ
ネルギー利用技術開発 
水素発電の導入及びその需

要に対応するための安定的な
供給システムの確立に向け、
海外の未利用資源を活用した
水素の製造、その貯蔵・輸送、
更には国内における水素エネ
ルギーの利用まで、一連のチ
ェーンとして構築するための
技術開発を行う。また、水素
のエネルギー利用を大幅に拡
大するため、水素を燃料とす
るガスタービン等を用いた発
電システムなど新たなエネル
ギーシステムの技術開発を行
う。 
 

研究開発項目③総合調査研究 
水素社会の実現に向け、水

素需要の拡大や水素サプライ
チェーンの構築に関する調査
を行う。具体的には、燃料電
池バス、フォークリフトなど
新たなアプリケーションも活
用した水素の初期需要を誘発
するための社会システムや、

－ ４．水素社会構築技術開発事業 ［平成２
６年度～平成３２年度］ 
 

研究開発項目①水素エネルギーシステム
技術開発 
ＭＣＨ（メチルシクロヘキサン）転換に

よる再エネ電力貯蔵技術については、変動
電流によるシステムへの影響等について
評価を行うためのトータルシステムを構
築した。風力発電の余剰電力を効果的に活
用するシステム技術については、システム
を構成する主要設備の性能や耐久性等の
目標設定を完了した。水素を活用した自立
型電力供給システム技術については、今後
の本格的な研究に向け、導入する技術及び
仕様の検討を行った。 
 

研究開発項目②大規模水素エネルギー利
用技術開発 
（イ）未利用エネルギー由来水素サプライ
チェーン構築 
水素キャリアとして液化水素、有機ハイ

ドライドを用いる方法について、それぞれ
実施事業者を採択した。そして平成２９年
度からの実証フェーズでの実施内容の具
体化、水素サプライチェーン構築のための
要素技術開発やスケールアップのための
シミュレーション等を実施した。 
（ロ）水素エネルギー利用システム開発 
水素を天然ガスと混焼するガスタービ

ンを対象として、１ＭＷ級ガスタービン発
電システムによる地域レベルでの電気・熱
エネルギーの効率的利用となる新エネル
ギーシステムの技術開発・実証、既存火力
発電所に適用可能な比較的大型の混焼ガ
スタービン燃焼器の開発と５００MW 級水
素混焼プラントの基本設計、の２案件の事
業を採択した。前者については実証試験の
準備段階として現地地質等調査及び実証
試験システムの基礎的検討を行った。後者
については、ベースとなる燃焼器への水素
混焼による排ガス性状等燃焼特性影響を
確認した。 
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海外の副生水素・原油随伴ガ
ス・褐炭等の未利用エネルギ
ーを用いた水素製造・輸送・
貯蔵技術に関する調査を行
う。 

   ５．固体高分子形燃料電池高
度化技術開発事業 ［平成２
７年度～平成３１年度］ 
燃料電池自動車の普及拡大

に向けては、低コスト化にも
繋がる燃料電池の性能向上、
現状年間数百台レベルである
生産能力の大幅な向上、適用
車種を乗用車から商用車へと
拡大するための耐久性の向上
といった技術的な課題が存在
しており、このため、公募を
行い、以下の研究開発を実施
する。 
 

研究開発項目①普及拡大化基
盤技術開発 
２０２５年頃に投入される

燃料電池自動車に向け、性能
を現行の１０倍程度向上させ
る技術や触媒の貴金属使用量
を１台あたり数ｇ程度まで低
減させる技術、さらに商用車
への適用拡大を見据え燃料電
池スタック耐久性を現行の１
０倍程度に向上させるための
基盤的技術開発を推進する。
このため、原子・分子レベル
で従来に無い高感度、高精度
を要求されるピンポイントで
の反応メカニズム解析技術開
発、触媒の最適構造等のコン
セプト解明、長期耐久性評価
を迅速に実施するための評価
解析技術開発などに取り組
む。 
 

研究開発項目②プロセス実用
化技術開発 
現状、年間数百台から数千

台程度とされる生産台数の律
速要因となる燃料電池スタッ
クの生産性を２０２０年以降
の普及拡大期に大幅に向上さ
せるため、短タクトでのプロ
セス技術、短タクトでの処理
を可能とする材料技術、セン
シング技術、短時間検査技術
などの開発を行う。 

－ ５．固体高分子形燃料電池高度化技術開発
事業 ［平成２７年度～平成３１年度］ 
研究開発項目①普及拡大化基盤技術開発 
（１）普及拡大化基盤技術開発 
電解質膜の乾燥－湿潤サイクルに伴う

機械的特性の変化を定量的に把握するた
め、顕微ラマンを用いた予備検討を実施
し、圧力変化を確認する事により実運転環
境下での電解質膜の膨潤圧変化を定量で
きる可能性を確認した。 
セル評価結果と整合可能な触媒レベル

の活性評価技術の確立を図るため、要因解
明に着手し、活性を決定する電気化学特性
を示す活性表現式を決定した。さらに電気
化学的手法を補間する方法として、光電子
収量分光法の検討を開始した。 
（２）プロセス実用化技術開発 
コア-シェル構造における白金触媒の活

性向上要因を解析し、実用化に向けた化学
的高活性化前処理法（Ｃｕ－Ｏ２処理）を
開発した。 
カーボンナノチューブ担体上の白金触

媒活性向上要因を検証する手法として、熱
脱離分光装置を設置し、白金触媒のテラス
に吸着した水素に対応すると考えられる
脱離ピークの観測に成功した。 
疎水性シリカ層での被覆により、白金触

媒の酸素還元活性を高く保持しながら、耐
久性を改善することに成功した。 
 

研究開発項目②プロセス実用化技術開発 
生産台数を大幅に向上するために、短タ

クトでの製造プロセス技術開発を開始し
た。セパレータ製造においては、材料設置
の自動化や成形プロセスの大幅短縮が可
能なプロセスを見出し、新規赤外線照射手
法を用い２０μｍ以上のクラックを検知
可能なセンシング技術を見出した。電解質
膜の製造においては、コストダウンプロセ
スを開発し、平成２８年度に設備導入可能
な仕様設計を完了した。コア-シェル構造
触媒の量産化検討において、シェル構造歩
留りとコア径との相関を見出した。 

  

  （ｈ）国際 
我が国の新エネルギー

技術の産業競争力強化や
地球環境問題の解決等に
向け、当該技術の海外展開
に向けた戦略的な国際協
力を実施していくことが
重要である。 

（ｈ）国際 
我が国の新エネルギー技術

の産業競争力強化や地球環境
問題の解決等に向け、当該技
術の海外展開に向けた戦略的
な国際協力を実施していく。
具体的には、再生可能エネル
ギーの普及拡大が今後見込ま

－ （ｈ）国際 
ＩＰＨＥ（International Partnership 

for Hydrogen and Fuel Cells in the 
Economy）においては、燃料電池・水素に
係る技術開発、政策等について積極的な情
報交換を行った。 
ＩＥＡ（International Energy Agency）

の再生可能エネルギー作業部会において
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 第３期中期目標期間に
おいては、今後再生可能エ
ネルギー市場の拡大が見
込まれる国々との間でパ
ートナーシップの構築を
図るべく、政策対話、情報
交換、人材育成、共同研究
等を通じてネットワーク
強化を図る。また、再生可
能エネルギーの普及拡大
が今後見込まれる国・地域
における技術実証事業を
行うとともに、新しい技術
の実用化・事業化・国際的
な技術動向の把握・市場の
開拓の観点から、多国間・
二国間協力の枠組みを有
効活用する。 

れる国・地域におけるパート
ナーシップの構築を図ること
を目的とし、政策対話、情報
交換、人材育成、共同研究等
を通じてネットワーク強化を
図る。また、新しい技術の実
用化・事業化・国際的な技術
動向の把握・市場の開拓の観
点から、継続実証事業の実施、
および新たな技術実証事業を
行うべく、必要な検討等を行
う。 

は、各国の再生可能エネルギー政策関係者
との議論を行った。同様にＩＥＡの太陽
光・バイオエナジー・燃料電池・水素・再
生可能エネルギー技術展開等の各種技術
協力プログラムに基づき、各分野の技術情
報を収集した。 
新たな技術実証事業立ち上げのために、

各種調査を行った。 

   以下、新エネルギー分野の
その他の事業 
１．新エネルギーベンチャー
技術革新事業［平成１９年度
～］ 
新・国家エネルギー戦略（平

成１８年５月）における新エ
ネルギーイノベーション計画
「新エネルギー・ベンチャー
ビジネスに対する支援の拡
大」や総合資源エネルギー調
査会新エネルギー部会中間報
告書（平成１８年５月）にお
ける「ベンチャー企業による
多様な技術革新の活性化」に
基づき、ベンチャー企業等が
保有している潜在的技術シー
ズを活用することで、継続的
な新エネルギー導入普及のた
めの新たな技術オプションの
発掘・顕在化を実現し、次世
代の社会を支える産業群を創
出するため、再生可能エネル
ギー及びその関連技術に関す
る技術課題を提示し、それら
の解決策となる技術につい
て、多段階選抜方式による研
究開発を委託及び助成により
実施する。 
平成２７年度は、新たに研

究開発を開始するテーマを採
択、実施するとともに、継続
分のテーマの研究開発を実施
する。また、実用化を見据え
たハンズオン支援等を実施す
る。 

－ 以下、新エネルギー分野のその他の事業 
１．新エネルギーベンチャー技術革新事業
［平成１９年度～］ 
新・国家エネルギー戦略（平成１８年５

月）における新エネルギーイノベーション
計画「新エネルギー・ベンチャービジネス
に対する支援の拡大」や総合資源エネルギ
ー調査会新エネルギー部会中間報告書（平
成１８年５月）における「ベンチャー企業
による多様な技術革新の活性化」に基づ
き、ベンチャー企業等が保有している潜在
的技術シーズを活用することで、継続的な
新エネルギー導入普及のための新たな技
術オプションの発掘・顕在化を実現し、次
世代の社会を支える産業群を創出するた
め、再生可能エネルギー及びその関連技術
に関する技術課題を提示し、それらの解決
策となる技術について、多段階選抜方式に
よる研究開発を委託及び助成により実施
した。 
 平成２７年度は、平成２６年度にフェー
ズＡ（フィージビリティ・スタディ：委託）
を実施した１４テーマのうち、ステージゲ
ート評価により継続が認められた９テー
マについて、フェーズＢ（基盤研究：委託）
に着手した。また、平成２６年度にフェー
ズＢ（基盤研究：委託）を実施した１６テ
ーマのうち、ステージゲート評価により継
続が認められた９テーマについてフェー
ズＣ（実用化研究開発：助成）に着手した。 
 新規に研究を開始するテーマの選定に
あたっては、２回の公募を実施し、第１回
目は、申請のあった８１テーマについて厳
正に審査した上で、２１テーマ（うちフェ
ーズＡ：９テーマ、フェーズＢ：９テーマ、
フェーズＣ：３テーマ）を採択し、研究を
実施した。第２回目は、申請のあった４０
テーマについて厳正に審査した上で、５テ
ーマ（うちフェーズＡ：１テーマ、フェー
ズＢ：４テーマ、フェーズＣ：０テーマ）
を採択し、研究を実施した。 
 平成２７年度にフェーズＡを実施した
１４テーマ及びフェーズＢを実施した１
５テーマのうち、２９テーマを対象にステ
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ージゲート評価を行い、１３テーマ（うち
フェーズＢ：７テーマ、フェーズＣ：６テ
ーマ）を選定した。 
 また、ハンズオン支援については１５回
実施した。 

 ⅱ）省エネルギー分野 
大幅な省エネルギー効果

が見込まれ、エネルギー・
産業構造の変革に貢献する
省エネルギー技術の開発
と、産業競争力の強化の観
点からの省エネルギー製
品・技術の海外展開の加速
化を着実に推進するための
取組を行うものとする。産
業分野については、エネル
ギー消費比率上位の産業を
中心として、更なる効率改
善を図るための取組を行う
こととする。家庭・業務分
野については、住宅や業務
用ビルの省エネルギーを推
進するための技術開発を行
うものとする。運輸分野に
ついては、自動車等単体対
策に加え、交通流対策等に
も資する技術の活用の検討
等にも取り組むこととす
る。各分野に共通する技術
は横断的分野として捉え、
様々な分野でその適用が拡
大している「ヒートポン
プ」、電気電子機器の電源の
高効率化を支える「パワー
エレクトロニクス」、都市や
街区レベルでのエネルギー
利用最適化を図るエネルギ
ーマネジメント技術に資す
る「熱・電力の次世代ネッ
トワーク」等に係る技術開
発に取り組むこととする。 

（ⅱ）省エネルギー分野 
資源の大半を海外に依

存している我が国にとっ
て、資源確保は従前から重
要な課題である。特に、近
年、アジア地域等の開発途
上国の経済成長による化
石燃料を主としたエネル
ギー需要の増加は著しく、
世界各国ともにエネルギ
ー資源を始めとする資源
確保の競争が激化するこ
とが見込まれる。こうした
エネルギーを取り巻く非
常に厳しい国際環境に加
え、東日本大震災を契機に
エネルギーに対する安
全・安心に関する重要性を
再確認することとなった。
つまり、我が国においては
「効率性」を確保しなが
ら、「安全」で「環境」に
優しく、「エネルギーセキ
ュリティ」にも十分に配慮
したエネルギー構造改革
を成し遂げなければなら
ないものとなった。そのた
めには、再生可能エネルギ
ーの積極的な導入ととも
に、もう１つの柱として
「省エネルギーの推進」
は、その重要性を益々高め
ているところである。 

こうした背景の下、機構
の省エネルギーに関する
取組としては、大幅な省エ
ネルギー効果が見込まれ、
エネルギー・産業構造の変
革に貢献する省エネルギ
ー技術の開発と、産業競争
力の強化の観点から省エ
ネルギー製品・技術の海外
展開の加速化を目指すも
のであり、平成２３年に策
定した「省エネルギー技術
戦略」を核として、着実に
取組んでいく。なお、当該
技術戦略は、少なくとも２
年毎に必要な見直しを行
う。 

（ⅱ）省エネルギー分野 
１．戦略的省エネルギー技術
革新プログラム ［平成２４
年度～平成３３年度］ 
平成２６年４月に第４次

「エネルギー基本計画」が閣
議決定され、中長期のエネル
ギー需給構造を視野に入れ
て、エネルギー政策の基本的
な方針がとりまとめられ、徹
底した省エネルギー社会とス
マートで柔軟な消費活動の実
現として、民生、運輸、産業
各部門における省エネルギー
の取組を一層加速していくこ
となどが掲げられた。引き続
き、経済成長と両立する持続
可能な省エネルギーの実現が
重要課題であり、省エネルギ
ー技術は多分野かつ広範に跨
るため、これらの着実な実現
のため「省エネルギー技術戦
略」に掲げる産業・民生・運
輸部門等の重要技術や技術領
域別に設けた会議体（コンソ
ーシアム等）において設定し
た技術開発課題の解決に資す
る省エネルギー技術開発を強
力に推進する。 
具体的には、技術毎にその

開発リスクや開発段階は異な
るため、３つの開発フェーズ
（「インキュベーション研究
開発フェーズ」、「実用化開発
フェーズ」、「実証開発フェー
ズ」）を設けることで、その開
発段階等に応じるものとす
る。原則として複数回公募を
行う。 
更に、必要に応じ、新たな

切り口や着想に基づいた省エ
ネルギーに係る技術の発掘、
将来の革新的な省エネルギー
技術開発に資するための検討
や制度の効果評価のための調
査等を行う。 

－ （ⅱ）省エネルギー分野 
１．戦略的省エネルギー技術革新プログラ
ム ［平成２４年度～平成３３年度］ 
（１）公募の実施について 
現行の「省エネルギー技術戦略」に掲げ

る産業・民生・運輸部門等の省エネルギー
に資する重要技術に係る分野を中心とし
て、２回の公募を行い、合計３８テーマ（イ
ンキュベーション研究開発フェーズ：６テ
ーマ、実用化開発フェーズ：２８テーマ、
実証開発フェーズ：４テーマ）を採択した。 
 

（２）省エネルギー技術開発事業の重要技
術に係る周辺技術・関連課題の検討の実施
について 
本プログラムへの提案を予定している

企業、大学等の技術シーズを発掘・抽出す
るため、平成２７年度から新たに調査事業
を実施した。２回の公募を行い、合計３５
件を採択した。 
 

（３）その他 
（ⅰ）実施者等の要望を踏まえて、制度改
善の検討を行った。検討の結果、研究開発
フェーズ期間の多様化や応募に必要な要
件の緩和を行い、平成２８年度第１回公募
要領に反映した。 
（ⅱ）本プログラムの実施により、成果が
上がったテーマに係るプレスリリース、展
示会での展示及び成果発表を通じて、企業
の事業化を促進した。 
具体的な開発成果として、世界最速・最

安の有機トランジスタによるプラスティ
ック電子タグの世界初の開発や、本プログ
ラム成果の高性能プロセッサが搭載され
たスパコンがスパコン消費電力性能の世
界ランキング「The Green ５００ List」
の第１～３位を獲得、上位を独占した。 
(ⅲ) これまで終了したテーマに係る成

果の状況等の把握を目的とした調査に着
手した。 

●印刷可能な有機トランジスタで世界最
速・最安のプラスティック電子タグを世界
初開発。 
生産コスト１０円／枚を前倒しで達成。 

 

  ２．太陽熱エネルギー活用型
住宅の技術開発 ［平成２３
年度～平成２７年度］ 
平成２７年度末までに、全

国の気候区分に合わせた実証
住宅において、高性能断熱材、
高機能パッシブ蓄熱建材及び

－ ２．太陽熱エネルギー活用型住宅の技術開
発 ［平成２３年度～平成２７年度］ 
平成２７年度末までに、全国の気候区分

に合わせた実証住宅において、高性能断熱
材、高機能パッシブ蓄熱建材及び戸建住宅
用太陽熱活用システムを実装し、条件を明
確にした上で空調・給湯エネルギーが一次
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戸建住宅用太陽熱活用システ
ムを実装し、条件を明確にし
た上で空調・給湯エネルギー
が一次エネルギー換算で半減
できる可能性を実証すると共
に、実証研究で取得したデー
タを、住宅の省エネルギー基
準への反映に活かすよう関係
各所と連携して活動すること
を目標に、以下の研究開発等
を実施する。 

エネルギー換算で半減できる可能性を実
証すると共に、実証研究で取得したデータ
を、住宅の省エネルギー基準への反映に活
かすよう関係各所と連携して活動するこ
とを目標に、以下の研究開発等を実施し
た。 
 
 

   研究開発項目④「太陽熱活用
システムの実証住宅での評
価」 
平成２６年度に建築し、デ

ータ測定を開始した実証住宅
での計測を継続する共に、そ
れぞれについて省エネルギー
効果を検証する。 
また、既存住宅に、高性能

断熱材、高機能パッシブ蓄熱
建材及び戸建住宅用太陽熱活
用システムを効果的に組み込
む改築を行い、省エネルギー
効果を検証し、実用化開発を
支援する。既存住宅改築事業
は、公募により事業者を選定
する。 
「太陽熱活用住宅に係る調

査の実施」 
平成２６年度に開始した実

証住宅の評価方法の検討を、
平成２７年末まで継続実施す
る。平成２７年度は、主に評
価結果の取りまとめを実施す
る。 
事業の最終目標に向けた効

果の検証やシミュレーション
等の検討を行うための委託調
査を必要に応じて実施する。 

－ 研究開発項目④「太陽熱活用システムの実
証住宅での評価」 
（１）平成２６年度に本全国の気候区分に
合わせて新築した太陽熱活用システムの
実証住宅１１棟において計測を行い、一部
の住宅にて空調・給湯エネルギーを一次エ
ネルギー換算で半減することを実証した。 
 
（２）既存住宅の改築事業として公募によ
り以下の２グループを助成事業者として
選定した。 
（ａ）ＦＨアライアンスグループ（株式会
社ＦＨアライアンス、株式会社カワムラ） 
（ｂ）ＯＭソーラーグループ（ＯＭソーラ
ー株式会社、株式会社小林建設、株式会鈴
木工務店、株式会社木の家専門店谷口工務
店、株式会社コア―建築工房、株式会社安
成工務店） 
ＦＨアライアンスグループでは寒冷地

旭川の既築住宅を改築し、新築同様ＰＣＭ
蓄熱建材を利用し、マッハシステムの導入
とあわせ、トロンブウォールの外付け設
置、２階床と１階天井の空間（階間）を空
気搬送ダクトとして活用する等を盛り込
み、省エネルギー効果が把握できるよう各
種センサーを設置して９月よりデータ計
測を行った。ＯＭソーラーグループでは全
国５ヶ所の既築住宅において、断熱改修を
含めた改築を施し、真空断熱材（建具とし
て導入）、ＰＣＭ蓄熱建材、ＯＭソーラー
改良システムを設置して、太陽熱活用の効
果を計測するため、新築同様に省エネルギ
ー効果が把握できるように各種センサー
を設置して平成２８年１月よりデータ計
測を行った。 

  

    － 研究開発項目⑤「太陽熱活用システムの評
価法の構築」 
上記④で取得したデータを省エネ基準

へ反映させるため、基本計画を変更した。
研究開発項目⑤を新たに追加するととも
に、事業期間を平成２８年度まで延長し
た。研究開発項目⑤として、以下を実施し
た。 
（ａ）平成２６～２７年度（委託先：佐藤
エネルギーリサーチ株式会社） 
太陽熱活用型住宅の技術開発の実住宅

での評価に関して、全国１１ヶ所の住宅の
省エネルギー性能を同一の評価方法で統
一的に評価することにより、省エネルギー
性能の評価の信頼性を高める検討を行う
ため、ＯＭソーラーグループの住宅（５棟）
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の評価方法の検討を行った。 
（ｂ）平成２７～２８年度（委託先：佐藤
エネルギーリサーチ株式会社） 
上記太陽熱活用型住宅の実住宅での評価
に関し、ＦＨアライアンスグループの住宅
（６棟）の評価方法の検討を開始した。 

   ３．次世代送電システムの安
全性・信頼性に係る実証研究 
[平成２６年度～平成２８年
度] 
本プロジェクトは、超電導

ケーブルを実電力系統へ導入
するために、通常時の信頼性
に加え、外部からの不測事故
（地絡、短絡、外傷等）時の
現象と影響の把握、冷却シス
テムの効率と耐久性の改善、
事故・故障等の早期検知によ
る影響の最小限化抑制、実用
性向上対策を検討し、超電導
送電技術の安全性・信頼性向
上、当該技術分野における我
が国の優位性の維持・拡大、
将来の高密度な電力需要に適
応する次世代送電システムの
実現に資する。 

－ ３．次世代送電システムの安全性・信頼性
に係る実証研究 [平成２６年度～平成２
８年度] 
本プロジェクトは、超電導ケーブルを実

電力系統へ導入するために、通常時の信頼
性に加え、外部からの不測事故（地絡、短
絡、外傷等）時の現象と影響の把握、冷却
システムの効率と耐久性の改善、事故・故
障等の早期検知による影響の最小限化抑
制、実用性向上対策を検討し、超電導送電
技術の安全性・信頼性向上、当該技術分野
における我が国の優位性の維持・拡大、将
来の高密度な電力需要に適応する次世代
送電システムの実現に資する。 

  

   研究開発項目①「高温超電導
ケーブルの安全性評価方法の
開発」 
安全性評価試験方法の確立

及び試験装置の開発では、前
年度の試験結果を分析・評価
し、安全対策指針を策定する。
短絡事故模擬試験では、評価
装置システムを開発し、試験
を実施する。地絡事故模擬試
験では、地絡予備試験を実施
し、評価装置システムを開発
する。ケーブル外傷試験では、
地下マンホール内での液体窒
素漏洩を模擬した試験装置を
開発する。なお、必要に応じ
て、海外機関と連携し、研究
を加速する。 

－ 研究開発項目①「高温超電導ケーブルの安
全性評価方法の開発」 
 安全性評価試験方法の確立及び試験装
置の開発では、前年度の試験結果を分析・
評価し、安全対策指針を策定し、地絡・短
絡事故模擬試験装置を開発した。 
 短絡事故模擬試験では、２２ｋＶ級供試
ケーブル設計を確定し、１０ｍ長の短絡事
故模擬試験装置の製作を開始した。６６ｋ
Ｖ級供試ケーブルの設計を確定し、４０ｍ
長の短絡事故模擬装置を製作した。最大２
９ｋＡ０．６秒の短絡事故模擬試験を実施
し、液体窒素の温度・圧力変化を観測し、
シミュレーション結果と比較検討した。２
７５ｋＶ級ケーブルについては、完成した
評価用ケーブルコア、断熱管及びフランジ
を評価設備に組み込んだ。 
 地絡事故模擬試験では、６６ｋＶ級ケー
ブルのコアサンプルを用いた予備試験を
実施し、アーク発生エネルギーデータを測
定するとともに、地絡試験時におけるアー
クの挙動を検討し、耐アーク保護方策を議
論した。２７５ｋＶ級ケーブルでは、予備
試験条件を検討・実施した。断熱管の慣孔
が発生したが、保護層対策等により、ケー
ブル外部への影響を抑制する可能性を示
した。 
 ケーブル外傷試験では、慣孔による断熱
管真空度悪化と侵入熱の関係を調査し、シ
ミュレーションへのフィードバックが可
能なデータを取得した。また、冷却循環故
障模擬として、真空度を悪化させた状態で
電気試験を実施し、サブクール循環冷却が
可能であることを確認した。 
 本年度実施した地絡・短絡・冷却事故模
擬試験においては、大電流を超電導ケーブ
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ルに流した際の破壊現象を世界で初めて
評価。貴重な破壊試験データを蓄積した。 
 また、イタリアＲＳＥ（日本の電力中央
研究所に相当）と情報交換を実施し、ＩＳ
Ｓ（国際超電導シンポジウム）で活動を報
告した。 

   研究開発項目②「高温超電導
ケーブル用高効率・高耐久冷
却システムの開発」 
超電導ケーブル侵入熱低減

技術の開発では、２種類以上
の電圧階級の短尺断熱管を製
造し、侵入熱の評価を行う。
冷却システム高効率化技術の
開発では、旭変電所に設置し
たブレイトン冷却システムを
超電導ケーブルと接続し、組
合せ性能試験を行う。その後、
ケーブルを実系統に接続し、
実証運転を開始する。冷却シ
ステム設計及び制御技術高度
化では、冷却システムシミュ
レーション確立のために、抽
出した課題を解決する方策を
検討する。 
 

－ 研究開発項目②「高温超電導ケーブル用高
効率・高耐久冷却システムの開発」 
 超電導ケーブル侵入熱低減技術の開発
では、６６ｋＶ級と２７５ｋＶ級の２種類
の電圧階級の短尺断熱管を製造し、真空維
持方法を検討し、使用する断熱材の種類枚
数をパラメータとして侵入熱を評価し、直
線部分では仕様値を満足することを確認
した。 
 冷却システム高効率化技術の開発では、
旭変電所に設置したブレイトン冷却シス
テムを超電導ケーブルと接続し、単体試験
実施し、冷却能力が５ｋＷ以上であり、工
場試験と同等の性能であることを確認し
た。冷却システム単体試験中にターボ圧縮
機・膨張機の磁気軸受周辺部分に信頼性に
関する課題が見つかったため、検証・対策
試験を行い更なる信頼性向上を図った。 
 冷却システム設計及び制御技術高度化
では、揚水発電所の発電機‐変圧器間の超
電導ケーブル用冷却システムの課題を抽
出し、シミュレーションモデルを作成し
た。 

  

   研究開発項目③「早期復旧等
の実用性向上のための対策検
討」 
平成２８年度からの実施項

目のため、それに向けて、研
究開発項目①での試験結果及
びシミュレーションによって
示された影響の度合いを確認
し、情報の蓄積を行う。また、
平成２８年度の実施内容を検
討する。 

－ 研究開発項目③「早期復旧等の実用性向上
のための対策検討」 
 平成２８年度からの実施項目のため、そ
れに向けて、研究開発項目①での試験結果
及びシミュレーションによって示された
影響の度合いを確認し、情報の蓄積を行っ
た。 

  

   ４．未利用熱エネルギーの革
新的活用技術研究開発 [平
成２７年度～平成３５年度] 
未利用熱エネルギーを経済

的に回収する技術体系を確立
すると同時に、同技術の適用
によって自動車・住宅等の日
本の主要産業競争力を強化す
ることを目的に、以下の研究
開発を実施する。なお、プロ
ジェクトリーダーは平成２７
年度に選定する。 
また、必要に応じて、実施

テーマの追加や委託調査につ
いて公募を行う。 

－ ４．未利用熱エネルギーの革新的活用技術
研究開発 [平成２７年度～平成３５年
度] 
国立研究開発法人産業技術総合研究所 

エネルギー・環境領域 エネルギー・環境
領域研究戦略部 研究戦略部長 小原 春
彦氏にプロジェクトリーダーを委嘱し、研
究開発を進めた。また、外部有識者による
プロジェクトの中間評価を実施し、その結
果を踏まえて一部テーマについて研究開
発内容の充実と見直しを行った。 
 

●複数の開発テーマで年度目標を前倒しで
達成。熱電変換材料では実用化・量産化を
念頭に置いた形で世界最高レベルのモジ
ュール性能を達成。高温用熱交換器では中
間成果をいち早く実用化。 

 
●革新的技術成果に対し、海外誌（CHEMICAL 
ENGINEERING）に掲載や、ＡＲＰＡ－Ｅ展
示会に米国外の機関で唯一出展する等、広
報活動を通じた新たなニーズの発掘と成
果の最大化に着手。 

 

   研究開発項目①「蓄熱技術の
研究開発」 
（１）高密度／長期蓄熱材料
の研究開発 
「高密度蓄熱材料(低温用)

の開発」「高密度蓄熱材料(中
／高温用)の開発」「長期蓄熱

－ 研究開発項目①「蓄熱技術の研究開発」 
（１）高密度／長期蓄熱材料の研究開発 
「高密度蓄熱材料(低温用)の開発」では

蓄熱密度０.２ＭＪ／ｋｇ のゲスト物質
を明確化するとともに、低過冷却・高応答
を検証した。 
「高密度蓄熱材料(中／高温用)の開発」
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材料の開発」それぞれの研究
開発を行い中間目標の達成を
目指す。 
（２）車載用蓄熱技術（材料）
の研究開発 
「蓄熱構造体の開発」「蓄熱材
の高密度化」「新規蓄熱材料の
探索」それぞれの研究開発を
行い中間目標の達成を目指
す。 

では、酸・塩基反応の１２０℃までの低温
化の原理検証を行うとともに、１ＭＪ／ｋ
ｇ 以上の蓄熱材料候補を抽出した。 
「長期蓄熱材料の開発」では、目標とす

る１２h 以上の過冷却抑制期間を当初予
定よりも５ヶ月ほど早く期中に達成した。
また、過冷却解除機能の完成度を高めた。
この結果、国内外でＮＥＤＯの展示会ブー
スでデモ展示を行うことが可能となり、応
用分野に関する情報収集を実施した。 
 

（２）車載用蓄熱技術（材料）の研究開発 
「蓄熱構造体の開発」では、母材合金分

配比の最適化により伝熱パスを強化した。
更に、構造体と市販潜熱蓄熱材を複合化し
て市販蓄熱材比５倍の実効熱伝導率ポテ
ンシャルを実証した。 
「蓄熱材の高密度化」では、細孔径１０

ｎｍ の多孔体の有機／無機ハイブリッド
化により再生温度を６６℃から６０℃に
低下させた。さらに、シリカ／カーボンよ
り高密度化可能なＭＯＦ(細孔径２ｎｍ 
以下)の合成に着手し、２ｎｍ 以下の細孔
内にも形成可能と考えられる感温分子を
数種類発見した。 
「新規蓄熱材量の探索」では、高密度蓄

熱が期待されるアルカリ土類金属のアン
モニア塩、硫化塩に対して、第一原理計算
から原理的な蓄熱密度と反応転移温度の
値を評価した。 

   研究開発項目②「遮熱技術の
研究開発」 
（１）革新的次世代遮熱フィ
ルムの研究開発 
反射波長８５０～１４００

ｎｍの革新的次世代遮熱フィ
ルムの基本製膜技術の確立を
目指す。さらに革新的次世代
遮熱フィルムの省エネ性能評
価及び窓へ貼合する粘着剤及
び窓材へのラミネート加工技
術の開発を行う。 

－ 研究開発項目②「遮熱技術の研究開発」 
（１）革新的次世代遮熱フィルムの研究開
発 
新規ポリマーを適用したフィルム製膜

試験を実施し、前年度に試作したフィルム
に対して、透明性を約５％向上させた。ま
た、実際の建築物を用いた革新的次世代遮
熱フィルムの省エネ性能評価を進め、夏場
の冷房使用下において、市販品に対し、約
１０％優れる省エネ効果を実証により確
認した。 
 

●熱電変換材料開発において世界最高レベ
ルの性能を実用サイズで確認するととも
に、 断熱技術開発において中間成果の１
３００℃級高温用熱交換器(従来比効率３
倍)をいち早く実用化。 

 

 

   研究開発項目③「断熱技術の
研究開発」 
（１）断熱材料の研究開発 
１５００℃以上で安定な断熱
材原料の選定と大型化技術を
検討すると共に、シェル型蓄
熱部材や化学蓄熱材の性能を
評価し、ラボスケール検証炉
への組み込みを行う。 

－ 研究開発項目③「断熱技術の研究開発」 
（１）断熱材料の研究開発 
「高強度高断熱性多孔質セラミックス

の開発」では、１４００℃で安定な断熱材
原料を検討し、試作した大型断熱材料(２
４０ｍｍ×１１６ｍｍ×６５ｍｍ)を電気
炉に組み込み、消費電力を測定した結果、
約２７％(従来比)と大幅な電力量削減を
確認した。 
また、「高効率廃棄ガス熱回収システム

の開発」で、部分的成果となる１,３００℃
まで使用可能な耐高温熱交換器の開発と
検証を終え、従来に比べて約３倍の熱を回
収できることを本プロジェクトで初とな
るニュースリリースで発信するとともに、
販売を開始した。 
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   研究開発項目④「熱電変換材
料・デバイス高性能高信頼化
技術開発」 
（１）高性能熱電材料および
モジュールの開発 
 「熱電材料の高速合成・評
価技術開発」、「導電性高分子
材料・素子の研究開発」、「炭
素系熱電変換デバイスの技術
開発」について、それぞれの
研究開発を行い中間目標の達
成を目指す。 
（２）熱電デバイス技術の研
究開発  
「熱電材料の開発」では、

ＺＴ≧１.１のスクッテルダ
イト系熱電材料の性能向上に
必要な要因を究明する。 
（３）熱電変換による排熱活
用の研究開発  
５～１０ｋＷのガスコージ

ェネ装置を導入し、熱電変換
による電気出力性能の評価を
実施し、ＺＴ性能向上を検証
する。 
（４）フレキシブル有機熱電
材料およびモジュールの開発 
「高機能導電性ポリマーの

開発」、「ＣＮＴおよび周辺材
料の開発」、「無機熱電材料を
利用した熱電変換材料の開
発」、「フレキシブル熱電変換
モジュールの開発」について
研究開発を行い、中間目標の
達成を目指す。 

 研究開発項目④「熱電変換材料・デバイ
ス高性能高信頼化技術開発」 
（１） 高性能熱電材料およびモジュール
の開発 
「熱電材料の高速合成・評価技術開発」

では、擬３元系の組成の異なる薄膜試料を
１日あたり４００試料製造する技術を開
発し、バルク試料では１日あたり１００試
料を合成する高速化を実証した。またバル
ク材料の１，０００点以上の熱電特性を１
日で評価する手法も開発した。これらの開
発成果により、材料のスクリーニングが画
期的に効率化された。 
「導電性高分子材料・素子の研究開発」

では、出力因子（ＰＦ:パワーファクター）
の増大を狙いＰＥＤＯＴ への誘電体や水
分の影響を詳細に調べ、性能向上に関する
指針を得た。また熱電モジュールで４.５
４μＷ／㎠ の高い出力密度を得た。 
「炭素系熱電変換デバイスの技術開発」で
は、カーボンナノチューブと高分子を複合
化した熱電材料の性能向上を行った。カー
ボンナノチューブファイバーの直径制御、
及びカーボンナノチューブファイバー間
の距離の制御を通じて、出力因子５００μ
Ｗ／ｋｍを達成した。 
（２） 熱電デバイス技術の研究開発  
「熱電材料の開発」で、スクッテルダイ

ト系熱電材料の性能として世界最高レベ
ルとなるＺＴ=１.２を予定よりも１年前
倒しで達成した。また、世界最大級となる
直径２００ｍｍの焼結体成形技術、素子整
形技術の開発にも成功した。 
 

 

   （５）実用化に適した高性能
なクラスレート焼結体の研究
開発 
「高性能化に関する技術開

発」、「p 型特性発現に関する
技術開発」 
「モジュール化に関する技

術開発」について研究開発を
行う。 
（６）シリサイド熱電変換材
料による車載排熱発電システ
ムの実用化への要素技術開発 
「Ｍｇ２Ｓｉ熱電変換材

料・発電素子の量産化技術」
「車載用熱電発電モジュール
の開発」の技術の開発を行う。 

－ 
 

（３）熱電変換による排熱活用の研究開発 
シリサイド系熱電変換材料に関して、マ

ンガンシリサイド薄膜を対象に、組成・元
素調整によるゼーベック係数の向上と、そ
れを母体としたシリコン薄膜との多積層
化による低熱伝導率化の可能性を明らか
にした。 
 

（４）フレキシブル有機熱電材料およびモ
ジュールの開発 
「高機能導電性ポリマーの開発」では、

熱励起効率の高い材料に高キャリア移動
度を付与するために新たな分子設計を検
討し、いくつかの指針を得た。 
「ＣＮＴ及び周辺材料の開発」では、Ｃ

ＮＴの分散、配向状態を制御する材料開発
に加え、ゼーベック係数を制御する新たな
添加剤の方針を得た。 
「無機熱電材料を利用した熱電変換材

料の開発」では、無機材料のナノ粒子化と
有機材料とのハイブリッド化を進め、無機
材料の更なる性能向上に加え、ハイブリッ
ド化に対する熱安定性付与の必要性につ
いての指針を得た。 
「フレキシブル熱電変換モジュールの

開発」で、印刷用熱電インク、プロセス、
モジュール構造の開発と試作を進めて性
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能試験を行い、更なる性能向上に向けた課
題を明確にした。また、実用化を意識した
コンセプトモデルを国内で先駆けて試作
し、ナノテク展等の展示会に参考出品して
ニーズの把握に努めた。 
 

（５）実用化に適した高性能なクラスレー
ト焼結体の研究開発 
「高性能化に関する技術開発」では、ナ

ノ焼結技術によりナノ組織のサイズを制
御し、熱拡散率が低減することを確認し
た。 
「ｐ型特性発現に関する技術開発」で

は、構成元素の組成比を制御して、ｐ型特
性を発現させる組成を得る条件を明らか
にした。 
「モジュール化に関する技術開発」で

は、クラスレート焼結体素子のモジュール
化を目的に、電極部の抵抗を評価して電極
接合に関する技術に目処をつけた。 
 

（６）シリサイド熱電変換材料による車載
排熱発電システムの実用化への要素技術
開発 
「Ｍｇ２Ｓｉ 熱電変換材料・発電素子

の量産化技術」では、熱電特性及び機械特
性の面内偏差±１０％以内を満たすφ７
０ｍｍ 焼結体製造技術を開発した。また、
焼結体の熱電特性及び機械特性の面内偏
差を評価する手法の有効性を確認した。電
極形成技術では、シリサイド系焼結体に適
した複数の乾式成膜技術を開発し、量産ラ
イン設計への導入に目処をつけた。 
「車載用熱電発電モジュールの開発」で

は、接合方法の改良を行うことで小型モジ
ュールにおいて０.７Ｗ／㎠（熱源温度６
００℃）以上の高出力密度化を達成するモ
ジュールを複数の材料／温度仕様で作成
した。 

   研究開発項目⑤「排熱発電技
術の研究開発」 
（１）排熱発電技術の研究開
発 
２００℃以下の中低温排熱

に対し、低ＧＷＰ・不燃冷媒
の基本仕様を明確化する。機
器開発では、実工場排熱を利
用した発電実験を実施し課題
を明確化する。 

－ 研究開発項目⑤「排熱発電技術の研究開
発」 
（１）排熱発電技術の研究開発 
「高効率小型排熱発電技術開発」で、出

力１ｋＷe クラスの試作試験機で発電効
率１０.３％を実証するとともに、実工場
排熱を用いた課題抽出実験を実施した。 
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   研究開発項目⑥「ヒートポン
プ技術の研究開発」 
（１）産業用高効率高温ヒー
トポンプの開発 
試作するヒートポンプシス

テムの詳細設計を行うと共
に、ターボ圧縮機・膨張機に
ついて、試作機試験装置によ
り性能試験を行い、中間目標
ＣＯＰの達成可能性を評価す
る。 
（２）機械・化学産業分野の
高温熱供給に適した冷媒とヒ
ートポンプシステム技術開発 
「冷媒開発」では、二種類

の新型冷媒候補の安定性・安
全性評価等を行う。 
「機器開発」では、サイク

ル構成の選定と凝縮伝熱特性
の評価を実施する。 
（３）低温駆動・低温発生機
の研究開発 
「低温駆動基本サイクル」

については、空冷式供試体を
開発する。 
「氷点降下剤を用いた新冷

媒」については、原理確認を
行う。 
「新吸収剤」については、

空冷熱交換器の要素伝熱評価
を行う。 

－ 研究開発項目⑥「ヒートポンプ技術の研究
開発」 
（１）産業用高効率高温ヒートポンプの開
発 
前年度までに開発したマルチフィジッ

クス統合解析シミュレータを用いて様々
な運転条件における解析を行い、８０℃か
ら１６０℃への加熱でＣＯＰ:３.５を達
成する見通しを得た。 
 

（２）機械・化学産業分野の高温熱供給に
適した冷媒とヒートポンプシステム技術
開発 
「冷媒開発」では、新型冷媒候補(A)の

安定性・安全性評価を行い、燃焼性、毒性、
高温度域での安定性の評価結果より、ヒー
トポンプに有効な冷媒候補を選定した。 
「機器開発」では、選定した新型冷媒候

補(Ａ)を用いて、各種ヒートポンプの熱力
学的性能解析を行い、ＣＯＰ が３.５ 以
上となる実機適用サイクルとして２段圧
縮抽気サイクルを選定し、構成機器の仕様
を決定した。さらに、凝縮要素試験装置を
用い、新型冷媒候補(Ａ)の高温での凝縮伝
熱特性を明らかにした。 
 

（３） 低温駆動・低温発生機の研究開発 
「低温駆動基本サイクル」では、前年度

に製作した水冷式実用性確認用供試体に
より、冷水発生サイクルの性能評価を行
い、熱源水温度の下限である６０℃の温水
から冷却水温度３０℃の条件において
７℃の冷水が得られることを実証した。こ
れにより、世界トップレベルの性能である
と確認された。 
「氷点降下剤を用いた新冷媒」では、原

理確認実験装置の運転研究によりサイク
ル挙動を把握するとともに、実機条件を想
定した防食実験を実施した。これらの実験
結果と凍結温度挙動の詳細計測により、凍
結温度が－３０℃以下となる氷点降下剤
と腐食抑制剤の混合量条件を明らかにし
た。 
「新吸収剤」では、空冷熱交換器の要素

伝熱評価を実施するとともに、腐食に関す
る問題により候補成分の再選定を行った。 
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   研究開発項目⑦「熱マネージ
メントの研究開発」 
（１）熱マネージメント材料
の研究開発 
「車載用高効率熱輸送シス

テム」では、ループ式ヒート
パイプのメカニズム解析と材
料の研究開発を推進する。「材
料研究」では、ナノ流体及び
種々の熱媒体の物性評価や単
相流伝熱試験を実施し、最適
な伝熱流体の設計指針を確立
する。「熱計測技術」では、材
料評価データを取得、固液界
面における熱移動現象につい
てのメカニズムを解明し、熱
輸送促進と熱損失低減の両方
向の界面制御に向けた指針を
提供する。 
（２）熱マネージメントの研
究開発 
モータ領域では、コイルエ

ンド用吸熱モジュールの性能
向上のための組み付け構造、
および試作品の製造技術を明
らかにする。インバータ領域
では、パワーデバイス用吸熱
モジュールの制御技術を確立
し、駆動条件と吸熱能力の関
係を求める。また、これを包
含するインバータや車両の熱
流モデルに組み合せ、システ
ムレベルの性能を評価する。 
（３）車両用小型吸収冷凍機
の研究開発 
「軽量化開発」、「作動媒体

の開発」、「分離壁構造開発」
について研究開発を行い、中
間目標の達成を目指す。 
（４）車両用高効率排熱利
用・冷房用ヒートポンプの研
究開発 
「吸着式冷凍システム」、

「廃熱回収システム」につい
て研究開発を行い、中間目標
の達成を目指す。 

－ 研究開発項目⑦「熱マネージメントの研究
開発」 
（１）熱マネージメント材料の研究開発 
「車載用高効率熱輸送システム」では、

ループ式ヒートパイプ（以下ＬＨＰ）につ
いて、自動車に適用する上で重要な過渡状
態検討を実機・シミュレーションで行い課
題を明確化した。 
「材料研究」で、微粒子分散流体につい

て検討を行い、アスペクト比大の微粒子形
状、ＳＡＭ（自己組織化単分子膜）等を利
用した分散手法により伝熱特性を向上さ
せ、最適な伝熱流体の設計指針を確立し
た。 
「熱計測技術」では、開発した熱エネル

ギー移動評価装置を用いて固液界面の熱
エネルギー移動評価を実施し、固液界面に
界面改質層を付与した時の熱移動促進効
果を明らかにした。 
 

（２）熱マネージメントの研究開発 
「モータ領域」では、性能向上のための

吸熱モジュール組み付け構造及び製作技
術を開発した。また吸熱モジュールの基本
構造、回転体の温度計測技術、熱移動モデ
ル等を開発した。これらの成果を活用し、
予定していたコイル部からの熱移動量を
確認した。 
「インバータ領域」では、パワーデバ

イスと一体化できる吸熱素子の基本構
造、素子前後の温度分布計測技術、熱移
動量を算出する熱移動モデル等を開発し
た。これらの成果を活用し、今年度に目指
していた吸熱素子の熱移動量の確認を実
施した。 
 

（３）車両用小型吸収冷凍機の研究開発 
「軽量化開発」では、試作機の性能評価

により性能影響因子を絞り込み、改良の指
針を得た。 
「作動媒体の開発」では、結晶化温度を

下げる多成分系作動媒体の絞り込みを行
った。蒸気圧、結晶化温度、粘度の測定か
ら最適組成比の検討を可能とした。 
「分離壁構造開発」で、性能評価及びサ

イクルシミュレーションを実施した結果
から、革新的な構造である分離壁型にする
ことで約２.５倍の性能向上が見込まれる
ことが分かり、小型化に効果があることを
確認した。 
 

（４）車両用高効率排熱利用・冷房用ヒー
トポンプの研究開発 
「吸着式冷凍システム」で、吸着材の熱

交換器への担持技術開発により、平成２５
年度に対し１.８倍～２.３倍となる吸着
熱交換器性能を達成した。 
「廃熱回収システム」では、直接熱交換

型排熱回収器の小型車での実車評価にお
いて、排熱回収温度効率８６％を達成し
た。また、高熱密度な潜熱蓄熱材として選
定した材料を用いて蓄熱性能１４３ｋＪ
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／ｍｉｎ を達成した。 

   研究開発項目⑧「 熱関連調
査・基盤技術の研究開発」 
（１）熱関連調査研究と各種
熱マネージメント材料の基盤
技術の開発 
「排熱実態の調査、研究開

発／導入シナリオの検討」、
「熱マネージメント部材の評
価技術開発」、「熱関連材料の
計算シミュレーションとデー
タベース構築」について実施
し、中間目標の達成を目指す。 
 また、中間評価終了後に、
プロジェクト全体の成果につ
いての標準化に関する方針の
検討を行う。 

－ 研究開発項目⑧「 熱関連調査・基盤技術
の研究開発」 
（１）熱関連調査研究と各種熱マネージメ
ント材料の基盤技術の開発 
「排熱実態の調査、研究開発／導入シナ

リオの検討」では、熱多消費型９業種の未
利用排ガスの排出・活用状況を定量評価で
きる形としてまとめる等した。 
「熱マネージメント部材の基盤技術の

開発」では、整備したモジュール評価装置
を活用し参画機関の熱電モジュールの性
能評価を実施し、性能及び信頼性向上にむ
けた課題抽出等を行った。 
「熱関連材料の計算シミュレーション

とデータベース構築」では、無機バルク材
向けの熱電計算シミュレータを拡張･整備
して、熱電性能向上に向けた系統的ドーピ
ング設計シミュレーションを行い、この結
果を応用して中･低温領域の層状セレン化
スズ材料の熱電効率向上について重要な
知見を得る等した。 
 また、中間評価終了後に、プロジェクト
全体の成果についての標準化に関する方
針の検討を行った。 

 

 ⅲ）蓄電池、エネルギーシ
ステム分野 
ａ．蓄電池 

我が国が競争力を確保す
るため、今後大きな成長が
望め、かつ我が国の優位性
を活かすことが出来る分野
における蓄電池に注力し、
技術開発を実施するものと
する。 

また、産学の技術進展を
加速する共通基盤技術とし
て、蓄電池材料の評価手法
の確立等に取り組むことと
する。 

さらに、ＩＥＣやＩＳＯ
等における国際標準の制
定・見直しの場で、我が国

（ⅲ）蓄電池・エネルギー
システム分野 
(a)蓄電池 

蓄電池は、電気自動車
（ＥＶ）やプラグインハイ
ブリッド自動車（ＰＨＥ
Ｖ）等の次世代自動車の普
及、再生可能エネルギーの
導入拡大やスマートグリ
ッド実現の核となる重要
な技術である。また、経済
産業省が平成２４年７月
に定めた「蓄電池戦略」で
も、２０２０年に世界全体
の市場（２０兆円）の５割
のシェアを我が国関連企
業が獲得することが目標
に掲げられており、今後も

（ⅲ）蓄電池・エネルギーシ
ステム分野 
(a)蓄電池 
１．革新型蓄電池先端科学基
礎研究事業 ［平成２１年度
～平成２７年度］ 
電池の基礎的な反応メカニ

ズムの解明により、革新型蓄
電池の実現等に向けた基礎技
術を確立することを目的に、
京都大学 特任教授 小久見 
善八氏をプロジェクトリーダ
ーとし、以下の研究開発を実
施する。 
る。 

－ （ⅲ）蓄電池・エネルギーシステム分野 
(a)蓄電池 
１．革新型蓄電池先端科学基礎研究事業 
［平成２１年度～平成２７年度］ 
 電池の基礎的な反応メカニズムの解

明により、革新型蓄電池の実現等に向けた
基礎技術を確立することを目的に、京都大
学 特任教授 小久見 善八氏をプロジ
ェクトリーダーとし、以下の研究開発を実
施した。 
 

●現行のリチウムイオン電池に対して世界
最高レベルとなる３倍のエネルギー密度
を有する革新型蓄電池の性能を獲得。 

 
●本事業において設置を行った放射光や中

性子ビームラインを活用した世界最先端
の解析技術を駆使し、新しいコンセプトの
蓄電池を開発。添加剤の導入や電極―電解
質界面のナノレベルでの制御等によって、
サイクル特性や充放電特性を大幅に向上。
車両用電池として非常に高い性能（高エネ
ルギー化）の実現の見通しが得られた。ま
た、開発した解析技術の技術検証を通じ
て、現行の実用電池開発にも貢献。 

 

研究開発項目①高度解析技術
開発 
量子ビーム技術を用いた蓄

－ 研究開発項目①高度解析技術開発 
 量子ビーム技術を用いた蓄電池の
in-situ 計測技術を引き続き深化させる
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主導による国際標準化を促
進するものとする。 
ｂ．スマートグリッド、ス
マートコミュニティ 

電力システム安定化に向
けた取組に注力することと
し、系統側におけるスマー
トグリッド、 需要側におけ
るスマートコミュニティ、
発電側における再生可能エ
ネルギーの能動的出力調整
技術、これらを支える蓄電
技術といったシステム全体
にわたる技術の開発・実証
を、総合的に推進するもの
とする。 

市場の拡大が想定される
成長産業と位置付けられ
ている。 

第３期中期目標期間に
おいては、国際的な競争が
激化しつつある蓄電産業
について、引き続き我が国
が競争力を確保するため、
用途に応じて高性能・高安
全性・高信頼性・低コスト
の蓄電池を実用化・事業化
していくことが必要であ
り、今後大きな成長が望
め、かつ我が国の優位性を
活かすことができる分野
における蓄電池に注力し
て技術開発を実施する。 

車載用については、既に
実用化・事業化されている
リチウムイオン電池の出
力・エネルギー密度を他国
に先行して飛躍的に向上
させるとともに、低コスト
化を実現し、次世代自動車
市場を確保していく。ま
た、２０３０年の実用化・
事業化が期待されるポス
トリチウムイオン電池の
実現を目指し、産官学の英
知を結集して最先端の技
術開発に取組むことによ
って、我が国の中長期的な
競争力の確保を目指す。 

大型蓄電池については、
電池の種類に捉われず、低
コスト化・長寿命化が期待
できる蓄電技術を開発す
るとともに、システムの制
御・運用に係る技術実証を
行い、実用化・事業化を促
進することで比較的新し
い本技術の市場を確保し
ていく。 

また、産学の技術進展を
加速する共通基盤技術と
して、蓄電池材料の評価手
法の確立等に取組む。 

さらに、ＩＥＣやＩＳＯ
等における国際標準の制
定・見直しの場に、必要に
応じてプロジェクトで得
られた成果を提供し、我が
国主導による国際標準化
を促進する。 

 
(b)スマートグリッド、ス
マートコミュニティ 

出力が不安定な新エネ
ルギーの大量導入や分散
電源化といった社会的要
請に応えつつ、エネルギー

電池の in-situ 計測技術を引
き続き深化させるとともに、
核磁気共鳴計測技術、透過型
電子顕微鏡による解析技術及
び計算科学手法に基づいた電
池現象解析技術を発展させ
る。また、これらの複数の解
析技術を相補的に利用した蓄
電池計測システムを構築し、
蓄電池の劣化現象等の理解と
それを克服する技術の設計指
針や革新電池の特性・実用性
の向上に向けた技術を提案す
る。 

とともに、核磁気共鳴計測技術、透過型電
子顕微鏡による解析技術及び計算科学手
法に基づいた電池現象解析技術を発展さ
せた。 
 これらの複数の解析技術を相補的に利

用するために、精密充放電装置など蓄電池
計測システムを構築し、蓄電池の劣化現象
等の理解とそれを克服する技術の設計指
針や革新電池の特性・実用性の向上に向け
た解析技術を開発した。 

研究開発項目②電池反応解析 
これまでに開発した測定手法
を本事業で開発している電極
及び電解液材料に適用し、そ
の劣化機構を明確にした設計
指針を示す。 

－ 研究開発項目②電池反応解析 
 原子間力顕微鏡、ラマン分光、インピー
ダンスによる in-situ 計測技術を発展さ
せ、電極表面や電解液との界面状態を解析
することにより蓄電池現象の把握と設計
指針を提示した。 

  

研究開発項目③材料革新 
これまでに提案した革新材

料設計指針を踏まえて、正極-
電解質界面の安定化により見
出した正極材料と、今回開発
した高容量負極材料を用いて
実電池を作成し、３００Ｗｈ
／ｋｇ級電池として成立し得
ることを検証する。また、こ
れまでに見出した高容量かつ
高安定な正極材料を用いて５
００Ｗｈ／ｋｇ級電池の実現
見通しを有する革新電池を作
製し、３００Ｗｈ／ｋｇのエ
ネルギー密度を達成可能であ
ることを検証する。 
 

－ 研究開発項目③材料革新 
 これまでに提案した革新材料設計指針
を踏まえて、Li過剰系や Li 不定比酸化物
等の正極材料と、今回導入した有限要素法
により設計した形状をもつ Si-C 負極材を
用いて、３２０Ｗｈ／ｋｇ以上の電池とし
て成立し得ることを検証した。加えて表面
修飾した正極材料が高電位でも安定化し
耐久性の向上が期待できることも確認さ
れた。 
 また、前年度までに開発した非晶質の金
属硫化物を活物質とした正極材料を用い
て５００Ｗｈ／ｋｇ級電池の実現見通し
を有する硫化物電池が、１，３０２Ｗｈ／
ｋｇのエネルギー密度を達成可能である
こと、２、高度解析技術を用い活物質の充
放電時の非晶質構造の挙動、３、耐久性を
検証し原理証明を行った。 

  

  研究開発項目④革新型蓄電池
開発 
 これまでに得られた電池系
の電極-電解質界面の制御等
に関する指針を適用し研究開
発を進め、３００ Ｗｈ／ｋｇ
のエネルギー密度を有する電
池を構成し得ることの見通し
をつける。また、５００Ｗｈ
／ｋｇ級電池の実現可能性を
見通しうる高容量電極材・電
解質及び構成の設計指針の導
出を行うとともに、実用性向
上に関する研究開発を行う。 

－ 研究開発項目④革新型蓄電池開発 
 これまでに抽出した亜鉛空気電池及び
ナノ界面制御電池等の有望な革新型蓄電
池について、溶解度制御による活物質の溶
解、析出の再現性向上指針を適用し研究開
発を進め、それぞれ３３０Ｗｈ／ｋｇ、３
９５Ｗｈ／ｋｇのエネルギー密度を有す
る電池を構成し得ることと耐久性の向上
の効果を検証した。また、５００Ｗｈ／ｋ
ｇ級電池の実現可能性を見通しうる電極
材・電解質及び構成の設計指針の導出を行
い実用化のための課題の抽出を行った。 

  

  ２．安全・低コスト大規模蓄
電システム技術開発 ［平成
２３年度～平成２７年度］ 
余剰電力貯蔵や短周期周波

数の変動抑制を目的とした系
統安定化用蓄電システムの実
用化に向けて、民間企業等が
実施する実用化開発を支援す
る。 

－ ２．安全・低コスト大規模蓄電システム技
術開発 ［平成２３年度～平成２７年度］ 
余剰電力貯蔵や短周期周波数の変動抑

制を目的とした系統安定化用蓄電システ
ムの実用化に向けて民間企業等が実施す
る実用化開発を支援した。 
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  を安定的に供給するイン
フラを効果的に構築・運用
するためには、蓄電池をは
じめとする蓄エネルギー
技術に加えて、ＩＴを活用
してエネルギー供給側と
需要側の情報を双方向で
共有し、エネルギーシステ
ム全体で需給変動を制
御・調整していく新たな仕
組みづくりが重要である。 

第３期中期目標期間に
おいては、特に電力システ
ム安定化に向けた取組に
注力することとし、系統側
における能動的制御技術
であるスマートグリッド、 
需要側においてコミュニ
ティ全体でエネルギーの
効率的利用を行うスマー
トコミュニティ、発電側に
おける再生可能エネルギ
ーの能動的出力調整技術、
これらを支える蓄電技術
といったシステム全体に
わたる技術の開発・実証を
総合的に推進する。 

研究開発項目①系統安定化用
蓄電システムの開発 
 系統安定化用蓄電システ

ムを実系統に接続し、再生可
能エネルギーと連系させた実
証運転を実施することで、蓄
電システムの性能、寿命、安
全性等の効用検証を行うと共
に、システムとしての課題を
抽出しその解決を図ること
で、余剰電力貯蔵用としてコ
スト２万円／ｋＷｈ、寿命２
０年相当、短周期の周波数変
動に対する調整用としてコス
ト７万円／ｋＷ、寿命２０年
相当の蓄電デバイスや蓄電シ
ステムの実用化の目処を得
る。 

－ 研究開発項目①系統安定化用蓄電システ
ムの開発 
 開発した大規模蓄電池システムを国内
３ヶ所（伊豆大島、南大東島、米倉山）、
国外３ヶ所（米国、英国、スペイン）の実
電力系統に設置し、再生可能エネルギーと
連系させた実証運転を実施した。実証運転
を通して、蓄電システムの性能、寿命、安
全性等の効用検証を行うと共に、システム
としての課題を抽出しその解決を図るこ
とで、余剰電力貯蔵用としてコスト２万円
／ｋＷｈ、寿命２０年相当、短周期の周波
数変動に対する調整用としてコスト７万
円／ｋＷ、寿命２０年相当の蓄電デバイス
や蓄電システムの実用化の目処を得た。さ
らにユーザーサイトとの実証を通じて、実
電力系統での技術検証に留まらず、輸送・
搬入・据付～設置認可～保守の経験蓄積や
営業ルートの開拓等、早期実用化に繋がる
成果も獲得した。 

  

  研究開発項目②共通基盤研究 
平成２６年度までに開発した
蓄電池の劣化診断解析技術を
実際の劣化セルに適用し、劣
化診断法の確立と妥当性の検
証を行う。さらに、開発した
蓄電システムの充放電プロフ
ァイル作成システムを用い
て、より大規模な系統を含む
典型的な充放電プロファイル
のデータベースを作成し、実
際の劣化診断法評価に適用す
る。 

－ 研究開発項目②共通基盤研究 
 平成２６年度までに開発した蓄電池の
劣化診断解析技術を実際の劣化セルに適
用し、劣化診断法の確立と妥当性の検証を
行った。さらに、開発した蓄電システムの
充放電プロファイル作成システムを用い
て、より大規模な系統を含む典型的な充放
電プロファイルのデータベースを作成し、
実際の劣化診断法評価に適用した。 
 
 

  

   ３．リチウムイオン電池応
用・実用化先端技術開発事業 
［平成２４年度～平成２８年
度］ 
２０２０年またはそれ以降

に、電気自動車、プラグイン
ハイブリッド自動車の市場に
おける日本のリチウムイオン
電池の優位性を確保すること
を目的に、研究開発項目①で
民間企業等が実施する実用化
開発を支援する。さらに、研
究開発項目③で下記の研究開
発を実施する。 

－ ３．リチウムイオン電池応用・実用化先端
技術開発事業 ［平成２４年度～平成２８
年度］ 
２０２０年またはそれ以降に、電気自動

車、プラグインハイブリッド自動車の市場
における日本のリチウムイオン電池の優
位性を確保することを目的に、研究開発項
目①で民間企業等が実施する実用化開発
を支援した。さらに、研究開発項目③で下
記の研究開発を実施した。 
 
 

  

   研究開発項目①「高性能リチ
ウムイオン電池技術開発」 
 平成２６年度までに開発し
た要素技術を統合して大型の
セルを試作し、特性評価を行
う。また、電池を組み合わせ
たモジュールまたはパックの
構造、冷却技術、充填技術に
ついても引き続き検討し、各
実施者で設定した最終目標の
達成に繋げる。さらに、全固
体電池に関しては、最終目標
の達成に向け、活物質の設計
や固体電解質との界面解析を
行い、界面抵抗の低減化、全

－ 研究開発項目①「高性能リチウムイオン電
池技術開発」 
 各実施者で設定した最終目標の達成に
向け、平成２６年度までに開発した要素技
術を統合して大型のセルを試作し、特性評
価を実施した。また、電池を組み合わせた
モジュールまたはパックの構造、冷却技
術、充填技術についても引き続き検討し
た。さらに、全固体電池に関しては、最終
目標の達成に向け、活物質の設計や固体電
解質との界面解析を行い、界面抵抗の低減
化、全固体電池の高出力化に影響する因子
を明らかにするとともに、世界最高性能の
固体電解質を発見し、現行ＬＩＢの３倍性
能を実証した。 
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固体電池の高出力化に影響す
る因子を明らかにする。  

 
 

   研究開発項目③「車載用リチ
ウムイオン電池の試験評価法
の開発」 
 研究開発項目①の内容も含
めた車載用リチウムイオン電
池技術の進展に合わせ、国際
規格・基準として提案可能な
車載用リチウムイオン電池の
安全性及び寿命に関する試験
評価法の開発を行う。平成２
７年度に公募を実施する予
定。 

－ 研究開発項目③「車載用リチウムイオン電
池の試験評価法の開発」 
 車載用リチウムイオン電池の安全性及
び寿命に関する試験評価法の開発を実施
し、開発した熱連鎖試験法を国連 EVS-gtr
（※）の会合で日本案として提示した。 
※EVS-gtr： Electrical Vehicles Safety 
– grobal technical regulation 

  

   ４．先進・革新蓄電池材料評
価技術開発 ［平成２５年度
～平成２９年度］ 
先進リチウムイオン電池及

び革新電池に用いられる新規
材料の性能・特性を的確かつ
迅速に評価できる材料評価手
法の確立に向け、技術研究組
合リチウムイオン電池材料評
価研究センター 専務理事 
太田 璋氏をプロジェクトリ
ーダーとし、以下の研究開発
を実施する。 
 先進リチウムイオン電池に
ついては、高電圧正極、固溶
体正極、シリコン系負極及び
難燃性電池の４テーマの標準
電池モデル、電池作製仕様書
及び性能評価手順書を策定
し、各種標準電池モデルの評
価を通じて妥当性検証を行
う。 
 また、革新電池（全固体電
池）については、シート電極
及びシート型積層電池の作製
プロセスを検討して、標準的
な電池作製仕様書の策定を進
める。 

－ ４．先進・革新蓄電池材料評価技術開発 
［平成２５年度～平成２９年度］ 
先進リチウムイオン電池については、高

エネルギー密度化や安全性向上等の可能
性を有する高電位正極(ＰＪ－１)、高容量
正極(ＰＪ－２)、高容量負極(ＰＪ－３)
及び難燃性電解液（ＰＪ－４)の合計４種
の材料を基軸とする標準電池モデル（１Ａ
ｈ級ラミネート形セル）を開発し、その試
作仕様書と性能評価手順書を策定した。並
行して電池特性に係るメカニズム解析や
評価法を開発した。例えば、安全性につい
ては、電池の安全性試験法や高精度の熱特
性評価技術を開発した。また、策定した評
価技術の妥当性を検証するため、組合員の
材料の評価を開始し、課題の抽出を行っ
た。 
革新電池（全固体電池）については、実

用化状態を想定したシート型標準電池モ
デルの固体電解質及び電極のシート成形
条件・方法等に関する検討を進め、その作
製仕様書及び性能評価手順書を策定した。 
また、開発した評価技術は、企業等の産

業競争力向上だけでなく、大学等で開発さ
れた新規材料技術の早期見極めに貢献す
るレベルまで到達した。さらに本開発を通
して、国内材料メーカで開発に携わる人材
のレベル向上に大きく貢献した。 

  

 ⅳ）クリーンコールテクノ
ロジー（ＣＣＴ）分野 

石炭火力の高効率化・低
炭素化を目指すため、これ
までのプロジェクトでの成
果を活用するとともに、高
効率の燃料電池に適用可能
な石炭ガスのクリーンアッ
プ技術等の要素技術開発を
推進することとする。 
また、ＣＯ２分離回収技術を
適用してもエネルギー効率
の低下が最小限に抑制され
る石炭ガス化複合発電（Ｉ
ＧＣＣ）システム等の要素
技術開発、システム内の未
利用廃熱を活用した高効率
化技術等の基盤的研究を推
進することとする。 

さらに、我が国の優れた

（ⅳ）クリーンコールテク
ノロジー（ＣＣＴ）分野 

石炭は、石炭火力発電を
中心に、今後とも世界的に
需要が拡大し、世界の一次
エネルギーに占める割合
が高くなると見込まれ、我
が国でも一次エネルギー
総供給量に占める石炭の
割合及び発電量に占める
石炭火力の割合は２０％
以上と重要なエネルギー
源である。このため、高効
率な石炭火力発電技術、石
炭利用の課題となるＣＯ２

の削減技術（ＣＣＳ等）を
組み込んだゼロエミッシ
ョン石炭火力技術の開発
を推進していく必要があ
る。また、石炭は、供給安

（ⅳ）クリーンコールテクノ
ロジー（ＣＣＴ）分野 
１．ゼロエミッション石炭火
力技術開発プロジェクト 
［平成４年度～平成２９年
度］ 
地球環境問題への対応及び

化石エネルギー資源の安定供
給への対応を推進するため、
ゼロエミッション型石炭火力
発電の実現を目指すととも
に、我が国のクリーンコール
テクノロジーの国際競争力強
化のための技術開発・調査研
究を、以下の事業項目につい
て実施する。 
 

－ （ⅳ）クリーンコールテクノロジー（ＣＣ
Ｔ）分野 
１．ゼロエミッション石炭火力技術開発プ
ロジェクト ［平成４年度～平成２９年
度］ 
地球環境問題への対応及び化石エネル

ギー資源の安定供給への対応を推進する
ため、ゼロエミッション型石炭火力発電の
実現を目指すとともに、我が国のクリーン
コールテクノロジーの国際競争力強化の
ための技術開発・調査研究を、以下の事業
項目について実施した。 
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 低品位炭の改質技術を海外
に普及、促進を支援するこ
ととする。また、高効率、
低コストの石炭改質技術の
開発を推進することとす
る。  製鉄プロセスについ
ては、ＣＯ２削減に資するべ
く、環境調和型製鉄プロセ
ス技術開発を推進すること
とする。 

定性の面で優れているが、
可採埋蔵量の約半分が、品
位の低い未利用炭となっ
ている。世界的な石炭需給
の緩和、及び我が国のエネ
ルギーセキュリティ向上
を目指しこれら未利用炭
の多目的利用のための技
術開発を行う必要がある。 

こうした我が国が優位
性を持つクリーンコール
テクノロジーは、普及展開
による国際貢献とともに、
産業競争力確保の観点か
ら、更なる技術力の向上が
必要である。 

革新的な高効率発電技
術及びＣＯ２削減技術とし
ては、石炭ガス化複合発電
（ＩＧＣＣ）／石炭ガス化
燃料電池複合発電（ＩＧＦ
Ｃ）の実現が期待されてい
る。第３期中期目標期間で
は、石炭ガス利用の高効率
化を実現するガス精製技
術、排ガスのＣＯ２濃度を
高める高効率なＣＣＳ対
応型石炭ガス化発電シス
テム技術等の要素技術の
開発、ガス化炉そのものの
エネルギー効率向上、廃熱
利用といった基盤的技術
開発を行う。 

褐炭は、水分が多く、そ
の一方で、乾燥すれば自然
発火性が高いことから、輸
送に適さず、利用が進まな
い。このため、石炭の乾燥
技術開発が必要である。ま
た未利用炭においては、灰
分、硫黄あるいは水銀等の
含有量が多いため、従来の
石炭利用設備に直接供給
できない。そこで、脱灰分、
脱硫黄、脱水銀等の改質技
術開発が必要となる。第３
期中期目標期間では、未利
用の低品位炭について、経
済性と利用可能な品質の
バランスを踏まえた、乾燥
技術、改質技術についての
調査を行うとともに、必要
な技術開発を行う。  製
鉄プロセスにおけるＣＯ２

削減に資するべく、排出さ
れる二酸化炭素の約３
０％削減を目指し、環境調
和型製鉄プロセス技術開
発を推進する。第３期中期
目標期間においては、Ｐｈ
ａｓｅⅠ ｓｔｅｐ１で得
られた要素技術を基に、１

研究開発項目① ゼロエミッ
ション石炭火力基盤技術開発 
（１）次世代ガス化システム
技術開発[平成２７年度～平
成２９年度] 
噴流床型ガス化炉への高温

の水蒸気の注入による冷ガス
効率の向上について、小型ガ
ス化炉（数ｔ／ｄ規模を想定）
での検証を行うため、試験計
画の立案とともに試験装置の
設計・改造を行うため、新た
に公募を行う。 
 

（２）ＣＯ２分離型化学燃焼石
炭利用技術開発[平成２７年
度～平成３２年度] 
酸素キャリアの反応性、耐

久性及び流動性等について要
素試験にて評価を行うため、
酸素キャリアを製作するとと
もに試験装置の設計・製作を
行うため、新たに公募を行う。 
 

（３）燃料電池向け石炭ガス
クリーンナップ技術要素研究
[平成２７年度～平成２９年
度] 
ＩＧＦＣの実現に向けて、

燃料電池用ガス精製技術と燃
料電池を組み合わせた模擬ガ
ス試験装置の製作を行うた
め、新たに公募を行う。 

－ 研究開発項目① ゼロエミッション石炭
火力基盤技術開発 
（１）次世代ガス化システム技術開発[平
成２７年度～平成３０年度] 
計画通り、公募を行い、研究開発を開始し
た。次年度以降に実施するガス化試験に先
立ち、試験計画及び小型ガス化炉の改造に
ついて検討を実施した。また、効率向上の
ため、高効率酸素製造装置の調査を実施し
た。 
 
（２）ＣＯ２分離型化学燃焼石炭利用技術
開発[平成２７年度～平成３２年度] 
計画通り、公募を行い、研究開発を開始し
た。次年度以降に実施する酸素キャリアの
最適化のため、有望な酸素キャリア候補の
探索を実施した。 
 
（３）燃料電池向け石炭ガスクリーンナッ
プ技術要素研究[平成２７年度～平成２９
年度] 
計画通り、公募を行い、研究開発を開始し
た。燃料電池用ガス精製技術と燃料電池を
組み合わせた模擬ガス試験装置の製作を
開始した。 

  

  研究開発項目② クリーン・
コール・テクノロジー推進事
業 ［平成４年度～平成２９
年度］ 
石炭利用に伴い発生するＣ

Ｏ２、ＳＯｘ、ＮＯｘ等による
地球環境問題への対応、並び
にエネルギー需給の安定化へ
の対応等を図るため、海外Ｃ
Ｏ２対策技術・ＣＣＳプロジェ
クトに係る情報収集・意見交
換、ＣＣＴ開発等の先導調
査・マップ見直し及びその他
ＣＣＴ推進事業を実施するた
め、新たに公募を行う。また、
ＩＥＡの各種協定及びＧＣＣ
ＳＩの協定に基づく技術情報
交換等を実施する。 

－ 研究開発項目② クリーン・コール・テク
ノロジー推進事業 ［平成４年度～平成２
９年度］ 
クリーン・コール・テクノロジーの国内外
の調査・検討を実施した。ＣＯ２排出削減
を目指し、METI との共催で、産学官の有
識者からなる「次世代火力発電の早期実現
に向けた協議会」を開催し、２０３０年ま
でのロードマップを策定した。本協議会
は、報道機関からも注目を集め日本の将来
に向けた火力発電技術開発の方向性を明
確化した。 

  

  研究開発項目③ クリーン・
コール・テクノロジー実用化
可能性調査 [平成２６年度
～平成２７年度] 
ＣＣＳを含むＣＣＴ技術の

技術開発に先立ち、開発する
技術について具体的な試設計
の実施、想定価格の設定、市
場性、社会受容性、技術開発
項目及び開発計画等の検討を
行う。このため、ＣＣＳによ

－ 研究開発項目③ クリーン・コール・テク
ノロジー実用化可能性調査 [平成２６年
度～平成２７年度] 
ＣＯ２分離回収システム最適化調査研

究を実施し、ＩＧＣＣとＣＯ２回収システ
ムを組み合わせた最適化システムの検討
を行った。その結果に基づき、ＯＣＧの第
２期計画を想定した試設計を実施した。 
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０ｍ３規模のミニ高炉、コ
ークスガス（ＣＯＧ）改質
設備等を製作し、総合的な
高炉からの二酸化炭素排
出削減技術及び二酸化炭
素分離回収技術の開発を
行うとともに、次期１００
ｍ３規模実証炉へのスケー
ルアップのためのデータ
を得る。また、製鉄プロセ
スにおけるＣＯ２排出量を
約３０％削減及びＣＯ２分
離回収コスト２，０００円
／ｔ－ＣＯ２を可能とする
技術を確立する。 

る効率低下を抑制するための
ＣＯ２分離回収システム最適
化調査研究を実施する。 

  研究開発項目④ 低品位炭利
用促進事業 [平成２６年度
～平成２７年度] 
付加価値が高い化学製品や

改質炭等の炭鉱山元での製造
を目指す事業を対象に、現状
の分析を行うとともに、炭鉱
から製造設備、輸送インフラ
整備、製品需要者までを含む
ビジネスモデルの検討を行
い、また、このビジネスモデ
ルの実現に向けた経済及び技
術面からの課題の抽出と解決
策の策定等の実現可能性調査
を行うため、新たに公募を行
う。また、ビジネスモデルの
構築に向け、技術開発項目と
ロードマップを明確化できて
いる案件について技術開発を
行うため、新たに公募を行う。
他方、昨年度より低品位炭利
用促進技術実証としてインド
ネシアで褐炭スラリー（ＣＷ
Ｍ）の発電実証を行っており、
今年度は建設された発電設備
の実証試験を行う。 

－ 研究開発項目④ 低品位炭利用促進事業
[平成２６年度～平成３０年度] 
調査案件２件、技術開発案件３件、ＣＷ

Ｍ技術実証に取り組んだ。 
調査案件のＨＰＣ(神鋼）はビジネスモデ
ルの実現の可能性が見込めることから技
術開発案件にステップアップする予定。 
技術開発案件３件については、概ね計画ど
おりであるが、ＥＣＯＰＲＯを適用した中
国の石炭ガス化市場への適用はガス価格
の低迷により事業環境が整わないことが
分かった。 
ＣＷＭ技術実証は、全負荷連続運転と稼

働率試験は満足したものの、新規褐炭での
ＣＷＭ技術実証が実施できていないこと
から、期間を平成２８年９月末まで延長し
所期の目的を達成する見通しである。 
また、平成２８年度の公募を行い、新たに
調査案件３件、技術開発案件１件、技術実
証１件採択する見込みである。 
 

  

   研究開発項目⑤ ＣＣＳ対応
高効率システム開発[平成２
７年度～平成３１年度] 
ＣＯ２回収を行っても、高い

発電効率を達成できる、革新
的な発電システムに関する技
術開発を行うため、新たに公
募を行う。これまでの基盤技
術開発の成果を活用し、実機
により近い規模のガス化炉で
の検証を目指し、試験設備の
製作・据付作業を行う。 

－ 研究開発項目⑤ ＣＣＳ対応高効率シス
テム開発[平成２７年度～平成３１年度] 
計画どおり、公募を行い、研究開発を開始
した。次年度以降に実施するガス化試験に
先立ち、小型ガス化炉及び実機により近い
規模のガス化炉の改造を開始した。 

  

   ２．環境調和型製鉄プロセス
技術開発（ＳＴＥＰ２）［平成
２５年度～平成２９年度］ 
新日鐵住金株式会社 製銑

技術部長 齋藤公児氏をプロ
ジェクトリーダーとし、以下
の研究開発を実施する。 
 

－ ２．環境調和型製鉄プロセス技術開発（Ｓ
ＴＥＰ２）［平成２５年度～平成２９年度］ 
新日鐵住金株式会社 製銑技術部長 齋

藤公児氏の異動により、新日鐵住金株式会
社 執行役員 製銑技術部長 上野浩光
氏をプロジェクトリーダーとし、以下の研
究開発を実施した。 
プロジェクト中間評価を実施し、優良評

価を得た。 
 

  

   研究開発項目①高炉からのＣ
Ｏ２排出削減技術開発 
（１）鉄鉱石還元への水素活
用技術の開発 
試験装置を用いて、試験高

炉での基本的な操業条件や原
燃料条件などを考慮した条件
下での評価試験を実施する。
得られた成果を基に、高炉へ

－ 研究開発項目①高炉からのＣＯ２排出削
減技術開発 
（１）鉄鉱石還元への水素活用技術の開発 
試験装置を用いた試験高炉での基本的

な操業条件や原燃料条件などを考慮した
条件下での評価試験を実施し、高炉へのガ
ス吹き込み方法や鉱石原料配合条件の提
案を行い、試験高炉での操業条件を提示し
た。 

●水素リッチガスの直接導入と送風操作に
より、 ＣＯ２排出量を削減する世界初の試
みである。 

 
●試験高炉をスケジュールどおりに建設す
ることができ、順調に試運転を進めてい
る。 
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のガス吹き込み方法や鉱石原
料配合条件の提案を行う。 
（２）コークス炉ガス（ＣＯ
Ｇ）改質技術の開発 
ＣＯＧ改質の試験設備の工

事を行い、試運転により所定
の仕様に沿って動作が可能な
ことを確認する。また、反応
機構解析や、各種活性評価に
より、目標達成に向けた試験
条件を検討する。また試験装
置の触媒反応装置を２系列化
するための第２期工事に向け
た要素技術開発及び設備検討
を実施する。 
（３）コークス改良技術開発 
改質ＣＯＧ吹込条件下に適

したコークス品質の解明のた
め、高強度で反応性を制御で
きるコークス配合設計指針を
提案する。また、試験高炉用
高強度コークスに必要な高性
能粘結材を継続製造すると共
に、試験高炉用コークスの必
要量を明確にし、製造方案を
提示する。 

 
 
（２）コークス炉ガス（ＣＯＧ）改質技術
の開発 
室蘭製鉄所内にＣＯＧ改質の試験設備

を建設し、試運転を完了した。また、反応
機構解析や、各種活性評価により、目標達
成に向けた試験条件を検討した。また、試
験方法などを工夫することにより、装置の
触媒反応装置を２系列化せずに長期耐久
性試験を行うこととした。 
 
（３）コークス改良技術開発 
改質ＣＯＧ吹込条件下に適したコーク

ス品質の解明のため、高強度で反応性を制
御できるコークス配合設計指針を提案し
た。また、試験高炉用高強度コークスに必
要な高性能粘結材を継続製造して、試験高
炉用コークスの必要量を明確にし、製造方
案を提示した。 

   研究開発項目②高炉ガスから
のＣＯ２分離回収技術開発 
（１）ＣＯ２分離回収技術開発 
 平成２６年度の検討結果を
もとに、高性能な新吸収液の
開発、最適化、性能確認試験
等を実施する。また、試験高
炉の特性を踏まえ、既設のＣ
Ｏ２回収試験プラントでの運
転条件等を含む試験計画を策
定、及び既設のＣＯ２回収試験
プラントの整備を実施する。
さらに、平成２６年度に検討
した新規吸着材（物理吸収法）
を用いて、分離試験を行い、
性能検証を行い、コスト低減
とスケールアップの検証を行
う。 
（２）未利用排熱活用技術の
開発 
ラボ実験装置による未利用

排熱活用技術の性能評価を進
めるとともに、実機排ガスを
用いた性能評価・耐久性評価
実験も実施し、熱交換器の詳
細仕様の決定を進めていく。 

－ 研究開発項目②高炉ガスからのＣＯ２分
離回収技術開発 
（１）ＣＯ２分離回収技術開発 
平成２６年度の検討結果をもとに、高性

能な新吸収液の開発、最適化、性能確認試
験等を実施した。また、試験高炉の特性を
踏まえ、既設のＣＯ２回収試験プラントで
の運転条件等を含む試験計画を策定及び
既設のＣＯ２回収試験プラントの整備を
実施し、試験高炉との連動試運転を完了し
た。さらに、平成２６年度に検討した新規
吸着材（物理吸収法）を用いて、分離試験
を行い、性能検証を行い、コスト低減とス
ケールアップの検証を行った。 
 

（２）未利用排熱活用技術の開発 
ラボ実験装置による未利用排熱活用技

術の性能評価を進めた。また、実機排ガス
を用いた性能評価・耐久性評価実験も実施
し、熱交換器の詳細仕様の検討を行った。 
 
 

  

   研究開発項目③試験高炉によ
るプロセス評価技術開発 
試験高炉の建設を完了させる
と共に、試験高炉の各設備の
試運転、総合熱間試運転を行
う。また、試験高炉設備の操
作手順書と操炉作業に関わる
作業手順書の作成・整備、お
よび熱間試運転を通して操炉
オペレータの習熟訓練などの

－ 研究開発項目③試験高炉によるプロセス
評価技術開発 
試験高炉の建設を完了させた。また、試

験高炉の各設備の試運転、総合熱間試運転
を行い、所期の性能が発揮できることを確
認した。また、試験高炉設備の操作手順書
と操炉作業に関わる作業手順書の作成・整
備、および熱間試運転を通して操炉オペレ
ータの習熟訓練などの試験準備を行った。 
以上の成果について、試験高炉現場にお
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試験準備を行う。 いて平成２８年３月２３日にプレス発表
を行った。 

 ⅴ）環境・省資源分野 
ａ．フロン対策技術 
代替フロン等４ガス（Ｈ

ＦＣ、ＰＦＣ、ＳＦ６、Ｎ
Ｆ３）については、競争力
をより強化するためのシス
テムの効率化や、コストダ
ウン等を視野に入れつつ、
新たな低温室効果冷媒の合
成開発や高効率な空調機器
の技術開発を推進し、併せ
て低温室効果冷媒の性能評
価及び安全性評価に取り組
むものとする。 

（ⅴ）環境・省資源分野 
(a)フロン対策技術 
代替フロン等４ガス（Ｈ

ＦＣ、ＰＦＣ、ＳＦ６、Ｎ
Ｆ３）については、京都議
定書約束期間後の枠組み
においても、温室効果ガス
排出削減のために積極的
な対策を取ることが求め
られると想定される。特に
冷凍空調機器分野におい
ては、他の分野に比べ今後
１０～２０年間で特定フ
ロンから代替フロンへの
著しい転換が予測されて
いるため、低温室効果冷媒
への代替実現が急務であ
る。 
そのため第３期中期目

標期間では、競争力をより
強化するためのシステム
の効率化や、コストダウン
等を視野に入れつつ、新た
な低温室効果冷媒の合成
開発（新たな低温室効果冷
媒を少なくとも１種類開
発）や高効率な空調機器の
技術開発を推進し、併せて
低温室効果冷媒の性能評
価及び安全性評価（燃焼・
爆発特性やフィジカルハ
ザード等の評価）に取り組
むことで、市中におけるフ
ロン機器の代替を図り、温
室効果ガス削減により広
く、直接的に寄与すること
を目指す。 

（ⅴ）環境・省資源分野 
１．高効率ノンフロン型空調
機器技術の開発［平成２３年
度～平成２７年度］ 
従来のフロン冷媒使用機器

と同等以上の省エネルギー性
と、オゾン層の破壊及び温室
効果等の環境影響が少ない低
温室効果冷媒の使用を両立す
る業務用空調機器技術を実現
するため、機器システム及び
冷媒の両面からの革新的技術
を開発することを目的に、東
京大学大学院新領域創成科学
研究科教授 飛原 英治氏を
プロジェクトリーダーに、日
本冷凍空調工業会微燃性冷媒
安全検討 WG 主査 藤本 悟氏
をサブプロジェクトリーダー
とし、以下の研究開発を実施
する。 
なお、国内外の規制動向、

技術開発動向等について情報
収集し、実施者との共有を図
るとともに、事業運営に適切
に反映する。 

－ （キ）技術分野ごとの計画 （産業技術分
野） 
１．高効率ノンフロン型空調機器技術の開
発 ［平成２３年度～平成２７年度］ 
東京大学大学院新領域創成科学研究科

人間環境学専攻教授 飛原 英治氏をプ
ロジェクトリーダーに、日本冷凍空調工業
会微燃性冷媒安全検討ＷＧ主査 藤本 
悟氏をサブプロジェクトリーダーとし、以
下の研究開発項目①～③について実施し
た。 
本事業において、ＮＥＤＯでは、技術審

議委員会の開催、適宜、ＰＬが開催する委
託先／助成先ごとの進捗検討会議に参加
して、研究開発成果及び進捗状況等を確認
すると共に、目的達成に向けて事業者への
指導を実施した。 
安全性評価については、「微燃性冷媒リ

スク評価研究会」（（公）日本冷凍空調学会）
へ参画し、産学官連携を図りながら推進し
た。 
 

●平成２７年度に実施した産業技術分野の
評価結果平均はそれぞれ中間評価（研究
成果２．６、実用化見通し１．９）、事後
評価（研究成果２．６、実用化見通し２．
１）。事後評価対象８件のうち、８件（１
００％）が合格、このうち７件（８７％）
は優良に該当。 

 
 

 

研究開発項目①低温室効果の
冷媒で高効率を達成する主要
機器の開発 
平成２６年度までに開発し

た要素部品（熱交換器、圧縮
機等）、システム制御プログラ
ムを搭載した空調システムの
実証試験を実施して、低温室
効果冷媒を用いつつ、現状市
販フロン機と同等以上の性能
を実現する基盤技術を確立す
る。 

－ 研究開発項目①低温室効果の冷媒で高効
率を達成する主要機器の開発 
ＧＷＰ（温室効果係数）が１であるＣＯ

２冷媒を用いた高効率の空調システムの
研究開発を行うため、平成２６年度までに
開発した新機構圧縮機、新型熱交換器、新
型液ガス熱交換器などの主要機器を組み
込み込んだ実証用フィールド試験機を用
い、システム制御プログラムを搭載した空
調システムの実証試験を実施して、低温室
効果冷媒を用いつつ、現状市販フロン機と
同等（トップランナー方式でＡＰＦ ５.
２）以上の性能を実現する基盤技術を確立
した。 

  

   研究開発項目②高効率かつ低
温室効果の新冷媒の開発 
平成２６年度までの開発成

果を踏まえ、機器開発に必要
とされる特性データを取得す
るとともに、新冷媒を適用す
る機器の最適化、長期信頼性
の確認のため実証試験を実施
して、現状市販フロン品と同
等以上の性能で温室効果の低
い冷媒を実現する基盤技術を
確立する。 
 

－ 研究開発項目②高効率かつ低温室効果の
新冷媒の開発 
平成２６年度までの開発成果を踏まえ、

機器開発に必要な特性データの取得とと
もに、毒性・燃焼性などの安全性評価、地
球温暖化に係るＧＷＰ環境影響評価を行
った。また、新冷媒を適用する機器の最適
化、長期信頼性の確認のため実証試験を実
施して、現状市販フロン品と同等以上の性
能で温室効果の低い冷媒を実現する基盤
技術を確立した。さらに、従来の代替フロ
ン冷媒（ターボ式冷凍機等を主要用途とす
る冷媒）と同等以上の冷媒性能を持ちなが
ら、不燃性で安全、かつ温室効果を示す地
球温暖化係数を１００分の１以下（ＧＷＰ
１０程度）に抑えることが可能な新冷媒を
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開発した。 
 

   研究開発項目③冷媒の性能、
安全性評価 
 公共的な見地から国際的標
準化を注視しつつ、微燃性物
質を低温室効果冷媒として使
用する際の性能及び安全性評
価を実施するため、冷媒の基
本物性、サイクル性能及び燃
焼・爆発特性を実験的及び数
値的に評価するとともに、事
故シナリオを想定した安全性
評価を実施する。 

－ 研究開発項目③冷媒の性能、安全性評価 
 微燃性物質を低温室効果冷媒として使
用する際に必要となる冷媒の基本物性、サ
イクル性能及び燃焼・爆発特性を実験的及
び数値的に評価するとともに、事故シナリ
オを想定した安全性評価を実施した。さら
に、公共的な見地から国際的標準化を注視
しつつ、採取データを基に、冷媒の性能、
安全性評価のための項目・指針の見通しを
得、国際規格への提案も行った（エアコン
の安全規格を検討するＩＥＣ ６１Ｄ Ｗ
Ｇ９に対し追加提案を行い、現在審議中。
また、 冷媒と潤滑油 について検討するＩ
ＳＯのＴＣ８６ ＳＣ８に、微燃性冷媒の
燃焼速度測定法標準化に係る新規提案を
行い、ＷＧを発足させた）。 

  

ｂ．３Ｒ分野 
資源確保の観点から、レ

アメタル等の希少資源に関
するリサイクルシステムの
構築に向けた技術開発を実
施することとする。 
また、リサイクル産業の

海外展開に向けた技術の開
発・実証については、日本
国内（又は他の先進国）と
同等以上の水準を達成する
ことを目指すこととする。 

(b)３Ｒ分野 
製品からのレアメタル

含有部品の回収について
は、技術的基盤は概ね構築
されつつあるが、対象鉱種
や対象製品に応じて個別
に効率化や低コスト化の
ための技術の開発・実証が
必要な状況である。一方、
レアメタル含有部品から
のレアメタル抽出・精製プ
ロセスについては、効率化
や環境負荷低減を実現す
る新技術の開発の可能性
があり、長期的に取り組む
必要がある。また、最終処
分場の逼迫は長期的課題
として解決が求められて
いる。 
第３期中期目標期間に

おいては、特に資源確保の
観点から、レアメタル等の
希少資源に関するリサイ
クルシステムの構築に向
けた技術開発を実施する。
そのうち次世代自動車か
らのレアアース磁石のリ
サイクルに関しては、国内
で年間１３０トン以上の
磁石を回収可能な技術を
構築する。これにより、代
替材料の開発・普及に要す
るリードタイムを補い、供
給源の多様化による資源
リスクの低減を目指す。 

また、リサイクル産業の
海外新興国における技術
の開発・実証については、
マテリアルリサイクル率
や処理後物の品位等、開発
する技術ごとに適した指

(b)３Ｒ分野 
－ 

(b)３Ｒ分野 
－ 
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標を設定し、日本国内（又
は他の先進国）と同等以上
の水準を達成することを
目指す。そして、最終処分
場の逼迫への対応につい
ては、技術的観点からの課
題の有無を整理し、必要な
技術開発等の取組を行う。 

 ｃ．水循環分野 
要素技術開発において

は、水処理システムの長期
安定化運転等の実証による
競争力強化を目指すことと
する。また、国内の中小企
業等を対象とした暫定排水
基準解除のための技術確立
を推進することとする。さ
らに、国内における要素技
術の開発にとどまらず、国
内外への展開を支援するこ
ととする。 
 

（ｃ）水循環分野 
産業競争力強化に資す

る水循環要素技術開発を
実施するとともに、実証研
究等により海外市場への
参入を支援し、国際競争力
の強化を図ることが重要
である。 
第３期中期計画期間中

においては、要素技術開発
について、水処理技術の高
度化・省エネルギー化等に
取り組むほか水処理シス
テムの長期安定化運転等
の実証による競争力強化
を目指す。 
また、国内の中小企業等

を対象に、水質汚濁防止法
に基づく排水規制対象物
質を高効率かつ低コスト
に処理可能な要素技術の
確立を推進する。 
さらに、国内における要素
技術の開発にとどまらず、
国内水関連企業の保有す
る膜分離活性汚泥法（ＭＢ
Ｒ）等の個別要素技術のパ
ッケージ化を促進させ、省
エネ性等の国際競争力を
有する水処理システムを
確立し、国内外への展開を
支援する。 

（ｃ）水循環分野 
－ 

－ （ｃ）水循環分野 
－ 

  

 ｄ．環境化学分野 
将来にわたっても持続的に
化学製品を製造するために
必要なグリーン・サステイ
ナブルケミストリー（ＧＳ
Ｃ）プロセスの技術開発を、
引き続き行うこととする。 

（ｄ）環境化学分野 
日本の化学産業は、国際

的に高い技術力と競争力
を有し、経済社会の発展を
支えている一方で、地球温
暖化問題、資源枯渇問題が
現実化しつつある中で
様々な課題を抱えている。
例えば、国内の化学関連産
業の二酸化炭素排出量は、
年間約０．５億トンで、製
造業全体の約１５％を占
め、鉄鋼業に次ぐ第２位と
なる等、化学品の高機能化
に伴う製造プロセスの多
段化によるエネルギー消
費増が喫緊の課題となっ
ている。 
これらの問題を克服し、

持続的社会を実現するた
めに日米欧においてグリ
ーン・サステイナブルケミ

（ｄ）環境化学分野 
１．グリーン・サステイナブ
ルケミカルプロセス基盤技術
開発［平成２１年度～平成２
７年度］ 
 国際的な技術開発動向や

市場動向等を踏まえて、資源、
エネルギー、環境の制約問題
を克服し、高機能な化学品の
持続的製造を可能とする基盤
技術の確立を目的として、以
下の研究開発を実施する。 
 

－    

  研究開発項目③資源生産性を
向上できる革新的プロセス及
び化学品の開発 
(４）微生物触媒による創電型
廃水処理基盤技術開発［平成
２４年度～平成２７年度］                                        
有機物を分解しながら電子を
放出する微生物（発電菌）を
使って廃水を浄化すると同時

－ 研究開発項目③資源生産性を向上できる
革新的プロセス及び化学品の開発 
(４）微生物触媒による創電型廃水処理基
盤技術開発［平成２４年度～平成２７年
度］ 
安定的な発電出力に資する電極材の耐

久性の向上及び MFC リアクターの流路等
の構成設計を行うとともに、カソード電極
に適用可能なＦｅ／Ｎドープ不定形炭素

●１ｍ３規模の実証装置による実証試験を
工場内の実環境で実施し、従来の活性汚
泥法と同等の処理能力で、目標とする消
費エネルギー８０％減を超える削減率を
世界で初めて達成。 

 
●従来法である活性汚泥法と同等のＢＯＤ
除去率９０％以上を達成。 
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ストリー（ＧＳＣ）への取
組が活発に行われている。
具体的には、これまでのエ
ネルギー大量消費・廃棄型
生産プロセスから脱却し
て、持続的な生産が可能な
クリーンなプロセスによ
る供給体制を構築しよう
とするものである。 
第３期中期目標期間中

においては、将来にわたっ
ても持続的に化学製品を
製造するために必要なＧ
ＳＣプロセスの技術開発
を引き続き行う。具体的に
は、資源生産性を向上でき
る革新的プロセスを開発
すべく、①触媒によりナフ
サの分解温度を従来の熱
分解法に比べ２００℃下
げ、基幹物質の生成比率の
制御を可能にするナフサ
接触分解技術（石油化学品
として付加価値の高いエ
チレン、プロピレンの収率
が５０％以上となる触媒
を開発する。）、②イソプロ
ピルアルコールや酢酸か
ら水を分離する蒸留プロ
セスにおいて、水透過度２
×１０－７ｍｏｌ／（ｍ２ｓ
Ｐａ）、分離係数２００以
上を実現する分離膜技術、
③化学プロセス等から発
生する二酸化炭素等の副
生ガスを高濃度（９９．
９％以上）に分離・濃縮で
きる新規材料を開発し、高
濃縮された二酸化炭素等
を原料として有用な化学
品をクリーンに生産する
ための基盤技術、④微生物
燃料電池システムを工場
廃水処理に用いて、廃水処
理能力が現行の活性汚泥
処理と同等以上で、かつ、
８０％以上の省エネルギ
ーが可能な廃水処理基盤
技術等を確立する。 
さらに、化石資源からの脱
却や低炭素社会の実現の
ためのキーテクノロジー
であり、我が国が世界トッ
プレベルの技術を有する
触媒技術を活用し、国際的
優位性を確保しながら、資
源問題・環境問題を同時に
解決することを目指して
新規なＧＳＣプロセスの
技術開発を実施する。 
 

に電気を取り出す創電型廃水
処理技術の実用化に向けて必
要な基盤技術の開発を目的に
東京大学先端科学技術研究セ
ンター教授橋本和仁氏をプロ
ジェクトリーダーとし、以下
の研究を実施する。 
平成２６年度に制作し運転

を開始した実証試験用廃水処
理設備を継続して運転し、経
時的・季節な要因による出力
変動について検証する。その
際に確認された問題点につい
て、微生物代謝解析や電気化
学的評価により原因を突き止
め、アノード電極、カソード
電極及び電極カセット構成な
どの改良による対策を講じ、
省エネ効果８０％の達成を図
る。実証試験と平行して、ア
ノード電極及びカソード電極
のコストダウン手法の開発
や、カソード電極のコストダ
ウンに資するカソード触媒の
開発を継続し、それらのコス
トダウンした電極を実用試験
用設備に搭載して、実用性に
ついて評価を行う。 

触媒等の開発により、初期構成電極に対し
１／２０以上の低コスト化を実現した。そ
の結果、アノード電極を含む全体の電極材
料コストを１／５０まで削減することが
可能となり、プロジェクト終了後に早期に
実用化、市場導入が期待できる技術レベル
を確立した。 
１㎥程度の実証試験用廃水処理設備に

おいて、季節的な発電出力変動の要因につ
いて検証するために、微生物代謝解析や電
気化学的評価を行うことで、工場廃水中の
主要汚泥物質の分解経路や発電に関与す
る微生物や遺伝子を特定して要因を解明
した。これにより、アノード電極及びカソ
ード電極のカセット構成などの改良によ
る対策を講じ、結果、委託先の化学工場廃
水ＢＯＤ８００ｐｐｍ程度の条件下で、現
行の活性汚泥法と同等の BOD 除去率９
０％以上の処理能力で、かつ世界で初めて
消費エネルギーも８０％を上回る削減率
での運転を確認した。また、本技術の汚泥
発生量は活性汚泥法の１／３程度に大幅
削減できることを確認した。 

●材料コストを１／５０まで低減させた実
用化レベルの電極材料を開発。 

  ２．二酸化炭素原料化基幹化
学品製造プロセス技術開発 
[平成２６年度～平成３３年
度] 
太陽エネルギーにより水か

ら水素を製造し、この水素と
ＣＯ２からプラスチック原料
等となる基幹化学品を高選択
的に製造することを目的とし
て、以下の研究開発を実施す
る。 

－ ２．二酸化炭素原料化基幹化学品製造プロ
セス技術開発 [平成２６年度～平成３３
年度] 
太陽エネルギーにより水から水素を製造
し、この水素とＣＯ２からプラスチック原
料等となる基幹化学品を高選択的に製造
することを目的として、以下の研究開発を
実施した。 

  

  研究開発項目①ソーラー水素
等製造プロセス技術開発 
（１）光触媒や助触媒及びこ
れらのモジュール化技術等の
研究開発 
光触媒については、モジュ

ール化を視野に入れて重点的
に研究開発を行う材料系候補
の絞り込み及び合成方法の最
適化を行う。また、光触媒の
活性劣化の要因について、実
験とシミュレーションの両方
から解明に着手し、光触媒の
寿命についての数値目標の策
定につなげる。また、候補と
なる光触媒に最適な助触媒材
料の探索や性能向上を検討
し、光触媒への助触媒材料の
担持方法の確立を目指す。モ
ジュール化技術では、分離膜
分野との連結整合性を考慮
し、光触媒の性能を維持可能
でかつ安全性を考慮したモジ

－ 研究開発項目①ソーラー水素等製造プロ
セス技術開発 
（１）光触媒や助触媒及びこれらのモジュ
ール化技術等の研究開発 
 光触媒の開発については、平成２６年度
までの成果をもとに性能向上を進め、モジ
ュール化を視野に入れて重点的に研究開
発を行う材料系候補の絞り込みに着手す
るとともに、光触媒の活性劣化の要因につ
いて、実験とシミュレーションの両方から
解明し、光触媒の寿命に関する数値目標を
策定した。また、候補となる光触媒に最適
な助触媒材料の探索や性能向上を継続し
て検討し、コンタクト層を含めた光触媒へ
の助触媒材料の担持方法の開発を進めた。
さらに構造が単純で低コスト／大面積化
に適した技術として、水中に沈め、太陽光
を当てるだけで水を分解し、水素と酸素を
発生させることができる混合粉末型光触
媒シート製造技術を開発した（太陽エネル
ギー変換効率１．１％）。本混合粉末型光
触媒シートについては、平成２８年３月に
プレスリリースを行った。 
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ュール構造及び構成の探索を
継続する。 
（２）水素分離膜及びモジュ
ール化技術等の研究開発 
ゼオライト系、シリカ系、

炭素系の３種類の膜材料にお
いて、水蒸気存在下における
分離性能の劣化要因の解明を
図り、分離条件に応じた定量
的な分離性能の目標設定につ
なげる。水素分離用モジュー
ルの検討では、爆発範囲外方
式及び着火非拡大方式の２種
類の分離方式について、モジ
ュールの試作とガスフロー試
験によりモジュール構造及び
仕様の明確化を図る。 

 光触媒モジュールの設計等については、
平成２６年度に引き続き、分離膜モジュー
ルとの連結整合性を考慮しつつ、光触媒モ
ジュールの最小単位となる光触媒パネル
及びパネルを装着した反応器全体につい
て、光触媒の性能を維持し、かつ安全性を
考慮した構造と構成の探索を継続して行
った。 
（２）水素分離膜及びモジュール化技術等
の研究開発 
 水素分離膜の研究開発については、平成
２６年度までの結果を踏まえ、ゼオライト
系、シリカ系、炭素系において、単独使用
又は組合せ使用の双方を考慮して、高い透
過係数を持つそれぞれの膜候補材料を抽
出した。また、実際の使用条件に近い水蒸
気存在下における分離性能の劣化要因を
解明し、分離条件に応じた定量的な分離性
能の目標を設定した。 
分離膜のモジュール化技術の研究開発

については、爆発範囲外方式及び着火非拡
大方式の２つの分離方式について、昨年度
までの成果として得られた基本形状等を
もとにしたモジュールの試作とガスフロ
ー試験を継続して行い、モジュール構造及
び仕様の明確化を図った。 

   研究開発項目②二酸化炭素資
源化プロセス技術開発 
低級オレフィン高選択性Ｆ

Ｔ合成反応、ＦＴ合成反応／
クラッキング反応の２方式に
おいては、副生ＣＯ２の抑制に
よる収率向上を目指した触媒
及びプロセスの改良を継続
し、基盤技術の確立を目指す。
メタノール合成／ＭＴＯ反応
方式においては、プロセスの
改良と併せて、工業化を視野
に入れて触媒の大量製造方法
について検討する。また、上
記３方式から小型パイロット
検討を決定したプロセスにつ
いて、小型パイロット設備の
製作及び設置を行う。 

－ 研究開発項目②二酸化炭素資源化プロセ
ス技術開発 
合成触媒等の開発については、低級オレ

フィン高選択性ＦＴ合成反応、ＦＴ合成反
応／クラッキング反応の２つの方式の基
盤技術確立のために、副生するＣＯ２の抑
制による収率向上を目指して、触媒及びプ
ロセスの改良を継続して進めた。メタノー
ル合成／ＭＴＯ反応方式については、プロ
セスの改良と合わせて、従来に比べて、長
寿命の触媒を見出した。さらに工業化を視
野に入れ、触媒の大量製造方法の開発を進
めた。 
反応プロセスの最適化及び小型パイロ

ットでの実証等については、平成２６年度
までの成果を踏まえ、メタノール合成／Ｍ
ＴＯ反応方式に関して、小型パイロット設
備の製作及び設置を進めた。 

  

   ３．有機ケイ素機能性化学品
製造プロセス技術開発 [平
成２６年度～平成３３年度］ 
我が国の有機ケイ素工業が

抱えるエネルギー面、コスト
面の問題を解決し、安定的に
高機能な有機ケイ素部材を提
供するための革新的触媒技術
及び触媒プロセス技術の確立
を目的として、国立研究開発
法人産業技術総合研究所・触
媒化学研究融合センターの佐
藤一彦研究センター長をプロ
ジェクトリーダーとして、以
下の研究開発を実施する。 

－ ３．有機ケイ素機能性化学品製造プロセス
技術開発 [平成２６年度～平成３３年
度］ 
我が国の有機ケイ素工業が抱えるエネ

ルギー面、コスト面の問題を解決し、安定
的に高機能な有機ケイ素部材を提供する
ための革新的触媒技術及び触媒プロセス
技術の確立を目的として、国立研究開発法
人産業技術総合研究所・触媒化学研究融合
センターの佐藤一彦研究センター長をプ
ロジェクトリーダーとして、以下の研究開
発を実施した。 
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   研究開発項目①「砂からの有
機ケイ素原料製造プロセス技
術開発」 
アルコールとＳｉＯ２から

アルコキシシランを製造する
反応について、触媒の改良や
各種反応条件等の検討ととも
に、脱水剤の再生工程等につ
いても検討を行い、プロセス
全体の効率化のための課題を
絞り込む。また、プロセス全
体のシミュレーションについ
ても検討する。アルコキシシ
ランからの有機ケイ素原料製
造技術の開発に関しては、錯
体触媒を用いた検討を継続す
るとともに、固体触媒を用い
た検討を新たに開始する。ま
た、砂等のＳｉＯ２原料の骨
格構造を部分的に保持した有
機ケイ素原料製造法の開発を
今年度から開始する。高活性
ケイ素化学種を経由した有機
ケイ素原料製造法の開発を継
続する。その他、新たな手法
としては、プラズマ等の利用
可能性について検討する 

－ 研究開発項目①「砂からの有機ケイ素原料
製造プロセス技術開発」 
 金属ケイ素を経由しないＱ単位構造（ケ
イ素原子に酸素原子が４つ結合している
構造）中間原料製造法の開発として、炭酸
ジアルキルを経由するアルコールと二酸
化ケイ素（ＳｉＯ２）からのテトラアルコ
キシシランの製造方法について反応条件
を検討し、テトラメトキシシランを収率８
０％以上（ＳｉＯ２基準）で製造できる条
件を見出した。さらに、よりシンプルな手
法として、無機脱水剤であるモレキュラー
シーブス（ＭＳ）を用いた高効率テトラエ
トキシシラン合成プロセスを新たに開発
し、使用したＭＳは、減圧乾燥をすること
で容易に再生可能であることを明らかに
し、プロセスシミュレーションに着手し
た。 
水素を還元剤としたヒドロシラン合成

において、一部の基質に対して有効な触媒
を見出した。また、前周期遷移金属錯体が
塩素化剤及びヒドリド化剤存在下アルコ
キシシランの水素化触媒となることを見
出した。また、固体触媒を用いた検討を開
始し、テトラアルコキシシラン単独での反
応特性を調べた。 
砂等のＳｉＯ２原料の骨格構造を部分

的に保持したビルディングブロック型の
有機ケイ素原料製造法の開発を開始し、ケ
イ酸塩から骨格構造を部分的に保持した
可溶成分を取り出す条件を見出した。 
高活性ケイ素化学種を利用する方法に

ついては、高活性ケイ素化学種を発生させ
各種有機基質等との反応を検討し、新規化
合物の生成を示唆する結果を得た。また、
高活性化学種の反応性を確認するため、合
成化学的手法による高活性化学種誘導体
の合成の検討を開始した。その他、新たな
手法としては、プラズマ等の利用可能性に
ついて検討を開始した。 

  

  研究開発項目②「有機ケイ素
原料からの高機能有機ケイ素
部材製造プロセス技術開発」 
ヒドロシリル化反応用の触

媒開発に関しては、触媒活性
向上、触媒毒への耐性、難基
質への対応等の観点で、それ
ぞれの触媒の特性に合わせた
反応系を定め、配位子構造、
触媒前駆体構造、反応条件等
を検討する。また、触媒の固
定化検討にも着手する。さら
に、カップリング反応により
Ｓｉ－Ｃ結合を形成する反応
についても検討する。 
シラノール合成法及び分析

法の改良、シラノール等を原
料としたビルディングブロッ
クやポリマーの合成反応を検
討するとともに、シラノール
の縮合過程について検討す
る。また、非対称アルコキシ

－ 研究開発項目②「有機ケイ素原料からの高
機能有機ケイ素部材製造プロセス技術開
発」 
ヒドロシリル化反応用触媒の開発を実

施し、鉄やニッケルの錯体触媒、多座配位
子触媒及び金属微粒子触媒の有望な候補
触媒を多数見出した。さらに配位子構造等
の改良に取り組み、特に鉄触媒において触
媒活性を大幅に向上できることを見出し
た。また、触媒固定化技術の開発の検討を
開始し、開発した鉄錯体触媒を固定化する
ための配位子を設計した。新たなケイ素－
炭素結合形成反応については、カップリン
グ反応によりアリルシランやアリールシ
ランを合成する反応について、錯体触媒の
中心金属や配位子構造を検討し、有効な触
媒を見出した。 
選択的にケイ素－酸素結合を形成でき

る反応の開発について、不安定で中間原料
としての利用が限定されていたシラノー
ルを、無水条件で安定に合成する触媒反応
を見出し、さらに複合体の粉体として単離
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シランを用いた構造制御法、
クロスカップリング反応に関
して検討を継続する他、原料
としてアシロキシシランを用
いた方法を検討する。また、
シリコーンの構造解析検討を
継続し、脱水素カップリング
反応について、反応条件にお
ける触媒寿命評価を開始する
とともに、触媒構造や反応条
件について検討する。 

する手法を確立した。これらの手法によ
り、ビルディングブロックとして利用可能
なシラノール類を種々合成できるように
なった。さらに、これらを原料としたシロ
キサン合成や、アシロキシシランを原料と
するシロキサン合成の検討を実施した。ク
ロスカップリング反応に関しては、ルイス
酸触媒や遷移金属触媒等を用いた検討を
行い、中心元素の種類や基質構造の影響、
触媒量や反応媒体等の反応条件が触媒反
応効率や選択性に与える影響を調べ、規則
構造を持つポリシロキサン合成に有効な
手法を見出した。 
ケイ素－ケイ素結合形成技術において

は、脱水素カップリング反応について触媒
の種類や反応条件等を変えた実験を行い、
高次シランを無触媒条件に比べ高収率で
得る触媒と反応条件を見出すとともに、触
媒寿命向上のための検討を実施した。 

 ｅ．民間航空機基盤技術 
環境負荷低減、運航安全

性向上等の要請に対応した
航空分野の基盤技術力の強
化を図るための技術の開
発・実証試験等を行うこと
とする。 

（ｅ）民間航空機基盤技術 
環境負荷低減、運航安全

性向上等の要請に対応し
た航空分野の基盤技術力
の強化を図るため、操縦容
易性の実現による運航安
全性の向上等を可能とす
る技術の開発及び実証試
験等を実施する。 

１．航空機用先進システム実
用化プロジェクト [平成２
７年度～平成３１年度] 
航空機の安全性・環境適合

性・経済性に対応した、安全
性が高く軽量・低コストな航
空機用先進システムを開発す
ることを目的に、以下の研究
開発項目について公募を実施
する。 

－ １．航空機用先進システム実用化プロジェ
クト [平成２７年度～平成３１年度] 
研究開発項目①及び④については平成

２７年６月から、研究開発項目②、③及び
⑤については平成２７年８月から研究開
発を開始した。 
研究開発項目ごとの業務実績について

は以下の通り。 
 
 

  

  研究開発項目①「次世代エン
ジン用熱制御システム研究開
発」 
小型かつ軽量な Oil Cooler

を安価に製作するための生産
技術手法、及び搭載可能なOil 
Flow Control Valve の設計・
製造手法を検討する。 
 

－ 研究開発項目①「次世代エンジン熱制御シ
ステム研究開発」 
Oil Cooler については、安価に製作で

きる可能性のある方法について長所／短
所を確認し、航空機用としての適用可否と
その課題を調査した。 
Oil Flow Control Valve については、

航空機用の類似した流量制御バルブの開
発製造実績のあるメーカーを選定し、バル
ブの仕様が整い次第、設計や製造方法につ
いて協議を行う予定である。 

  

  研究開発項目②「次世代降着
システム研究開発」 
脚揚降システムは、試作し

たリグ供試体で試験を実施
し、技術課題を抽出する。電
動タキシングシステムは、イ
ンホイール・モータ及び駆動
機構を試作してリグ試験評価
を行い、技術課題を抽出する。
また、電磁ブレーキシステム
は、電磁流体の最適化、ブレ
ーキ熱放熱機構の検証、及び
電磁流体ブレーキに対する制
御アルゴリズムの確立を行
う。 
 

－ 研究開発項目②「次世代降着システム研究
開発」 
脚揚降システムは、プロトタイプを製作

し、研究室環境下（室温）で脚の上げ／下
げに要する時間を評価し、目標値である２
０秒以下を達成できた。 
電動タキシングシステムについては、電

動モータを用いて地上走行状態を模擬し
た試験を実施し、機能／性能の確認及び温
度データを計測した。 
電磁ブレーキシステムについては、電磁

流体の比熱／熱伝導率／ブレーキトルク
特性の基礎データを取得した。また、電磁
流体の抵抗トルクを低減する方法を４種
類考案し、それぞれシミュレーションによ
り効果を検証した。 
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  研究開発項目③「次世代コッ
クピットディスプレイ研究開
発」 
要求設定及びディスプレイ

デバイス・光学補償部分のフ
ィージビリティスタディ、及
びハードウェア認証取得活動
を行う。 

－ 研究開発項目③「次世代コックピットディ
スプレイ研究開発」 
システム要求調査を踏まえて要求仕様

を設定し、フィージビリティスタディを行
うための部分試作品を製作した。また、ハ
ードウェア認証取得に向けて、要件管理ツ
ール及び開発ツールを導入した。 
 

  

  研究開発項目④「次世代空調
システム研究開発」 
二相流体熱輸送システム

は、ブレッドボードシステム
のフィージビリティスタディ
及びシステム構成のトレード
オフスタディを行い、検証試
験計画と供試体準備を行う。
また、スマート軸流ファンは、
各要素試作の設計及び検証試
験装置等の準備を行う。 

－ 研究開発項目④「次世代空調システム研究
開発」 
二相流体熱輸送システムは、冷媒の流れ

を可視化した簡易システムを試作し、課題
の洗い出しを行った。 
スマート軸流ファンは、作動範囲が広く

高効率な翼車を設計し、アルミニウム合金
製の動翼、翼車の試験装置の設計及び製作
を行った。 
 

  

  研究開発項目⑤「次世代飛行
制御／操縦システム研究開
発」 
高信頼性タイプのピトー管の
検討及び試作を行う。また、
操縦バックアップシステムの
市場調査及び技術調査を実施
し、仕様を策定する。 

－ 研究開発項目⑤「次世代飛行制御／操縦シ
ステム研究開発」 
ピトー管は、ヒータの組込み工程や温度

制御について検討し、安定した品質を確保
した円筒形状に巻かれたヒータを製作し
た。 
操縦バックアップシステムは、他機の操

縦システムについて調査を行い、操縦バッ
クアップシステムに求められる機能の抽
出を行った。 

 
 
 
 
 
 
 
以上の内容を踏まえ、顕著な成果が出て

いることから、本項目の自己評価をＡとし
た。 
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様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）様式 

Ⅰ（ク）技術分野ごとの計画 （産業技術分野） 

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価軸（評価の

視点）、指標等 

法人の業務実績等・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 

      ＜自己評価＞ Ａ 評定  

 ⅵ）電子・情報通信分野 
技術革新のスピード、ビ

ジネス環境の変化等を踏ま
えつつ、我が国経済・社会
の基盤としての電子・情報
通信産業の発展を促進する
ため、電子デバイス、家電
ネットワーク／コンピュー
ティングに関する課題につ
いて、重点的に取り組むも
のとする。電子デバイスに
ついては、我が国の電子関
連企業の競争力向上と新市
場開拓のために、低消費電
力、高速処理、高信頼性、
設計期間の短縮化等のデバ
イス技術開発等を推進する
こととする。家電（ディス
プレイ、有機トランジスタ、
照明等）については、低消
費電力化、軽量化、低コス
ト化等を目指した技術開発
等を行うこととする。ネッ
トワーク／コンピューティ
ングについては、通信機器
やサーバにおける高速、低
消費電力化等のニーズに対
応するため、光・電子融合
技術等を中心とした技術開
発を行うとともに、それら
を組み合わせたシステム開
発等を行うこととする。さ
らに、情報通信機器等にお
けるシステムとしての低消
費電力性能を大幅に向上す
るため、集積回路内の電力
消費制御等に係る技術開発
を行うこととする。 

（ⅵ）電子・情報通信分野 
電子・情報通信産業で

は、半導体・ディスプレイ
等のデバイス技術の進展、
高速ネットワークの普及
等により、スマートフォ
ン、タブレットなど携帯機
器とそれらを用いたアプ
リケーションが広がって
いる。同時に、クラウドの
普及によりビッグデータ
の活用の可能性が高まっ
ており、従来の情報技術
（ＩＴ）の枠を超えた他の
産業との融合による新た
なビジネス創造が期待さ
れている。 
他方で、新興国の企業の

台頭や投資の大規模化に
より、世界的に競争環境が
一段と激化しており、さら
に、ＩＴ化の進展を通じた
情報処理量の増大による
エネルギー需要の増大も
引き続き重要な課題とな
っている。 
第３期中期目標期間中で
は、このような技術革新の
スピード、ビジネス環境の
変化等を踏まえつつ、我が
国経済・社会の基盤として
の電子・情報通信産業の発
展を促進するため、電子デ
バイス、家電、ネットワー
ク／コンピューティング
に関する課題について、重
点的に取り組むこととし、
以下の技術開発を推進す
る。 

（ⅵ）電子・情報通信分野 
 

－ （ⅵ）電子・情報通信分野 
 
 

＜自己評価の根拠＞ 
 

 

  （ａ）電子デバイス 
我が国の電子関連企業

の競争力向上と新市場開
拓のために、低消費電力、
高速処理、高信頼性、設計
期間の短縮化等のデバイ
ス技術開発を推進する。 
日本企業が競争力を有

するメモリ分野等におい
ては、大容量化及び低コス
ト化に対応していくため、
極端紫外光（ＥＵＶ）等を

（ａ）電子デバイス 
１．低炭素社会を実現する超
低電圧ナノエレクトロニクス
プロジェクト ［平成２２年
度～平成２７年度］ 
半導体集積回路（ＬＳＩ）

の低動作電圧化と高機能・高
集積化を実現し、エレクトロ
ニクス機器の消費電力を大幅
に低減することを目的に、以
下の研究開発を実施する。な
お、プロジェクトリーダーは

－ （ａ）電子デバイス 
１．低炭素社会を実現する超低電圧ナノエ
レクトロニクスプロジェクト ［平成２２
年度～平成２７年度］ 
半導体集積回路（ＬＳＩ）の低動作電圧

化と高機能・高集積化を実現し、エレクト
ロニクス機器の消費電力を大幅に低減す
ることを目的に、以下の研究開発を実施す
る。なお、プロジェクトリーダーは置かな
いが、超低電圧デバイス技術研究組合 研
究本部長 住広直孝氏を中心としてプロ
ジェクトを推進した。 
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用いた最先端の１１ｎｍ
以細の微細加工技術につ
いて検査技術、レジスト材
料等の開発を進める。ま
た、現在のフラッシュメモ
リよりも高速で動作可能
な高速不揮発メモリやマ
イコン等との混載用デバ
イス等の開発を推進する。 
また、ロジック分野にお

いては、低電圧動作や高速
不揮発メモリとの混載等
により消費電力を１／１
０に低減する低消費電力
技術等の開発を行う。 
さらに、パワー半導体の

分野では、社会的にニーズ
の高い低損失化を目指し
て、従来のシリコン（Ｓｉ）
への代替が期待される炭
化シリコン（ＳｉＣ）、窒
化ガリウム（ＧａＮ）等の
半導体について、６インチ
ウエハの成長技術、従来の
Ｓｉと比べて電力損失が
１／１００となるデバイ
ス製造技術、高温動作（２
００℃以上）でも使用可能
な抵抗器・コンデンサ等受
動部品の開発等を推進す
る。 
半導体の実装技術につ

いても注力する。半導体の
微細加工技術も限界が近
づいてきていることから、
三次元実装技術等を開発
し、チップ配線長の大幅な
短縮化、データ伝送量の増
大を図ることで、高速処
理、多機能集積化、低消費
電力化が可能となるデバ
イスを開発する。 

置かないが、超低電圧デバイ
ス技術研究組合 研究本部長 
住広直孝氏を中心としてプロ
ジェクトを推進する。 
 

 

  研究開発項目② 外部記憶の
高速低電力データ転送を実現
する、高集積・高速低電力書
き込み特性などの機能を有す
る超低電圧・不揮発デバイス
の開発 
・新組成超格子を用いたＴＲ
ＡＭを３００ｍｍ径Ｓｉ基
板上で試作し、素子特性ば
らつきを評価する。 

・新組成超格子を用いたＴＲ
ＡＭの動作機構を解明し、
１．２Ｖ以下の動作を実証
する。  

・新組成超格子を用いたＴＲ
ＡＭの評価結果に基づい
て、従来の１／２０以下の
更なる電力削減効果（３３
ｍＷ以下）の見通しを得る。 

－ 研究開発項目② 外部記憶の高速低電力
データ転送を実現する、高集積・高速低電
力書き込み特性などの機能を有する超低
電圧・不揮発デバイスの開発 
・新組成超格子を用いたＴＲＡＭ
(Topological-switching Random Access 
Memory) を３００ｍｍ径Ｓｉ基板上で
試作し、素子特性ばらつきを評価し、こ
れまでの超格子と比して問題がないこ
とを確認した。  

・ＴＲＡＭの１．２Ｖ 以下動作を実証し
た。 

・更なる電力削減効果(３３ｍＷ以下)の見
通しを得るとともに、単体デバイスの書
き換えエネルギーの目標値２．５ｐｊ以
下に対し、Ｇｅ欠損系のＧｅＴｅ１Ｘ／
Ｓｂ２Ｔｅ３超格子素子を開発して１．
９ｐｊ を実証した。 

  

  研究開発項目④ 集積回路チ
ップ内において、機能ブロッ
クの三次元集積を実現するた
めの、微細幅・超低電気抵抗、
超高アスペクト比配線・材料
技術の開発 
・ドーピング材料による触媒
金属の腐食や周辺絶縁膜等
への汚染の影響を抑制でき
るドーピング材料を決定す
る。 

・グラフェン配線用のモンテ
カルロシミュレーションモ
デルを踏まえ、実配線構造
での電導特性予測を行う。
計算物理による検討を踏ま
え、実配線構造に則した特
性予測手法の開発を行う。
これと並行して、ＳＰＭを
用いたグラフェンの局所電
導特性評価を配線構造に対
して行う。 

・ドーピング濃度向上につな
がるグラフェン結晶粒径拡
大のためのグラフェン成長
条件の最適化を行う。 

・周辺腐食対策とドーピング
されたグラフェンの難エッ
チング性の改善等の検討を
行うことにより、ドーピン
グするための集積構造・加
工・周辺カバー絶縁膜プロ
セス案を提示する。 

・格子置換型のドーピングと
ＣＮＴ表面へのドーピング
検討を行い、ＣＮＴがビア
プラグ材料として使用可能
かの判断材料を得る。 

－ 研究開発項目④ 集積回路チップ内にお
いて、機能ブロックの三次元集積を実現す
るための、微細幅・超低電気抵抗、超高ア
スペクト比配線・材料技術の開発 
・ドーピング材料による触媒金属の腐食や

周辺絶縁膜等への汚染の影響を抑制で
きるドーピング材料としてＭｏＣｌ５

が有効であることを確認した。 
・グラフェン配線用のモンテカルロシミュ

レーションモデルを踏まえ、実配線構造
での電導特性予測を行い、計算物理によ
る検討を踏まえ、実配線構造に則した特
性予測手法の開発を行った。これと並行
して、ＳＰＭを用いたグラフェンの局所
電導特性評価を配線構造に対して行っ
た。 

・ドーピング濃度向上につながるグラフェ
ン結晶粒径拡大のためのグラフェン成
長条件の最適化を行った。 

・周辺腐食対策とドーピングされたグラフ
ェンの難エッチング性の改善等の検討
を行い、ドーピングするための集積構
造・加工・周辺カバー絶縁膜プロセス案
を得た。 

・格子置換型のドーピングとＣＮＴ表面へ
のドーピング検討を行い、ＣＮＴがビア
プラグ材料として使用可能であり、ＣＮ
Ｔ表面へのドーピングの方が有効であ
ることを得た。 
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   ２．低炭素社会を実現する次
世代パワーエレクトロニクス
プロジェクト ［平成２１年
度～平成３１年度］ 
研究開発項目① 低炭素社会
を実現する新材料パワー半導
体プロジェクト ［平成２２
年度～平成２８年度］ 
Ｓｉパワーデバイスについ
て、従来技術の延長線上にな
い新世代Ｓｉパワーデバイス
を開発する。なお、プロジェ
クトリーダーは置かないが、
東京大学 生産技術研究所教
授 平本 俊郎 氏を中心と
してプロジェクトを推進す
る。 
（１０）新世代Ｓｉパワーデ
バイス技術開発 
・新世代Ｓｉパワーデバイス
を開発するための、低欠陥
ウエハ技術、スケーリング
技術、３次元化等の新構造
化技術等の要素技術開発と
実証を進める。 

・デバイスの開発では、平成
２６年度に開発した高耐圧
Ｐｉｎダイオードをさらに
改善し、耐圧３ｋＶ級を目
指す。また、スケーリング
構造検証専用プロセス設備
によるＭＯＳデバイス、Ｉ
ＧＢＴデバイスを試作し、
従来のＳｉ－ＩＧＢＴを超
える性能を目標とする。 

・ゲート駆動回路の開発では、
平成２６年度に構築したノ
イズモデルの妥当性実証評
価を行い、ノイズモデルを
完成させ、従来の３倍のノ
イズ耐性の実現性をシミュ
レーションで示す。また、
ＩＧＢＴ性能アップによる
短絡事故時電力の増加に対
応し１μｓ以内に機能する
短絡保護回路を設計・実証
する。さらに、ＩＧＢＴの
微細化に伴うゲート駆動電
圧の低減に対応した、低電
圧駆動ゲートドライブＩＣ
チップの設計し、シミュレ
ーションによる検証を行
う。 

－ ２．低炭素社会を実現する次世代パワーエ
レクトロニクスプロジェクト ［平成２１
年度～平成３１年度］ 
研究開発項目① 低炭素社会を実現する
新材料パワー半導体プロジェクト 
平成２６年度までの成果を活用し、世界

で初めてフルＳｉＣパワーモジュールを
適用した新幹線車両での高速走行を実現
した。 
（１０）新世代Ｓｉパワーデバイス技術開
発 
・デバイスの開発では、高耐圧Ｐｉｎダイ

オードを試作し、耐圧３．８ｋＶを確認
した。 

・ゲート駆動回路の開発では、ノイズモ
デルの妥当性実証評価を行い、問題な
いことを確認した。また、ＩＧＢＴ性
能アップによる短絡事故時電力の増加
に対応し１μｓ以内に機能する短絡保
護回路の原理実証を行った。さらに、
ＩＧＢＴの微細化に伴うゲート駆動電
圧の低減に対応した、低電圧駆動ゲー
トドライブＩＣチップゲートドライブ
ＩＣを試作し、実験によりサージ抑制
効果を確認した。 

●世界で初めてフルＳｉＣパワーモジュー
ルを適用した新幹線車両による高速走行
を実現。省エネ（３０～４０％減）、小型
化（５０～６０％減） を達成。 

 
●フルＳｉＣパワーモジュールの高速鉄道
への搭載は世界初。（現在、試験走行中。
１～２年内に営業運転開始予定） 

 
 

 

   研究開発項目③ 次世代パワ
ーエレクトロニクス応用シス
テム開発 ［平成２６年度～
平成３１年度］ 
国立大学法人千葉大学大学

院工学研究科教授 佐藤之彦
氏をプロジェクトリーダーと
し、以下の研究開発を実施す
る。 

－ 研究開発項目③ 次世代パワーエレクト
ロニクス応用システム開発 
（１）次世代パワーエレクトロニクス応用
システム開発の先導研究 
・公募・採択を行い、６テーマの実施体制

を決定するとともに、主要研究開発装置
の仕様検討と導入等を行い、研究開発環
境を整備するなど先導研究を開始した。 

（２）次世代パワーエレクトロニクス応用
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（１）次世代パワーエレクト
ロニクス応用システム開発の
先導研究 
・実施体制を決定すると共に、

新材料パワーデバイスを用
いた革新的な応用システム
を考案し、その要求に応じ
るための先導研究を開始す
るための公募・採択を行う。 

（２）次世代パワーエレクト
ロニクス応用システム開発の
実用化助成 
・新材料パワーデバイスを用
いたインバータ等の実現に
必要となる材料、設計技術、
実装技術等の開発に向けた
要素技術の研究開発に取り
組む。 

システム開発の実用化助成 
・次世代モジュール開発では、短納期開発

モジュールの一部サンプル提供を開始
した。 

・車載システム開発では、駆動制御 IC の
試作を完了し、ウェハコスト低減のため
の次期ガス成長炉の設計を完了した。 

・高耐圧モジュール開発では、６．５ｋＶ
耐圧ＭＯＳＦＥＴを試作し、耐圧７．５
ｋＶ以上を確認した。 

   ３．次世代半導体微細加工・
評価基盤技術の開発 ［平成
２２年度～平成２７年度］ 
 次世代の半導体微細化技術
として、極端紫外線（Extreme 
Ultra Violet：ＥＵＶ）露光
システムを構築するマスク関
連評価技術、レジスト材料技
術等を確立することを目的
に、株式会社ＥＵＶＬ基盤開
発センター 代表取締役社長 
森 一朗氏をプロジェクトリ
ーダーとし、以下の研究開発
を実施する。 

－ ３．次世代半導体微細加工・評価基盤技術
の開発 ［平成２２年度～平成２７年度］ 
 次世代の半導体微細化技術として、極

端紫外線（Extreme Ultra Violet：ＥＵＶ）
露光システムを構築するマスク関連評価
技術、レジスト材料技術等を確立すること
を目的に、株式会社ＥＵＶＬ基盤開発セン
ター 代表取締役社長 森 一朗氏をプ
ロジェクトリーダーとし、以下の研究開発
を実施した。 

  

   研究開発項目① ＥＵＶマス
ク検査・レジスト材料技術開
発 
（１）ＥＵＶマスクブランク
欠陥検査技術開発 
・平成２６年度に立上げ基本
性能を確認したｈｐ（※１）
１１ｎｍ世代の量産適用評価
装置を用いて、ｈｐ１１ｎｍ
以細のための技術開発の量産
評価を完了させる。 
（２）ＥＵＶマスクパターン
欠陥検査（ＰＩ）技術開発 
・高感度化、高スループット
化のため、結像光学系収差
低減と透過率向上を図り、
実用化のための総合的な検
査機能を実証する。 

・パターン欠陥のウエハ転写
性評価および計算機シミュ
レーションによる検討を継
続し、電子線写像投影光学
系を搭載した評価装置を用
いて、ｈｐ１１ｎｍ以細で
の欠陥検出性能を確認す
る。 

 
（３）ＥＵＶレジスト材料技
術開発 
・研究開発項目②で整備した

－ 研究開発項目① ＥＵＶマスク検査・レジ
スト材料技術開発 
（１）ＥＵＶマスクブランク欠陥検査技術
開発 
・ブランク欠陥検出精度を向上させ、１ｎ

ｍ高／４０ｎｍ幅＠ｈｐ１１ｎｍを達
成した。 

・スループットを向上させ、４５分／枚を
達成した。 

・ステージを高速高精度で制御するための
ステージの歪補正機能を開発。速度変動
率：１％以下、静止位置制度：０．５μｍ
以下を実現した。 
・検出欠陥の露光転写性識別機能を開発し
た。 
・１週間の無故障運転期間の量産適用性と

生産性を実証した。 
以上により、ｈｐ１１ｎｍ世代に対応す

るＥＵＶマスクブランク欠陥検査装置に
関する基盤技術を確立した。 
 

（２）ＥＵＶマスクパターン欠陥検査技術
開発 
・低エネルギー分散照明系と低収差電子光

学系による電子ビーム写像投影光学系
を搭載したマスクパターン欠陥検査装
置を設計・製作を行い、ｈｐ１１ｎｍに
おけるコントラスト０．５以上の解像度
を達成した。 

・高速電子線カメラユニット、高照度電子
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露光装置ＨＳＦＥＴ（High NA 
Small Field Exposure Tool）
を用いて解像度、ＬＷＲ（※
２）、感度、低欠陥性の観点で
優れた特性を持つレジスト材
料およびプロセスを開発す
る。 
・アウトガス（※３）による
コンタミ膜の比較評価はｈ
ｐ１１ｎｍについて評価基
準づくり、評価方法を確立
する。 

・開発したＥＵＶレジストを
ベースに他のレジスト技術
を組み合わせた場合のｈｐ
１１ｎｍ以細でプロセスマ
ージン予測を行い、実際の
レジスト材料での評価結果
と比較検証を行う。 

（※１）ｈｐ：half pitch の
略。ＬＳＩの配線層のピッ
チで最小のものの１／２。 

（※２）ＬＷＲ：Line Width 
Roughness の略。半導体製
造時のバラつきの一種。 

（※３）アウトガス：レジス
トがＥＵＶ光などにより露光
された際に放出されるガスの
こと。アウトガスが露光機内
のミラーやマスク表面を汚染
し、反射率や解像度の低下を
引き起こす原因となる。 
研究開発項目② ＥＵＶマス
ク検査装置・レジスト材料基
盤技術開発 
・ＨＳＦＥＴ等の活用、なら
びにマスク欠陥のレジスト
パターン線幅への影響とＬ
ＷＲとの識別の評価解析等
を行うことにより、ｈｐ１
１ｎｍ以細対応の高感度メ
タル系レジスト材料等のＥ
ＵＶレジスト材料における
材料設計手法及び評価の基
盤技術開発を実施する。 

線照射光学系ユニット及び画像処理回
路の新規開発により、マスク１枚あたり
８時間で検査可能な１．８ＧＰＰＳでの
高速画像処理システムを実証した。 
以上により、ｈｐ１１ｎｍ世代に対応す

るマスクパターン欠陥検査装置に関する
基盤技術を確立した。 
 

（３）ＥＵＶレジスト材料技術開発・露光
装置ＨＳＦＥＴ（High NA Small Field 
Exposure Tool）を用いて、ライン系パタ
ーンにおいて１１ｎｍのトレンチ解像を
実現するＥＵＶ用レジスト材料及びプロ
セスを開発。また、ＥＵＶの１回露光によ
る１５ｎｍホール形成に世界で初めて成
功した。 
・ＥＵＶ用レジスト（メタル系レジストを

含む）について電子線方式のレジストア
ウトガス評価方式を確立。開発したＥＵ
ＶレジストがＥＵＶ露光に適用可能で
あることを確認した。 

・ＤＳＡによりｈｐ １０ ｎｍパターン形
成プロセスを開発し、試作したｈｐ １
０ ｎｍ金属配線回路の電気特性検証に
成功した。 

   ４．次世代スマートデバイス
開発プロジェクト ［平成２
５年度～平成２９年度］ 
次世代交通社会の実現に必

須となるエレクトロニクス技
術の開発を目的に、以下の研
究開発を実施すると共に、民
間企業等が実施する実用化開
発を支援する。なお、委託事
業についてプロジェクトリー
ダーは置かず、テーマごとに
サブテーマリーダーを設置
し、更にサブテーマリーダー
を統括するテーマリーダーを
設置する。 

－ ４．次世代スマートデバイス開発プロジェ
クト ［平成２５年度～平成２９年度］ 
次世代交通社会の実現に必須となるエ

レクトロニクス技術の開発を目的に、以下
の研究開発を実施するとともに、民間企業
等が実施する実用化開発を支援した。 
なお、委託事業についてプロジェクトリ

ーダーは置かず、テーマごとにサブテーマ
リーダーを設置し、更にサブテーマリーダ
ーを統括するテーマリーダーを設置した。 
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   研究開発項目① 車載用障害
物センシングデバイスの開発 
平成２６年度に設計した単

一の受光デバイス及び回路を
拡張して、アレイ状の受光デ
バイス及び回路を設計し、そ
の設計に基づいたプロト試作
等から成立性を検証する。 

－ 研究開発項目① 車載用障害物センシン
グデバイスの開発 
・１２８画素のアレイ状受光デバイス及び

測距回路を設計し、プロトＩＣを試作し
て、距離出力精度を評価して受光デバイ
スの成立性を確認し、中間目標であるセ
ンシングデバイスにおける最終目標達
成の技術的見通しを明らかにした。 

・印刷によるＴＳＶ形成、絶縁層形成、マ
イクロバンプ形成の各プロセスの基本
技術を確立するとともに、三次元積層に
関する反り対策、低応力積層、実装検査、
評価等の要素技術を確立し、中間目標で
あるデバイスの小型化技術に対する見
通しを明らかにした。 

・三次元積層プロセスについて、民生・産
業機器の信頼性基準を満たす仕様策定
と車載信頼性基準を満たすための改良
指針を策定した。 

・高出力レーザーダイオード及び電子スキ
ャナから成る発光部と、上記受光デバイ
ス及び受光レンズから成る受光部、両者
の同期制御を行うマイコンボードを試
作し、測距センサモジュールとしての動
作検証を行った。 

・受光デバイスの出力信号処理ＬＳＩを試
作し、実デバイスでの動作検証、処理速
度、消費電力等を評価して、当該ＬＳＩ
の性能目標達成を確認した。 

  

   研究開発項目② 障害物検
知・危険認識アプリケーショ
ンプロセッサの開発 
（１）画像意味理解プロセッ
サプラットフォーム技術の開
発 
 開発した評価チップ上にお
ける動作検証等を行い、用意
周到型アーキテクチャに基づ
く画像意味理解プロセッサの
有効性を実証する。 
（２）車両周辺監視用画像意
味理解アプリケーションソフ
トウェア技術の開発 
高解像度画像を処理する為

に必用な改良を加え、車両周
辺監視アプリケーションの各
ロジックが所定の動作を行っ
ていることを検証する。 
 

－ 研究開発項目② 障害物検知・危険認識ア
プリケーションプロセッサの開発 
競合他社の動向に鑑み、早期の実用化・

事業化を実現するため実施計画を変更し
て開発を進め、平成２７年度末で最終目標
を達成して、前倒しで事業を終了した。 
（１）画像意味理解プロセッサプラットフ
ォーム技術の開発 
 開発した評価システム上における、ＡＰ
Ｉ(Application Programming Interface)
ライブラリ、前方並びに周辺監視アプリケ
ーションソフトの動作検証、レイアウト設
計と動作パターンに基づく性能予測等を
行い、用意周到型アーキテクチャに基づく
画像意味理解プロセッサの有効性を実証
した。 
 
（２）車両周辺監視用画像意味理解アプリ
ケーションソフトウェア技術の開発 
 高解像度画像処理を可能にした車両周
辺監視アプリケーションソフトを評価シ
ステムに移植し、各ロジックが所定の動作
を行っていることを確認するとともに、処
理時間の確認、障害物の動きを予測し危険
性の判定が所定の時間内でできることを
検証した。 
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   研究開発項目③ プローブデ
ータ処理プロセッサの開発 
三次元実装のための要素技

術とプロセッサの論理仕様を
基にして論理回路入力を実施
し、その論理の妥当性検証を
シミュレーションで完了す
る。あわせて、三次元実装向
けＬＳＩテスト仕様をＡＳＩ
Ｃメーカのテスト設計手法に
マッピングし、ＤＦＴ(Design 
For Test)回路として論理入
力を完了する。 

－ 研究開発項目③ プローブデータ処理プ
ロセッサの開発 
・ハイエンドプロセッサの三次元実装に必

要となる大電流供給技術、高速伝送技
術、大面積チップ積層技術、高性能冷却
技術等の要素技術を開発し、最終目標の
達成に必要な技術的見通しを明確化し
た。 

・プロセッサの基本仕様を完成し、その論
理の妥当性をシミュレーションで検証
した。更にその基本仕様を実現するＤＦ
Ｔ(Design For Test)回路の設計を完了
した。 

  

   ５．クリーンデバイス（※）
社会実装推進事業[平成２６
年度～平成２８年度] 
・クリーンデバイス製造事業
者のみならず、関連業者が
連携の上で省エネルギーに
資するクリーンデバイスを
活用した社会課題解決及び
ユースケース（具体的な製
品とサービスの明確化）を
創出する。さらにユーザが
求める共通の仕様を整理
し、実装・実証することに
より、クリーンデバイス普
及に向けた信頼性・安全性、
標準化の方針と計画を策定
する。 

・平成２７年度は、平成２６
年度に採択されたテーマを
継続して実施すると共に、
平成２７年度開始テーマに
係る公募・採択を行う。 

・プロジェクトリーダーはテ
ーマごとに設置する。 

 
※クリーンデバイス：省エネ
ルギーに資する革新的デバ
イスであり、高周波半導体、
不揮発メモリ、光エレクト
ロニクス、低電力ＬＳＩ、
パワーデバイス、環境（光、
熱、振動）発電デバイス等
の特定用途向けに実用化間
近で、社会に実装されるこ
とで省エネルギー効果が期
待されるデバイスと定義す
る。 

－ ５．クリーンデバイス社会実装推進事業
[平成２６年度～平成２８年度] 
・平成２６年度に採択された５テーマを継

続して実施するとともに、新たに６つの
テーマを採択し更なる省エネ化に向け
プロジェクトの立ち上げを行った。 

・具体的なマネジメントとして、技術経営
アドバイザー制度を活用し、外部の専門
家の助言を踏まえ、新規事業の立ち上げ
や標準化・共通化を推進した。 

・平成２６年に採択した５テーマは、最終
目標をほぼ達成見込みであり、うち３テ
ーマについては、成果発表およびプレス
発表を行った。 

・また、標準化・共通化や用途展開に向け
て、ＷＩＮＤＳ（※）ネットワーク、可
視光半導体レーザコンソーシアムなど
業種横断のコンソーシアム立ち上げに
係る委員会活動を行った。 

 
※ＷＩＮＤＳネットワーク：Network for 
World Initiative of Nobel Device and 
Systems の略称で、ＣＭＯＳイメージャ
の用途展開および標準化・共通化を推進
するコンソーシアム。 

●３原色レーザー光源モジュールを用い
て、世界最高クラスの輝度を持つレーザ
ー照明や主要部の容積が０.５ｃｃの世
界最小クラスのヘッドマウントディスプ
レイを実現。 

 
●シネマクラスの大規模プロジェクタから
スマートフォンサイズの小型プロジェク
タまで、多用途での実用化を加速。（２０
１７年頃～２０２０年頃にＨＭＤ、プロ
ジェクタなど製品に順次搭載予定。） 

 
●ガイドライン（ユースケースごとの共通
仕様、信頼性基準、安全性基準など６種）
を順次公開。プロジェクト終了後も独自
に国際標準化提案に向けた活動を推進す
る体制と方針を策定した。 

 

 

  （ｂ）家電（ディスプレイ、
有機トランジスタ、照明
等） 
家電分野においては、低

消費電力化、軽量化、低コ
スト化等を目指した技術
開発を行う。 
ディスプレイ分野では、

今後もスマートフォン、タ
ブレット等中小型ディス
プレイの市場拡大が予想

（ｂ）家電（ディスプレイ、
有機トランジスタ、照明等） 
１．次世代プリンテッドエレ
クトロニクス材料・プロセス
基盤技術開発［平成２２年度
～平成３０年度］ 
省エネ・省資源・高生産性

や軽量・フレキシブル性など
の特徴を有する印刷エレクト
ロニクスを基盤技術として、
フレキシブルな薄膜トランジ

－ （ｂ）家電（ディスプレイ、有機トランジ
スタ、照明等） 
１．次世代プリンテッドエレクトロニクス
材料・プロセス基盤技術開発［平成２２年
度～平成３０年度］ 
省エネ・省資源・高生産性や軽量・フレ

キシブル性などの特徴を有する印刷エレ
クトロニクスを基盤技術として、フレキシ
ブルな薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）の連続
製造技術の確立とその実用化技術の確立
を目的に、東京大学工学系研究科 教授 
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されることから、従来の液
晶ディスプレイよりも消
費電力が１／２以下かつ
重量が１／２以下で、さら
に入力やセンシング機能
も兼ね備えたインタラク
ティブな有機ＥＬディス
プレイ等の開発を進める。 
また、高機能材料、印刷

技術及びエレクトロニク
ス技術の融合を図り、省エ
ネ・大面積・軽量・薄型・
フレキシブル性を実現す
る薄膜トランジスタの連
続製造技術及びその実用
化技術の確立を目指す。具
体的には、Ａ４サイズのト
ランジスタアレイを連続
５０枚生産可能な製造プ
ロセスの技術、生産タクト
は１平米あたり９０秒以
下を実現する技術等を確
立する。 
照明分野では、短・中期

的な市場のニーズを見据
えたＬＥＤ照明技術の開
発と、中・長期的な市場の
ニーズを見据えた有機Ｅ
Ｌ照明技術の開発を進め
る。ＬＥＤ照明について
は、ＧａＮ基板生成等の技
術開発を進め、ＬＥＤチッ
プで蛍光灯を超える発光
効率や蛍光灯と同レベル
の低コスト化等を目指す。
有機ＥＬ照明については、
発光効率の向上や輝度半
減寿命の長時間化、低コス
ト化等についても技術開
発を行う。 
これらの技術開発は、Ｌ

ＥＤ照明や有機ＥＬ照明
の国際標準化の動きを考
慮しつつ、関係機関と連携
して推進する。 

スタ（ＴＦＴ）の連続製造技
術の確立とその実用化技術の
確立を目的に、東京大学工学
系研究科 教授 染谷 隆夫
氏をプロジェクトリーダーと
し、以下の技術開発を実施す
る。 
 

染谷 隆夫氏をプロジェクトリーダーと
し、以下の技術開発を実施した。 
 

  研究開発項目① 印刷技術に
よる高度フレキシブル電子基
板の連続製造技術開発 
（１）標準製造ラインに係る
技術開発 
・ｏｎ電流の面内平均値から
のばらつきσ≦１０％のスペ
ックを持つＡ４サイズのＴＦ
Ｔアレイを５０枚連続生産が
可能な製造プロセスの要素技
術を確立する。生産タクトは
１平米あたり９０秒以下を実
現する技術を確立する。 
 
（２）ＴＦＴに特有な特性評
価に係る技術開発 
・（１）で作製される TFT アレ
イの信頼性の評価方法を確立
する。あわせて評価手法の標
準化の検討を行う。 

－ 研究開発項目① 印刷技術による高度フ
レキシブル電子基板の連続製造技術開発 
（１）標準製造ラインに係る技術開発 
・高度制御ＩＪ製膜技術、高速フレキシブ
ルアライメント技術の開発、高精細完全転
写技術等に因り、ｏｎ電流の面内平均値か
らのばらつきσ≦１０％のスペックを持
つ A４サイズのＴＦＴアレイを５０枚連
続生産が可能な製造プロセスの要素技術
を確立した。生産タクトは１平米あたり９
０秒以下を実現する技術を確立した。 
（２）ＴＦＴに特有な特性評価に係る技術
開発 
・（１）で作製されるＴＦＴアレイの信頼
性の評価方法を確立した。あわせて評価手
法の標準化の検討を行った。 

  

  研究開発項目② ＴＦＴアレ
イ印刷製造のための材料・プ
ロセス開発 
・位置合わせ精度±１０μｍ、

１２０℃以下の温度で生産
できるプロセスの要素技術
を確立する。また、素子の
動作周波数が１ＭＨｚ以上
を示すＴＦＴアレイを印刷
法で製造し、デバイスとし
て駆動することを実証す
る。加えて作製されたＴＦ
Ｔアレイを用いて、圧力、
もしくは接触による情報入
力デバイスを試作し、落下
試験など耐衝撃性を評価し
堅牢性を検証する。TFT ア
レイの大面積化（メートル
級）においては、大面積 TFT
アレイの連続製造に適用可
能な製造プロセスの設計指
針を提示する。 

－ 研究開発項目② ＴＦＴアレイ印刷製造
のための材料・プロセス開発 
・フレキシブルアライメント技術を開発す

ることにより、目標を上回る位置合わせ
精度±３μｍを達成し、フィルム基板を
ガラス等搬送基板に固定しなくとも、高
精度アライメントが実現可能となるこ
とを示した。支持板無しのフレキシブル
基板上での重ね合わせ精度は世界最高
である。また、非加熱焼成プロセス技術
の開発により、１２０℃以下の焼成を実
現した。更に、デバイス・プロセス整合
技術、デバイス構造技術の開発により印
刷ＴＦＴで動作周波数１．２ＭＨｚを実
現した。加えて、接触型圧力センサ素子
を試作して、試作した実センサで堅牢性
を確認した。大面積ＴＦＴアレイの製造
方針を連続一貫製造ラインにて確認し
た。 
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   研究開発項目③ 印刷技術に
よる電子ペーパーの開発 
（２）高反射型カラー電子ペ
ーパーの開発 
対角１０インチのカラー

（反射率５０％以上、色数５
１２以上）フィルムパネルを
試作し、印刷ＴＦＴによる駆
動を実証する。また、曲面基
板へのプリンテッド技術の適
用について課題を抽出すると
ともに、曲面上に塗布したエ
レクトロクロミックインクの
特性評価を行うことで、実用
化可能性を検証する。 

－ 研究開発項目③ 印刷技術による電子ペ
ーパーの開発 
（２）高反射型カラー電子ペーパーの開発 
積層型エレクトロクロミックデバイス

（ＥＣＤ）を開発し、白色反射率５０％以
上の「明るさ」を達成し、各色１６階調出
力で４，０９６色まで対応可能な「色鮮や
かさ」を実現した。曲面基板へＥＣＤ印刷
技術を開発して、曲面上に塗布したＥＣＤ
の特性を評価した。６インチ印刷ＴＦＴで
製作したＥＣＤパネルが１３．１ｇであ
り、１０インチに拡大しても６０ｇ以下で
あることから実用化可能性を確認した。 
 

  

   研究開発項目④ 印刷技術に
よるフレキシブルセンサの開
発 
（２）大面積圧力センサーの
開発 
メートルサイズ級のセンサ

シートの製造プロセス課題を
検証する目的で、タイリング
技術を用いた４００×１００
０ｍｍの大面積圧力センサシ
ートの実証試作に取り組む。
また、試作したセンサシート
の高速駆動回路、圧力分布観
測ソフトウェアを開発し、顧
客候補と実用化へ向けたマー
ケティング活動、実証実験を
進める。 

－ 研究開発項目④ 印刷技術によるフレキ
シブルセンサの開発 
（２）大面積圧力センサーの開発 
印加する圧力によって抵抗値が変化す

る感圧ゴムを有機ＴＦＴのドレイン電極
に負荷抵抗として接続した構造の圧力セ
ンサを選択し、タイリングによって製作し
たアクティブエリア９００×４２０ｍｍ
のメートル級大面積有機ＴＦＴを用いて、
アクティブ駆動することにより、目標仕様
を満たす、高速で圧力分布を測定可能なセ
ンサシートを実現した。センサシートの高
速駆動回路、圧力分布観測ソフトウェアを
開発し、顧客候補と実用化へ向けたマーケ
ティング活動、実証実験を進めた。 

  

   ２．革新的低消費電力型イン
タラクティブシートディスプ
レイ技術開発［平成２５年度
～平成２７年度］ 
 ガラス基板の代わりに樹脂
等のシート基板を用いること
で、低コストで、より軽く、
より薄く、割れにくいディス
プレイを実現する製造技術の
開発及び有機ＥＬ材料の発光
効率向上や素子構造の改善に
よる光取り出し効率向上等の
低消費電力化技術の民間企業
等が実施する実用化開発を支
援する。 
・樹脂等のシート基板を用い
た有機 EL ディスプレイを
実現するために、選定され
たデバイス構成で製造でき
るプロセス技術を確立す
る。 

・現行のガラス基板から樹脂
等のシート基板に置き換え
るために、シート基板材料
等やプロセスの技術開発を
行う。 

・タッチパネル等のインタラ
クティブ機能をディスプレ
イパネルへ組み込むための
基礎開発を行う。 

－ ２．革新的低消費電力型インタラクティブ
シートディスプレイ技術開発［平成２５年
度～平成２７年度］ 
・樹脂等のシート基板を用いた有機ＥＬを

表示体とするインタラクティブなシー
ト状のディスプレイを選定されたデバ
イス構成で製造できるプロセス技術を
確立した。 

・現行のガラス基板から樹脂等のシート基
板に置き換えるために、シート基板材料
等やプロセス技術を確立した。 

・タッチパネル等の曲面形状でインタラク
ティブ機能を実用に耐えるように実現
する技術を確立した。 

・有機ＥＬ材料の発光効率を向上させる技
術を確立した。 

・素子構造の改善により光取り出し効率を
向上させる技術を確立した。 

・市場ニーズの高い高精細化に対応するた
めにカラーフィルタによる貼り合せ技
術を確立した。 

・コスト競争力を強化するために選定され
たデバイス構成の製造に対して、対策・
技術開発を行い、歩留まりを改善した。 

・助成先がスマートフォン向け有機ＥＬデ
ィスプレイの量産を２０１８年に開始
する旨を公表するなど、本成果の実用化
の目途を立てた。 
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・有機ＥＬ材料の発光効率を
向上させるための技術開発
を行う。 

・素子構造の改善による光取
り出し効率を向上させるた
めの技術開発を行う。 

・市場ニーズの高い高精細化
に対応するためにカラーフ
ィルタによる貼り合わせの
技術開発を行う。 

・コスト競争力を強化するた
めに選定されたデバイス構
成の製造に対して、歩留ま
り改善のための技術開発を
行う。 

  （ｃ）ネットワーク／コン
ピューティング 
スマートフォン・タブレ

ット等の個人向け情報端
末の普及、ストリーム系コ
ンテンツサービスの増加
による情報トラフィック
量の爆発的増加が今後と
も見込まれていることか
ら、高速、低消費電力化等
のニーズに対応するため、
光・電子融合技術等を中心
とした技術開発を行うと
ともに、それらを組み合わ
せたシステム開発等を行
っていく。具体的には、次
世代高速イーサネット（１
００Ｇｂ）等への対応等基
幹系のみならずアクセス
系の高速化に対応した、光
と電子技術が融合した光
電子モジュール技術等を
開発する。 
ハイエンドサーバにお

いては電子配線のままで
は高速動作の限界に近づ
きつつあることから、光と
電子のハイブリット技術
により現状電気配線に比
べ３割の省電力かつ高速
化を実現する技術等を開
発する。 
また、システムとしての

低消費電力性能（電力当た
りの処理性能）を１０倍に
するため、集積回路内の電
力消費を制御しノーマリ
ーオフ化を実現する新し
いコンピューティング技
術等を開発する。 

（ｃ）ネットワーク／コンピ
ューティング 
１．ノーマリーオフコンピュ
ーティング基盤技術開発 
［平成２３年度～平成２７年
度］ 
待機電力をゼロにする等

「ノーマリーオフ」の技術を
世界に先駆けて開発し、電源
を切っても情報を保持できる
不揮発性素子の特性をいかし
た新市場創出を目的に、東京
大学大学院情報理工学系研究
科 中村宏教授をプロジェク
トリーダーとし、以下の研究
開発を実施する。 

－ （ｃ）ネットワーク／コンピューティング 
１．ノーマリーオフコンピューティング基
盤技術開発 ［平成２３年度～平成２７年
度］ 
待機電力をゼロにする等「ノーマリーオ
フ」の技術を世界に先駆けて開発し、電源
を切っても情報を保持できる不揮発性素
子の特性をいかした新市場創出を目的に、
東京大学大学院情報理工学系研究科 中
村宏教授をプロジェクトリーダーとし、以
下の研究開発を実施した。 

  

  研究開発項目① 次世代不揮
発性素子を活用した電力制御
技術の開発 
（１）高速低消費不揮発メモ
リシステムによる携帯情報端
末低電力化技術 
不揮発キャッシュメモリを

搭載したプロセッサの評価シ
ステムで測定した結果から電
力効率の評価を行い、従来の
キャッシュメモリと比較して
１０倍以上の電力消費性能を
示す。 
 

（２）スマートシティ・セン
サーネットワーク低電力化技
術 
センサーノードについて従

来のマイコンを用いたセンサ
ーノードと比較し１０倍のノ
ーマリーオフ電力消費性能を
実証する。 
 

（４）ヘルスケア応用生体情
報計測センサーネットワーク
低電力化技術 
心拍、３軸加速度、解析機

能を有するウェアラブル生体
モニタリングシステムを完成
させ、システムとしての電力
消費性能を、およそ１０倍と

－ 研究開発項目① 次世代不揮発性素子を
活用した電力制御技術の開発 
（１）高速低消費不揮発メモリシステムに
よる携帯情報端末低電力化技術 
ＭＴＪ素子の高性能書き込み特性の開

発をもとに、これを使った不揮発キャッシ
ュメモリ回路チップで１／１０以下の低
消費電力を実現し、シミュレーション環境
下、ノーマリ―オフ設計でモバイルプロセ
ッサの電力効率を従来比で１０倍以上で
あることを確認した。 
 

（２）スマートシティ・センサーネットワ
ーク低電力化技術 
センサーノードのアーキテクチャ技術

と ハード／ソフト協調による自律適応型
ノーマリーオフ電源制御技術による低電
力化回路の開発を行い、これを適用した実
証ボードでノーマリーオフ適用時に、従来
比１０倍の低電力性能を実証した。 
 

（４）ヘルスケア応用生体情報計測センサ
ーネットワーク低電力化技術 
心拍、３軸加速度、解析機能を有するウ

ェアラブル生体モニタリングシステムを
完成させ、アルゴリズム階層及びアーキテ
クチャ階層とハードウェア階層との協調
設計によってノーマリーオフ・インスタン
トオンを実現し、システムとしての電力消
費性能を１０倍にする最終目標を達成し
た。 
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する。  

   研究開発項目② 将来の社会
生活を支える新しい情報シス
テムにおいて飛躍的なノーマ
リーオフ化を実現する新しい
コンピューティング技術の検
討 
メモリ階層全体を最適化し

たノーマリーオフコンピュー
ティングシステムの評価環境
を構築し、新しい応用領域に
も適用可能で画期的な低消費
電力性能を実現できる新しい
ノーマリーオフコンピューテ
ィングシステムの設計方法論
の提示と、実用化までの技術
課題を明示する 

－ 研究開発項目② 将来の社会生活を支え
る新しい情報システムにおいて飛躍的な
ノーマリーオフ化を実現する新しいコン
ピューティング技術の検討 
ノーマリ―オフシステムの電力消費性

能を評価するための評価技術を確立し、開
発したノーマリ―オフメモリシステムシ
ミュレータと統合することで、メモリ階層
全体を最適化したノーマリ―オフコンピ
ューティングシステムの評価環境を構築
した。これにより新しい応用領域にも適用
可能なノーマリーオフコンピューティン
グシステムの設計方法論を確立した。 

  

   ２．超低消費電力型光エレク
トロニクス実装システム技術
開発［平成２５年度～平成２
９年度］ 
省電力、高速で小型な光接

続を可能にする光電子ハイブ
リッド回路技術を開発するこ
とにより、ＬＳＩを高集積化
し、ＩＴ機器の情報処理機能
を高めつつ、省エネ化を実現
することを目的に、東京大学 
生産技術研究所 荒川泰彦教
授をプロジェクトリーダーと
し、以下の研究開発を実施す
る。 

－ ２．超低消費電力型光エレクトロニクス実
装システム技術開発［平成２５年度～平成
２９年度］ 
省電力、高速で小型な光接続を可能にす

る光電子ハイブリッド回路技術を開発す
ることにより、ＬＳＩを高集積化し、ＩＴ
機器の情報処理機能を高めつつ、省エネ化
を実現することを目的に、東京大学 生産
技術研究所 荒川泰彦教授をプロジェク
トリーダーとし、以下の研究開発を実施し
た。 

  

   研究開発項目① 光エレクト
ロニクス実装基盤技術の開発 
・光エレクトロニクス実装技
術に関し、光回路、電気回
路、実装技術における課題
抽出・最適化を行い、実証
実験のための回路設計およ
び試作を行う。 

・光エレクトロニクスインタ
ーフェース技術に関し、各

－ 研究開発項目① 光エレクトロニクス実
装基盤技術の開発 
・光エレクトロニクス実装技術に関し、大
口径ウエハによる新デバイス技術の実用
化開発に向けて、光集積回路の省電力化が
可能な集積モジュール技術を確立した。ま
た、低消費電力ＳｉＧｅ変調器を試作し、
低電圧・低消費電力化・低損失化について
検証し、当初の予定より１年前倒しで、消
費電力３ｍＷ/Ｇｂｐｓを実現可能なデバ

  



Ⅰ－1－103 
 

要素技術の詳細設計を行
い、統合化後の機能・性能
についての評価を行う。光
デバイスについては詳細設
計並びに要素回路の初期試
作を行う。 

・革新的デバイス技術に関し、
シリコン上集積量子ドット
レーザー技術、スローライ
ト光変調器技術等の基本動
作実証等を継続する。 

 

イス性能を実証した。 
・光エレクトロニクスインターフェース技

術に関し、シリコンフォトニクス技術を
用いて主要光デバイスを集積するＣＯ
ＳＡパッケージの詳細設計と試作を行
い、ＣＦＰ４級トランシーバに実装可能
なサイズを実現した。 

・革新的デバイス技術に関し、シリコン上
量子ドットレーザの６ＧＨｚまでの変
調動作を実現した。スローライト変調器
においては、多値変調が導入可能なＰＡ
Ｍ変調の初期的な実証に成功した。 

   研究開発項目② 光エレクト
ロニクス実装システム化技術
の開発 
・サーバボードのシステム化
技術に関し、評価用ボード
を用いて、ボード間の光伝
送評価を実施する。 

・ボード間接続機器、筐体間
接続機器のシステム化技術
に関し、集積光トランシー
バ を 搭 載 し た Ａ Ｏ Ｃ
（Active Optical Cable）
を実際のシステムを模した
評価用ボード間システムを
模した機器に組み込んで、
性能、機能評価を行うとと
もに信頼性評価を開始す
る。 

・データセンタ間接続機器の
システム化技術に関し、平
成２６年度に試作したトラ
ンシーバに比較して実装サ
イズ が半分以下となる、ト
ランシーバの基本設計を実
施し、一次試作に取り組む。 

・企業間ネットワーク接続機
器のシステム化技術に関
し、平成２６年度に開発し
たパッケージ技術と組み合
わせて、一体型一心双方向
光トランシーバのプロトタ
イプを試作開発する。 

・ＯＩＦ（Optical Internet- 
working  Forum）において、
小型光トランシーバ等に搭
載する光部品の標準化活動
等を行う。 

－ 研究開発項目② 光エレクトロニクス実
装システム化技術の開発 
・サーバボードのシステム化技術に関し、
大規模ＬＳＩを想定したＦＰＧＡと小
型集積光トランシーバを同一のインタ
ーポーザに搭載した評価用ボードを試
作し、光インターコネクションの基本動
作を実証した。 

・ボード間接続機器、筐体間接続機器のシ
ステム化技術開発に関し、集積光トラン
シーバを搭載したＡＯＣの性能、機能、
信頼性評価を開始した。 

・データセンタ間接続機器のシステム化技
術に関し、９２ x ２２ x ９．５ｍｍを
目標としたＣＦＰ４級コヒーレントト
ランシーバの詳細設計を実施し、光集積
デバイス、光源、電子回路などの実装サ
イズと配置を確定した。 

・企業間ネットワーク接続機器のシステム
化技術に関し、一芯双方向光トランシー
バ用集積チップの光結合特性改善とア
ナログフロントエンド回路の省電力化
を行い、一体型一芯双方向光トランシー
バのプロトタイプを試作した。 

・ＯＩＦにおいて、小型光トランシーバ等
に搭載する光部品の標準化活動を行う
とともに、ＣＦＰ４級コヒーレントトラ
ンシーバに関する標準化活動を実施し
た。合わせて、ＩＥＥＥ、ＩＴＵ－Ｔ等
の関連標準化動向の情報収集を行った。 

  

   ３．ＳＩＰ(戦略的イノベーシ
ョン創造プログラム)/次世代
パワーエレクトロニクス 
[平成２６年度～平成３０年
度]  
本事業では､ＳｉＣやＧａ

Ｎ等の次世代材料を中心に､
次世代パワーエレクトロニク
スの適用用途の拡大や普及拡
大､性能向上を図り、今後一層
の産業競争力の強化及び省エ
ネルギー化を推進することを
目的に、内閣府政策統括官（科

－ ３．ＳＩＰ(戦略的イノベーション創造プ
ログラム)/次世代パワーエレクトロニク
ス [平成２６年度～平成３０年度]  
本事業では､ＳｉＣやＧａＮ等の次世代

材料を中心に､次世代パワーエレクトロニ
クスの適用用途の拡大や普及拡大､性能向
上を図り、今後一層の産業競争力の強化及
び省エネルギー化を推進することを目的
に、内閣府政策統括官（科学技術・イノベ
ーション担当）付 戦略的イノベーション
創造プログラム 次世代パワーエレクト
ロニクス担当 プログラムディレクターの
大森達夫氏をプロジェクトリーダーとし、
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学技術・イノベーション担当）
付 戦略的イノベーション創
造プログラム 次世代パワー
エレクトロニクス担当 プロ
グラムディレクターの大森達
夫氏をプロジェクトリーダー
とし、以下の研究開発を実施
する。 

以下の研究開発を実施した。 
 

   研究開発項目① ＳｉＣに関
する拠点型共通基盤技術開発 
・ＳｉＣパワーエレクトロニ
クスの基盤技術を強化する
ため、引き続き次世代Ｓｉ
Ｃウエハの技術開発、次世
代ＳｉＣデバイスの技術開
発、次世代ＳｉＣモジュー
ルの技術開発を実施する。 

－ 研究開発項目① ＳｉＣに関する拠点型
共通基盤技術開発 
・ＳｉＣパワエレ機器の高耐圧化、小型化、

低損失化、信頼性向上に向けて、高品
質・低抵抗ウエハ・デバイス・モジュー
ル開発を実施。平成２７年度目標を達成
した。 
 
 

 

  

   研究開発項目② ＧａＮに関
する拠点型共通基盤技術開発 
・ＧａＮパワーエレクトロニ
クスの基盤技術を強化する
ため、引き続き次世代Ｇａ
Ｎウエハの技術開発、次世
代ＧａＮデバイスの技術開
発を実施する。 

－ 研究開発項目② ＧａＮに関する拠点型
共通基盤技術開発 
・縦型ＧａＮパワーデバイス実現に向けた

ウエハ・デバイス開発を実施。平成２７
年度目標を達成した。 

 

  

   研究開発項目③ 次世代パワ
ーモジュールの応用に関する
基盤研究開発 
・次世代パワーモジュールの
使いこなしを推進し、活用
の幅を拡げるために、引き
続き次世代パワーモジュー
ルを用いた高効率・高性能
電力変換システム等の開発
を行う。 

－ 研究開発項目③ 次世代パワーモジュー
ルの応用に関する基盤研究開発 
・ＳｉＣを用いた高耐圧電力変換装置の開

発については、駆動制御装置開発、評価
設備構築等を実施。平成２７年度目標を
達成した。 

・ＥＶモータ駆動用機電一体インバータ開
発については、追加予算を投入し、モジ
ュール・モータ設計を前倒しして完了し
た。 

 

  

   研究開発項目④ 将来のパワ
ーエレクトロニクスを支える
基盤研究開発 
・革新的な性能向上に資する
基礎的な領域の研究を行う
ため、引き続き新材料基盤
技術、新プロセス・評価技
術、新回路、ソフトウエア
の開発を実施する。 

－ 研究開発項目④ 将来のパワーエレクト
ロニクスを支える基盤研究開発 
・酸化ガリウム、ダイヤモンドといった
次々世代の材料を用いたデバイス開発
等を実施。酸化ガリウムについては一部
目標未達であり原因究明・対策検討中。
ダイヤモンドは平成２７年度目標を達
成し、ダイヤモンド関係の２テーマを平
成２８年度以降は１テーマに集約して
推進できる体制を構築した。 
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 ⅶ）材料・ナノテクノロジ
ー分野 
我が国の産業構造の特徴

を活かし、川上、川下産業
の連携、異分野異業種の連 
携を図りつつ、革新的材

料技術・ナノテクノロジー
や希少金属代替・使用量低
減技術等の課題に重点的に
取り組むこととし、以下の
技術開発を推進するものと
する。 

（ⅶ）材料・ナノテクノロ
ジー分野 
鉄、非鉄、化学をはじめ

とする材料産業は、世界的
に高い技術を有しており、
我が国製造業全体を支え
る重要な産業となってい
る。 
また、物質の構造をナノ

領域（１０－９ｍ）で制御す
ることにより、機能・特性
の発現や向上を図るとい
う、ナノテクノロジーが材
料分野で広く用いられる
ようになっている。このナ
ノテクノロジーを活用し
た材料として、カーボンナ
ノチューブやグラフェン
などこれまでにない優れ
た特性を持つ新材料も登
場しており、今後の産業へ
の応用が大きく期待され
ている。また、自動車や電
子機器等の製品性向上の
ためには、希少金属が使用
されているが、希少金属は
世界での産出地域が限定
されているため、需給状況
によって価格が変動し、使
用する産業が影響を受け
る可能性がある。このため
資源セキュリティの観点
から希少金属の代替技術
や使用量低減技術も重要
性を増している。 
第３期中期目標期間中

では、我が国の産業構造の
特徴を生かし、川上、川下
産業の連携、異分野異業種
の連携を図りつつ、革新的
材料技術・ナノテクノロジ
ーや希少金属代替・使用量
低減技術等の課題につい
て重点的に取り組むこと
とし、以下の技術開発を推
進する。 

（ⅶ）材料・ナノテクノロジ
ー分野 

－ （ⅶ）材料・ナノテクノロジー分野   
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 ａ．革新的材料技術・ナノ
テクノロジー 
市場ニーズに対応した高

強度化、軽量化等の高機能
材料に関する技術開発をユ
ーザ企業と連携し、将来の
製造コストダウンも考慮し
て実施することとする。 

（ａ）革新的材料技術・ナ
ノテクノロジー 
低炭素社会の実現と新

たな成長産業の創出によ
る経済成長に貢献するた
め、市場ニーズに対応した
高強度化、軽量化等の高機
能材料に関する技術開発
をユーザー企業と連携し、
将来の製造コストダウン
も考慮して実施する。 
具体的には、カーボンナ

ノチューブ、グラフェン等
について、特定の産業用途
に用いることが可能な製
造技術や複合化技術を確
立する。 
また、有機ＥＬや有機薄

膜太陽電池に用いられる
有機材料等について、信頼
性評価手法の確立等を行
うとともに、得られた知見
を活かし、関連分野の国際
標準化を推進する。 
さらに、将来的に化石資

源の枯渇リスクに対応す
るため、非可食性バイオマ
スなどから化学品を一貫
して製造するプロセスを
技術的に確立する。 

（ａ）革新的材料技術・ナノ
テクノロジー 
１．低炭素社会を実現するナ
ノ炭素材料実用化プロジェク
ト［平成２２年度～平成２８
年度、中間評価：平成２７年
度］ 
ナノ炭素材料の実用化に向

けた開発及びそれに資する共
通基盤技術を開発すると共
に、民間企業等が実施する実
用化開発を支援することを目
的とし、国立研究開発法人産
業技術総合研究所 ナノチュ
ーブ応用研究センター 湯村 
守雄副センター長をプロジェ
クトリーダーとし、以下の研
究開発を実施する。 

－ （ａ）革新的材料技術・ナノテクノロジー 
１．低炭素社会を実現するナノ炭素材料実
用化プロジェクト［平成２２年度～平成２
８年度、中間評価：平成２７年度］ 
ナノ炭素材料の実用化に向けた開発及

びそれに資する共通基盤技術を開発する
と共に、民間企業等が実施する実用化開発
を支援することを目的とし、国立研究開発
法人産業技術総合研究所 ナノチューブ
応用研究センター 湯村 守雄副センター
長をプロジェクトリーダーとし、以下の研
究開発を実施した。 
 

●世界初のカーボンナノチューブ（ＣＮＴ）
の量産工場が完成し稼働を開始するとと
もに、ＣＮＴを用いた耐環境特性ゴム材
料やビーム形状測定センサー材料など世
界最高水準の複合材料を開発。 

 
●産総研が開発したスーパーグロース法
（ＳＧ法）を基に、日本ゼオンが世界初
のＳＧＣＮＴ量産工場を完成させ、稼働
を開始。他の単層ＣＮＴより長尺・高品
質であり、高性能キャパシタ、高機能複
合材、高熱・電気伝導材料等の実用化加
速に期待。 

 
●ＳＧＣＮＴの添加により、ゴムやエラス
トマーの柔らかさを損なわず、かつ高い
耐熱・耐酸/アルカリ性を有する世界最高
水準の耐環境特性ゴム材料の開発に成
功。 

 
●高品質多層グラフェンの開発に成功。大
型粒子加速器のビーム形状測定センサー
材料としてカネカが世界で初めて商品
化。 

 
●展示会・講演会・ニュースリリース等に
おいて、積極的な成果発信を実施。ｎａ
ｎｏ ｔｅｃｈ２０１６では、事業者に対
してサンプル提供依頼１０３件、共同研
究依頼１６件、事業連携依頼２５件があ
り、実用化加速・拡大に貢献。効果的な
展示により、助成先である（株）名城ナ
ノカーボンがグリーンナノテクノロジー
賞を受賞。 

 

  研究開発項目① ナノ炭素材
料の実用化研究開発 
・ナノ炭素材料を用い、高耐
熱性、高熱伝導性を有し、
かつ実用的な高分子複合部
材、高い導電性と柔軟性を
合わせ持つフレキシブル薄
膜、高いエネルギー密度、
および長寿命等の特性を備
える二次電池部材を開発す
る。また、ナノ炭素材料が
有する高電子移動度性、軽
量性、電磁波反射特性、熱
伝導性を利用した半導体デ
バイス、軽量導線、電磁波
吸収部材を開発する。 

・上記ナノ炭素材料を利用し
たアプリケーションを実用
化する場合に必要となるナ
ノ炭素材料を大量生産する
ための技術開発を行う。 

・平成２７年度も公募を行い、
上記重点研究開発におい
て、新規助成事業を開始す
る。 

－ 研究開発項目①ナノ炭素材料の実用化研
究開発の主な成果 
＜部材開発＞ 
・ ＳＧＣＮＴ（スーパー・グロース・カ
ーボンナノチューブ）ゴム複合材料の開
発として、長期シール性に影響を及ぼす
因子を洗い出し、ＳＧＣＮＴの分散性や
配合・成形方法等によって高温高圧耐性
と長期シール性を両立できる複合化技
術の確立に目途を付けた。 

・ 半導体型・金属型ＣＮＴを大量に分離
する装置を試作し、その動作試験を行っ
た。分離に用いる分散液の成分を調整す
ることにより、分離速度の向上及び純度
向上を実現した。 

・ ナノ炭素材料軽量導線の開発において、
長尺化及び高導電化用のＣＮＴ合成条
件の検討を行い、収率向上を確認した。
合わせて、ＣＮＴ導線表面に樹脂被覆す
る絶縁被膜技術やＣＮＴ導線の接続技
術も検討し、目標達成に向けた方針を決
定した。 

・ ナノ炭素材料フレキシブル薄膜の開発
として、乾式垂直成長二層ＣＮＴの自己
組織化構造を利用した物質分離膜の試
作を行った。 

・ 多層グラフェンパウダーの安定生産を
可能とし、ゴム・樹脂への混練条件を確
立した。また、電磁波遮蔽材としての性
能を確認し、試作品作製に着手した。 

・ 有機薄膜太陽電池デバイスの開発にお
いて、従来に比し初期光電変換効率が
１．５倍以上となる手法を見出した。 

 
＜大量生産技術開発＞ 
・ 改良ＳＧＣＮＴ合成法において、原料
炭素源の選定及び合成条件の最適化に
より、高収量合成を達成した。また、基
材の再利用技術の目処付けもできた。 

・ 酸化グラフェンの大量生産技術開発に
おいて、反応の危険性評価、精製方法の
選定や操作条件の最適化を行い、ベンチ
スケール試作での安全で高効率なプロ
セスを構築した。 
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・ ｅＤＩＰＳ法による高品質ＣＮＴの連
続合成装置の開発を行った。原料ガスの
有効利用に関する機構の仕様を決定し、
連続合成のための最適条件を明らかに
した。 

・ マイクロ波照射による安価で高品質な
剥離グラフェンを量産することを目指
し、効率向上の条件検討と、定量的評価
方法の確立を行った。 

   研究開発項目② ナノ炭素材
料の応用基盤技術開発 
・安全性評価技術として、ナ
ノ炭素の応用製品からの暴
露計測データを蓄積する。
また、呼吸器への炎症を中
心とした細胞試験と金属
型、半導体型単層ＣＮＴの
気管内投与試験を実施す
る。 

・分散体評価技術として、ナ
ノ炭素分散体ネットワーク
を流れる熱伝導パスを実空
間計測できる種々の手法を
比較検討する。また、ＣＮ
Ｔの分散状態を定量的に評
価できる技術を確立する。 

・革新的応用材料開発として、
ＣＮＴと銅の焼結による複
合化技術開発に着手し、冷
間延伸が可能な複合材料の
実現を目指す。新規な合成
装置を導入し、高結晶性・
長尺ＣＮＴの合成に着手す
る。 

・革新的薄膜形成技術として、
Ａ４サイズの大面積グラフ
ェン透明導電薄膜形成技術
を開発する。また、欠陥形
成プロセスを検証すること
で、ＣＶＤ成膜時の欠陥を
コントロールする技術を開
発する。 

－ 研究開発項目②ナノ炭素材料の応用基盤
技術開発の主な成果 
＜安全性評価技術＞ 
・ 排出・暴露量計測技術の開発を進め、
１０種の母材とＣＮＴとの分離定量に
ついて４現場で現場計測を行い、計測技
術の有用性を確認した。１０種の応用製
品について模擬排出試験評価結果を得、
既存ケーススタディ報告書の改訂を行
った。 

 
＜分散体評価技術＞ 
・ 溶液中のＣＮＴ分散体のサイズ・分布
を、遠心沈降法及び画像解析を用い、４
００ｎｍ～１ｍｍの範囲で計測する技
術を開発した。また、分散体中のＣＮＴ
等による熱や電気伝導パスを１００μ
ｍの空間精度で実空間計測できる評価
手法を開発した。 

 
＜革新的応用材料開発＞ 
・ 革新的樹脂・ゴム複合材料開発として、

ＳＧＣＮＴとＰＥＥＫとの樹脂複合材
料を超臨界二酸化炭素を利用して作製
し、４２０℃の耐熱性を達成した。また、
耐熱性向上のメカニズムも解明した。そ
の他、ＣＮＴ膜厚１０μｍの微細加工Ｃ
ＮＴ櫛形電極や、ＣＮＴファイバーと銅
を高歩留まりで電気めっきできるプロ
セスを開発した。 

 
＜薄膜形成技術開発＞ 
・ＣＶＤ法によるＡ４サイズの大面積グラ

フェン透明導電薄膜の工業的な形成技
術を確立し、導電性向上に成功した。ま
た、溶液プロセスを用いた剥離グラフェ
ン薄膜形成法を改良し、集積膜の導電率
の向上に成功した。高分子焼成法では、
高分子薄膜の熱処理過程の改良により、
キャリヤ移動度の向上に成功した。 

 
＜成果の発信＞ 
・７月３１日に「ナノ炭素材料 多層グラ

フェンで初の商品化」と題してリリー
ス。新聞掲載３紙(日経産業８月３日、
化工日８月３日、電波８月６日)。 

・１１月４日に「世界初 スーパーグロー
ス・カーボンナノチューブの量産工場が
稼働」と題して記者会見。新聞掲載５紙
(朝日、日刊工、日経産業、化工日、山
口新聞）、ＴＶ地方局放映多数。 

・１月２５日に「世界最高水準の耐環境特
性ゴム材料を開発」と題して記者会見。
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新聞掲載２紙（化工日１面、日刊自動車
新聞）。 

・１月２７－２９日に、ｎａｎｏ ｔｅｃ
ｈ２０１６に出展。１００以上のサンプ
ル提供依頼、共同研究や共同事業の依頼
も多数。 

  ２．次世代材料評価基盤技術
開発［平成２２年度～平成２
９年度］ 
 化学産業の材料開発効率を
向上・加速化させることを目
的に、有機ＥＬ材料及び有機
薄膜太陽電池材料に関する共
通的な評価基盤技術を開発す
るために、次世代化学材料評
価技術研究組合 理事 富安 
寛氏をプロジェクトリーダー
として、以下の技術開発を実
施する。 

－ ２．次世代材料評価基盤技術開発［平成２
２年度～平成２９年度］ 
化学産業の材料開発効率を向上・加速化

させることを目的に、有機ＥＬ材料及び有
機薄膜太陽電池材料に関する共通的な評
価基盤技術を開発するために、次世代化学
材料評価技術研究組合 理事 富安 寛
氏をプロジェクトリーダーとして、以下の
技術開発を実施した。 
 

 

研究開発項目① 有機ＥＬ材
料の評価基盤技術開発［平成
２２年度～平成２７年度］ 
 寿命短期予測手法開発では
大面積白色素子の寿命予測技
術開発を進め、加速条件の見
極め等に適用する。また、単
色・白色基準素子の作製手順
書、評価実務書を完成させる。 
 フィルム基板素子特有の環
境劣化特性の評価手法を活用
し、実用素子構造を見据えた
評価技術を完成する。 
 劣化解析については、構造
変化を実測し、劣化原因の特
定を目指す。また TADF 素子の
解析も進め、熱活性化遅延蛍
光のメカニズム解明を進め
る。これらの解析手法に関し
ても評価実務書を作成する。 
 水蒸気バリア性評価に関し
ては、１０－６ｇ／㎡／ｄａｙ
レベルで信頼性の高い評価技
術を確立するとともに、ブラ
ンクセルを活用し、接着材と
有機ＥＬ材料の積層構造を透
過する水蒸気量を把握できる
評価法を確立する。 
 上記研究開発と併せて、事
業終了後の材料評価サービス
のビジネスモデルを構築し、
事業成果を実用化するための
体制を整える。 

－ 研究開発項目①有機ＥＬ材料の評価基盤
技術開発 
 駆動寿命短期予測では白色素子、大面積
パネル、市販パネルへ拡張、改良し、精度
の高い予測法を確立した。フィルム基板素
子特有の環境劣化特性の評価手法を活用
し、実用素子構造ＭＰＥ型白色素子を見据
えた評価技術を確立した。フィルム基板評
価セル製造プロセス（連続フィルム真空蒸
着製造プロセス、連続フィルム塗布製造プ
ロセス）技術の開発として、連続プロセス
におけるフレキシブル素子性能評価手法
及び信頼性評価手法を確立した。 
非破壊解析を基盤にした劣化解析手法

を種々の材料及び素子に適用した。熱刺激
電流法では有機ＥＬ素子の測定技術を改
善し、ＴＡＤＦ材料を用いた素子の劣化に
対応するトラップを検出した。インピーダ
ンス分光法、和周波分光法及びラマン分光
法による非破壊劣化解析を連携して結果
を考察し、劣化に対応する変化のモデル化
の実例を提示した。また、過渡吸収分光法
では材料設計に有効なＴＡＤＦの発光機
構モデルを提案した。水蒸気バリア性評価
に関しては、１０－６ｇ／㎡／ｄａｙレベ
ルの参照試料を用いた評価値の妥当性検
証手法等、信頼性の高い水蒸気バリア性評
価技術を確立した。また、接着剤と有機Ｅ
Ｌ材料の積層構造を透過する水蒸気量を
把握できる評価法を確立した。ＩＳＯ世界
標準規格３件成立を達成した。  
 有機ＥＬ照明における世界初の取組と
して、以下を追加実施。有機ＥＬ材料に関
わる照明環境の生理的・心理的効果の評価
技術の開発として、照明空間を記述する基
本的な手法、照明色やスペクトルを変えた
照明空間における人のリラックス⇔スト
レス状態を、心理学的手法と生理的評価技
術で抽出し、基礎的な評価技術を確立し
た。また、この結果から、有機ＥＬ材料の
設計にフィードバックできる情報を抽
出・整理した。 事業終了後の材料評価サ
ービスのビジネスモデルを構築し、事業成
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果を実用化するための体制検討を行った。
平成２８年度中に具体化する。 

研究開発項目② 有機薄膜太
陽電池材料評価基盤技術開発
［平成２５年度～平成２９年
度、中間評価：平成２７年度］ 
バルクヘテロ型および、ペ

ロブスカイト構造のハイブリ
ッド材料基準素子作製手法の
確立を行う。また、フレキシ
ブル基板を用いたバルクヘテ
ロ型およびペロブスカイト型
基準セルの安定的な作製手法
の確立を行う。 
 光・熱の影響に関するセル
複合劣化評価手法の確立およ
び、フレキシブル基板上の基
準セル特有の機械物性評価手
法の課題抽出を行う。 
バリアフィルム関連では酸

素透過度１０-２ ｃｃ／㎡／
ｄａｙ／ａｔｍおよび水蒸気
透過度１０-３ ｇ／㎡／ｄａ
ｙのレベルで、酸素透過度及
び水蒸気透過度を定量的に区
別可能なバリア性評価技術の
確立を行う。 
有機薄膜太陽電池の劣化機

構に基づく寿命評価条件の最
適化および、光照射試験、耐
熱試験等の有機薄膜太陽電池
特有の寿命支配因子の抽出を
行い劣化促進試験方法の要素
技術の確立を行う。 
 また、絶対値分光感度測定
装置による各種環境における
基礎データと性能評価試験方
法との関連付けによる、共通
評価基盤としての評価方法・
試験方法の確立を行う。 

－ 研究開発項目②有機薄膜太陽電池材料評
価基盤技術開発 
 バルクヘテロ型およびペロブスカイト
型ＯＰＶについて、バッチプロセスによる
フレキシブル基板上での基準セル各１種
の安定的作製法を確立した。 
 光照射試験および耐熱試験により有機
薄膜太陽電池特有の寿命支配因子の抽出
を行い、Ｍｕｌｔｉ－ＳＵＮの光による光
加速劣化促進試験方法の要素技術を確立
した。 
 バルクヘテロ型ＯＰＶ用の有機半導体
材料およびホール輸送層・電子輸送層材料
のＬＵＭＯ測定を行い、５種類の基準素子
のＨＯＭＯおよびＬＵＭＯエネルギー準
位の決定を行った。 
 光劣化とキャリアダイナミックスの相
関評価に関し、過渡分光法に加えてＥＳＲ
法による解析を行うことで、古典型バルク
ヘテロ基準素子における可逆劣化の主要
因となるトラップがについて解析を行っ
た。 
 中間評価委員会にて優良評価を獲得し
た。（事業の位置付け３．０、マネジメン
ト２．７、研究開発成果２．８、実用化･
事業化２．２） 

 

  ３．非可食性植物由来化学品
製造プロセス技術開発 ［平
成２５年度～平成３１年度、
中間評価：平成２７年度］ 
 将来的に石油資源の供給リ
スクを克服し、かつ、持続可
能な低炭素社会を実現するこ
とを目的に、以下の研究開発
を実施すると共に、民間企業
等が実施する実用化開発を支
援する。 
 なお、平成２６年度より国
立大学法人京都大学 工学研
究科 教授 前 一廣をプロ
ジェクトリーダーとし、研究
開発を実施する。 

－ ３．非可食性植物由来化学品製造プロセス
技術開発 ［平成２５年度～平成３１年
度、中間評価：平成２７年度］ 
 将来的に石油資源の供給リスクを克服
し、かつ、持続可能な低炭素社会を実現す
ることを目的に、以下の研究開発を実施す
ると共に、民間企業等が実施する実用化開
発を支援した。 
 なお、平成２６年度より国立大学法人京
都大学 工学研究科 教授 前 一廣を
プロジェクトリーダーとし、研究開発を実
施した。 
 

●バイオマス由来の汎用性ポリマーである
ポリ乳酸に、トチュウから製造したバイ
オトランスポリイソプレンを加えること
で、石化品と同等性能（耐衝撃性１６～
２５倍、伸びが９～３０倍）をバイオマ
ス由来の材料で実現。 

 
●今まで石油由来材料でしか得られなかっ
た耐衝撃性と延性の性能両立を実現。 
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  研究開発項目① 非可食性バ
イオマスから化学品製造まで
の実用化技術の開発 
（１）植物イソプレノイド由
来高機能バイオポリマーの開
発 
 平成２６年度に導入したラ
ボスケール装置を用い、不純
物の多い粗原料からの精製プ
ロセスデータを取得し、課題
の抽出と解決を行う。 
（２）非可食性バイオマス由
来フルフラール法ＴＨＦ製造
技術開発 
 引き続き、ベンチスケール
設備を用いて林地残材からの
フルフラールの製造と課題抽
出を行う。脱ＣＯ工程に関し
ては、ベンチスケール設備に
おいて触媒の反応成績、触媒
寿命、プロセス安定性につい
て、長期試験を行う。 

－ 研究開発項目①非可食性バイオマスから
化学品製造までの実用化技術の開発 
（１）植物イソプレノイド由来高機能バイ
オポリマーの開発 
 精製プロセスの実証試験を通して、課題
抽出と解決を行った。また、混練および成
形加工技術の改良を行い、成形した試験板
の物性向上を図った。 
 事業成果の発信として、開発したバイオ
ポリマーとポリ乳酸の複合材に関するニ
ュースリリースを２回行った。 
 
（２）非可食性バイオマス由来フルフラー
ル法ＴＨＦ製造技術開発 
 昨年度から引き続き、ベンチスケール設
備を用いて林地残材からのフルフラール
の製造と課題抽出を行った。 
 脱ＣＯ工程に関しては、平成２６年度に
制作したベンチスケール設備において開
発した触媒の反応成績を確認するととも
に、実機条件での触媒寿命、プロセス安定
性について、長期試験を行った。 
実証試験の進捗にあわせて、一貫収率と

製品スペックの確認、連続運転における課
題検討などを行い、製造コストを試算し
た。 

  研究開発項目② 木質系バイ
オマスから化学品までの一貫
製造プロセスの開発 
（１）高機能リグノセルロー
スナノファイバーの一貫製造
プロセスと部材化技術開発 
ミニパイロットプラントを

建設し、プロセスの最適化と
経済性の検討を行う。またリ
グノセルロースナノファイバ
ーおよび樹脂複合体の計測な
らびに評価技術の開発に着手
する。 
（２）木質バイオマスから各
種化学品原料の一貫製造プロ
セスの開発 
 前年度に引き続き、前処理
技術、及び、有効成分からの
各種化学品製造プロセス構築
のための要素技術の検討を継
続する。前処理技術について
は、各種化学品との整合性、
コスト等を踏まえて実用化に
適したものに絞り込む。 

研究開発項目②木質系バイオマスから化
学品までの一貫製造プロセスの開発 
（１）高機能リグノセルロースナノファイ
バーの一貫製造プロセスと部材化技術開
発 
 成分分離、化学変性、樹脂複合体製造等
の要素技術の最適化を行い、耐熱性と樹脂
との相溶性に優れた軽量、高強度の新たな
セルロースナノファイバー材料を開発し
た。また、このセルロースナノファイバー
で補強した樹脂複合材料を高効率で連続
的に製造するプロセスを世界に先駆けて
開発した。更に、原料からリグノセルロー
スナノファイバー強化樹脂まで一気通貫
で製造するテストプラント（年産１トン）
を完成させた。 
（２）木質バイオマスから各種化学品原料
の一貫製造プロセスの開発 
 前処理技術は各種化学品との整合性、コ
スト等を踏まえて実用化に適したものに
絞り込んだ。また、セルロース、ヘミセル
ロース、リグニンの木質由来３成分を利用
する化学品製造プロセス技術についても、
代替する石油由来化学品と比較して性能
で同等以上、かつ競争力があるものに開発
候補を絞りこんだ。 

 

   ４．革新的新構造材料等研究
開発［平成２６年度～平成３
４年度、中間評価：平成２７
年度］ 
 自動車を中心とした輸送機
器の抜本的な軽量化に向け
て、新構造材料技術研究組合 
理事長 岸 輝雄氏をプロジ
ェクトリーダーとし、以下の

－ ４．革新的新構造材料等研究開発［平成２
６年度～平成３４年度、中間評価：平成２
７年度］ 
高強度・軽量構造材料の研究開発を推進

し、平成２７年度は以下の成果を得た。 
 
 
 
 

●輸送機器の軽量化に向けて鋼材で世界初
の強度１.２ＧＰａ、伸び２０％の冷間プ
レスが可能な中高炭素鋼超ハイテン材を
実現し、既存の自動車製造工程での適用
を可能とした。また、接合時に使用する
ツールの寿命を従来の１０倍に向上、自
動車用の低コスト点接合技術に目途。 
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研究開発項目を実施する。 
 

 

   研究開発項目①「接合技術開
発」 
 各種構造材の接合条件を検
討し、最適な接合条件を明確
にすると共に接合装置の開発
を行う。 

－ 研究開発項目①「接合技術開発」 
 超高張力鋼板同士の摩擦撹拌接合技術
を用いた点接合で接合ツールの信頼性向
上を達成した。 
 

 

   研究開発項目②「革新的チタ
ン材の開発」 
 チタン新精錬技術開発で
は、Ｆｅ含有量の増加因子を
精査し、Ｆｅ除去技術の実証
試験を行う。 

－ 研究開発項目②「革新的チタン材の開発」 
 チタンは、低不純物濃度を実現する製錬
プロセスの検証を実施し、目標としていた
不純物濃度を達成した。 
 

 

   研究開発項目③「革新的アル
ミニウム材の開発」 
 合金組成について、必要特
性を満足する成分範囲を明確
にすると共に実プロセスへ展
開するための技術開発を行
う。 

－ 研究開発項目③「革新的アルミニウム材の
開発」 
 新規アルミニウム合金組成と、新製造プ
ロセスの開発により、強度７５０ＭＰａ、
伸び１２％を達成した。 
 

 

   研究開発項目④「革新的マグ
ネシウム材の開発」 
 平成２６年度に導出した組
成をもとに、信頼性評価を行
い、組成の絞り込みを行う。
また、接合の基礎技術を確立
する。 

－ 研究開発項目④「革新的マグネシウム材の
開発」 
 マグネシウム合金は難燃性材料を押出
で成形する事が可能となり、また適切な溶
接条件を見出すことで、構造体試作を実施
した。 
 

 

   研究開発項目⑤「革新鋼板の
開発」 
 組織制御技術探索を進め、
最終目標に向けて、組織微細
化、残留オーステナイトの最
適化を実現する成分設計と製
造条件を探索する。 

－ 研究開発項目⑤「革新鋼板の開発」 
 鋼板は平成２７年度の目標であった強
度１．２ＧＰａ、伸び１５％を早期に達成
した。 

 

   研究開発項目⑥「熱可塑性Ｃ
ＦＲＰの開発」 
 開発材料に適した成形技

術開発を行うと共に、成形（流
動解析）シミュレーション技
術を構築し、繊維配向や形状
安定性の予測手法を確立す
る。 

－ 研究開発項目⑥「熱可塑性ＣＦＲＰの開
発」 
 熱可塑性ＣＦＲＰはプレス成型による
大型構造材の作製が可能となった。 

 

   研究開発項目⑦「革新炭素繊
維基盤技術開発」 
  効率的な合成プロセス技術
を確立し、新たな炭素繊維前
駆体を開発する。なお、目標
とする炭素繊維の特性は、市
販の汎用炭素繊維と同等の特
性（引張弾性率２３５ＧＰａ、
破断伸度１．５％）とする。 

－ 研究開発項目⑦「革新炭素繊維基盤技術開
発」 
 炭素繊維の開発では、省エネルギープロ
セスの開発により引張弾性率２５０ＭＰ
ａ、破断伸度１．５％を達成した。 
 

 

   研究開発項目⑧「戦略・基盤
研究」 
新構造材料の動向調査とし

て、接合技術と個別課題（材
料）に関する研究開発と、自
動車等の輸送機器への適用と
の関係を踏まえた調査を行

－ 研究開発項目⑧「戦略・基盤研究」 
 異種材料接合のための接着技術につい
て基盤研究を実施し研究課題の精査を完
了した。 
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う。 

   ５．次世代構造部材創製・加
工技術開発 ［平成２７年度
～平成３１年度］ 
   航空機の燃費改善、環境適
合性向上、整備性向上、安全
性向上といった要請に応える
ため、複合材料及び軽金属材
料技術を基に、航空機に必要
な信頼性・コスト等の課題を
解決するための要素技術を開
発する。なお、プロジェクト
リーダーは平成２７年度に選
定する。 

－ ５．次世代構造部材創製・加工技術開発 
［平成２７年度～平成３１年度］ 
航空機の燃費改善、環境適合性向上、整

備性向上、安全性向上といった要請に応え
るため、複合材料及び軽金属材料技術を基
に、航空機に必要な信頼性・コスト等の課
題を解決するための要素技術を開発する。
なお、プロジェクトリーダーは平成２７年
度に選定した。 
 

 

  

   研究開発項目①「次世代複合
材・軽金属構造部材創製・加
工技術開発」 
（１）複合材構造部材：光フ
ァイバセンサによる複合材構
造健全性診断技術を開発す
る。また、構造健全性診断技
術を応用した成形モニタリン
グ技術を活用し、高効率・低
コストな複合材及び成形プロ
セスを開発する。 
（２）軽金属構造部材：チタ
ン合金接合技術、チタン合金
粉末焼結技術、マグネシウム
合金の開発と航空機への適用
研究を行う。 
（３）総合調査研究：国内外
の技術動向や政策支援を調査
し、研究開発の方向性、達成
レベル等についての客観的判
断材料を探索する。 
 

－ 研究開発項目①「次世代複合材・軽金属構
造部材創製・加工技術開発」 
（１）複合材構造部材 
 広域分布歪み計測による航空機構造健
全性診断技術を開発し、広域分布歪み計測
によるモニタリングシステムの信頼性及
び耐久性が航空機への適用が可能なレベ
ルにあることを実証した。また、熱可塑複
合材の特性（ハイサイクル成形）を活かし
た自動成形を指向し、一次構造部材にも適
用可能な一方向材を用いた低コストな高
レート部材成形法を開発した。 
 
（２）軽金属構造部材 
 航空機に多用されるＴｉ－６Ａｌ－４
Ｖ合金に対し、５ｍｍ厚の板のＦＳＷ接合
手法を開発した。また、冷間静水圧プレス
を用いて成形した複雑形状のチタン粉末
焼結体が、Ｔｉ－６Ａｌ－４Ｖ鍛造品と同
等以上の静強度、降伏強度、切欠き疲労強
度を持つことを確認した。 
粉末加熱法による燃焼試験結果を参考

に、発火温度目標を達成可能なマグネシウ
ム合金組成を検討、改良材のインゴット及
び押出し材の作製を完了した。 
 

（３）総合調査研究 
 複合材構造及び軽金属構造について、国
内外の技術動向や政策支援を調査し、本研
究開発の方向性、達成レベル等についての
客観的判断材料を確認した。 

  

   研究開発項目②「航空機用複
合材の複雑形状積層技術開
発」 
（１）小型タイプ自動積層装
置の開発・実用化を実施する。 
（２）中小型複雑形状部材の
設計・製造技術を確立する。 
 

－ 研究開発項目②「航空機用複合材の複雑形
状積層技術開発」 
（１）小型タイプ自動積層装置の開発・実
用化 
装置の主要構成要素について試作検討

を繰り返し実施し、それら構成要素を組み
合わせて動作確認を行い、機能確認・評価
を実施し、高レート・低コスト生産に寄与
可能な積層品質を実現する要素技術を確
立し、開発・実用化の目途を得た。 
 

（２）中小型複雑形状部材の設計・製造技
術確立 
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 従来の製造手法である手積層と比較し
た品質評価を行い、その評価結果より、複
雑形状積層に対する根幹的な設計・製造技
術要素技術が確立できたことを確認し、複
雑形状積層技術の製造適用に向けた技術
的課題の一部を明らかにした。 

   研究開発項目③「航空機用難
削材高速切削加工技術開発」 
難削材料の高速切削加工技

術、高品位加工技術の開発に
より、加工時間の短縮を図り、
省電力、省切削油の環境対応
型切削技術を開発する。 

－ 研究開発項目③「航空機用難削材高速切削
加工技術開発」 
 チタン合金仕上げ加工用の革新的エン
ドミルの開発と新しいコーナ加工技術の
開発によりミスマッチのない高速ポケッ
ト加工を実現した。 
アルミリチウム長尺部材の高精度加工

におけるフライス削りにおける残留応力
と部材の変形を、有限要素法を用いて予測
する技術を確立した。 
 航空機用炭素繊維複合材の切削加工技
術において、切削力、切削温度、工具摩耗、
切り屑流出方向の予測技術を確立した。 

  

   研究開発項目④－１「軽量耐
熱複合材ＣＭＣ（※）技術開
発（基盤技術開発）」 
 耐熱性に優れ金属材料より
も軽量な部材として開発が期
待されているＣＭＣの実用化
を加速し、実用化の課題とな
っている基盤技術を開発す
る。 
 

－ 研究開発項目④－１「軽量耐熱複合材ＣＭ
Ｃ技術開発（基盤技術開発）」 
 ＣＭＣ損傷許容評価技術開発クリープ
試験を実施し、損傷パラメータと非破壊検
査結果の関係の把握及び試験片のき裂観
察結果から破壊メカニズムを解明した。ま
た 、 Ｃ Ｖ Ｉ （ Chemical Vapor 
Infiltration：化学的気相含浸法）プロセ
ス最適化ＣＶＩ反応条件の最適値を設定
し、工業的な構造の炉においても含侵効率
５０％向上を達成できることを実証した。 

  

   研究開発項目④－２「軽量耐
熱複合材ＣＭＣ技術開発（高
性能材料開発）」 
 耐熱性に優れ、金属材料よ
りも軽量な部材として開発が
期待されているＣＭＣの実用
化を加速し、その普及拡大に
よる低炭素・省エネルギー社
会の実現に寄与するため、Ｃ
ＭＣ材料及び高性能ＳｉＣ繊
維を開発する。平成２７年度
は、公募・採択を行い、実施
体制の決定とともに、研究開
発を開始する。 
 

－ 研究開発項目④－２「軽量耐熱複合材ＣＭ
Ｃ技術開発（高性能材料開発）」 
 ＳｉＣ材料の開発ＳｉＣ繊維を単繊維
法で引張試験を行い、破断面を観察し破壊
起点の特定を行い、破壊起点の化学組成を
分析し、欠陥の要因を調査した。 引張強
度２.０ＧＰａ以上、表面粗さＲａ２～３
ｎｍのＳｉＣ繊維を安定的に製造できる
試作設備の詳細設計を行った。 
 高性能ＳｉＣ繊維の開発ＳｉＣ繊維前
駆体ポリマー中の焼結助剤成分とＳｉＣ
繊維の特性との相関性を調査した。高温ク
リープ特性に関しては、Ａｌ量の影響が非
常に大きく、Ａｌ量とＳｉＣ繊維の高温ク
リープ特性に強い相関性があることが明
らかにした。 
 

  

   研究開発項目⑤「低コスト機
体開発を実現するための数値
シミュレーション技術開発」 
 設計初期段階から空力と構
造及び強度解析をシームレス
に連成することで、高い次元
での多目的最適設計が可能な
シミュレーターを開発する。
複合材構造衝撃損傷解析で
は、構造試験の試験ケース数
削減を可能にし、かつ衝撃損
傷に強い構造を設計可能なシ
ミュレーション技術を開発す
る。平成２７年度は、公募・
採択を行い、実施体制の決定

－ 研究開発項目⑤「低コスト機体開発を実現
するための数値シミュレーション技術開
発」 
 分野横断（空力・構造・強度）シームレ
ス機体設計シミュレーターの開発概念設
計、空気力学解析、簡易構造強度解析を連
成させた主翼に関する数値シミュレータ
ーの構築を行った。 
 シミュレーション援用による認証プロ
セスの低コスト化航空機の認定に必要な
有孔引張試験及び衝撃試験について陽的
有限要素法に基づくバーチャルテスト解
析ツール及び理論解を作成した。解析結果
は実験結果をよく再現しており、かつ計算
コストも低く抑えることができた。 
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とともに、研究開発を開始す
る。 
※ＣＭＣ（Ceramic Matrix 
Composites）：セラミックス繊
維を強化材とするセラミック
ス基複合材料 

 着氷に関する非定常空力設計シミュレ
ーターの開発格子解像度・乱流モデルを変
えて得られた数値流体力学解析結果を、風
洞実験試験の先行研究データと比較する
ことで、着氷による空力的な影響を予測す
る数値流体力学解析の精度を検証した。 
 複合材の特性を活かした機体構造設計
最適構造設計に関して、面内で繊維配向を
変える最適化手法として完全流体の流線
モデルを開発した。 

 ｂ．希少金属代替・使用量
低減技術 
需給変動の大きい希少金

属について継続的に需給状
況等の調査を行いつつ、我
が国産業にとって優先度が
高い希少金属については、
その代替・使用量低減に関
する技術開発を推進するこ
ととする。 

（ｂ）希少金属代替・使用
量低減技術 
需給変動の大きい希少

金属について継続的に需
給状況等の調査を行いつ
つ、我が国産業にとって、
優先度が高い希少金属に
ついては、その代替・使用
量低減についての技術開
発を推進する。具体的に
は、我が国産業にとって重
要な排ガス浄化向け白金
族（Ｐｔ）は製品における
使用量のうち５０％以上、
蛍光体向けテルビウム・ユ
ウロピウム（Ｔｂ・Ｅｕ）
は同様に８０％以上の低
減といったように鉱種ご
とに目標を設定し技術開
発を行う。 

（ｂ）希少金属代替・使用量
低減技術 
１．希少金属代替省エネ材料
開発プロジェクト ［平成２
０年度～平成２７年度］ 
 希少金属の代替／使用量低
減技術を確立し、我が国にお
ける希少金属の中長期的な安
定供給を確保することや省エ
ネ効果をもたらすこと等を目
的とし、民間企業等が実施す
る実用化開発を支援する。 
平成２７年度は、希少金属

の使用量低減を加速するた
め、委託事業にて実施してい
た研究開発項目①～⑩の早期
実用化や、産業界で取り組ま
れている希少金属代替・低減
技術の実用化開発で、事業終
了数年後に実用化することが
期待される技術開発に対し、
助成する。昨年度採択した６
テーマについては引き続き実
施し、実用化を推進する。さ
らに、最新の産業動向や需給
状況等を調査事業により確認
しつつ、希少金属の使用量低
減を通じて日本の産業競争力
強化と省エネに資する新規テ
ーマを開始する。新規テーマ
は公募により助成先を選定
し、支援する。また、リスク
調査結果により、中長期的な
技術開発が必要とされた元素
については調査研究を実施す
る。 

－ （ｂ）希少金属代替・使用量低減技術 
１．希少金属代替省エネ材料開発プロジェ
クト ［平成２０年度～平成２７年度 
助成事業として平成２６年度に採択し

た６テーマは目標値を概ね達成した。「ネ
オジムおよびジスプロシウムの削減に資
する超小型自動車向けレアアースレスイ
ンホイールモータの開発」はレアアースを
１００％使用しない小型車用モータの開
発に成功し、今後実用化が予定されてい
る。「ユウロピウム、セリウム、イットリ
ウム不使用型銀含有ゼオライト蛍光体の
開発とその利用に関する研究」はレアアー
スを１００％使用しない蛍光体を開発し、
今後化粧品など様々な分野への応用が期
待される。 
 平成２７年度に採択した６テーマも、目
標値を概ね達成した。「温熱間用超硬工具
の長寿命化によるタングステン使用量の
低減技術開発」では超硬工具の寿命が２倍
になった。「テルビウム使用量削減を目的
とした廃蛍光粉からの緑色蛍光体の分離
精製及び量産化技術開発」は使用済み蛍光
灯からテルビウムを含む緑色蛍光体を分
離する技術を確立した（４ｔ／年）。「ビス
マス含有量を低減した低融点鉛フリーは
んだの実用化開発」ではビスマスを３４％
低減したはんだを開発し早期の実用化が
期待される。 
将来の需給予測等の中長期戦略立案の

調査結果に基づき、「新規希少金属プロジ
ェクトのための事前検討」として平成２６
年に採択した４テーマ中３テーマを１年
延長し、平成２７年には白金族削減に関わ
る５テーマを新たに採択し推進した。その
結果、概ね目標は達成された。また、平成
２７年度 希少金属代替材料開発等の中
長期戦略立案に関する検討を実施し、今後
取り組むべきテーマ候補を提案した。 

  

   ２．次世代自動車向け高効率
モーター用磁性材料技術開発 
［平成２６年度～平成３３年
度］ 
レアアースに依存しない革

新的高性能磁石の開発、さら
にはモーターのエネルギーの
損失を少なくする高性能軟磁
性材料の開発を行うと共に、
新規磁石、新規軟磁性材料の
性能を最大限に生かして更な
る高効率を達成できるモータ
ー設計の開発を通じて、モー

－ ２．次世代自動車向け高効率モーター用磁
性材料技術開発 ［平成２６年度～平成３
３年度］ 
レアアースに依存しない革新的高性能

磁石の開発、さらにはモーターのエネルギ
ーの損失を少なくする高性能軟磁性材料
の開発を行うと共に、新規磁石、新規軟磁
性材料の性能を最大限に生かして更なる
高効率を達成できるモーター設計の開発
を通じて、モーターの省エネ化に寄与する
ことを目的とし、国立研究開発法人産業技
術総合研究所グリーン磁性材料研究セン
ター尾崎公洋センター長をプロジェクト
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ターの省エネ化に寄与するこ
とを目的とし、国立研究開発
法人産業技術総合研究所グリ
ーン磁性材料研究センター尾
崎公洋センター長をプロジェ
クトリーダーとし、以下の研
究開発を実施する。  
 

リーダーとし、以下の研究開発を実施し
た。  
 

   研究開発項目① 新規高性能
磁石の開発 
（１）ジスプロシウムを使わ
ないネオジム磁石の高性能化
技術開発 
 ジスプロシウムを使わず耐
熱性を付与し、１．５倍の強
さ（最大エネルギー積）を持
つ耐熱ネオジム磁石の開発を
行う。 
（２）ネオジム焼結磁石を超
えるレアアースを使わない新
磁石の開発 
ネオジム焼結磁石では達成

できない特性である、耐熱性
を有し２倍の強さ（最大エネ
ルギー積）をもつ「安定供給
が不安視されているレアアー
ス元素」を使わない高性能新
磁石の探索・開発を行う。 

－ 研究開発項目①新規高性能磁石の開発 
（１）ジスプロシウムを使わないネオジム
磁石の高性能化技術開発 
［ナノ結晶粒ネオジム焼結磁石の開発］ 
・プロジェクト内連携、産学官連携を活用

して、保磁力向上に取り組み、目標達成
に向けての方策を得た。 

［Ｄｙフリー高Ｂｒ・高保磁力を有するネ
オジムＨＤＤＲ磁石開発］ 
・新ｄ－ＨＤＤＲ処理技術と出発原料組織

の最適化で、高磁化と高保磁力の両立を
図り、磁気特性を向上させた。 
 

（２）ネオジム焼結磁石を超えるレアアー
スを使わない新磁石の開発 
［窒化鉄ナノ粒子のバルク体化技術研究
開発］ 
・窒化鉄の課題である保磁力向上は目標達

成が困難であると判断し、磁化向上に特
化した開発を進めるよう方針を見直す
こととした。 

 
［ナノ複相組織制御磁石の研究開発］ 
・モデル材料の理論計算により目標値を達

成し得るナノ複相組織制御磁石を発見
した。また、実用化の観点から現実的な
新規物質を発見し、開発に着手した（新
規物質は共同実施者の静岡理工科大学
よりプレスリリース）。 

 
［ＦｅＮｉ超格子磁石材料の研究開発］ 
・ＦｅＮｉ超格子粉末の合成方法を検討
し、高いＦｅ／Ｎｉ規則度が得られる方
法を見出した。 

  

   研究開発項目② 次世代高効
率モーター用高性能軟磁性材
料の開発 
現在のモーター鉄損を８

０％削減できる新軟磁性材料
の実用化製造技術を開発す
る。 

－ 研究開発項目② 次世代高効率モーター用
高性能軟磁性材料の開発 
［高Ｂｓナノ結晶軟磁性材料の開発］ 
・量産に対応できる１００ｋｇ規模での最

適粉末作製条件の検討を行い、非晶質化
度の目標に近づく結果が得られた。ま
た、粉末加工のプロセスを検討し圧粉磁
心でコアロスの目標達成の目途が立っ
た。 

  

   研究開発項目③高効率モータ
ーの開発 
既存・新規磁性材料を用い

て、産業競争力がある小型・
高効率モーターを開発するた
め、実機モーター組込時の磁
性特性評価技術、モーター構
造設計技術及びそのモーター
を低損失にて駆動できるイン
バーター制御技術を開発し、
その性能・信頼性評価を確立

－ 研究開発項目③高効率モーターの開発 
［次世代モーター・磁性特性評価技術開
発］ 
・モーター内に組み込まれた磁石の減磁分

布測定技術を確立した。また、高精度磁
石損失評価装置を完成させ、ニュースリ
リースを実施した。 

・モーター設計では可変磁力モーターの、
設計・試作評価を通して課題を抽出し、
磁気・電気装荷の最適分配設計法を検証
した。 
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する。  
［次世代モーター・磁性特性評価技術開発
（応力を考慮したモーター設計・評価技術
の研究開発）］ 
・軟磁性薄帯材料を使用した設計精度検証

用モーターを試作し、応力影響下でのモ
ーター特性を評価する装置を開発し、ニ
ュースリリースを実施した。 

   研究開発項目④特許・技術動
向調査、事業化のための特許
戦略及び共通基盤技術の開発 
 磁性材料・モーター設計に
関する特許戦略策定支援のた
め、磁性材料からモーターま
で全てを網羅した特許調査・
技術動向調査を行う。また、
共通基盤技術として、各テー
マで共通する基盤的な技術開
発や材料開発、分析・評価・
解析保磁力機構の解明などを
必要に応じて行う。 
また、前年度に実施した中

間評価での指摘事項を踏ま
え、平成２７年度からは先導
研究として、従来のネオジム
磁石を超える性能を持ち、か
つ現在のテーマに挙がってい
ない新規高性能磁石材料の探
索を行う。 

－ 研究開発項目④特許・技術動向調査、事業
化のための特許戦略及び共通基盤技術の
開発 
［特許調査・技術動向調査・特許戦略策定
支援］ 
・国内特許・論文をもとに、「磁石材料」
「軟磁性材料」「高効率モーター」につ
いての技術動向をまとめた。 

 
［共通基盤技術の開発］ 
・複合場を利用した急冷溶解技術や低温高

密度焼結技術、高保磁力磁石の磁気特性
を短時間で正確に測定する技術、微視的
な磁区観察手法、計算シミュレーション
を用いた保磁力機構の解明、また、窒化
鉄の異方性磁界ならびに温度特性を向
上させるための基礎検討を行った。 

 
［先導研究］ 
・平成２７年度は新磁石の材料を対象に３

件（５テーマ）の開発に取り組み、有望
な３テーマについては平成２８年度も
継続することとした。 

・平成２８年度に新たに実施する先導研究
を公募し、磁石材料（１件）に軟磁性材
料（３件）を加えた４件（４テーマ）を
採択した。 

 
［高性能磁石の最新技術動向調査］ 
・日本、米国、欧州、中国の特許、論文の

調査、および世界最大の国際学会に参加
して調査し、今後のブレイクスルーが期
待される材料として、Ｓｍ－Ｃｏ系コン
ポジット磁石、ＳｍＦｅＮ系磁石、窒素
含有Ｎｄ系磁石を挙げた。 

  

 ⅷ）バイオテクノロジー分
野 
ａ．バイオシステム分野 
我が国の製薬産業では、

近年新たな医薬品の創出が
伸び悩み、輸入超過の傾向
が大きくなってきている。
また、「再生医療」について、
実用化においては世界的に
も黎明期にあり各国による
熾烈な競争が行われてい
る。そのためゲノム情報・
制御関連技術及び細胞機能
解明・活用技術への取組、
これをもって革新的医薬品
創出や個別化医療の実現、
再生医療の産業化の促進に
向けた取組を行うこととす

（ⅷ）バイオテクノロジー
分野 
（ａ）バイオシステム分野 
資源に乏しく、少子高齢

化が進む我が国が、長期に
わたって持続的な経済成
長を実現するためには、知
識集約型・高付加価値経済
への転換が必要であり、製
薬産業は知識集約型・高付
加価値を代表する重要な
産業である。 しかしなが
ら、我が国の製薬産業で
は、近年新たな医薬品の創
出が伸び悩み、輸入超過の
傾向が大きくなってきて
いる。 
また、細胞を利用して組

（ⅷ）バイオテクノロジー分
野 
（ａ）バイオシステム分野 
（該当プロジェクトなし） 
 

－ （ⅷ）バイオテクノロジー分野 
（ａ）バイオシステム分野 
（該当プロジェクトなし） 
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る。 織や臓器の機能を回復さ
せる「再生医療」について、
我が国は技術開発におい
ては世界のトップを走っ
ているが、実用化・事業化
においては世界的にも黎
明期にあり各国による熾
烈な競争が行われている。 
このような背景の下、第

３期中期目標期間では、ゲ
ノム情報・制御関連技術及
び細胞機能解明・活用技術
への取組、これをもって革
新的医薬品創出や個別化
医療の実現、再生医療の産
業化の促進に資すること
とする。 
ゲノム情報・制御関連技

術においては、創薬の標的
となるゲノム情報や膜タ
ンパク質等の生体分子の
構造情報等を高感度・高精
度に解析する技術、これら
の機能を解明し制御する
ための技術等を開発する。
さらには、これらに加えて
ＩＴ等の新しい技術の活
用によって、創薬基盤技術
を確立することで、がんや
アルツハイマー病等の重
篤な疾患等に適応する革
新的医薬品創出や個別化
医療の実現につなげる。 
細胞機能解明・活用技術

においては、我が国が強み
を有する「ものづくり力」
を活かし、有用天然化合物
の効率的かつ安定的な生
産技術の開発とライブラ
リーの整備を進める。ま
た、バイオ医薬品等の製造
基盤技術の開発を行うと
ともに、バイオ医薬品開発
の中核となるベンチャー
企業支援を併せて行うこ
とで実用化・事業化の促進
を図る。 
また、我が国が技術開発

において世界をリードす
るｉＰＳ細胞をはじめ、Ｅ
Ｓ細胞や間葉系幹細胞等
のヒト幹細胞を安定的か
つ大量に供給可能とする
自動培養技術等の開発、ヒ
トｉＰＳ・ＥＳ細胞を用い
た創薬スクリーニング技
術を開発することで、再生
医療の産業化を実現し、さ
らには世界的に優位な産
業として成長させていく。
具体的には、再生医療への
応用を可能とする品質レ
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ベルで管理されたヒト幹
細胞を、安定的に大量供給
可能とするシステムを確
立する。 

 ｂ．医療システム分野 
医療機器市場は今後も大

きな成長が見込まれてお
り、また、我が国の優れた
技術を活かし、新規市場の
開拓と国際競争力を強化し
ていくことは、我が国の経
済を牽引する産業としても
大きな期待が寄せられてい
る。このような背景の下、
がんの早期診断・治療、再
生医療デバイス、スマート
ヘルスケア、福祉機器の４
分野への取組に注力するこ
ととする。 

（b）医療システム分野 
医療システム分野にお

いては、「医療イノベーシ
ョン５か年戦略」など、国
を挙げた積極的な振興策
が講じられており、機構に
おいても、がんの超早期診
断機器や低侵襲治療のた
めの高度治療機器の開発、
再生医療の早期実現に向
けた技術開発等、医療現場
のニーズにマッチした医
療機器等の開発を推進し
てきた。先進国をはじめと
した全世界的な高齢化や
新興諸国の経済成長を背
景に、医療機器市場は今後
も大きな成長が見込まれ
ており、また、我が国の優
れた技術を医療機器産業
に活かし、新規市場の開拓
と輸出競争力を強化して
いくことは、国民生活のさ
らなる質的向上を図る上
で、また我が国の経済を牽
引する産業としても大き
な期待が寄せられている。 
このような背景の下、第

３期中期目標期間では、が
んの早期診断・治療、再生
医療デバイス、スマートヘ
ルスケア、福祉機器の４分
野への取組に注力する。 
がんの早期診断・治療に

おいては、「がん対策推進
基本計画」に基づき、がん
の年齢調整死亡率を２
０％減少させる（平成２７
年において、平成１７年比
２０％減。但し７５歳未
満）ことを目指し、第２期
中期目標期間中に開始し
た「がん超早期診断・治療
機器の総合研究開発」の技
術開発目標の達成を図る。
また、診断と治療を一体的
に運用するがん医療マネ
ジメントシステムや、がん
のなり易さを診断する技
術、医薬品と医療機器が融
合した新たなコンビネー
ションプロダクト等、患者
の更なる生活の質（ＱＯ
Ｌ）の向上に資する治療・
診断機器・システムについ
て海外との競合状況、実用
化・事業化の見通し等を精

１．課題解決型福祉用具実用
化開発支援事業 ［平成５年
度～］ 
優れた技術や創意工夫ある

福祉用具開発を行う中小民間
企業等に対するテーマの採択
を行い実施するとともに、継
続分１０件のテーマを実施す
る。また、政府予算等の成立
を条件として、平成２７年度
新規採択に係る公募を年度内
に実施する。更に、福祉用具
開発の促進を図るため、調
査・分析を行うと共にその開
発成果については広く社会へ
の普及啓発を促すため、助成
案件やその成果について展示
会等のイベントを通じて広く
社会へ紹介する。 

－ １．課題解決型福祉用具実用化開発支援事
業 ［平成５年度～］ 
平成２７年度は１０件の継続案件に加

え、新規３件を加え、合計１３件のテーマ
を実施した。更に、広く社会への普及を図
るため、バリアフリー２０１５に７件、国
際福祉機器展に１０件の開発テーマの展
示を行った。 
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査し、実施可能なものから
順次開発に着手する。 
再生医療デバイスの開

発においては、第２期中期
計画中に開始した「次世代
機能代替技術の研究開発」
について、中間評価結果を
踏まえ中止・加速等行うと
ともに、事業実施中に適用
症例の拡張、知財戦略の強
化、企業連携の強化、前臨
床データの取得にも注力
する。また、我が国の再生
医療デバイスとして特に
競争力が高いものについ
て、第３期中期目標期間
で、細胞培養、輸送、品質
管理、治療デバイス、ＩＴ
を用いた術前診断・予後管
理等、診断と治療を一体的
に運用する再生医療マネ
ジメントシステム等の検
討を行い、実用化・事業化
の見通しを精査しつつ実
施可能なものから順次開
発に着手する。 
スマートヘルスケアに

ついては、国内外における
ヘルスケア・医療サービス
の技術の開発・実証及び予
防・診断・治療サービスで
の利用を見通したヘルス
ケア・医療機器の開発を行
う。即ち、地域に点在・偏
在する健康管理に関する
情報・機能、診断・治療に
関わる情報・機能、様々な
生活の場面で得ることが
できるヘルスケアの視点
も含めた医療情報とＩＴ
を組み合わせ、医療機器・
システムの改良・開発を行
うとともに、疾病の発症か
ら診断、治療、リハビリ等
の予後管理まで含めた領
域をパッケージとし、新た
な価値を創出し、利便性を
提供するソリューション
サービスの技術の開発・実
証及びそれらに必要なヘ
ルスケア・医療機器の開発
を行う他、先制医療、慢性
疾患、精神疾患、在宅医療
等、病院と生活の場がより
密接に関わる領域で必要
となる機器・システムの開
発や、ロボット工学等、世
界をリードする医工学を
活用した機器・システムの
開発を行う。 
福祉用具の実用化開発

については、「福祉用具の
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研究開発及び普及の促進
に基づく法律」に基づき、
福祉用具実用化推進事業
及び福祉機器情報収集・分
析・提供事業を実施する。
福祉用具実用化開発助成
事業においては、実用化促
進を進め、助成事業終了後
３年以上経過した時点で
の実用化達成率５０％以
上を目指す。特に、第３期
中期目標期間中には、住
宅、自動車、家電、スポー
ツ等の異業種との連携を
深め、用途や販路の多様
化、異業種企業との技術連
携、実証フィールドの提供
等、福祉用具の産業化を一
層促進する視点での事業
運営に注力する。また、ロ
ボット介護機器等、日本の
高度なロボット技術の福
祉用具への展開について
も検討する。 

 ⅸ）ロボット技術分野 
中小企業やこれまでロボ

ットが導入されていなかっ
た分野へのロボット利用の
拡大に向けて、新しいコン
セプトの産業用ロボットの
技術開発等に取り組むこと
とする。 
また、サービスロボット

の国内安全基準や試験・認
証体制の整備を進めるとと
もに、ロボット介護機器の
各種標準化や開発・導入支
援に取り組むこととする。 
さらに、ロボット技術の

活用への期待が高い災害対
応ロボットや無人システ
ム、ロボット技術を活用し
たメンテナンス用機器の開
発・導入支援等についても
取り組むこととする。 

（ⅸ）ロボット技術分野 
少子高齢化による労働

力人口の減少や、作業負荷
増大への対応の必要性、製
品・サービスの質や生産性
のさらなる向上の必要性
等により、次世代のロボッ
ト技術による安全・安心の
確保、生産性の向上に対す
る期待が一層高まってい
る。具体的には、製造業分
野、生活・福祉分野、公共・
防災分野での活用が期待
されているところ、ロボッ
ト技術分野について、第３
期中期目標期間において
は以下の取組を実施する。 

 
(a)産業用ロボット 

国際的にも注目されて
いる、人間と協調して働
く、安価で、設置容易で、
使いやすく、ソフトウエア
による汎用性・機能拡張性
のある、新しいコンセプト
の産業用ロボットの技術
開発等に取り組み、中小企
業やこれまでロボットが
導入されていなかった分
野へのロボット利用の拡
大による我が国製造業の
生産性向上を目指す。 
 
(b)サービスロボット 

サービスロボットの実
用化・事業化を図るため、
引き続き、生活支援ロボッ

（ⅸ）ロボット技術分野 
１．インフラ維持管理・更新
等の社会課題対応システム開
発プロジェクト  
既存インフラの状態に応じ

て効果的かつ効率的な維持管
理・更新等を図るため、的確
にインフラの状態を把握でき
るモニタリングの技術開発及
び維持管理を行うロボット・
非破壊検査の技術開発を実施
する。ＰＬは、芝浦工業大学
電気工学科油田信一特任教授
である。 

－ （ⅸ）ロボット技術分野 
１．インフラ維持管理・更新等の社会課題
対応システム開発プロジェクト 
 既存インフラの状態に応じて効果的か
つ効率的な維持管理・更新等を図るため、
的確にインフラの状態を把握できるモニ
タリングの技術開発及び維持管理を行う
ロボット・非破壊検査の技術開発を実施し
た。 
 
 
 

  

 研究開発項目①「インフラ状
態モニタリング用センサシス
テム開発」[平成２６年度～平
成３０年度]  
 インフラ構造物及びその構
成部材の状態を常時・継続
的・網羅的に把握するセンサ
システム開発及びそのセンサ
システムを用いたセンサネッ
トワークシステムの構築と実
証実験を行う。 

－ 研究開発項目① 「インフラ状態モニタリ
ング用センサシステム開発」 
センサ端末の仕様の決定、センサデータ

の分析等、インフラ構造物及びその構成部
材の状態を常時・継続的・網羅的に把握す
るセンサシステム開発及びそのセンサシ
ステムの開発が着実に進んでいる。また、
実際の現場での実験も一部開始され、有意
義なデータの取得が進みつつあるととも
に、実用に即した課題の抽出も進んでい
る。 

  

  研究開発項目②「イメージン
グ技術を用いたインフラ状態
モニタリングシステム開発」
[平成２６年度～平成３０年
度]  
 完全自動により取得データ
からひび割れ等を判別できる
データ処理手法、撮影時の画
像ボケや位置ずれを補正でき
平面のみならず、奥行き（３
Ｄ）もわかる画像解析手法を
開発し、実証実験を行う。 

－ 研究開発項目②イメージング技術を用い
たインフラ状態モニタリングシステム開
発 
開発するモニタリングシステムの優位

性を整理するなど、完全自動により取得デ
ータからひび割れ等を判別できるデータ
処理手法、撮影時の画像ボケや位置ずれを
補正でき平面のみならず、奥行き（３Ｄ）
もわかる画像解析手法の開発が着実に進
んでいる。また、新たなニーズを発掘して
実証実験を実施した。 
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  ト安全検証センターを中
核としたサービスロボッ
トの国内安全基準等の開
発や試験・認証体制の整備
を進める。また、特に、介
護分野へのロボット技術
の利用については、平成２
４年１１月に、経済産業省
と厚生労働省が「ロボット
技術の介護利用における
重点」として４分野のロボ
ット介護機器を指定した
ことを受け、経済産業省等
によるロボット介護機器
開発パートナーシップの
取組と連携し、重点分野に
係るロボット介護機器の
各種標準化や開発・導入支
援に取り組む。 

 
 

(c)災害対応ロボット・無
人システム 

運用側と開発側の連携
を前提とした、災害対応ロ
ボットや無人システム、ロ
ボット技術を活用したメ
ンテナンス用機器の開
発・導入支援等に取り組
む。 

 
(d)オープンイノベーショ
ン／国際共同研究／ソフ
トウエア開発 
上記各分野の技術開発の
実施に際しては、米国のロ
ボット開発で主流となり
つつある開かれた技術開
発（オープンイノベーショ
ン）の体制を整備するとと
もに、国際共同研究や標準
化の取組を内包したプロ
ジェクトを指向する。 
また、各種ロボット開発に
おけるソフトウエアの重
要性が益々増大している
ことから、ソフトウエア開
発を重視した取組を進め
る。 

研究開発項目③「インフラ維
持管理用ロボット技術・非破
壊検査装置開発」 
（１）ロボット技術開発[平成
２６年度～平成２９年度]  
 インフラ構造物の中で、人
間の立入りが困難な箇所へ移
動し、インフラの維持管理に
必要な情報を取得できるロボ
ットの開発と実証実験を行
う。 
（２）非破壊装置開発[平成２
６年度～平成３０年度]  
 ロボットに搭載可能な、小
型の非破壊検査装置の開発と
実証実験を行う。 

－ 研究開発項目③インフラ維持管理用ロボ
ット技術・非破壊検査装置開発 
（１）ロボット技術開発 
橋梁点検用、水中点検用、土砂・火山災

害調査用、トンネル災害用ロボットを開発
し、国土交通省のロボット現場検証委員会
と連携して、実フィールドでの実証実験を
実施した。また、実際の環境での有用性を
軸に評価するステージゲートにより、有効
技術の選別を図った。 
（２）非破壊検査装置開発 
化学プラント配管の腐食による肉厚変化
をＸ線により検出する装置を開発した。 

  

  ２．ＳＩＰ(戦略的イノベーシ
ョン創造プログラム) イン
フラ維持管理・更新・マネジ
メント技術 [平成２６年度
～平成３０年度]  
 インフラ維持管理に関わる
ニーズと技術開発シーズをマ
ッチングさせ、新技術を現場
に導入することにより、シス
テム化されたインフラマネジ
メントによる維持管理ＰＤＣ
Ａサイクルを実現し、予防保
全による維持管理水準の向
上・効率化を低コストで実現
することを目的に、横浜国立
大学 先端科学高等研究院 
上席特別教授 藤野陽三氏を
プログラムディレクターと
し、以下の研究開発を実施す
る。 
 

－ ２．ＳＩＰ(戦略的イノベーション創造プ
ログラム) インフラ維持管理・更新・マ
ネジメント技術 [平成２６年度～平成３
０年度]  
インフラ維持管理に関わるニーズと技

術開発シーズをマッチングさせ、新技術を
現場に導入することにより、システム化さ
れたインフラマネジメントによる維持管
理ＰＤＣＡサイクルを実現し、予防保全に
よる維持管理水準の向上・効率化を低コス
トで実現することを目的に以下の研究開
発を実施した。 

  

   研究開発項目①点検・診断技
術の実用化に向けた研究開
発、モニタリングシステムの
現場検証（海洋・沿岸構造物、
空港施設） 
 今年度は点検・診断システ
ム開発及び実現場や供試体を
用いた実用化の検証を実施す
る。モニタリングシステムに
おいては、海洋・沿岸構造物、
空港施設において各種センサ
技術等各々の技術を組み合わ
せた現場実証を行い、精度検

－ 研究開発項目①「点検・診断技術の実用化
に向けた研究開発、モニタリングシステム
の現場検証（海洋・沿岸構造物、空港施設）」 
点検・診断システム開発及び実現場や供

試体を用いた実用化の検証を実施した。モ
ニタリングシステムにおいては、海洋・沿
岸構造物、空港施設において各種センサ技
術等各々の技術を組み合わせた現場実証
を行い、精度検証・改善に取り組既存イン
フラの状態に応じて効果的かつ効率的な
維持管理・更新等を図るため、的確にイン
フラの状態を把握できるモニタリングの
技術開発及び維持管理を行うロボット・非
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証・改善に取り組む。 破壊検査の技術開発を実施した。 

   研究開発項目②構造物の補
修・補強材料技術の研究開発 
 橋梁等の構造物を対象と
し、耐凍害性・耐塩害性・低
収縮性・耐硫酸性に優れ、作
業簡便化や工期短縮化による
低コスト化と長寿命性能を有
する超耐久性コンクリートを
用いたプレキャスト部材を製
品化する。 

－ 研究開発項目②「構造物の補修・補強材料
技術の研究開発」 
橋梁等の構造物を対象とし、耐凍害性・

耐塩害性・低収縮性・耐硫酸性に優れ、作
業簡便化や工期短縮化による低コスト化
と長寿命性能を有する超耐久性コンクリ
ートを用いたプレキャスト部材を製品化
に向けた検討を実施した。 
 
 

  

   研究開発項目③インフラの多
種多様なセンシングデータを
収集・蓄積・解析する技術の
研究開発 
 インフラ維持管理のための
プラットフォームとして、多
種多様なデータを一元管理す
る大規模データベースに関す
る技術開発をする。必要技術
として、データ圧縮技術、ク
レンジング技術、インデック
ス技術といったデータベース
ならびにデータ処理システム
を開発する。また、これら大
規模データベースを管理者が
使いやすいユーザインターフ
ェースの開発を行い、実イン
フラへの展開を行う。 

－ 研究開発項目③「インフラの多種多様なセ
ンシングデータを収集・蓄積・解析する技
術の研究開発」 
インフラ維持管理のためのプラットフ

ォームとして、多種多様なデータを一元管
理する大規模データベースに関する技術
開発を実施した。必要技術として、データ
圧縮技術、クレンジング技術、インデック
ス技術といったデータベース並びにデー
タ処理システムを開発した。また、これら
大規模データベースを管理者が使いやす
いユーザインターフェースの開発を行い、
実インフラへの展開の可能性を検討した。 

  

   研究開発項目④維持管理ロボ
ット・災害対応ロボットの開
発 
 インフラ維持管理ロボット
においては、対象構造物への
近接・位置決めが可能となる
ロボットの開発を優先し、模
擬及び実構造物による現場検
証を行い、現場でロボットを
利用するための課題を抽出す
る。災害対応ロボット開発に
おいては、作業ロボットの性
能評価実験、初号機の設計を
行い、無人化施工システムの
構築を開始する。 

－ 研究開発項目④「維持管理ロボット・災害
対応ロボットの開発」 
インフラ維持管理ロボットにおいては、

対象構造物への近接・位置決めが可能とな
るロボットの開発を優先し、模擬及び実構
造物による現場検証を行い、現場でロボッ
トを利用するための課題を抽出した。災害
対応ロボット開発においては初号機を開
発し、作業ロボットの機能評価実験及び無
人化施工システムの構築を検討した。 

  

   ３．次世代ロボット中核技術
開発[平成２７年度～平成３
１年度]  
 ロボットが日常的に人と協
働する、あるいは人を支援す
る社会を実現させるため、人
工知能や、革新的なセンサや
アクチュエータの技術など、
以下の研究開発項目について
公募を行い、以下の研究開発
を実施する。 

－ ３．次世代ロボット中核技術開発[平成２
７年度～平成３１年度]  
 ロボットが日常的に人と協働する、ある
いは人を支援する社会を実現させるため、
人工知能や、革新的なセンサやアクチュエ
ータの技術等、以下の研究開発項目につい
て公募を行い、以下の研究開発を実施し
た。 
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   研究開発項目①先進的人工知
能基盤技術 
 データ知識融合型ＡＩ、脳
型ＡＩ、ロボット動作の自動
計画技術、人工知能プラット
フォーム等を開発する。 
研究開発項目②視覚・聴覚・
嗅覚等の卓越したセンシング
技術 
 環境の変化に影響されない
視覚・聴覚・力触覚・嗅覚シ
ステム等を開発する。 
研究開発項目③革新的アクチ
ュエーター 
 重い物の持ち上げと精密な
動作の両方を実現し、かつ軽
量な人工筋肉等の革新的アク
チュエータ、制御技術や、種々
の作業を単一のハンドでこな
す人の手同様の汎用ハンド
（機構・制御・触覚）等を開
発する。 
研究開発項目④その他（各種
の手法・技術等の共通基盤） 
 ロボット同士が高度に連携
するための知識・経験共有基
盤等を開発する。 

－ ・「次世代人工知能技術分野」については、
産業技術総合研究所 人工知能研究セン
ター（ＡＩＲＣ）を研究開発拠点とし、
国際電気通信基礎技術研究所（ＡＴＲ）、
国立情報学研究所（ＮＩＩ）、大学等の
参画を得た実施体制を構築した。ＡＩＲ
Ｃの辻井潤一研究センター長を PL に委
嘱し、世界水準の研究開発拠点として、
人工知能分野の研究者の英知を拠点に
結集させ、研究開発を推進した。また、
平成２８年３月３日には、ＡＩＲＣとと
もに次世代人工知能国際シンポジウム
を開催し、米国、イギリス、ドイツ、シ
ンガポールとの研究開発協力のキック
オフとし、本プロジェクトの取組を国内
外に広く発信した。併せて、次世代人工
知能技術の３省連携についても表明し
た。 

・「革新的ロボット要素技術分野」につい
ては、嗅覚センサ（東京大学）、人工腱
（東京工業大学）、マルチセンサプラッ
トフォーム（東北大学）など、ＰＭ主導
で採択した１８件の革新的なロボット
要素技術の先導研究を開始し、将来の実
用化に向けて、優れた要素技術を絞り込
んでいくための素地を築いた。当該公募
については、公募締切りから採択決定ま
で３０日間という、非常に短期間での手
続きを実施し、制度の利用者の利便性に
配慮した。 

・ＲＦＩ（Request For Information）を
踏まえた調査研究については、ＰＭ主導
で次世代人工知能技術３件、ロボット要
素技術５件の課題を設定した公募を実
施した後、全１６件のテーマを採択し
た。約１年間の調査研究及び新たに設定
したステップゲートを踏まえて、設定し
た課題の国家プロジェクト化の可能性
を精査している。 

・独立行政法人工業所有権情報・研修館 
（ＩＮＰＩＴ）からＮＥＤＯロボット・
機械システム部へ、知財プロデューサー
（ＰＤ）をＮＥＤＯの事務所に派遣いた
だき、研究開発拠点における知財運営・
管理や個別テーマの知財戦略について
助言を受ける体制を構築した。知財ＰＤ
は、これまでにも委託先の技術組合に派
遣される例はあったが、ＮＥＤＯ内に常
駐するのは本プロジェクトが初めてで
あり、既に委託先から有望な技術の特許
に関する相談が入るなど、初年度からそ
の取組の成果が現れ始めている。 

  

   ４．ロボット活用型市場化適
用技術開発プロジェクト 
[平成２７年度～平成３１年
度]  
 ものづくり、サービス分野
を対象に、ロボット活用に係
るユーザーニーズ、市場化出
口を明確にした上で、特化す
べき機能の選択と集中に向け
た技術開発を実施する。また、

－ ４．ロボット活用型市場化適用技術開発プ
ロジェクト[平成２７年度～平成３１年
度]  
平成２７年９月に以下の研究開発項目

のもとでロボットの導入業種と分野の拡
大を目指す１０件の研究開発を開始した。
また、平成２８年１月には追加公募で採択
した１１件の研究開発を開始した。 
研究開発項目①ものづくり分野のロボッ
ト活用技術開発 

●関連事業・機関との連携やマッチング、
展示会等での広報等による有望なテーマ
の発掘を行い、イノベーションの担い手
として重要な中堅・中小企業、ＳＩｅｒ
を育成・支援。 
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現場ニーズに応じたロボット
システムを開発できる人材を
育成し、以下の研究開発項目
について公募を実施する。 
研究開発項目① 「ものづく
り技術」 
 配線、食品、医薬品等の柔
軟物、不定形物、透明物体等
のいままで認識や把持が困難
な対象物を扱うことができる
ロボット化システムを開発す
る。また、変種変量生産また
は人・ロボット協働のための
使いやすいロボット化システ
ム構築に係る技術を開発し、
我が国のものづくりの競争力
強化をはかる。 
研究開発項目② 「サービス
分野の自動化・ロボット活用
技術」 
 物流・流通、宿泊・外食等
のサービス産業の一部工程
を、自動化・ロボット化する
ための技術を開発する。 

研究開発項目②サービス分野のロボット
活用技術開発 
・９月に採択した１０テーマのうち２年度

計画の３テーマについては、平成２８年
１月に助成期間２年の３件について、中
間評価を実施し、平成２８年度の事業継
続を決定し、事業化に向け、委員アドバ
イスを反映していく。 

・追加公募においては、展示会等でロボッ
トを展示していた事業者等に積極的に
本事業のＰＲを行い有望案件の応募に
繋がった。その結果、初回の公募と合わ
せて、ユーザーとの積極的な連携を図る
中堅・中小企業２１社を採択することが
できた。 

 ⅹ）新製造技術分野 
ものづくり基盤技術とし

て、短時間、高品質の製造
及び量産に耐えうるコスト
構造の確立のため、難加工
材料等の先進材料の切断な
ど、次世代製品の加工シス
テムを３種類以上実用化す
ることとする。新しい製造
システムとして、大規模な
生産設備が不要で、設備投
資とエネルギー消費を大幅
に削減できる少量多品種生
産に対応した製造システム
の実用化に向けた技術開発
等を行うこととする。 

（ⅹ）新製造技術分野 
近年、新興国の製造技術

水準の向上は著しく、我が
国はさらに高付加価値製
品・技術を創出し、省資源、
省エネルギー、生産量への
柔軟性等を実現する効率
的な製造プロセスを確立
することが喫緊の課題と
なっている。 
第３期中期目標期間に

おいて、以下のようなシス
テムとしての新しい製造
技術の技術開発を推進す
る。 
(a)ものづくり基盤技術 
炭素繊維複合材料等の

先進材料の切断など、次世
代製品の短時間、高品質の
製造及び量産に耐えうる
コスト構造の確立のため、
低コストに製造する加工
システム技術の開発を推
進し、３種類以上のシステ
ムを実用化する。 
(b)新しい製造システム 
 大規模な生産設備が不
要で、設備投資とエネルギ
ー消費を大幅に削減でき
る少量多品種生産に対応
した製造システムの実用
化・事業化に向けた技術開
発等を行う。 

（ⅹ）新製造技術分野 
１．戦略的イノベーション創
造プログラム（ＳＩＰ) 革新
的設計生産技術 [平成２６
年度～平成３０年度] 
設計や生産・製造に関する

革新的な技術の開発等を行
い、地域の企業や個人が持つ
アイデアや技術・ノウハウを
活かし高付加価値な製品やシ
ステム、サービスを産み出す、
新たなものづくりスタイルを
確立することを目的に、（株）
日立製作所 研究開発グルー
プ 技師長の佐々木直哉氏を
プログラムディレクターと
し、以下の研究開発を実施す
る。 

－ 
 

１．戦略的イノベーション創造プログラム
（ＳＩＰ) 革新的設計生産技術 [平成
２６年度～平成３０年度] 
 設計や生産・製造に関する革新的な技術
の開発等を行い、地域の企業や個人が持つ
アイデアや技術・ノウハウを活かし高付加
価値な製品やシステム、サービスを産み出
す、新たなものづくりスタイルを確立する
ことを目的に、（株）日立製作所 研究開
発グループ 技師長の佐々木直哉氏をプ
ログラムディレクターとし、以下の研究開
発を実施した。 
 

  

 研究開発項目①超上流デライ
ト設計手法研究開発 
多様なデライト設計手法を

構築し、設計支援ツール等の
形で含むユーザに提供するこ
とを出口戦略としており、前
年度までに設計ツールの基本
仕様、フレームワーク検討を
終えて、プロトタイプの作成
に着手しており、平成２７ 年
度はそれぞれの設計手法のプ
ロトタイプを各設計プラット
フォーム構築し、平成２８ 年
度以降テストユースへ繋げる
取り組みを実施する。 

－ 研究開発項目①超上流デライト設計手法
研究開発 
前年度までに検討を終えた設計ツール

の基本仕様やフレームワーク等に基づき、
平成２８年度以降のテストユースに向け、
引き続きプロトタイプの作成を進めた。 
 

  

 研究開発項目②革新的生産・
製造技術の研究開発 
従来にない高品質、低コス

ト化、新しい機能の発現を可
能とする革新的生産・製造技

－ 研究開発項目②革新的生産・製造技術の研
究開発 
前年度に実施した試験装置の仕様検討

や試作機器の基本設計等に基づき、生産・
製造手法を試すための１次試作を行い、原
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術の研究開発を実施してお
り、前年度は、試験装置の仕
様検討、試作機器の基本設計
を終えて、製作に着手してお
り、平成２７ 年度はそれぞれ
提案している生産・製造手法
を試すための１次試作を行
い、原理検証・基本性能の確
認を行う。 

理検証・基本性能評価を実施した。 

 ⅺ）ＩＴ融合分野 
ビッグデータを、コンピ

ューティング能力を活用す
ることにより、異種産業が 
融合した、いわゆるＩＴ融
合による新産業の創出を目
指すための取組を行うとと
もに、ＩＴ融合の実現に必
要となる、ビッグデータの
リアルタイム処理や、モバ
イルの基盤技術を確立する
ものとする。 

（ⅺ）ＩＴ融合分野 
現在の「医食住インフ

ラ」の多くはその基礎を四
半世紀以上前に作られた
ものであり、社会情勢の変
化や災害等に対する脆弱
性が増してきている。ハー
ド面のインフラを抜本的
に見直すのではなく、追加
的なハードの投入を最小
限とし、その運用・制御と
いうソフト面からのアプ
ローチでより効率的な社
会システムを構築する動
きが各国で盛んになって
きている。 

第３期中期目標期間に
はビッグデータを、コンピ
ューティング能力を活用
することにより、異種産業
が融合したいわゆるＩＴ
融合による新産業の創出
を目指し、都市交通分野・
ヘルスケア分野・農商工連
携分野等において、実証事
業等を実施し、実用化・事
業化と普及促進を目指す。
併せて、ＩＴ融合の実現に
必要となる、ビッグデータ
のリアルタイム処理や、モ
バイルの基盤技術を確立
する。 

（ⅺ）ＩＴ融合分野 
（該当プロジェクトなし） 
 

－ (ⅺ)ＩＴ融合分野 
（該当プロジェクトなし） 
 

  

 xⅲ）境界・融合分野 
生涯健康や安全・安心等

を中心とした社会ニーズや
社会的貢献の実現を視野に
入れ、高付加価値ＭＥＭＳ
（微小電気機械システム）
等を活用しつつ、各分野の
境界分野及び分野を跨ぐ技
術の融合領域における技術
開発を推進することとす
る。 

（xⅲ）境界・融合分野 
急速な知識の蓄積や新

知見の獲得によって、異分
野技術の融合や新たな技
術領域が現れることを踏
まえ、従来の取組を更に強
化し、生涯健康や安全・安
心等を中心とした社会ニ
ーズや社会的貢献の実現
を視野に入れつつ、高付加
価値の微小電気機械シス
テム（ＭＥＭＳ）技術を用
いた超小型センサー及び
それらの制御システムを
開発する等、各分野の境界
分野及び分野を跨ぐ技術
の融合領域における技術
開発を推進する。 

具体的には、第３期中期
目標期間中に新しい機能
を提供するＭＥＭＳデバ

（xⅲ）境界・融合分野 
（該当プロジェクトなし） 
 

－ （xⅲ）境界・融合分野 
（該当プロジェクトなし） 
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イスを開発するとともに、
ＭＥＭＳデバイスを活用
した新たなサービスの実
用化・事業化を図ることと
し、この取組によって７種
類以上のサービス提供を
実現する。 

 

 
 
 
 
以上の内容を踏まえ、顕著な成果が出て

いることから、本項目の自己評価をＡとし
た。 
 

 
 
  



Ⅰ－1－127 
 

 

様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）様式 

Ⅰ（ク）技術分野ごとの計画 （国際分野） 

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価軸（評価の

視点）、指標等 

法人の業務実績等・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 

      ＜自己評価＞ Ａ 評定  
 ⅻ）国際展開支援 

エネルギー・環境分野や
産業技術分野等における各
国の政策、規制環境等を踏
まえ、日本の優れた技術を
核に、海外実証事業等を、
強力に推進することとす
る。 

(ⅻ)国際展開支援 
経済成長に伴うエネル

ギー需要の増大及びそれ
に伴う温室効果ガスの排
出増加により、世界におけ
るエネルギー効率の向上
及び再生可能エネルギー
の導入はエネルギー需給
の安定化及び地球温暖化
対策として重要な課題で
ある。また、これを支える
電力系統安定化や需給管
理、経済社会全体での最適
利用等、国際社会は新たな
技術課題に直面している。
さらに、水や廃棄物などの
環境問題の顕在化や、高齢
化等を背景とした医療・福
祉等に係る技術ニーズが
世界的に高まっている。こ
うした背景の下、日本の優
れたエネルギー・環境技術
及び産業技術の国際展開
により、これら課題の解決
を図ると同時に、日本企業
によるグローバル市場の
獲得に資することが重要
である。 

そこで、第３期中期目標
期間においては、上記課題
の解決のため、エネルギ
ー・環境分野等における各
国の多様なニーズやエネ
ルギー政策、規制環境等を
踏まえ、日本の優れた技術
を核に、海外実証事業を強
力に推進する。実施に当た
っては、これまでの海外実
証事業の経験から得られ
た教訓を踏まえ、より効果
的・効率的に事業を推進す
る。 

(ⅻ)国際展開支援 
１．国際エネルギー消費効率
化等技術・システム実証事業 
［平成５年度～平成２７年
度］ 
 我が国の優れたエネルギー
技術の海外展開を図るべく、
相手国のニーズ・要求スペッ
クに即した技術・システム実
証事業を推進する。対象技術
としては、新エネルギー、省
エネルギー、スマートコミュ
ニティ等とする。本事業は、
実証要件適合性等調査、実証
前調査、実証事業、フォロー
アップ事業の機能的な連携に
より、効果的に実施するもの
とする。また、これら事業の
推進に当たっては、相手国の
地域性、地理的要因、購買力
等の国情を踏まえた適切な事
業運営を行うとともに、過去
の事例分析又はビジネスモデ
ルの構築、国際標準の獲得等
を視野に含め、得られた成果
の当該国及び第三国への普
及・展開の促進を図る。 
また、イノベーションを通

じた低炭素社会の実現に向け
た国際連携の深化を図るため
国際会議を実施する。 

－ (ⅻ)国際展開支援 
実証事業は、前年度までの累積が１４ヶ

国、７２件であったところ、平成２７年度
は新たに５ヶ国、１２件を追加。実施国、
件数ともに拡大。調査フェーズの事業で
は、産業、スマコミ、運輸、民生等幅広い
分野において、実証要件適合性調査を１１
件、実証前調査を１８件、普及促進のため
の調査を１件、２１ヶ国にて実施。新規案
件の形成も加速化。  
 実証事業のうち、フランス・リヨンでの
スマートコミュニティ実証では、再開発街
区の再生可能エネルギー、新築ビル、既築
住宅等にスマートコミュニティ技術を導
入し、街区全体のエネルギー利用効率化効
果を検証。平成２７年９月には、世界でも
厳しい環境規制となる「Positive Energy」
を達成する「ＨＩＫＡＲＩビル」が竣工し、
実証設備が運転を開始。ＥＵ各国において
２０２０年以降の新築ビルは全てＰＥＢ
化する規制が推進されているところ、5年
早くシステムを完成させた。 
 
また、「寒冷地・独立系統地域に適合し

た風力発電システム実証」では、ロシアカ
ムチャツカ地方において、平成２７年１１
月、世界初の寒冷地気候（－４０℃対応）
に対応した３００ｋＷ級中型風力発電技
術と独立系統地域における電力安定供給
技術の有効性に関する実証試験を開始。独
立系統地域において、風力発電機からの余
剰電力を熱供給のプレヒーティングに活
用する他に類をみない画期的システムと
なっている。 
 商慣習が大きく異なるロシアにおいて、
ＮＥＤＯと相手国政府機関とのＭＯＵの
下で中堅企業の海外展開を支援するとい
う観点からも実施意義は高く、さらにＮＥ
ＤＯとしても初のロシア事業であり、二国
間関係の発展にも貢献した。 
 
２０４５年までに１００％再エネ導入

を目指す米国／ハワイ州のうち、既に年間
再エネ利用率３５％（平成２７年）を実現
しているマウイ島において、電気自動車
（ＥＶ）を活用したスマートグリッドを構
築し、再生可能エネルギーを最大限に利用
するシステムを検証した。 
また、自らＥＶを購入又はリースにより

利用する住民２００世帯の協力を得て、風
力発電の余剰が顕在化している夜間への

＜自己評価の根拠＞ 
●平成２７年度に実施した実証事業の初期
段階評価結果平均はそれぞれ実証事業可
能性２．４、普及可能性２．１であり評価
対象１４件の全てで優良と同等評価。平成
２７年度に評価体制を整備し、平成２８年
度より開始予定。 

 
●ＥＵ各国において２０２０年以降の新築
ビルは全てＰＥＢ化する規制が推進され
ているところ、世界に先駆けてシステムを
完成。 
地域エネルギー情報等を可視化する

Community Management System（ＣＭＳ）
が、欧州のイノベーションプログラム
「Horizon2020」の支援プロジェクトに採
択され、提携都市によるＣＭＳ活用を通
じ、欧州への展開を促進。 
１７０名超のユーザーを対象としたＥ

Ｖカーシェアリングでは、再エネを最大限
ＥＶの充電に活用するシステムを構築。再
エネ利用実績は、目標を１０％上回り最大
８２％。１００世帯以上の住民の協力を得
て、エネルギー使用状態を可視化する技術
を導入し、省エネ意識の向上（４０％が向
上と回答）と最大１１％の省エネ効果を達
成。 

 
●３００ｋＷ級中型風車では、世界初の寒冷
地仕様（－４０℃対応）。ロシア極東やカ
ナダ等でニーズあり。 
独立系統地域において、風力発電機から

の余剰電力を熱供給のプレヒーティング
に活用する他に類をみない画期的システ
ム。 
商慣習が大きく異なるロシアにおいて、

ＮＥＤＯと相手国政府機関とのＭＯＵの
下で中堅企業の海外展開を支援。ＮＥＤＯ
としても初のロシア事業であり、二国間関
係の発展に貢献。 

 
●ＥＶを保有する住民２００世帯の協力を
得て、風力発電の余剰が顕在化している夜
間への充電シフトの自動化を実現（市販車
を活用した大規模な取組では世界初）。 
実証事業着手後に、想定外に太陽光発電の
普及が進展（平成２３年６ＭＷに対して平
成２６年７３．６ＭＷ）。当初は風力対策
が主テーマであったのを、太陽光対策を担
うＶＰＰのテーマを臨機応変に追加・拡
充。 
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充電シフトの自動化を実現した（市販車を
活用した大規模な取組では世界初）。 
平成２８年１月には、放電機能を追加し

た充電システム（Ｖ２Ｘ：Vehicle to X）
の増備により、分散エネルギー資源として
の EV を統合してあたかも一つの仮想的な
発電所として運用するシステム（ＶＰ
Ｐ:Vertual Power Plant）の実験仕様をハ
ワイ電力と委託先企業が合意した（平成２
８年度中に１５０台分のシステム運用を
実施予定）。 
 
 この他、地球温暖化問題の解決に向けた
エネルギー・環境技術分野のイノベーショ
ンを促進する方策を議論する「Innovation 
for Cool Earth Forum（ＩＣＥＦ）」の第
２回年次総会を開催。会期中に約７０カ国
から１，０００人（うち外国人４００人）
を越える参加者が集い議論を行った。ＣＯ
Ｐ２１への貢献として、ＩＣＥＦロードマ
ップ（「Distributed Solar and Storage」）
を作成し、仏政府公式サイドイベント等の
場にて、ＩＣＥＦロードマップとして初め
て発表。イノベーションによる地球温暖化
問題の解決の重要性を世界に発信した。 

充電シフトの自動化等の実験で培った
ハワイ電力と委託先企業の密接な関係が、
他のビジネスの商談に進展。現在最終段階
の契約交渉中。 

 
●第１回ＩＣＥＦ年次会合に比べ、本会議開
催数を２つから３つへ、分科会開催数を７
から１９へ拡充。世界中の産官学から１,
０００人を越える参加者を得て、地球温暖
化問題の解決のためのグローバルなプラ
ットフォームとしての役割を果たした。 
会期中には、他の国際的なイニシアティ

ブ（ＩＥＡ、ＩＲＥＮＡ）と連携し、イベ
ントを開催。 
ＣＯＰ２１への貢献として、ＩＣＥＦロ

ードマップ（「Distributed Solar and 
Storage」）を作成し、ＣＯＰ２１公式サイ
ドイベント等の場にて発表。これまでの技
術中心のロードマップを補完、複数の技術
の組み合わせによる様々な市場への普及
を展望したロードマップを示し、イノベー
ションによる地球温暖化問題の解決の重
要性を世界に発信。 

   ２．環境・医療分野の国際研
究開発・実証プロジェクト 
［平成２３年度～平成２８年
度］ 
我が国の優れた技術を、潜

在市場を有するアジア諸国等
に展開すべく、相手国におけ
る具体的なニーズを把握し、
現地の実情に合った研究開
発・実証事業を推進する。具
体的な対象技術としては、機
械システム、電子･材料、バイ
オ・医療、省エネルギー、新
エネルギー、スマートコミュ
ニティ、環境等とする。 

－ ２．環境・医療分野の国際研究開発・実証
プロジェクト ［平成２３年度～平成２８
年度］ 
平成２７年度実施案件のうち、高効率下

水汚泥減容化・再資源化（中国）に関して
平成２８年２月に設備竣工、実証運転まで
終了。資源化利用（石炭消費量の５％相当）
に関する成果を得、同年３月には中国側専
門家向け普及セミナーを開催し、良好な評
価結果を得て事業を終了した。 
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   ３．地球温暖化対策技術普及
等推進事業 ［平成２３年度
～平成２９年度］ 
 二国間合意によって、我が
国が世界に誇る低炭素技術や
製品、インフラ、生産設備等
の普及や移転による温室効果
ガス排出削減量を適切に評価
し、我が国の排出削減量とす
る新たな仕組み（二国間オフ
セット・クレジット制度）の
構築に向けた政府の取組を踏
まえ、我が国の低炭素技術・
製品等の導入による具体的な
排出削減効果等を確認・実証
する技術実証等を実施する。 
 平成２７年度は、平成２５
年度に採択したモンゴル、ベ
トナムでの実証事業を引き続
き実施するとともに、インド
ネシアでの実証事業について
もプロジェクトＭＯＵを締結
し、事業の本格稼働に入る。 
 また、平成２６年度に採択
した実証事業の実証前調査等
を実施し、事業化評価を通っ
た案件については、速やかに
プロジェクトＭＯＵを締結
し、実証事業に着手する。 
 さらに平成２７年度におい
ても、新規の実証事業等を公
募により採択し、着手する。 

－ ３．地球温暖化対策技術普及等推進事業 
［平成２３年度～平成２９年度］ 
平成２５年度採択案件では、特に「ベト

ナム国営病院における省エネ／環境改善
によるグリーンホスピタル促進事業」につ
いては、二国間で設置したＪＣＭ合同委員
会においてＪＣＭプロジェクトとして正
規に登録を行うことができた（ＮＥＤＯで
の第１号）。「ベトナム版Ｖ－ＢＥＭＳ開発
によるホテル省エネ促進実証事業」も現
在、登録手続き中※。 
※平成２８年５月１５日付けで登録完了。 
 
平成２６年度２次公募の提案案件につ

いて、実証事業３件（うち１件は条件付き
採択）、実現可能性調査２件を採択し、一
部を除き事業を実施した。 
また、平成２７年度公募を実施し、実証

事業２件、実現可能性調査８件を採択し、
それぞれ着手した。 
 
 

●平成２６年８月にベトナム商工省と基本
協定書（ＭＯＵ）を締結し、本実証事業を
開始。平成２７年１１月に日ベトナムＪＣ
Ｍ合同委員会による承認を得て、ＮＥＤＯ
実証事業として初めてＪＣＭプロジェク
トに登録。 

 
●ベトナム省エネラベル制度で新たな性能
評価方式であるＣＳＰＦの採用に当該実
証事業が貢献。 

 

   ４．クリーンコール海外普及
展開等事業 ［平成２７年度
～平成３１年度］ 
 石炭の環境負荷を低くしつ
つ、また同時に安定供給性と
経済性を担保して我が国で利
用するために、我が国の優れ
たクリーンコール技術（ＣＣ
Ｔ）の実証事業及び調査事業
を海外で実施することで、石
炭の高効率利用を海外で促進
する。 
（１）石炭高効率利用技術共
同実証事業 
２国間の共同声明に基づ

き、ウクライナにおいて蒸気
タービンの効率向上のための
実証事業を実施するため、新
たに公募を行う。 
（２）石炭高効率利用システ
ム案件等形成調査事業 
我が国のＣＣＴの普及に関

するプロジェクトの創成や実
施可能性に関する調査等を実
施するため、新たに公募を行
う。 

－ ４．クリーンコール海外普及展開等事業 
［平成２７年度～平成３１年度］ 
実証試験実施箇所を特定し、ＦＳ審査に

おいて必要なデータの明確化および、本プ
ロジェクトに関わる日本側が提案してい
る蒸気タービンの改修・更新機器のスコー
プおよび技術的データ等をウクライナ側
へ提供した。また、相手国側とのＭＯＵ、
ＩＤ締結に向けて協議を継続していると
ころ。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
以上の内容を踏まえ、顕著な成果が出てい

ることから、本項目の自己評価をＡとした。 
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様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ－２ クレジット取得関連業務 

関連する政策・施策 － 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

旧国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第１５条第２項 

当該項目の重要度、難易

度 

－ 関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 

０５２７国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般管理費 

０５８１国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般管理費

（エネルギー需給勘定） 

０５８２国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般管理費

（電源開発促進勘定） 

注）国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法は平成２８年３月に改正されているが、平成２７年度の事業は旧法に基づき実施しているため、旧法の根拠条文を記載。 
 
２．主要な経年データ 
 ② 主な参考指標情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 
  基準値等 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度   ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 

－ －         予算額（千円） 
10,059,956 127,222 96,520 

    

－ －         決算額（千円） 
8,880,572 55,792 1,012,123 

    

－ －         経常費用（千円） 
9,201,567 55,792 1,012,123 

    

－ －         経常利益（千円） 
- - - 

    

－ －         行政サービス実

施コスト（千円） -268 -493 -951,166 
    

 
－ －         従事人員数 774 の 

内数 

832 の 

内数 

887 の 

内数 
    

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 
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様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）様式 

Ⅰ クレジット取得関連業務 

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価軸（評価の

視点）、指標等 

法人の業務実績等・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 

      ＜自己評価＞ Ａ 評定  
（２）クレジット取得関連
業務 

ＮＥＤＯは、引き続き、
政策当局と緊密な連携の
下、クリーン開発メカニズ
ム（ＣＤＭ）・共同実施（Ｊ
Ｉ）・グリーン投資スキーム
（ＧＩＳ）プロジェクトに
よる京都メカニズムクレジ
ットの取得業務に、最大限
努力するものとする。 

 

（２）クレジット取得関連
業務 

クレジット取得関連業
務は、京都議定書における
我が国の目標達成に資す
るため、基準年総排出量比
１．６％分の京都メカニズ
ムクレジットの取得を、費
用対効果を考慮しつつ確
実に行うことを目的とし
て、経済産業省及び環境省
（以下「政府」という。）
が機構に委託したもので
ある。 

第１期及び第２期中期
目標期間中は、京都議定書
目標達成計画等に基づき、
クレジット取得契約の締
結を行い、着実に政府への
移転を進めてきた。 

第３期中期目標期間は、
平成２５年度が予算上の
国庫債務負担行為の最終
年度となることから、引き
続き政府との緊密な連携
の下、委託契約の履行に必
要なクリーン開発メカニ
ズム（ＣＤＭ）・共同実施
（ＪＩ）・グリーン投資ス
キーム（ＧＩＳ）によるク
レジットの取得及び政府
への確実な移転を行う。業
務の実施にあたっては、以
下に留意し、リスクの低減
を図りつつ費用対効果を
考慮し、また、地球規模で
の温暖化防止及び途上国
の持続可能な開発への支
援を図ることに努める。 

（２）クレジット取得関連業
務 
 クレジット取得関連業務の
実施に当たっては、経済産業
省及び環境省との緊密な連携
の下、地球規模での温暖化防
止という観点を踏まえつつ、
適切に業務を推進する。 

－ （２）クレジット取得関連業務 
 ウクライナＧＩＳ事業において、課題で
あった未使用金額の返還について、首相、
在ウクライナ日本大使等への働きかけに
より、９５１百万円の返還を受け、平成２
８年３月３１日時点で、同額を国庫に返納
した。 

＜自己評価の根拠＞ 
●ウクライナにおけるＧＩＳ事業について、
平成２５年からの政情不安により未使用
金の返還が困難を極める中、同国首相との
２回の面談を含むウクライナ政府上層部
との交渉により、ウクライナ政府初となる
「未使用金返還に係る閣僚会議令」を実
現。平成２８年２月までに約１０億円を受
領するとともに、今後、他の案件で返還請
求が必要になった場合の手続に道筋をつ
けた。 

 
 
 
以上の内容を踏まえ、顕著な成果が出てい

ることから、本項目の自己評価をＡとした。 
 

 

業務の実施に当たって
は、費用対効果を考えつつ
必要な量のクレジットを確
実に取得するため、契約の
相手先等を原則として公募
するとともに、国際交渉上
の観点や政策的な観点から
プロジェクトの種類や契約
相手について選択的な条件
を付して取得することも検
討することとする。また、
原則として随時の応募受付

（ア）企画・公募段階 
クレジット取得に係る

契約の相手先となる事業
者等（以下、「契約相手先」
という。）の選定は原則公
募とし、客観的な審査基準
に基づき公正な審査を行
うとともに、国際交渉上の
観点や政策的な観点から
プロジェクトの種類や契
約相手について選択的な
条件を付して取得するこ

（ア）企画・公募段階 
（記載事項なし） 

－ （記載事項なし）   
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と速やかな審査・採否の決
定を行うとともに、審査に
おいて適正に評価する体制
を構築し、クレジットの取
得に伴うリスクの低減を図
ることとする。なお、国際
ルール等を踏まえ、クレジ
ットを生成するプロジェク
トに係る環境に与える影響
及び地域住民に対する配慮
を徹底することとする。 
 

とも検討する。また、契約
相手先等が国際ルール等
を踏まえて行った、クレジ
ットを生成するプロジェ
クトに係る環境に与える
影響及び地域住民に対す
る配慮について確認を行
う。 

クレジットの取得にお
いては、個々のクレジット
取得におけるリスクを厳
正に評価し、取得事業全体
としてのリスク低減を図
る。 

効率的かつ効果的な業務
管理・運営のため、クレジ
ット取得に係る事業を取り
巻く環境の変化等を踏まえ
て柔軟かつ適切に対応する
とともに、個々のプロジェ
クトの進捗状況の把握、Ｎ
ＥＤＯ内の関係部門との連
携等を行うこととする。 

 

（イ）業務実施段階 
クレジット取得に係る

契約の締結に際しては、費
用対効果を考慮し、必要に
応じて取得契約額の一部
前払を行うこととし、この
場合、原則前払額の保全措
置を講じる。また、契約相
手先からの進捗状況等に
関する報告及び必要に応
じた現地調査等を行うと
ともに、ＧＩＳにおける早
期のグリーニング完了を
図るため、必要に応じて契
約相手先と協議し、適切な
指導を行って、契約が遵守
されるよう管理する。 

効率的かつ効果的な業
務管理・運営のため、クレ
ジット取得等業務を取り
巻く環境の変化等を踏ま
え、柔軟かつ適切に対応す
る。 

（イ）業務実施段階 
ⅰ）契約相手先からの進捗状
況に関する定期報告の提出
及び随時の報告の聴取や必
要に応じた現地調査等を行
うことにより、プロジェク
トの進捗状況の把握に努め
るとともに、必要に応じて
契約相手先と協議し、適切
な指導を行い、当初の取得
契約が遵守されるよう管理
する。また、効率的にプロ
ジェクト管理するための体
制を構築する。 

ⅱ）クレジット取得等業務を
取り巻く環境の変化等を踏
まえて柔軟かつ適切に対応
する体制とするとともに、
必要に応じた職員の能力向
上、機構内の関係部門との
連携を図り、適切に効率的
かつ効果的な業務管理・運
営を実施する。 

－ （イ）業務実施段階 
契約相手国から定期報告や随時の報告

の徴収、現地での協議等を通してプロジェ
クトの状況を把握し、必要に応じた指導を
行い予定通りハイブリッドカー導入事業
(フェーズ２)及びキエフ・メトロ近代化事
業（フェーズ２・３）を契約期限内に完了
した。 
ウクライナからの未使用金額について、

機構内の経理部門、経済産業省及び環境省
との連携を図り、ウクライナ側からの返還
を確保し、年度内に国庫へ返納した。 

  

また、外部の専門家・有
識者による、クレジットの
市場動向等を踏まえた検証
及び評価を受けるととも
に、その結果を基に必要な
見直しを行うこととする。 

なお、契約相手先の名称、
取得契約に係るクレジット
量並びに毎年度の取得量及
び取得コストの実績につい
て、我が国が不利益を被ら
ないよう公表時期・内容に
ついて十分留意した上で、
可能な限り公表することと
する。 

（ウ）評価及びフィードバ
ック・情報発信 

当該業務は、京都議定書
の目標達成という国際公
約や、国民の関心の高い地
球温暖化防止に直結して
いるため、外部有識者によ
る取得事業全体の検証及
び評価を毎年度実施し、そ
の結果を事業に反映させ
る。 

クレジットの取得状況
に関する情報発信につい
ては、原則として、契約相
手先の名称、取得契約に係
るクレジット量並びに取
得コスト、及び毎年度の取
得量の実績について、でき
る限り速やかに公表（注）
する。ただし、クレジット
の取得コストについては、
我が国及び契約相手先が
クレジット取得事業を実
施するにあたって不利益
を被らないものに限定す
る。 

（ウ）評価及びフィードバッ
ク・情報発信 
ｉ）クレジット取得の状況や
事業を取り巻く環境の変化
などの情報収集・分析を行
い、これらを踏まえ、さら
に、制度の運用状況や改善
点について精査し、政府へ
の報告等を行う。（※クレジ
ット取得事業の事業評価は
平成２５年度末に実施済。） 

ⅱ）クレジットの取得状況に
関する情報発信について
は、中長期計画に基づき実
施済み。関連する情報につ
き公開する場合は、我が国
及び契約相手先が不利益を
被らないよう公表時期・内
容について十分留意しつつ
実施する。 

－ （ウ）評価及びフィードバック・情報発信 
平成２７年度はクレジット取得事業を

取り巻く環境変化の情報収集及び分析等
を行い、政府への情報提供等を行った。 
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注：我が国及び契約相手
先が不利益を被らないよ
う公表時期・内容について
十分留意しつつ実施する。 
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様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅱ 業務運営の効率化 

当該項目の重要度、難易

度 
－ 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
０５２７国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般管理

費 

０５８１国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般管理

費（エネルギー需給勘定） 

０５８２国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般管理

費（電源開発促進勘定） 
 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる

指標 
達成目標 基準値等 

（前中長期目標期間

最終年度値等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な

情報 
各種表彰制度での
受賞数 

- - 22 件 21 件 44 件      

新規の研修コース
設置数 

中期目標期間
中に 5コース
以上 

－ 9 コース 3 コース 1 コース      

一般管理費・業務
経費の合計（一部
を除く）の効率化
の実績値 

平成24年度を
基準として毎
年度平均で前
年度比 1.08％
の効率化 

－ 毎年度平均で
27.6％の効率化 

毎年度平均で
13.8％の効率化 

毎年度平均で
17.5％の効率化 

     

 ラスパイレス指数 － － 104.1 103.7 105.8      

 競争性のある契約
の割合 

－ － 件数ベース
91.0％ 
金額ベース
99.8％ 

件数ベース
96.4％ 
金額ベース
99.9％ 

件数ベース
95.6％ 
金額ベース
99.9％ 

     

 職員に対するコン
プライアンスに関
する研修の回数 

年 4回以上 － コンプライアン
ス研修 17回 
新規入構職員向
けコンプライア
ンス基礎研修 11
回 

コンプライアン
ス研修 2回 
新規入構職員向
けコンプライア
ンス基礎研修 12
回 

コンプライアン
ス研修 1回 
新規入構職員向
けコンプライア
ンス基礎研修 12
回 
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様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

Ⅱ（１）機動的、効率的な組織・人員体制 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
     ＜主要な業務実績＞ ＜評定＞ Ａ 評定  
 （１）機動的・効率的な組

織・人員体制 
関連する政策や技術動向

の変化、業務の進捗状況に
応じ機動性・効率性が確保
できるような柔軟な組織・
人員体制を整備することと
する。その際、人員及び財
源の有効利用により組織の
肥大化の防止及び支出の増
加の抑制を図るため、事務
及び事業の見直しを積極的
に実施するとともに、人員
及び資金の有効活用の目標
を設定し、その達成に努め
るものとする。 
 

（１）機動的、効率的な組
織・人員体制 

近年における産業技術分
野の技術開発を巡る変化
や、国際的なエネルギー・
環境問題の動向の推移に迅
速かつ適切に対応し得るよ
うな、柔軟かつ機動的な組
織体制を構築し、意思決定
及び業務執行の一層の迅速
化と効率化を図る。その際、
人員及び財源の有効利用に
より組織の肥大化の防止及
び支出の増加の抑制を図る
ため、事務及び事業の見直
しを積極的に実施するとと
もに、人員及び資金の有効
活用の目標として、下記を
設定し、その達成に努める。 

（１）機動的、効率的な組
織・人員体制 
 近年における産業技術分
野の技術開発を巡る変化
や、国際的なエネルギー・
環境問題の動向の推移に迅
速かつ適切に対応し得るよ
うな、柔軟かつ機動的な組
織体制を構築し、意思決定
及び業務執行の一層の迅速
化と効率化を図る。その際、
人員及び財源の有効利用に
より組織の肥大化の防止及
び支出の増加の抑制を図る
ため、事務及び事業の見直
しを積極的に実施するとと
もに、人員及び資金の有効
活用の目標として、下記を
設定し、その達成に努める。 

－ （１）機動的、効率的な組織・人員体制  
Internet of Things（ＩｏＴ）・ビッグデ

ータ・人工知能（ＡＩ）時代への産業構造・
就業構造改革が示された『日本再興戦略２
０１５』や、気候変動に関するパリ協定を
踏まえ２０５０年を見据え策定された『エ
ネルギー・環境イノベーション戦略』等の
政府方針に対して、その迅速な実行及び目
標の実現のため、機動的な組織の拡充・改
編を実施した。 

＜自己評価の根拠＞ 
●『日本再興戦略２０１５』や『エネルギ
ー・環境イノベーション戦略』等の政府
方針に対して、その迅速な実行及び目標
の実現のため、ＩｏＴ推進部の設置、技
術戦略研究センターの拡充など機動的
な組織の拡充・改編を実施。 

 

 

  （ア）効率的な業務遂行体
制を確保するため、各部門
の業務に係る権限と責任を
規程等により明確化すると
ともに、プロジェクト基本
計画等により業務の進捗及
び成果に関する目標を明確
に設定し、組織内部におい
てその達成状況を厳格に評
価する。 

（ア）効率的な業務遂行体
制を確保するため、各部門
の業務に係る権限と責任を
規程等により明確化すると
ともに、プロジェクト基本
計画等により業務の進捗及
び成果に関する目標を明確
に設定し、組織内部におい
てその達成状況の厳格に評
価する。 

－ （ア）産業技術開発関連業務及び新エネル
ギー・省エネルギー関連業務等については、
全ての事業について、各部門が責任を持っ
て策定した基本計画又は実施方針により業
務の進捗及び成果に関する目標の達成度の
把握に努めた。平成２７年度は、５年間程
度以上の期間を要し、かつ事業開始から３
年目程度を経過したナショナルプロジェク
ト１２件について、機構外部の専門家・有
識者を活用した中間評価を実施した。 

  

 特に、プログラムマネー
ジャー等、高度の専門性が
必要とされる役職について
は、産学官からの優れた人
材の登用を行うこととす
る。また、外部人材の登用
等に当たっては、利害関係
者排除の措置を徹底するな
ど、更なる透明性の確保に
努めるものとする。 

（イ）関連する政策や技術
動向の変化、業務の進捗状
況に応じ、機動的な人員配
置を行う。また、産業界、
学術界等の専門家・有識者
等の外部資源の有効活用を
行う。特に、プログラムマ
ネージャー等、高度の専門
性が必要とされるポジショ
ンについては、積極的に外
部人材を登用する。なお、
外部人材の登用等にあたっ
ては、利害関係者排除の措
置を徹底する等、引き続き
更なる透明性の確保に努め
る。 

（イ）関連する政策や技術
動向の変化、業務の進捗状
況に応じ、機動的な人員配
置を行う。また、産業界、
学術界等の専門家・有識者
等の外部資源の有効活用を
行う。特に、ＰＭ等、高度
の専門性が必要とされるポ
ジションについては、積極
的に外部人材を登用する。
なお、外部人材の登用等に
当たっては、利害関係者排
除の措置を徹底する等、引
き続き更なる透明性の確保
に努める。 

－ （イ）外部有識者を積極的に登用し、アド
バイザーとして３名、プログラムディレク
ターとして１名、プログラムマネージャー
として５名、技術戦略の検討等を担うフェ
ローとして２１名が活躍している。 

  

 また、ＮＥＤＯ職員の民
間企業への派遣も含め、人
材の流動化を促進するとと
もに、ＮＥＤＯのマネジメ
ント人材の育成に努め、Ｎ
ＥＤＯのマネジメント能力
の底上げを図ることとす
る。 

（ウ）機構職員の民間企業
への派遣も含め、人材の流
動化を促進するとともに、
機構のマネジメント人材の
育成に努め、機構のマネジ
メント能力の底上げを図
る。 

（ウ）機構職員の民間企業
への派遣も含め、人材の流
動化を促進するとともに、
機構のマネジメント人材の
育成に努め、機構のマネジ
メント能力の底上げを図
る。 

－ （ウ）国の政策に関する知見・経験を深め
るべく他機関へ１５名の職員を派遣してい
る。 
機構内職員の技術経営力の強化を図るた

め「出口戦略セミナー」（７講座）及びプロ
ジェクトマネジメント力強化のための「プ
ロジェクトマネジメント特別講座」（１講
座）、「プロジェクトマネジメント基礎講座」
（１講座）を実施した。 
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 さらに、常に時代の要請
に対応した組織に再編を行
い、本部、国内支部、海外
事務所についても、戦略
的・機動的に見直しを行う
こととする。 

（エ）各部門の業務が相互
に連携して効率的な運営が
行われるような体制になる
よう、更なる随時見直しを
図る。 

（エ）社会情勢、技術動向
に迅速に対応できる組織体
制となるよう、更なる随時
見直しを必要に応じて図
る。 

－ （エ）平成２７年４月に国立研究開発法人
日本医療研究開発機構への業務移管に伴う
バイオテクノロジー・医療技術部の廃止を
行うとともに、速やかな業務移管を実施し
た。 
また、平成２７年６月に本部の特定法人

文書決裁規程の見直しを行い、決裁者につ
いて、意思決定に必要不可欠なものを維持
しつつ、主として情報共有を目的としたも
のを削減するとともに、最終決裁者を理事
長から主管理事の専決とするよう効率化を
図った結果、決裁日数短縮により、内部意
思決定の迅速化を図った。さらに、平成２
８年３月末に、エネルギー･環境本部及び産
業技術本部の廃止、京都メカニズム事業の
廃止に伴う部の廃止、２部室体制で行って
いた業務を３部室体制に移行することで機
動的な組織体系に変更すべく内部規程他業
務体制等の整備を進めた。 

●文書決裁基準に規定する決裁者につい
て、意思決定に必要不可欠なものを維持
しつつ、主として情報共有を目的とした
ものを削減した結果、決裁日数を平均
２．６日、延べ８５７日短縮。 

 
●案件の重要度を検討した上で、２億円未
満の事業実施起案に係る決裁基準につ
いて、最終決裁者を理事長から主管理事
の専決とするよう効率化を図った結果、
決裁日数を平均３．１日、延べ２，５９
２日短縮。 

 
●以上の文書決裁基準の見直しにより、決
裁日数を平均３．０日、延べ３，４４９
日短縮。 

 

  （オ）本部、地方支部、海
外事務所間における双方の
円滑な流通、有機的連携を
一層図るとともに、業務の
状況を踏まえ必要に応じ組
織の見直しを図る。特に国
内支部、海外事務所につい
ては、既往の政府決定等を
踏まえ、戦略的、機動的に
見直しを行う。 

（オ）本部、地方支部、海
外事務所間における双方の
円滑な流通、有機的連携を
一層図るとともに、業務の
状況を踏まえ必要に応じ組
織の見直しを図る。なお、
引き続きＮＥＤＯ分室につ
いては、他の独立行政法人
とそれぞれの会議室を共有
する運用を継続する。 

－ （オ）海外事務所については、他の独立行
政法人との事務所近接化及び会議室の相互
利用環境を整備・継続し、ＮＥＤＯ分室は
他の独立行政法人とそれぞれの会議室を共
有する運用を継続して実施した。 

 
 
 
 
 
 
 
以上の内容を踏まえ、顕著な成果が出て

いることから、本項目の自己評価をＡとし
た。 
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様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

Ⅱ（２）自己改革と外部評価の徹底 
 

 
  

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     ＜主要な業務実績＞ ＜評定＞ Ａ 評定  
 （２）自己改革と外部評価

の徹底 
全ての事業につき厳格な

評価を行い、不断の業務改
善を行うこととする。また、
評価に当たってはＮＥＤＯ
外部の専門家・有識者を活
用するなど適切な体制を構
築することとする。その際、
評価は、技術評価と事業評
価の両面から適切に実施
し、その後の事業改善へ向
けてのフィードバックを適
正に行うこととする。 

また、ＰＤＣＡサイクル
により、マネジメント・サ
イクル全体の評価が可能と
なるような仕組みを深化さ
せ、「成果重視」の視点を貫
くこととする。 

（２）自己改革と外部評価
の徹底 

全ての事業につき、厳格
な評価を行い、不断の業務
改善を行う。また、評価に
あたっては産業界、学術界
等の外部の専門家・有識者
を活用する等、適切な体制
を構築する。評価は、技術
評価と事業評価の両面から
適切に実施し、その後の事
業改善へ向けてのフィード
バックを行う。 
評価の実施に際しては、

事業のＰＤＣＡサイクル全
体の評価が可能となるよう
「成果重視」の視点を貫き、
技術開発マネジメントに係
る知見、教訓の一層の活用
を図る。 
また、機構の成果のうち

優れたものについては、内
外の各種表彰制度に機構自
らが応募し、又は事業実施
者における応募を促す。 

（２）自己改革と外部評価
の徹底 
・平成２７年度に中間評価
を行う全ての事業につい
て、不断の改善を行う。
また、評価に当たっては
産業界、学術界等の専門
家・有識者を活用するな
ど適切な体制を構築す
る。 

・評価は、技術評価と事業
評価の両面から適切に実
施し、事業の加速化、計
画の変更等の事業改善へ
向けてのフィードバック
を行う。  

・また、機構の成果のうち
優れたものについては、
内外の各種表彰制度に機
構自らが応募し、又は事
業実施者における応募を
促す。 

－ （２）自己改革と外部評価の徹底 
・平成２７年度はプロジェクト評価につい
ては１２件の中間評価、１３件の事後評
価を実施。制度評価については１件の事
後評価を実施。事業評価については１件
の中間評価、４件の事後評価を実施。評
価確定後に、事業改善に向けたフィード
バックやＮＥＤＯのマネジメント機能全
体の改善・強化に向けて取り組んだ。 

・また、産学官連携功労者表彰で内閣総理
大臣賞、経済産業大臣賞及び文部科学省
等、グッドデザイン大賞など４４件を受
賞した。                       

＜自己評価の根拠＞ 
●プロジェクト成果の受賞実績について
は、産学官連携功労者表彰で内閣総理大
臣賞、経済産業大臣賞等５件、グッドデ
ザイン大賞など、合計４４件と大幅に受
賞件数が増加（平成２５年度２２件、平
成２６年度２１件）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
以上の内容を踏まえ、顕著な成果が出て

いることから、本項目の自己評価をＡとし
た。 
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様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

Ⅱ（３）職員の意欲向上と能力開発 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     ＜主要な業務実績＞ ＜評定＞ Ｂ 評定  
 （３）職員の意欲向上と能

力開発 
個人評価においては、適

切な目標を設定し、その達
成状況を多面的かつ客観的
に適切にレビューすること
により、評価結果を賞与や
昇給・昇格に適切に反映さ
せるとともに、職員の勤労
意欲の向上を図ることとす
る。また、職員の能力開発
を図るため、業務を行う上
で必要な知識の取得に向け
た研修の機会を設ける、技
術開発マネジメントの専門
家を目指す職員に外部の技
術開発現場等の経験を積ま
せる、内外の技術開発マネ
ジメント機関との情報交換
を実施する、技術開発マネ
ジメント関係の実践的研究
発表を行うなど、当該業務
実施に必要な知識・技能の
獲得に資する能力開発に努
めるものとする。 

（３）職員の意欲向上と能
力開発 

個人評価においては、適
切な目標を設定し、その達
成状況を多面的かつ客観的
に適切にレビューすること
により評価する。また、個
人評価の運用にあたって
は、適切なタイミングで職
員への説明や研修等を行う
ことにより、職員に対する
人事評価制度の理解度の調
査を行い、円滑な運用を目
指す。さらに、評価結果の
賞与や昇給、昇格への適切
な反映を行うことにより、
職員の勤労意欲の向上を図
る。 

現行の研修について、効
果等を踏まえ必要に応じ見
直しを行い、業務を行う上
で必要な研修の充実を図る
ため、第３期中期目標期間
中に新規の研修コースを５
コース以上設置する。 

（３）職員の意欲向上と能
力開発 

職員の意欲向上と能力開
発に関し、平成２７年度は
以下の対応を行う。 
・人事評価制度の定着と円
滑な運用を図る。 

・人事評価制度に対する理
解度向上のための研修に
加え、管理職に対し、評
価者の視点の統一と部下
の管理・育成能力強化の
ため、評価者向け研修を
実施する。 

－ （３）職員の意欲向上と能力開発 
・新規入構者に対する評価制度の理解促進
を図るべく、研修を１０回実施するとと
もに、目標設定の際には「目標設定手引
き」等を周知することにより、人事評価
制度の定着と円滑な運用を図った。また、
評価者の視点の統一と部下の管理・育成
能力強化のため、管理職向け研修を３回
実施した。 

＜自己評価の根拠＞ 
 
 
 

 

   ・固有職員に対し、各階層
別研修やプロジェクト・
マネジメント力、専門知
識の向上に関する研修を
実施する。 

・機構内職員に対し、各種
業務を行う上で必要な研
修を実施する。 

・国際関連業務に対応でき
る人材を育成するため、
継続的に語学研修を実施
する。 

－ ・固有職員に対し、各階層別研修を実施し
た。さらに、技術経営力強化のための「出
口戦略セミナー」（７講座）を実施した。 

・職員に対し、文書管理、契約・検査、知
財管理、システム操作等、各種業務を行
う上で必要な研修を実施した。 

・国際関連業務の円滑化を図るため、語学
研修においては、引き続き、英語プレゼ
ンテーション能力、Ｅメールライティン
グ能力、新卒入構職員に対するビジネス
基礎英語の研修を実施するとともに、新
たにコミュニケーション能力強化研修を
取り入れた。 

●業務のグローバル化に対応できる人材
を育成するため、英語でのＥメールライ
ティングやプレゼンテーション能力向
上のための研修を実施しつつ、新たに英
会話力底上げのための研修を実施。 

 

  技術経営力に関する産業
界、学術界等の外部の専門
家・有識者のネットワーク
を構築し、このネットワー
クを活用し、技術経営力に
関する機構内職員の研修を
毎年度１コース以上実施す
る。 

・産業界、学術界等の外部
の専門家・有識者等との
ネットワークを活用する
などして、技術経営力に
関する機構内職員の研修
を実施する。 

－ ・民間企業等で豊富なプロジェクトマネジ
メントの経験を有する者を講師とし、プ
ロジェクトマネジメントの手法について
学ぶ「プロジェクトマネジメント特別講
座」（１講座）及び技術経営力強化のため
の「出口戦略セミナー」（７講座）を実施
した。 

●職員のプロジェクトマネジメント能力
の強化を図るため、「プロジェクトマネ
ジメント特別講座」、「プロジェクトマネ
ジメント基礎講座」、「出口戦略セミナ
ー」等を実施。 

 

  技術開発マネジメントの
専門家を目指す職員を外部
の技術開発現場等に毎年度
１名以上派遣し、その経験
を積ませるとともに、大学
における技術経営学、工学

・職員の技術開発マネジメ
ント能力の更なる向上の
ため、１名の職員を外部の
技術開発現場等に派遣し、
その経験を積ませる。 

・プロジェクトマネジメン

－ ・国の政策に関する知見・経験を深めるべ
く他機関へ１５名の職員を派遣した。 

・海外大学院の修士課程に１名、国内大学
院の修士課程に１名の職員を派遣し、経
営・マネジメント等に関する修士号を取
得した。 

●効果的なプロジェクトマネジメント手
法や経営学等の幅広い知識を習得する
ため、海外の大学院の修士課程に１名、
国内の大学院の修士課程に１名の職員
を派遣し、それぞれ修士号を取得（当初
目標（２名）を達成）。 
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等の博士号、修士号等につ
いて、第３期中期目標期間
中に５名以上の取得を行わ
せる等、技術経営力の強化
に関する助言業務実施に必
要な知識、技能の獲得に資
する能力開発制度を充実す
る。 

トに必要な専門知識を習
得させるため、２名の職員
を大学のＭＯＴコース等
に派遣し、博士号、修士号
等の取得を目指す。 

  内外の技術開発マネジメ
ント機関との情報交換を実
施するとともに、イノベー
ション、技術開発マネジメ
ント及びプロジェクトマネ
ジメント関係の実践的研究
発表として、セミナー、学
会、シンポジウム、内外の
学会誌、専門誌等に機構自
身として第３期中期目標期
間中に１００本以上の発表
を行う。 

・内外の技術開発マネジメ
ント機関との情報交換を
実施するとともに、イノ
ベーション、技術開発マ
ネジメント及びプロジェ
クト・マネジメント関係
の実践的研究発表とし
て、セミナー、学会、シ
ンポジウム、内外の学会
誌、専門誌等に機構自身
として２０本程度の発表
を行う。 

－ ・イノベーション、技術開発マネジメント
及びプロジェクト・マネジメント関係の
実践的研究発表として、セミナー、学会、
シンポジウム、内外の学会誌、専門誌等
に機構自身として２７本の発表を行っ
た。 

  

  技術開発マネジメントへ
の外部人材の登用に際して
は、機構における業務が「技
術の目利き」の能力向上の
機会としてその後のキャリ
ア・パスの形成に資するよ
う、人材の育成に努める。 

 

・技術開発マネジメントへ
の外部人材の登用に際し
ては、機構における業務
が「技術の目利き」の能
力向上の機会としてその
後のキャリア・パスの形
成に資するよう、人材の
育成に努める。 

－ ・技術開発マネジメントを担当する外部登
用人材に対し、新規着任時にプロジェク
トマネジメントに関する研修を受講させ
ることで、技術の目利きの能力向上に動
機付けを行った。 

・平成２８年度からの実施に向け、シナリ
オプランニングやマーケティング、知財
戦略、組織論などプロジェクトマネジメ
ント人材を育成するための多彩な講座を
体系的に整備した研修を構築した。 

  

  技術開発マネジメント、
契約、会計処理の専門家等、
機構職員に求められるキャ
リア・パスを念頭に置き、
適切に人材の養成を行うと
ともに、こうした個人の能
力、適性及び実績を踏まえ
た適切な人員配置を行う。 

 

・技術開発マネジメント、
契約・会計処理の専門家
等、機構職員に求められ
るキャリア・パスを念頭
に置き、適切に人材の養
成を行うとともに、こう
した個人の能力、適性及
び実績を踏まえた適切な
人員配置を行う。 

－ ・マネジメント業務を担う者に対しては、
技術開発マネジメント力を養成する「出
口戦略セミナー」、管理事務業務を担う者
に対しては、契約・会計処理力の養成に
向けた各種事務処理研修、また関連する
各省主催の研修等、業務に求められる能
力を向上させる研修を受講させること
で、職員の人材育成を図るとともに、適
材適所に配置した。 

 
 
 
 
 
 
以上の内容を踏まえ、着実な業務運営が

なされていることから、本項目の自己評価
をＢとした。 
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様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

Ⅱ（４）業務・システムの最適化 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
     ＜主要な業務実績＞ ＜評定＞ Ａ 評定  
 （４）業務の電子化の推進 

電子化の促進等により事
務手続きの一層の簡素化・
迅速化を図るとともに、Ｎ
ＥＤＯの制度利用者の利便
性の向上に努めることとす
る。また、幅広いネットワ
ーク需要に対応できるＮＥ
ＤＯ内情報ネットワークの
充実を図ることとする。情
報システム、重要情報への
不正アクセスに対する十分
な強度を確保するととも
に、震災等の災害時への対
策を確実に行うことによ
り、業務の安全性、信頼性
を確保することとする。 

（４）業務の電子化の推進 
ホームページの利便性の

確保、電子メールによる新
着情報の配信等を通じ、機
構の制度利用者の利便性の
向上に努めるとともに、既
に行っている各種申請の電
子化の範囲を拡大し、その
有効活用を図る。 
幅広いネットワーク需要

に対応しつつ、職員の作業
を円滑かつ迅速に行うこと
ができるよう、機構内情報
ネットワークの充実を図
る。 
 

（４）業務の電子化の推進 
 ホームページの利便性の
確保、電子メールによる新
着情報の配信等を通じ、機
構の制度利用者の利便性の
向上に努めるとともに、既
に行っている各種申請の電
子化の範囲を拡大し、その
有効活用を図る。 
幅広いネットワーク需要

に対応しつつ、職員の作業
を円滑かつ迅速に行うこと
ができるよう、機構内情報
ネットワークの充実を図
る。また、業務の効率化、
高度化の観点からセキュリ
ティに十分配慮した上で研
究開発プロジェクトのマネ
ジメントを支援する業務ア
プリケーションシステムの
開発に取り組む。 

－ （４）業務・システムの最適化 
従来書面により提出することとされてい

た知的財産権に関する通知及び届出（平成
２７年度提出総数：約１，５００件）につ
いて、Ｗｅｂシステムを利用した提出を可
能とすることにより、利用者の負担軽減と
業務の効率化を実現（平成２７年２月から
委託先３社での試行運用を行った後、１０
月から全ての事業者に拡大）。 
機構内情報の集約と検索機能の充実を図

ることにより、新たに着任した職員でも分
かりやすく、かつ業務をスムーズに進める
ことができるよう機構内情報共有基盤（イ
ントラネット）を再構築。 
機構のプロジェクトのマネジメントの効

率化、高度化、事業者の利便性向上及びセ
キュリティ強化を目指すため、新たにナレ
ッジの蓄積・共有、プロジェクトの可視化
及びプロジェクトに参加する事業者との情
報共有を実現する新プロジェクトマネジメ
ントシステムの要件定義・仕様書を作成。 

＜自己評価の根拠＞ 
●従来書面で行っていた知的財産権に関
する通知及び届出について、Ｗｅｂシス
テムを利用した提出を可能とし、試行運
用を経て、平成２７年１０月から全事業
者に拡大。 

 
●イントラネットの再構築により、機構内
情報の集約・共有のための共通基盤を導
入。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 このため、「独立行政法人
等の業務・システム最適化
実現方策（平成１７年６月
２９日各府省情報統括化責
任者（ＣＩＯ）連絡会議決
定）に基づきＮＥＤＯが作
成した業務・システム最適
化計画を実施するものとす
る。 

情報システム、重要情報
への不正アクセスに対する
十分な強度を確保するとと
もに震災等の災害時への対
策を行い、業務の安全性、
信頼性を確保する。 
「独立行政法人等の業

務・システム最適化実現方
策」に基づき策定した「Ｎ
ＥＤＯ ＰＣ－ＬＡＮシス
テムの最適化計画」を踏ま
え、効率的な情報システム
の構築に努めるとともに、
ＰＤＣＡサイクルに基づき
継続的に実施する。 

 情報システム、重要情報
への不正アクセスに対する
十分な強度を確保するとと
もに震災等の災害時への対
策を行い、業務の安全性、
信頼性を確保する。 
 「独立行政法人等の業
務・システム最適化実現方
策」に基づき策定した「Ｎ
ＥＤＯ ＰＣ－ＬＡＮシス
テムの最適化計画」を踏ま
え、調達した新たな情報基
盤サービスへの円滑な移行
を図る。なお、新サービス
では、情報セキュリティの
強化及び職員の利便性向上
に主眼をおいたサービスの
提供を実施する。 

－ ４月からサーバ監視やログ分析による不
正通信検知を強化したほか、１１月から提
供を開始した新情報基盤サービスでは、新
たに振る舞い検知(※１)や常駐者による監
視等により出口対策を強化。また、データ
のバックアップを新たにオンラインで取得
し遠隔地に蓄積するなど、災害時への対策
にも配慮（従前は一部データを電子媒体で
保存）。 
情報セキュリティ監査において、契約形

態や選定プロセスの変更等を踏まえ、外部
の第三者機関を選定し、実施内容の対象範
囲を拡大するなど監査内容を拡充（自己点
検における職員の回答の適正性分析など）。 
 （※１）振る舞い検知：従来の様なウイ
ルス定義ファイルのマッチングではな
く、ウイルスの挙動や行動パターンを識
別し、判定を行う機能。 

 
１０月末をもって現行の「ＮＥＤＯ情報

基盤サービス」の契約期間が終了したこと
を踏まえ、「ＮＥＤＯ ＰＣ－ＬＡＮシステ
ムの最適化計画」に基づき、新たな情報基
盤サービスの環境構築や円滑なデータ移行
等を実施し、予定どおり１１月からサービ
ス提供を開始。 
新サービスでは、新たに標的型攻撃（※

２）への対応や、ＭＤＭ(モバイルデバイス
マネジメント)（※３）の導入等情報セキュ
リティ対策を一層強化するとともに、ノー
ト型シンクライアントＰＣの採用・柔軟か

●新たに振る舞い検知や常駐者監視等に
より出口対策を強化し、データバックア
ップのオンライン取得など、災害時への
対策にも配慮。情報セキュリティ監査の
内容を拡充。 

 
●新情報基盤サービスの導入により、標的
型攻撃への対応やＭＤＭの導入など情
報セキュリティ対策を一層強化すると
ともに、ノート型シンクライアントＰＣ
の採用・柔軟な印刷環境の構築など利便
性を向上。 
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つセキュアな印刷環境の構築など、役職員
の利便性を向上。 
 （※２）標的型攻撃：特定の個人や企業・
組織等の機密情報の窃取やシステム破壊
等を目的としたサイバー攻撃の総称。 

 （※３）ＭＤＭ：モバイル管理機能の総
称で、モバイルＰＣ、スマートフォン等
が盗難にあっても、遠隔制御によりモバ
イルＰＣ、スマートフォン等をロック、
又は搭載ソフトウェアやデータの削除等
を実行する機能。 

 
 
 
 
 
 
 
 
以上の内容を踏まえ、顕著な成果が出て

いることから、本項目の自己評価をＡとし
た。 
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様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

Ⅱ（５）外部能力の活用 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     ＜主要な業務実績＞ ＜評定＞ Ａ 評定  
 （５）外部能力の活用 

費用対効果、専門性等の
観点から、ＮＥＤＯ自ら実
施すべき業務、外部の専門
機関の活用が適当と考えら
れる業務を精査し、外部の
専門機関の活用が適当と考
えられる業務については、
外部委託を活用するものと
する。 
なお、外部委託を活用す

る際には、ＮＥＤＯの各種
制度の利用者の利便性の確
保に最大限配慮するものと
する。 

（５）外部能力の活用 
費用対効果、専門性等の

観点から、機構自ら実施す
べき業務、外部の専門機関
の活用が適当と考えられる
業務を精査し、外部の専門
機関の活用が適当と考えら
れる業務については、外部
委託を活用するものとす
る。特に、機構の技術開発
成果等を外部発信する活動
の一環として設置している
科学技術館の常設展示ブー
スについては、今後も引き
続き外部委託により保守、
運営業務を効率的に実施す
る。 

なお、外部委託の活用の
際には、機構の各種制度の
利用者の利便性の確保に最
大限配慮するものとする。 

（５）外部能力の活用 
費用対効果、専門性等の

観点から、機構自ら実施す
べき業務、外部の専門機関
の活用が適当と考えられる
業務を精査し、外部の専門
機関の活用が適当と考えら
れる業務については、外部
委託を活用するものとす
る。特に、機構の技術開発
成果等を外部発信する活動
の一環として設置している
科学技術館の常設展示ブー
スについては、今後も引き
続き外部委託により保守、
運営業務を効率的に実施す
る。 
なお、外部委託の活用の

際には、機構の各種制度の
利用者の利便性の確保に最
大限配慮するものとする。 

－ （５）外部能力の活用 
業務内容やフローについて不断の見直し

を行い、平成２７年度は新たに２つの業務
において外部の専門機関を活用。 
・マイナンバー収集・管理業務をアウト
ソーシングすることで、情報セキュリ
ティの確保及び業務効率化を実現。 

・分野別特許出願情報収集業務をアウト
ソーシングすることで、専門家の知見
も活用しつつ、効率的に特許情報を整
理・分析を行い、的確なポジション分
析に基づく戦略策定に寄与。 

 
その他、以下の業務について外部能力を

活用することにより、業務を効率化。 
（ＩＴの活用） 
・情報基盤サービス関連業務 
・契約・会計等システムの運用保守支援
業務 

・資産管理等補助業務 
（資格・専門知識等が必要な業務） 
・健康診断業務 
・メンタルヘルス対策支援業務 
・退職給付債務の算出業務 

（専門事業者等の活用） 
・外部来訪者の総合受付業務 
・科学術館展示ブースの保守・運営業務 
・研修業務の一部 
・メディア掲載記事等クリッピング業務 
・海外出張時の航空券手配及び損害保険
付保業務など 

＜自己評価の根拠＞ 
●平成２７年度は新たに二つの業務にお
いて外部の専門機関を活用することで
業務を効率化。 

 ①マイナンバー収集・管理業務をアウト
ソーシングすることで、情報セキュ
リティの確保及び業務効率化を実
現。 

②分野別特許出願情報収集業務をアウ
トソーシングすることで、専門家の
知見も活用しつつ、効率的に特許情
報を整理・分析を行い、的確なポジ
ション分析に基づく戦略策定に寄
与。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
以上の内容を踏まえ、顕著な成果が出て

いることから、本項目の自己評価をＡとし
た。 
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様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

Ⅱ（６）省エネルギー及び省資源の推進と環境への配慮 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
     ＜主要な業務実績＞ ＜評定＞ Ａ 評定  
  （６）省エネルギー及び省

資源の推進と環境への配慮 
環境に調和して持続的に

発展可能な社会に適応する
ため、毎年度環境報告書を
作成、公表するとともにそ
の内容の充実を図ることに
より、日常の業務推進に当
たりエネルギー及び資源の
有効利用を図るものとす
る。また、政府の方針を踏
まえて機構の温室効果ガス
排出抑制等のための実施計
画を策定し、これに基づき
不断の削減努力を行う。 

（６）省エネルギー及び省
資源の推進と環境への配慮 
 機構の「温室効果ガス排
出抑制等のための実施計
画」に基づき、日常の業務
における環境配慮・省資
源・省エネルギーの取組を
一層高い意識を持って進め
るとともに、これまでの取
組を環境報告書に総括し、
積極的に公表する 

－ （６）省エネルギー及び省資源の推進と環
境への配慮 
 エネルギー消費のより少ない機器（クラ
ウドコンピューティング、ＬＥＤ照明等）
を使用するとともに、照明の間引き点灯や
夏季における空調の２８℃設定等の節電ア
クションを実施した。また、それら取組を
総括し、環境報告書公表した。 

＜自己評価の根拠＞ 
●機構の平成２７年度ＣＯ２排出量実績
（暫定）については３２万２６９９ｋｇ
-ＣＯ２となり、基準年度（平成１８年
度）比６３．９ ％削減（目標：６％）。 

 
●シンクライアントＰＣの切替えの実施
により、平成２７年１１月以降、 執務
室のＯＡ系の電力量について約４割削
減。 

 
 
 
以上の内容を踏まえ、顕著な成果が出て

いることから、本項目の自己評価をＡとし
た。 
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様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

Ⅱ（７）業務の効率化   役職員の給与等の水準の適正化 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
     ＜主要な業務実績＞ ＜評定＞ Ｂ 評定  
 （６）業務の効率化 

中期目標期間中、一般管
理費（退職手当を除く）及
び業務経費（特殊要因を除
く）の合計について、新規
に追加されるものや拡充さ
れる分を除き、平成２４年
度を基準として、毎年度平
均で前年度比１．０８％の
効率化を行うものとする。
新規に追加されるものや拡
充される分は翌年度から
１．０８％の効率化を図る
こととする。 

 

（７）業務の効率化 
中期目標期間中、一般管

理費（退職手当を除く）及
び業務経費（京都メカニズ
ムクレジット取得関連業
務、基盤技術研究促進事業
及び競争的資金等の特殊要
因を除く）の合計について、
新規に追加されるものや拡
充される分を除き、平成２
４年度を基準として、毎年
度平均で前年度比１．０
８％の効率化を行うものと
する。新規に追加されるも
のや拡充される分は翌年度
から１．０８％の効率化を
図ることとする。 

（７）業務の効率化 
 一般管理費（退職手当を
除く）及び業務経費（クレ
ジット取得関連業務、基盤
技術研究促進事業及び競争
的資金等の特殊要因を除
く）の合計について、新規
に追加されるものや拡充さ
れる分を除き、平成２４年
度を基準として、毎年度平
均で前年度比１．０８％の
効率化を行うものとする。
新規に追加されるものや拡
充される分は翌年度から
１．０８％の効率化を図る
こととする。 

－ （７）業務の効率 
中長期目標期間中、一般管理費（退職手

当を除く）及び業務経費の合計について、
新規に追加されるものや拡充される分を除
き、平成２４年度を基準として、毎年度平
均で前年度比１．０８％の効率化を行う目
標を設定。 
平成２７年度までに毎年度平均で１７．

５％の効率化を実現し、目標を達成。 

＜自己評価の根拠＞ 
●予算の効率化目標（毎年度平均で前年
度比１．０８％の効率化）を達成（平成
２７年度までに毎年度平均で１７．５％
の効率化を達成）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 また、総人件費について
は、政府の方針に従い、必
要な措置を講じるものとす
る。 

総人件費については、政
府の方針に従い、必要な措
置を講じる。 

総人件費については、政
府の方針に従い、必要な措
置を講じる。 

－ 総人件費については、「国家公務員の給与
の改定及び臨時特例に関する法律」に準じ
た給与及び賞与の減額を継続するとともに
人事院勧告に基づき給与改定を行うことに
より、総人件費は６，２２８百万円となっ
た。 

 

 さらに、給与水準につい
ては、ラスパイレス指数、
役員報酬、給与規程、俸給
表及び総人件費を引き続き
公表するとともに、国民に
対して納得が得られるよう
説明することとする。また、
給与水準の検証を行い、こ
れを維持する合理的な理由
がない場合には必要な措置
を講じることにより、給与
水準の適正化に取り組み、
その検証結果や取組状況を
公表することとする。 

 

給与水準については、ラ
スパイレス指数、役員報酬、
給与規程、俸給表及び総人
件費を引き続き公表すると
ともに、国民に対して納得
が得られるよう説明する。
また、以下のような観点か
らの給与水準の検証を行
い、これを維持する合理的
な理由がない場合には必要
な措置を講じることによ
り、給与水準の適正化に取
り組み、その検証結果や取
組状況を公表する。 

給与水準については、ラ
スパイレス指数、役員報酬、
給与規程、俸給表及び総人
件費を引き続き公表すると
ともに、国民に対して納得
が得られるよう説明する。
また、以下のような観点か
らの給与水準の検証を行
い、これを維持する合理的
な理由がない場合には必要
な措置を講じることによ
り、給与水準の適正化に取
り組み、その検証結果や取
組状況を公表する。 

－ 平成２７年度の給与水準については、ラ
スパイレス指数、役員報酬、給与規程、俸
給表及び総人件費を公表するとともに、以
下の観点から給与水準の検証を行った。 

 

  ・法人職員の在職地域や学
歴構成等の要因を考慮し
てもなお国家公務員の給
与水準を上回っていない
か。 

・高度な専門性を要する業
務を実施しているためそ
の業務内容に応じた給与
水準としている等、給与
水準が高い原因につい
て、是正の余地がないか。 

・国からの財政支出の大き
さ、累積欠損の存在、類
似の業務を行っている民

・法人職員の在職地域や学
歴構成等の要因を考慮し
てもなお国家公務員の給
与水準を上回っていない
か。 

・高度な専門性を要する業
務を実施しているためそ
の業務内容に応じた給与
水準としているなど給与
水準が高い原因につい
て、是正の余地がないか。 

・国からの財政支出の大き
さ、累積欠損の存在、類
似の業務を行っている民

－ 在職地域及び学歴構成を考慮したラスパ
イレス指数は１０５．８となっており、国
家公務員の給与水準を上回っているが、当
機構は技術的知見を駆使した専門性の高い
技術開発マネジメント業務を実施している
ことから、大学院卒が高い割合（全体の約
４割）を占めており、国家公務員に比べて
高い給与水準となっている。 
平成２７年度支出予算の総額に占める国

からの財政支出額は約９８．３％と高い割
合を占めているが、当機構が実施している
日本の産業競争力強化、エネルギー・地球
環境問題の解決のための産業技術開発関連
事業、新エネルギー・省エネルギー関連事
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間事業者の給与水準等に
照らし、現状の給与水準
が適切かどうか十分な説
明ができるか。 

・その他、法人の給与水準
についての説明が十分に
国民の理解の得られるも
のとなっているか。 

間事業者の給与水準等に
照らし、現状の給与水準
が適切かどうか十分な説
明ができるか。 

・その他、法人の給与水準
についての説明が十分に
国民の理解の得られるも
のとなっているか。 

業、京都メカニズムクレジット取得事業等
は、いずれも民間単独で行うことが困難で
あり、国からの財政支出によって実施され
ることを前提としていることによるもので
ある。従って国からの財政支出の割合の高
さは給与水準と直接結びつくものではない
と考えられる。また、当機構の支出総額１，
５４８億円に占める給与、報酬等支給総額
５５億円の割合は約３．６％であり、割合
としては僅少であることから給与水準は適
切であると考えられる。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
以上の内容を踏まえ、着実な業務運営

がなされていることから、本項目の自己
評価をＢとした。 
 

 また、既往の政府の方針
等を踏まえ、組織体制の合
理化を図るため、実施プロ
ジェクトの重点化を図るな
ど、引き続き必要な措置を
講じるものとする。 

また、既往の政府の方針
等を踏まえ、組織体制の合
理化を図るため、実施プロ
ジェクトの重点化を図るな
ど、引き続き必要な措置を
講じるものとする。 

また、既往の政府の方針
等を踏まえ、組織体制の合
理化を図るため、実施プロ
ジェクトの重点化を図るな
ど、引き続き必要な措置を
講じるものとする。 

－ また、既往の政府の方針等を踏まえ、事
業全体の抜本的改善やテーマの一部の中止
等を行い、実施プロジェクトの重点化を図
るなど、必要な措置を講じた。 
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様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

Ⅱ（８）随意契約の見直しに関する事項   入札・契約の適正化,官民競争入札等の活用   公益法人等に対する支出の適正化 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     ＜主要な業務実績＞ ＜評定＞ Ｂ 評定  
 （７）随意契約の見直しに

関する事項 
契約の相手方及び金額に

ついて、少額のものや秘匿
すべきものを除き、引き続
き公表し、透明性の向上を
図ることとする。 

また、「調達等合理化計
画」に基づく取組を着実に
実施するとともに、その取
組状況を公表するものとす
る。 

（８）随意契約の見直しに
関する事項 

契約の相手方、金額等に
ついて、少額のものや秘匿
すべきものを除き引き続き
公表し、透明性の向上を図
る。また、既往の政府決定
に基づき策定された「調達
等合理化計画」に基づく取
組を着実に実施するととも
に、その取組状況を公表す
る。具体的には、物品調達
等の契約については、競争
入札の厳格な適用により透
明性、公平性を確保すると
ともに、国に準じた随意契
約によることができる限度
額の基準を厳格に運用す
る。一方、技術開発関連事
業等の委託契約について
は、選定手続きの透明性、
公平性を十分に確保しつ
つ、企画競争、公募の方法
により効率的な運用を行
う。 
 

（８）随意契約の見直しに
関する事項 
 契約の相手方、金額等に
ついて、少額のものや秘匿
すべきものを除き引き続き
公表し、透明性の向上を図
る。また、「調達等合理化計
画」に基づく取組を引き続
き着実に実施するととも
に、その取組状況を公表す
る。具体的には、物品調達
等の契約については、競争
性のない随意契約を原則廃
止し、競争入札の厳格な適
用により透明性、公平性を
確保するとともに、国に準
じた随意契約によることが
できる限度額の基準を厳格
に運用する。一方、技術開
発関連事業等の委託契約に
ついては、選定手続の透明
性、公平性を十分に確保し
つつ、企画競争、公募の方
法により効率的な運用を行
う。 

－ （８）随意契約の見直しに関する事項 
 随意契約の見直し状況及び月別の契約締
結内容について、機構のホームページ上で
公表を行い、引き続き透明性の向上を図っ
た。また、物品調達等の契約については随
意契約によることが真にやむを得ないもの
を除き、引き続き一般競争入札等による契
約を行い、契約の透明性・公平性を図った。
一方、技術開発関連事業等の委託契約につ
いては、選定手続きの透明性・公平性を十
分に確保しつつ、企画競争・公募の方法に
より効率的な運用を行った。 
 「独立行政法人における調達等合理化の
取組の推進について（平成２７年５月 総
務大臣決定）」に基づき調達等合理化計画を
策定し、調達等の合理化のため、同計画に
よる自律的かつ継続的な取組を行った。 
 これらの取組により、平成２７年度の競
争性のある契約は、件数：９５.６％、金額：
９９.９％となった。 

＜自己評価の根拠＞ 
●平成２７年度の随意契約の割合は、件数
ベース：４．４％（前年度：３．６％）、
金額ベース：０．１％（同：０．１％）。
契約監視委員会を開催し、引き続き入
札・契約の透明性及び適正性を確保。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
以上の内容を踏まえ、着実な業務運営が

なされていることから、本項目の自己評価
をＢとした。 
 

 

  さらに、全ての契約に係
る入札、契約の適正な実施
がなされているかどうかに
ついて、監事等による監査
を受ける。 

また、契約監視委員会に
よる契約の点検・見直しの
結果を踏まえ、過年度に締
結した競争性のない随意契
約のうち可能なものについ
ては競争契約に移行させる
とともに、一者応札・応募
についても、これまでに取
り組んできた仕様書の具体
性の確保、参加要件の緩和、
公告期間の見直し、情報提
供の充実等を通じて、引き
続き競争性の確保に努め
る。さらに、入札、契約の
適正な実施がなされている
かどうかについて、監事等
による監査及び契約監視委
員会による点検を受ける。 

－  「独立行政法人の契約状況の点検・見直
しについて」（平成２１年１１月１７日閣議
決定）に基づき、契約監視委員会を開催し、
契約の点検・見直しを行った結果、技術開
発等については引き続き一者応募の場合に
公募期間の延長を行うことや公募予告・公
募説明会時にメール配信サービスへの登録
を推奨する等、公募・入札情報の周知に努
めた。 
 さらに全ての契約に係る入札・契約手続
きに関しては契約プロセスの適切性、透明
性の観点から監事による点検を行った。 
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様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

Ⅱ（９）コンプライアンスの推進 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     ＜主要な業務実績＞ ＜評定＞ Ｂ 評定  
 （９）コンプライアンスの

推進 
内部統制については、更

なる充実・強化を図るもの
とする。その際、総務省の
「独立行政法人における内
部統制と評価に関する研究
会」が平成２２年３月に公
表した報告書（「独立行政法
人における内部統制と評価
について」）、及び総務省政
策評価・独立行政法人評価
委員会から独立行政法人等
の業務実績に関する評価の
結果等の意見として各府省
独立行政法人評価委員会等
に通知した事項を参考にす
るものとする。 
また、法令遵守や法人倫

理確立等コンプライアンス
の取組については、今後更
なる徹底を図るべく、管理
部門の効率化に配慮しつ
つ、ＮＥＤＯが果たすべき
責任・機能との関係でプラ
イオリティをつけながら、
事業部との連携強化等の内
部統制機能の強化を図ると
ともに、講じた措置につい
ては全て公表することとす
る。特に、コンプライアン
ス体制については、必要な
組織体制・規程の整備によ
り、ＰＤＣＡサイクル確立
の観点から体系的に強化す
ることとする。 
さらに、不正事案につい

ては、事業者側に不正に関
するリスク管理等について
の啓蒙の徹底を図るなど、
不正事案の発生を抑制する
ための不断の取組を、一層
強化するものとする。 

（９）コンプライアンスの
推進 

内部統制については、更
に充実、強化を図るものと
する。その際、総務省の「独
立行政法人における内部統
制と評価に関する研究会」
が平成２２年３月に公表し
た報告書（「独立行政法人に
おける内部統制と評価につ
いて」）、及び総務省政策評
価・独立行政法人評価委員
会から独立行政法人等の業
務実績に関する評価の結果
等の意見として各府省独立
行政法人評価委員会等に通
知した事項を参考にするも
のとする。 
法令遵守や法人倫理確立

等コンプライアンスの取組
については、今後更なる徹
底を図るべく、管理部門の
効率化に配慮しつつ、機構
が果たすべき責任、機能と
の関係でプライオリティを
つけながら、コンプライア
ンスや情報公開、情報管理
に関して事業部との連携強
化、迅速対応等、内部統制
機能の強化を引き続き図る
とともに、講じた措置につ
いては全て公表する。特に、
コンプライアンス体制につ
いては、必要な組織体制、
規程の整備により、ＰＤＣ
Ａサイクル確立の観点から
体系的に強化を引き続き図
る。 
具体的には、機構職員に

対するコンプライアンス研
修を年４回以上実施すると
ともに、外部有識者を研修
講師とする等、研修の質的
向上も図る。さらに、事業
者側に不正に関するリスク
管理等についての啓蒙の徹
底を図る等、不正事案の発
生を抑制するための不断の
取組を一層強化する。また、
情報セキュリティ対策につ
いては、情報セキュリティ
管理規程に則り、引き続き
情報セキュリティレベルに

（９）コンプライアンスの
推進 
 機構におけるコンプライ
アンスの取組については、
事業部との連携を強化しつ
つ、迅速な対応が可能とな
るよう必要な組織体制を構
築・維持するとともに、組
織全体でコンプライアンス
意識の向上が図られるよ
う、内部職員研修は年４回
以上実施し、外部有識者を
講師とすることでその質的
向上も図る。さらに、事業
者における不正事案の発生
を抑制するため、事業者説
明会等において不正行為に
対する措置や発生事例等の
周知を図ることなどによ
り、事業者のリスク管理等
に関する意識向上に係る取
組を行う。また、情報セキ
ュリティ対策については、
機構職員に対する研修（年
１回以上実施）等を通じて、
情報セキュリティレベルに
応じた取扱いの徹底を行う
とともに、情報セキュリテ
ィに対する意識向上への取
組を図る。 

－ （９）コンプライアンスの推進 
 内部統制・リスク管理推進委員会及び内
部統制（コンプライアンス）担当者会議の
開催等により、機構内に２７年度内部統
制・リスク管理推進行動計画の徹底等を図
るとともに、新規採用者や新規着任者を対
象としたコンプライアンス基礎研修（１２
回）を実施し、加えて、外部有識者を講師
とする研修（１回）を実施することでその
質的向上を図った。さらに、内部統制強化
の観点から内部統制担当者会議を通じて議
論し、内部統制に係るリスクコントロール
マトリックス及び業務フロー図を整備し
た。 
 さらに、事業者における不正事案の発生
を抑制するため、事業者説明会等において
不正行為に対する措置や発生事例等の周知
を図るとともに、経済産業省が策定してい
る「研究不正を防ぐために」の冊子を配布
し、内容の説明を行うことにより事業者の
リスク管理等に関する意識向上を図った。 
 また、情報セキュリティレベルに応じた
情報の取扱いを徹底するとともに、情報セ
キュリティに対する意識向上への取組とし
て、標的型メール攻撃の事例と対策につい
て外部講師を招き研修を実施（７月）した
ほか、機構役職員に対する情報セキュリテ
ィ研修（１２月）、情報セキュリティｅ－ラ
ーニング（１２月～１月）及び自己点検（２
月～３月）の実施に加え、標的型メール攻
撃の訓練（３月）を実施した。 
 また、情報セキュリティレベルに応じた
情報の取扱いを徹底するとともに、情報セ
キュリティに対する意識向上への取組とし
て、標的型メール攻撃の事例と対策につい
て外部講師を招き研修を実施（７月）した
ほか、機構役職員に対する情報セキュリテ
ィ研修（１２月）、情報セキュリティｅ－ラ
ーニング（１２月～１月）及び自己点検（２
月～３月）の実施に加え、標的型メール攻
撃の訓練（３月）を実施した。 

＜自己評価の根拠＞ 
●事業実施者の不正行為抑制のため、検査
研修及びＮＥＤＯ事業に初めて参画す
る事業実施者に経理指導を実施。 
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応じた取扱いの徹底を行う
とともに、機構職員に対す
る研修を年１回以上実施
し、情報セキュリティに対
する意識の向上を図る。 

 また、監査については、
独立行政法人制度に基づく
外部監査の実施に加え、内
部業務監査や会計監査を、
毎年度必ず実施することと
する。 

監査については、独立行
政法人制度に基づく外部監
査の実施に加え、内部業務
監査や会計監査を毎年度必
ず実施する。なお、監査組
織は、単なる問題点の指摘
にとどまることなく、可能
な限り具体的かつ建設的な
改善提案を含む監査報告を
作成する。 

監査については、独立行
政法人制度に基づく外部監
査の実施に加え、内部業務
監査や会計監査を実施す
る。その際には、単なる問
題点の指摘にとどまること
なく、可能な限り具体的か
つ建設的な改善提案を含む
監査報告を作成する。 

－  内部監査規程に基づき、内部監査計画及
び内部監査実施計画を作成し、監査を実施
した。 
 監査については、業務の適正かつ効率的
な運営及び業務改善の観点から重点項目を
定め実施するとともに、過去に実施した監
査のフォローアップ等についても業務監
査・会計監査を適切に実施した。 

●内部監査規程に基づき、重点項目を設定
するなど監査計画を作成し、実地監査及
び調書等を活用して効率的に内部監査
（業務監査及び会計監査）を実施。 

 
●監事との情報交換により適切な内部監
査を実施。 

 
 

 

 上記に加え、個人情報等
の適切な保護・管理を行う
ため、個人情報へのアクセ
ス権限の強化、研修の充実、
マニュアルの充実等を図
る。 

上記に加え、個人情報等
の適切な保護・管理を行う
ため、個人情報へのアクセ
ス権限の強化、研修の充実、
マニュアルの充実等を図
る。 
具体的には、機構職員に

対する個人情報保護研修を
年１３回以上（うち、外部
有識者を研修講師とする研
修を年１回以上）実施して
研修の質的向上を図るとと
もに、アクセス権限の付与
状況やマニュアルの内容に
ついて、毎年１回定期的に
点検を実施して、個人情報
等の適切な保護、管理を行
うための不断の取り組みを
継続する。 

 上記に加え、機構職員に
対する個人情報保護研修を
年１３回以上（うち、外部
有識者を研修講師とする研
修を年１回以上）実施する
とともに、アクセス権限の
付与状況やマニュアルの内
容について、毎年１回定期
的に点検を実施して、個人
情報等の適切な保護、管理
を行うための不断の取り組
みを継続する。 

－  機構職員を講師とする個人情報保護研修
（１２回）を実施して役職員の個人情報保
護の意識向上を図るとともに、外部有識者
を講師とする研修（１回）及びメール誤送
信防止のための集中研修（２３回）を新た
に実施した。加えて、個人情報管理意識向
上のための副読本を新たに研修に導入し、
その質的向上を図った。また、個人情報保
護規程及び管理マニュアルを改正するとと
もに、情報へのアクセス権限の付与状況等
について個人情報管理状況点検（２回）を
実施した。さらに、内部統制強化のため、
リスク分析資料を整備するともに、情報セ
キュリティ管理の水準が適切に確保されて
いることを客観的にするため、外部の第三
者機関による調査を実施し、これら調査結
果を踏まえ、平成２８年度から国際認証（Ｉ
ＳＯ２７００１）取得の作業に取り組むこ
とを決定した。 

●内部統制強化のため、リスク分析資料
(業務フロー資料、リスク評価資料)を整
備するとともに、他の国立研究開発法人
に先駆けて、情報セキュリティマネジメ
ント分野での国際認証であるＩＳＯ２
７００１（ＩＳＭＳ）を取得する作業方
針を決定。 

 

 

   関連法人については、関
連法人への再就職の状況及
び機構と関連法人との間の
取引等の状況について情報
を開示する。 
 また、再委託先企業も含
め利益相反排除のための取
組を実施する。 

 関連法人については、関
連法人への再就職の状況及
び機構と関連法人との間の
取引等の状況について情報
を開示する。 
 また、再委託先企業も含
め利益相反排除のための取
組を実施する。 

－ 関連法人については、関連法人への再就
職の状況及び機構と関連法人との間の取引
等の状況について情報を開示した。 

  

  事業実施者における経費
の適正な執行を確保するた
め、機構内の検査専門部署
を中心に、不正行為を行っ
た事業実施者に対しては新
たな委託契約及び補助金交
付決定を最大１０年間停止
するといった厳しい処分並
びに不正事項を処分した場
合の公表及び機構内部での
情報共有等の取組を、政府
の動向等を踏まえつつ徹底
する。 

事業実施者における経費
の適正な執行を確保するた
め、不正行為を行った事業
実施者に対しては新たな委
託契約及び補助金交付決定
を最大６年間停止（研究者
には最大１０年の応募制
限）するといった厳しい処
分並びに不正事項を処分し
た場合の公表及び機構内部
での情報共有等の取組を、
政府の動向等を踏まえつつ
徹底する。 

－ 
 不正行為を行った事業実施者（平成２７
年度１件）については、事案の内容に応じ
た契約等の停止及び返還金の請求を行い、
処分内容を公表した。 
 また、事業実施者における経費の適正な
執行を確保するため、事業者に対する各種
説明会、機構内説明会で不正・不適切行為
に対する措置について研修を行った。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
以上の内容を踏まえ、着実な業務運営が

なされていることから、本項目の自己評価
をＢとした。 
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様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅲ 財務内容の改善  

当該項目の重要度、難易

度 
－ 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
０５２７国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般管理

費 

０５８１国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般管理

費（エネルギー需給勘定） 

０５８２国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構一般管理

費（電源開発促進勘定） 
 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる

指標 
達成目標 基準値等 

（前中長期目標期間

最終年度値等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な

情報 
基盤技術研究促進
事業の売上納付額 

－ － 23 百万円 28 百万円 30 百万円      

期末における交付
金債務残高 

－ － 345 億円 588 億円 472 億円      

利益剰余金額 － － 43.4 億円 82.7 億円 106.8 億円      
リスク管理債権の
回収額 

－ － 15.6 億円 15.6 億円 15.1 億円      

鉱工業承継業務に
おける貸付債権残
高 

－ － 70 百万円 67 百万円 0 円      
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様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

Ⅲ（１）繰越欠損金の増加の抑制 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     ＜主要な業務実績＞ ＜評定＞  Ｂ 評定  
 （１）繰越欠損金の増加の

抑制 
基盤技術研究促進事業に

ついては、管理費の低減化
に努めるとともに、資金回
収の徹底を図り、繰越欠損
金の減少に努める。具体的
には、技術開発成果の事業
化や売上等の状況について
報告の徴収のみならず技術
開発委託先等への現地調査
を励行するとともに、必要
に応じ委託契約に従った売
上等の納付を慫慂すること
により、収益・売上納付の
回収を引き続き進めること
とする。 
また、終了評価において

所期の目標が達成されなか
った事業については、その
原因を究明し、今後の技術
開発に役立たせることとす
る。 

（５）繰越欠損金の増加の
抑制 

基盤技術研究促進事業に
ついては、管理費の低減化
を図るとともに、収益・売
上納付の回収を引き続き進
めることにより繰越欠損金
の減少に努める。 
具体的には、技術開発成

果の実用化・事業化の状況
や売上等の状況について報
告の徴収のみならず技術開
発委託先等への現地調査を
励行し、必要に応じ委託契
約に従った売上等の納付を
慫慂するとともに、該当年
度において納付される見込
みの総額を年度計画におい
て公表する。また、終了評
価において所期の目標が達
成されなかった事業につい
ては、その原因を究明し、
今後の技術開発に役立たせ
る。 

（５）繰越欠損金の増加の
抑制 
 基盤技術研究促進事業に
ついては、資金回収の徹底
を図るために技術開発成果
の事業化の状況や売上等の
状況について報告の徴収の
みならず技術開発委託先等
への現地調査を励行し、必
要に応じ委託契約に従った
売上等の納付を慫慂する。
平成２７年度において納付
される総額については、３
０百万円程度を見込んでい
る。 

－ （１）繰越欠損金の増加の抑制 
 基盤技術研究促進事業については、研
究成果の事業化の状況や売上等の状況
について１０３件の報告書を徴収し、研
究委託先等への現地調査を３７回実施
し、売上等の納付の慫慂を行った。その
結果、１１件の収益実績を確認し、総額
約３０百万円の収益納付があった。 
 

＜自己評価の根拠＞ 
●委託契約に基づく売上納付を求める
ため、報告書徴収（１０３件）及び
現地調査（３７回）を実施し、計画
どおり約３０百万円の収益納付を達
成。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
以上の内容を踏まえ、着実な業務運

営がなされていることから、本項目の
自己評価をＢとした。 
 

 

 

  



Ⅲ－3 
 

 

様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

Ⅲ（２）自己収入の増加へ向けた取組   （３）資産の売却等 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     ＜主要な業務実績＞ ＜評定＞ Ｂ 評定  
 （２）自己収入の増加へ向

けた取組 
独立行政法人化すること

によって可能となった事業
遂行の自由度を最大限に活
用し、国以外から自主的か
つ柔軟に自己収入を確保し
ていくことが重要である。
このため、補助金適正化法
における研究設備の使用の
弾力化、成果把握の促進に
よる収益納付制度の活用な
ど、自己収入の増加に向け
た検討を行い、現行水準以
上の自己収入の獲得に引き
続き努めることとする。 
 

（６）自己収入の増加へ向
けた取組 

独立行政法人化すること
によって可能となった事業
遂行の自由度を最大限に活
用して、国以外から自主的
かつ柔軟に自己収入を確保
していくことが重要であ
る。このため、補助金適正
化法における研究設備の使
用の弾力化、成果把握の促
進による収益納付制度の活
用、利益相反等に留意しつ
つ寄付金を活用する可能性
等、自己収入の増加に向け
た検討を行い、現行水準以
上の自己収入の獲得に努め
る。 
また、収益事業を行う場

合は、法人所得課税に加え、
その収益額に因らず法人住
民税の負担が増大するた
め、税法上の取扱の見直し
を含め税に係る制約を克服
する方法を検討し、その上
で、技術開発マネジメント
ノウハウを活用した指導や
出版を通じた発信等によ
り、そこから収益が挙がる
場合には、さらなる発信の
原資として活用する。 

（６）自己収入の増加へ向
けた取組 
 補助金適正化法における
研究設備の使用の弾力化、
成果把握の促進による収益
納付制度の活用、利益相反
等に留意しつつ寄付金を活
用する可能性等、自己収入
の増加に向けた検討を行
う。また、収益事業を行う
場合は、法人所得課税に加
え、その収益額に因らず法
人住民税の負担が増大する
ため、税法上の取扱の見直
しを含め税に係る制約を克
服する方法を検討する。 

－ （２）自己収入の増加へ向けた取組 
算定基準を見直した価格算定に基づき取

得財産の有償譲渡を行うなど自己収入の獲
得に努めた。 

＜自己評価の根拠＞ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 （３）資産の売却等 
ＮＥＤＯが保有する資産

については、既往の政府決
定等を踏まえた措置を、引
き続き講じるものとする。 

（７）資産の売却等 
機構が保有する資産につ

いては、既往の政府決定等
を踏まえた措置を引き続き
講じるものとする。 

（７）資産の売却等 
 機構が保有する資産につ
いては、既往の政府決定等
を踏まえた措置を引き続き
講じるものとする。 

－ （３）資産の売却等 
 保有する資産（伊東敷地）については、
５回目の入札を行った結果、落札者が決定
し、譲渡収入の国庫納付を行った。 

●保有資産（伊東敷地）について、適切に
売却を行い、譲渡収入を国庫納付。 

 
 
 
以上の内容を踏まえ、着実な業務運営が

なされていることから、本項目の自己評価
をＢとした。 
 

 

 
  



Ⅲ－4 
 

 
様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

Ⅲ（３）運営費交付金の効率的活用の促進 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     ＜主要な業務実績＞ ＜評定＞ Ｂ 評定  
 （４）運営費交付金の適切

な執行に向けた取組 
各年度期末における運営

費交付金債務に関し、その
発生要因等を厳格に分析
し、減少に向けた努力を行
うこととする。 

（８）運営費交付金の効率
的活用の促進 

機構においては、その資
金の大部分を第三者への委
託、助成等によって使用し
ていることから、年度末の
確定検査によって不適当と
認められた費用等について
は、費用化できずに結果と
して運営費交付金債務とし
て残ってしまうという仕組
みとなっている。しかしな
がら、運営費交付金の効率
的活用の観点からは、費用
化できずに運営費交付金債
務となってしまうものの抑
制を図ることが重要であ
る。 
このため、独立行政法人

化における運営費交付金の
メリットを最大限に活用す
るという観点を踏まえ、各
年度期末における運営費交
付金債務に関し、その発生
要因等を厳格に分析し、減
少に向けた努力をしてい
く。 

（８）運営費交付金の効率
的活用の促進 
 年度末における契約済又
は交付決定済でない運営費
交付金債務を抑制するため
に、事業の進捗状況の把握
等を中心とした予算の執行
管理を行い、国内外の状況
を踏まえつつ、事業の推進
方策を検討し、費用化を促
進する。年度期末における
運営費交付金債務に関し、
その発生要因等を厳格に分
析する。 

－ （３）運営費交付金の効率的活用の促進 
 年度末における契約済又は交付決定済で
ない運営費交付金債務を抑制するため、事
業の進捗状況の把握を中心とした予算の執
行管理を定期的に実施した。運営費交付金
債務の発生要因等の分析や事業の推進方策
の検討を行うため、平成２６年度末から各
事業部における契約率、執行率向上に向け
た取組状況と問題点を共有する予算執行担
当チーム会議を定期的に開催し、運営費交
付金債務の削減に向けた各事業部の対応方
針等をとりまとめ、従来の四半期ごとの執
行状況報告を月ごとに改める等、交付金債
務削減に向けた取組を着実に遂行した。 
 引き続き、運営費交付金債務の適正かつ
効率的活用を果たしていくため、事業の進
捗管理を徹底するとともに、予算管理方針
及び予算配賦方針の策定に向けて検討を開
始した。 

＜自己評価の根拠＞ 
●運営費交付金債務について、前年度の５
８８億円から４７２億円に減少。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
以上の内容を踏まえ、着実な業務運営が

なされていることから、本項目の自己評価
をＢとした。 
 

 

 
  



Ⅲ－5 
 

 
様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

Ⅲ（４）剰余金の適正化 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     ＜主要な業務実績＞ ＜評定＞ Ｂ 評定  
   剰余金の適正化 

●当期総利益等の発生要
因、業務運営の適正性を
図る。また、利益剰余金
の計上を業務運営上適切
性のあるものとする。 

－ （４）剰余金の適正化 
平成２７年度末の利益剰余金は、４勘定

（一般勘定、電源利用勘定、エネルギー需
給勘定、鉱工業承継勘定）で計１０６．８
億円を計上。 
機構の主たる業務である研究開発関連業

務は、運営費交付金等を財源として着実に
実施しており、その支出額を限度に収益化
等を行っていることから、これにより利益
剰余金が発生することはない。 
一方、附帯的業務等により、研究開発資

産売却収入､貸倒引当金戻入益等による利
益が発生している。これらの利益は、総務
省の示す認定基準に合致しないことから、
目的積立金の申請はしていない。 

＜自己評価の根拠＞ 
●平成２７年度末の利益剰余金は主に研
究開発資産売却収入等であり、４勘定
（一般勘定、電源利用勘定、エネルギー
需給勘定、鉱工業承継勘定）で計１０６．
８億円を計上。 

 
 
 
 
 
 
以上の内容を踏まえ、着実な業務運営が

なされていることから、本項目の自己評価
をＢとした。 
 

 

 
  



Ⅲ－6 
 

 
様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

Ⅲ（５）債務保証経過業務、貸付経過業務   リスク管理債権適正化 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

     ＜主要な業務実績＞ ＜評定＞ Ｂ 評定  
 （３）債務保証経過業務、

貸付経過業務 
新エネルギーの導入に係

る債務保証業務について
は、制度の安定運用を図り
つつ、新エネルギーの導入
目標達成に向け、適切な実
施に努めることとする。 

鉱工業承継業務に係る貸
付金の回収については、債
権の管理を適切に行い、回
収額の最大化を計画的に進
め、約定回収等を終了した
時点をもって廃止するもの
とする。 

（３）債務保証経過業務、
貸付経過業務 新エネルギ
ーの導入に係る債務保証業
務については、制度の安定
運用を図りつつ、新エネル
ギーの導入目標達成に向け
て適切な実施に努める。 
鉱工業承継業務に係る貸

付金等の回収については、
債権の管理を適切に行い、
回収額の最大化に向けて計
画的に進め、平成２７年度
末までの業務終了に努め
る。 

（３）債務保証経過業務、
貸付経過業務 
新エネルギー債務保証業

務については、平成２２年
度に新規引受を停止してい
るが、債務保証先を適正に
管理し、代位弁済の発生可
能性を低減させるととも
に、財務状況が改善された
保証先については繰上弁済
を求める。なお、既に発生
した求償権については、必
要な措置を講じていく。 
鉱工業承継業務に係る貸

付金等の回収については、
債権の管理を適切に行い、
回収額の最大化に向けて計
画的に進め、当年度末まで
の業務終了に努める。 

－ （５）債務保証経過業務、貸付経過業務 
 新エネルギー債務保証業務については、
債務保証中の５社について事業の実施状況
の確認及び財務状況の把握に努め、うち１
社については平成２７年６月末日に繰上償
還（完済）し、９５５百万円の保証減とな
った（平成２７年度末保証残額４社１５億
円）。また、求償権債権３社については、債
務者の経営状況等の把握により適切な管理
に努めた。 
 鉱工業承継業務に係る貸付金等の回収に
ついては、残っていた貸付債権（破産更生
債権２件３社）について、任意弁済中の１
社を適宜往訪し２百万円を回収した。また、
上記貸付債権２件（３社）を一括して、一
般競争入札により債権回収会社に売却し債
権処理を完了させるとともに、回収額の最
大化を達成した。さらに、現状の売上納付
金対象事業者（要回収先１社）について売
上納付金監査を実施し、所定の額の納付金
を納付させた。 
 以上により、平成１５年４月に基盤技術
研究促進センターから機構が承継した鉱工
業承継業務については、本年度末をもって
全て終了した。 

＜自己評価の根拠＞ 
●鉱工業承継業務については、「鉱工業承
継勘定」廃止に伴う出資者への残余財
産分配の際、繰越欠損金を残したまま
当該勘定を廃止する可能性もあった
中、最終的に出資金を毀損せずに返還
できることに加え、剰余金９千万円を
国庫に返納予定。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
以上の内容を踏まえ、着実な業務運営

がなされていることから、本項目の自己
評価をＢとした。 
 

 

 
 
 

 


